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■計画の基本情報

H 31 ～ R 9

亀山市都市マスタープランに関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

　本計画は、都市計画法第１８条の２において規定される市町村の都市計画に関する
基本的な方針を策定するものであり、市町村の建設に関する基本構想(亀山市総合計
画)に即したものである必要があり、総合計画基本構想に掲げる都市空間形成方針を具
現化するものである。

建設部　都市整備課

目的・概要

計画期間 年度

　亀山市の都市づくりの基本理念や土地利用及び都市施設の整備に関する基本方針
を明らかにすることで、将来にわたり暮らしやすい都市を形成することを目的としており、
都市形成の基本的な方針を定めることで、各地域が連携し魅力ある都市を形成するた
めの指針としての役割を担う。

計画の骨格
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等
　「都市施設整備の方針（交通施設整備の方針）」について、都市計画道路 木崎
新所線の都市計画決定を実施した。
　「都市整備の方針(用途地域の見直し方針）」については、亀山PAスマートインター
チェンジ周辺地区の用途指定を行った。また、関ヶ丘地区での用途地域指定を進
めるため、パブリックコメントや住民説明会等の法定手続きを進めた。
　「都市づくりの戦略方針(エリアを対象にした都市づくり)」については、エリアプラン策
定を進めるため、井田川地区において、地域説明会等を実施した。

　都市計画道路 木崎新所線の都市計画決定（R4.6.1）を行った。また、亀山PAス
マートインターチェンジ周辺地区の用途地域指定（R4.8.30）を行った。
　関ヶ丘地区での用途地域指定については、コロナ渦による住民説明会の遅延等
により年度内での都市計画決定までは至らなかったが、概ねの法定手続きを年度
内に進めることができた。
　エリアプランの策定については、新たな地域役員への説明会を行い、地域との合
意形成を進めることができた。

1.快適さを支える生活基盤の向上
　(1)魅力的な都市空間の形成　①計画的な土地利用の推進

　魅力的な都市空間の形成を推進するため、都市計画道路の見直しを行うととも
に、都市機能や居住の適切な誘導を行うための「適切な土地利用の誘導」に寄与
できた。

　都市マスタープランに掲げた土地利用制度、エリアプラン策定を進めるにあたって
は、地域住民の理解を十分得なければならず、地域課題等に対応した制度、計画
としていく必要がある。また、他課で実施している関連事業との連携を図り、調整のう
え事業を進める必要がある。

　地域の現状に則した意見聴取方法により、住民との合意形成を図り、関係部署と
の調整のうえ、検討を進めていく。
　また、土地利用制度の検討については、庁内組織による検討も実施する。
　誘導区域の魅力向上による集約化を図れる計画と制度を策定し、これにより「都
市の価値と魅力（都市力）の向上」につなげていく。

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

設定なし

目標値現状値
実績値
（R3）単位

成果指標名
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■計画の基本情報

H 23 ～ R

亀山市景観計画に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

本計画は、景観法第8条1項に基づき策定する「良好な景観の形成に関する計画」
である。

建設部　都市整備課

目的・概要

計画期間 年度

国民生活の多様化が進むにつれて価値観が多様化してきている中、自然、歴史・
文化といった様々な景観の特徴を活かしたまちづくりが行われている。本計画は、本
市の風土を活かした美しいまちの景観を保全・創出するため、目標や方針、推進方
策等を示したものである。

計画の骨格

章 概要 景観法の条項 

第１章 景観計画区域 
景観法に基づいて、景観計画の区域
を示しています。 

第８条第２項 

第１号 

第２章 景観形成の方向性 

本市における景観形成の基本的な
理念を示すとともに、亀山市が目指
す景観将来像と基本目標及びそれ
らを基に良好な景観形成を図って
いくための基本的な方針を示して
います。 

第８条第２項 

第２号 

第３章 
良好な景観の形成に
関する行為の制限に
関する事項 

一般地区、景観形成推進地区、景観
重点地区における景観法に基づく
建築物、工作物、開発行為等に関す
る具体的な行為の制限となる景観
形成基準及び届出対象行為を示し
ています。 

第８条第２項 

第３号 

第４章 
景観重要建造物及び
景観重要樹木の指定
の方針 

景観法に基づいて、本市の個性ある
景観形成の核となる建造物及び樹
木に関する指定の方針を示してい
ます。 

第８条第２項 

第４号 

第５章 
景観重要公共施設の
整備に関する事項 

景観法に基づいて、景観上重要な公
共施設における整備の方向性につ
いて示しています。 

第８条第２項 

第５号 

第６章 景観形成の推進方策 

本市において市民・事業者・行政が
一体となって景観形成を推進して
いくための方策について示してい
ます。 

― 
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等
　景観法に基づく58件（建築物35件、工作物11件、開発行為等12件）の届出を受
理し、その際、事前相談等により景観についての指導を行い、良好な景観形成に努
めた。
　「景観の日」に合わせた6月1日号の広報への景観啓発文の掲載とともに、景観形
成推進地区の各自治会に対して、景観計画に関するパンフレットを配布した。また、
関係機関（県、民間審査機関等）へも景観計画・届出関係のパンフレットの配布を
行った。
　景観計画改定に係る景観重点地区指定を進めるため、重点地区候補地で、景観
形成基準等についての地域懇談会を開催（３回）した。
　景観審議会を開催（1回）し、現況報告、今後の取組等についての意見聴取を
行った。

　景観法に基づく届出制度による景観指導により、景観形成基準に則した良好な景
観形成を図ることができた。
　近年増加している太陽光発電施設について、「太陽光発電施設の設置に関する
景観形成ガイドライン」に基づく景観への配慮事項について、事業者への指導を
行った。（令和4年度　届出8件）
　景観計画関係のパンフレット配布等により、亀山市の景観計画についての周知を
図り、良好な景観についての意識向上が図れた。
　景観重点地区指定候補地での地域懇談会の開催により、地域住民の景観につい
ての知識、理解を深めることができた。

　１．快適さを支える生活基盤の向上　（１）魅力的な都市空間の形成　③安らぎの
ある都市の形成

　魅力的で安らぎのある都市形成に寄与できたものと考えられる。

　景観重点地区指定候補地の地域住民の景観に対する意識が低く、懇談会等へ
の住民参加が少ない。
　景観計画改定に係る新たな景観形成基準の設定にあたっては、地域の協力が不
可欠であり、アンケート調査等、地域住民との合意形成の方法に工夫が必要とな
る。

　地域に則した合意形成の方法を検討し、地域住民の意識向上による景観形成基
準の策定や、それに伴う景観重点地区指定を図っていく。
　また、「亀山市歴史的風致維持向上計画」等の関連計画と連携し、地域の特徴あ
る良好な景観の保全・創出に努める。

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画推進
への寄与度

設定なし

目標値現状値
実績値
（R3）単位

成果指標名
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■計画の基本情報

R 1 ～ R 10

亀山市住生活基本計画に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

　本計画は、住生活基本法第7条に基づき市町村計画として策定し、本市の住生活分
野における基本計画として位置付けている。また、第2次亀山市総合計画後期基本計
画との関連は、基本施策「住環境の向上」と深く関わり、住宅セーフティネットの確保、安
全・快適な住環境の整備、空き家・空き地の対策・利活用を補完するものである。

建設部 建築住宅課

目的・概要

計画期間 年度

　第2次亀山市総合計画後期基本計画の住環境の向上の中の「市民が、快適で安全・
安心な住環境の整ったまちで暮らしています。」を目指す姿とし、本市に愛着と誇りを持
ち、生涯にわたる定住、あるいは数年間であっても居住したいと思えるような魅力的なま
ちにするため、施策を効果的かつ持続的に進めるための方針を示すものである。

計画の骨格
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名

別紙のとおり

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

　定住支援員の移住相談窓口への配置、首都圏在住者の移住・交流促進アドバイ
ザーへの登録等、窓口及び相談体制の充実を図り、本市での生活をイメージできる
よう希望者へ市内案内や親子体験ツアーを実施し、その様子をHP等に掲載した。
　空き家等対策として、固定資産税等納税通知書に空き家活用に関するチラシを
同封し、空き家情報バンク制度等の周知を図った。また、管理不全状態の空家等
の所有者に対し、適正管理への依頼文書を送付し、改善指導等を行った。
　民間活用市営住宅については、ホームページを更新するなどし、幅広く事業者へ
の周知を図り、また、市内事業者へ働きかけを行った。
　木造住宅の無料耐震診断の実施、耐震補強計画、耐震補強工事及び除却工事
等について、各種補助金を交付し、住宅耐震化率向上を図った。

　移住関連イベントへ移住・交流促進アドバイザーと連携を図りながら積極的に参加
し、相談窓口では31件、移住関連イベントでは44件の相談対応を行い、本市の魅
力を伝えた。また、希望者にかめやま暮らしめぐりを5回実施し、ＳＮＳやＨＰ等での情
報発信や、都内で居場所づくりを考えるワークショップを開催するなど、本市の認知
度を向上させることができ、移住相談等の市施策を通じた移住が22件となった。
　空き家情報バンクの新規登録は6件、成約も6件、利用登録は50件であった。ま
た、R3年度に認定した特定空家等については、売買により所有者が変更となり、改
修の見込みとなったことから解決した。
　木造住宅の無料耐震診断は70件、耐震補強計画は2件、耐震補強工事は5件、
除却工事は55件で、住宅耐震化率は昨年度の90.9％から91.5％へと増加した。

　老朽化した市営住宅（和田住宅）からの住み替えが残り１戸となり、民間活用市営
住宅を活用しながら、安全・安心な住宅の確保ができた。
　木造住宅の耐震化の促進、狭あいな生活道路の改善により、災害時における安
全性の向上と道路等の生活基盤の充実を進め、空き家情報バンク制度及び移住
促進のための空き家リフォーム支援事業により、空き家の有効活用及び空き家の再
生に繋がり、住環境の向上に寄与した。

　老朽化した市営住宅（住山住宅A・B）の住替え等に必要となる戸数を確保するた
め、引き続き民間活用市営住宅の借り上げ戸数の拡大を図る必要がある。
　管理不全状態の空家等9件が未解消のため、引き続き解消に努める。また、空き
家情報バンクの登録数を増やし、空き家の利活用を促進する必要がある。

　建築・不動産関係の事業団体等の協力を得ながら、民間活用市営住宅の確保に
努め、老朽化した市営住宅（住山住宅A・B）からの住替えを促進する。
　管理不全状態の空家等の解消に向けて、不動産関係の事業団体など各種団体
と協力し、利活用など効果的な取り組みを模索しながら進めていく。
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■成果指標

1

2

3

4

5

6

7

8

9

民間活用市営住宅の確保戸数 戸 90 90 154

1300

235

住宅耐震化率 ％ 90.9

住宅耐震診断件数 件 342 412

2

91.5 95.0

老朽化した市営住宅の用途廃止戸数 戸 2

移住・定住件数 件 26 48 50

空き家活用（リフォーム等）件数 件 9 11 50

亀山市空き家情報バンク登録数 件 61 67 123

特定空家等の是正割合 ％ 80 100 100

成果指標名 現状値
実績値
（R4）

目標値
単位

移住・定住相談件数 件 213 288 500
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■計画の基本情報

H 30 ～ R 9

（基本理念）
　次世代への使命　安全でおいしい水の安定供給

（目標・重点施策）
　１．　安全な水道
　　　すべての市民が、いつでもどこでも安全でおいしい水が飲める水道
　（１）　水質管理体制の強化
　　　①　持続的な安全性の強化
　　　②　水質監視体制の強化
　（２）　安全で快適な配水システムの構築
　　　①　水道施設の集中監視
　　　②　快適な給水サービスの提供
　（３）　環境への貢献
　　　①　地球温暖化防止への貢献
　　　②　環境教育の推進
　２．　強靭な水道
　　　自然災害による被災を最小限にとどめ、被災した場合であっても、迅速に復旧
　　できるしなやかな水道
　（１）　地震対策の実施
　　　①　計画的な耐震化の実施
　　　②　災害時における飲用水等の確保
　（２）　風水害対策の実施
　　　①　風水害発生時の浸水対策
　（３）　危機管理体制の強化
　　　①　応急給水体制の強化
　　　②　応急復旧体制の強化
　３．　持続可能な水道
　　　健全かつ安定的な事業運営が可能な水道
　（１）　老朽施設等の計画的更新
　　　①　施設等の計画的な更新
　　　②　施設等台帳の継続的な整備
　（２）　水道サービスの充実
　　　①　水道使用者への情報サービスの向上
　　　②　水道使用者への対応の迅速化
　（３）　健全経営の強化
　　　①　有収率の向上
　　　②　適切な財源確保
　　　③　事業経営の効率化

（事業計画）
　１．水道整備年次計画
　２．財政計画

亀山市新水道ビジョンに関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

　本ビジョンは、平成25年3月に公表された厚生労働省「新水道ビジョン」を勘案し、第2
次亀山市総合計画との整合を図りつつ、平成23年3月に策定した「亀山市水道ビジョ
ン」に代わるものとして、亀山市水道事業の施策をまとめ、今後10年間の方向性を示す
計画として、平成30年3月に策定したものである。

上下水道部 上水道課

目的・概要

計画期間 年度

　現状と将来の見通しを「安全」「強靭」「持続」の観点から分析・評価し、亀山市水道事
業が抱える諸課題の解消と、人口減少問題や大規模地震対策など今後の事業を取り
巻く環境の変化に的確に対応しながら、健全な事業運営を持続し、安全でおいしい水を
安定供給するための施策をまとめたものである。

計画の骨格
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等
①水道法第20条第1項に基づき水質検査計画を定め、水質検査を実施した。
②水道法第22条の2第1項に基づきコンクリート構造物点検業務委託を実施した。
③災害時における停電対策として危機管理体制の強化を図るため、辺法寺加圧ﾎﾟ
ﾝﾌﾟ室非常用発電設備設計業務を実施した。
④水害からの被害を軽減できるよう、浸水対策検討業務を実施した。
⑤老朽施設等の計画的な更新として、取水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事等を実施した。また、老
朽化による配水管改良工事及び基幹管路の耐震化整備工事並びに緊急遮断弁
設置工事を実施した。
⑥有収率向上のため、第5水源区域他の漏水調査を行い修繕工事を実施した。
⑦財源確保等のため、ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾌﾟﾘ収納の普及に努めた。

①給水栓における水質が、省令に定められた基準に適合することを確認した。
②給水に支障が生じないよう点検を行い、省令に定められた事項を記録した。
③耐災害性の強化を図るため、令和5年度における工事発注の準備を実施した。
④浸水リスクが高い水道施設の抽出と浸水対策の立案を行った。
⑤取水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替等により､施設の安定稼働が維持できた。また､管路の改良工事
等で漏水箇所の改善及び基幹管路等の耐震化並びに緊急遮断弁の設置を行い、
水の流出による二次災害を未然に防止する対策を行った。
⑥漏水箇所を早期に修繕することで、有収率が前年度を上回った。
⑦ｸﾚｼﾞｯﾄ収納等の収納件数は増加し、使用者の利便性の向上と財源確保が図れ
たものの、僅かではあるが、収納率が減少した。経常収支比率は目標値を上回った
が前年度を下回った。

　総合計画の施策の大綱１．快適さを支える生活基盤の向上　基本施策（３）上下
水道の充実における施策の方向として、耐震対策について西町地内（市道西町落
針線）基幹管路配水管改良工事、関第２配水池緊急遮断弁設置工事を実施し、
管路老朽化整備対策についてみどり町地内（市道みどり25号線ほか）配水管改良
工事を実施したことで、総合計画の推進に寄与できた。

　令和５年３月に検討した結果、本ビジョンに掲げる整備計画は順調に推移してお
り、財政面も上回っていることから、本ビジョンの内容を見直す必要はないと判断した
が、景気動向等を注視し、適宜、水道料金の見直しを行っていく必要がある。

　 令和７年度内に水道事業経営戦略を見直す必要があり、その結果において、水
道料金改訂における検討の必要が生じた場合には、本ビジョンの一部を具体的に
検討する必要があると考えられる。

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

【別紙のとおり】

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名
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■『亀山市新水道ビジョン』成果指標等一覧表

H30 R1 R2 R3 R4

1 施設 ― 1 2 2 3 3 3

2 施設 ― 1 2 2 3 3 3

3 ％ 20.3 20.3 20.8 21.5 22.7 19.8 38.0

4 施設 5 7 7 7 7 8 9

5 ％ 90.0 91.2 88.8 90.0 89.5 89.7 93.9

6 ％ 110.10 120.39 122.92 120.67 120.44 114.74 111.30

・計画期間　平成３０年度から平成３９年（令和９年）度までの１０年間

加圧ポンプの整備施設数
（P28 「１　安全な水道」）

設備更新時の省エネルギー機器の導入施設数
（P28 「１　安全な水道」）

基幹管路の耐震化率
（P31 「２　強靭な水道」）

主要配水池への緊急遮断弁の設置施設数
（P31 「２　強靭な水道」）

有収率（北中勢水道を除く）
（P33 「３　持続可能な水道」）

経常収支比率
（P33 「３　持続可能な水道」）

※　令和３年度に比べて耐震化率が減少した理由は、水道施設台帳を作成したことによるものです。

目標値
R9

実績値

No 成果指標名（該当ﾍﾟｰｼﾞ）
　　　　 年
度
単位

現状値
H28

※
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■計画の基本情報

R 4 ～ R 8

亀山市地域公共交通計画に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

第２次亀山市総合計画を上位計画とし、亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略、亀山
市都市マスタープラン、亀山市立地適正化計画等を関連計画とする「亀山市の総合的
な公共交通政策の方向性等を定める基本計画」

政策部 政策推進課

目的・概要

計画期間 年度

公共交通が果たすべき役割を整理し、鉄道、バス等、本市に係る全ての地域公共
交通が一体となって機能し、持続可能な公共交通ネットワークの形成を図る。

計画の骨格
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等
・バスについては、継続運行を行うことで、移動困難者の通学・通勤・通院等市民生
活に必要な最小限度のサービス水準の維持・確保に努めることができた。
また、隣接市（津市・鈴鹿市）と連携したチラシ回覧、東部ルート・南部ルート・西部
ルート沿線住民へのチラシ回覧を行ったほか、バス運行事業者と連携し、SNSを活
用した利用促進のための情報発信を行った。
・乗合タクシーについては、制度の定着と利用促進を図るため、出前講座の開催や
新規登録者へ無料体験券乗車券の配布を行った。
・鉄道については、鉄道関係の各種同盟会や関係機関、関係市町村と連携した
ウォーキング事業や要望活動を実施した。また、鉄道事業者をはじめ、関係機関と
連携し、観光誘客を含む鉄道利用促進啓発活動をＪＲ大阪駅にて実施した。

・コミュニティバスについては、地域との意見交換会やPRチラシの回覧等の利用促
進活動を行ったことにより、利用者数は令和3年度の63,931人から69,347人と
5,416人増加し、地域の身近な公共交通の確保に向けた取り組みを行うことができ
た。
・乗合タクシーについては、バス利用が回復傾向にある中、出前講座の開催や新規
登録者へ無料体験乗車券の配布等の利用促進活動により、令和3年度並みの利
用者数を維持することができた。
・鉄道については、要望活動や利用促進啓発活動を実施したが、令和２年度実績
では、新型コロナウイルス感染症の影響による輸送需要の変化などにより、市内鉄
道駅の乗車人員数（1日平均）は減少しており、利用促進につなげることができな
かった。

１．快適さを支える生活基盤の向上　（５）地域公共交通の充実
　　既存のバス等による効率的・効果的な運行継続の実施や乗合タクシーの利便
性の向上など、市内の地域公共交通網を充実させることで、市民が身近な公共交
通を利用して安全で快適な生活を送ることに寄与している。

・コミュニティバス利用者数は回復傾向にあるが、依然コロナ禍前の水準まで回復していない
ことから、利用者ニーズの変化等現状把握に努めながら、利用促進のための取り組みを行う
必要がある。
・乗合タクシー利用者数は昨年度並みを維持しているが、新型コロナウイルス感染症の影響
もあり乗合率が低いため、引き続き更なる制度の周知に努める必要がある。
・鉄道の維持・確保のため、沿線自治体等とさらなる連携を図り、利用促進を図る必要があ
る。

・各地域の利用者ニーズを把握し、ニーズとサービス、コストを考慮した鉄道・バス・乗合タク
シーの最適な組み合わせによる効率的で効果的な運行に向けて引き続き検討を行う。
・乗合タクシー制度の出前講座の開催や地域との意見交換会による制度周知を継続すると
ともに、運行事業者への聞き取りや情報共有を図ることで乗合率の向上に努める。

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

別紙のとおり

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名
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■成果指標

1

2

3

4

5

6

7

8

≪別紙≫

成果指標名 現状値
実績値
（R4）

目標値
単位

コミュニティバス路線の利用者総数 人 90,296 69,347
102,000
以上

市内バス路線等の利用者総数 人 313,053 212,807
317,000
以上

コミュニティバス路線の１便あたりの
平均乗車人員数

人/
便・日

- - -

乗合タクシーの利用者総数 人 3,741 4,514 8,000

公共交通維持に係る年間実質負担額 円/年 1億511万
1億2,704

万
概ね1億

(さわやか号)
人/
便・日

7.7 5.5 7.7以上

4.4以上

(東部ルート)
人/
便・日

4.1 4.1 4.1以上

(野登・白川地区自主運行バス)
人/
便・日

4.4 2.7

(西部ルート)
人/
便・日

2.5 1.8 2.5以上

(南部ルート)
人/
便・日

2.7 2.3 2.7以上

4.6以上

市内の鉄道駅の乗車人員数（1日平均） 人 3,490
2,613
(R2)

3,400以上

(加太地区福祉バス)
人/
便・日

4.6 4.0

コミュニティバス路線の収支率 ％ 8.6 5.2 10.0以上

移動環境に対する不満割合 ％ 15.6 - 15以下
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■計画の基本情報

R 4 ～ R 8

第3次亀山市消防力充実強化プランに関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

　本プランは、消防組織法第4条第2項第15号に基づく消防計画及び「第2次亀山市総
合計画」の消防分野における計画として位置付けている。また、第2次亀山市総合計画
後期基本計画との関連は、基本施策「消防力・地域安全の充実」と深く関わり、消防体
制の充実強化、防火対策の強化、救命率の向上の部分を補完する。

消防本部 消防総務課

目的・概要

計画期間 年度

　本プランは、亀山市消防本部の充実強化を図り、市民の生命、身体及び財産を火災
から保護し、災害による被害を軽減するために、将来を中長期的に展望し、消防本部の
方向性を明らかにするものとして策定したものである。

計画の骨格
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等
消防職員に必要となる資格取得や資質向上を図るため、教育機関等への各種研
修派遣を行った。計画的に救急救命士を養成したほか、医療機関等への研修派遣
や症例検討会等を通じて、救急救命士の処置拡大への対応や再教育の確保に努
めた。津市、鈴鹿市と消防指令センターの共同運用に向け、3市で実施計画を策定
したほか、地方自治法の規定に基づき、3市による消防通信指令事務協議会を設
置した。消防ポンプ自動車1台を更新するとともに防火水槽1基を設置した。感染防
止対策として各消防庁舎の水回り設備の一部を改修した。防火対象物や危険物施
設への立入検査を計画的に実施した。「消防団の力向上モデル事業」を活用した
加入促進の取組を行った。消防団車両1台を更新するとともに雨衣を計画的に更
新した。

教育機関等への研修派遣を行うことにより、組織に必要となる救助隊員をはじめ、
緊急車両の機関員や予防技術検定有資格者を養成できた。救急救命士の養成に
伴い、前年度と比較して救急出動に対応する救急救命士を増員配置することがで
きた。3市により設置した消防通信指令事務協議会では、令和8年度の共同運用の
開始に向け、令和5年度に予定している実施設計の内容等を協議することができ
た。消防用車両等の更新をはじめ、防火水槽の設置や感染防止対策として各庁舎
の設備を改修することにより、安全に災害対応等を行うための施設、装備を充実さ
せることができた。防火対象物等への立入検査を実施することにより、火災や人命
危険を予防する体制づくりを推進できた。消防団への加入促進の取組として消防団
活動を市民に広くPRすることができた。

第2次亀山市総合計画後期基本計画
1.快適さを支える生活基盤の向上
(7)消防力・地域安全の充実
【成果指標】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現状値　　 目標値     R4年度
・救急救命士等の有資格者の配置率　　　　 91.8％     100％　    95.9％
・防火対象物の立入検査件数　　　　　　　　　160件　　　260件　　  200件

　本プランの成果指標の中には、実績値が現状値を下回った項目があるが、実績
値と取組の成果が直結しない項目があることから、数値のみに捉われず、あらゆる
側面から分析したうえでの評価が必要となる。（【例】「火災現場に関する平均所要
時間」は、現場到着後に即時放水を行わない事例を含んでいる）

　本プランの上位計画である後期基本計画の成果指標については、実績値が前年
度と比較して向上したことから、今後においても、目標値の達成に向けて本プランの
取組を着実に推進する必要がある。今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

「別紙のとおり」

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

■成果指標一覧表

成果指標名 現状値
実績値
(R4)

目標値
単位

有資格者の配置率 ％ 91.80% 95.90% 100%

火災現場活動に関する平均所要時間
（現場到着から放水開始まで）

分/秒 5分10秒 5分36秒 4分00秒

延焼件数 件 3.00件 2.40件 2.70件

公務災害発生件数（消防職員） 件 0件 1件 0件

事業所等の火災件数 件 2.00件 3.40件 1.80件

一般住宅の火災件数 件 3.40件 3.00件 3.06件

市民による心肺蘇生法実施率 ％ 43% 43% 57%

実施基準評価適切率 ％ 100% 100% 100%

災害動員可能率 ％ 94.20% 93.97% 100%

消防団行事・訓練参加率 ％ 64.50% 62.56% 74.50%

公務災害発生件数（消防団員） 件 0件 1件 0件
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■計画の基本情報

R 3 ～ R 12

第2次亀山市環境基本計画に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

　本計画は、亀山市環境基本条例第8条第1項の規定に基づき市町村計画として策定
したものであり、本市の環境分野における基本計画として位置付けている。また、第2次
亀山市総合計画後期基本計画との関連は、基本施策「脱炭素社会の実現に向けた取
り組みの推進と循環型社会の構築」と深く関わるものである。

産業環境部 環境課

目的・概要

計画期間 年度

　本市の環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、市民の健
康で安全かつ快適な生活の確保と福祉の向上に寄与することを目的とする。
　本市が目指す10年後の環境の姿として「みんなの笑顔かがやく環境のまち 健都 かめ
やま」を掲げ、5つの基本施策や4つのプロジェクトにより具現化を図る。

計画の骨格
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■成果指標

1

2

3

4

■計画の実績等
　市民に自然と触れ合う機会や学習する機会を提供するため、里山塾、ザリガニ釣
り大会、亀山7座トレイル（登山講座）等のイベントを開催した。市内の主要事業所、
河川、ため池において、水質検査、騒音・振動測定を行うとともに、公共下水道事
業の推進により、生活排水処理施設の整備を行った。生ごみ排出抑制の新たな取
り組みとして「生ごみ消滅処理容器・キエーロ」の普及、食品ロス削減マッチングアプ
リ「かめやまタベスケ」の導入など、ごみの排出抑制の普及、啓発に取り組むとともに
小型充電式電池等の分別収集を試行実施するなど、４Rの推進に積極的に取り組
んだ。地球温暖化防止につながる『緑のカーテン運動』に取り組むため、ヘチマの
ポット苗を市民及び公共施設の管理者に配布した。
　当該計画の推進を図るにあたり、市民、事業者及び関係団体等から幅広い意見
を反映するため、環境未来創造会議及び基本施策ごとの部会を開催した。

　自然環境に関するイベントを開催したことにより、生物多様性に関する周知・啓発
に貢献できた。新たに市内に立地した事業所などと環境保全協定を締結するととも
に、市内の主要事業所、河川、ため池において、水質検査、騒音・振動測定を行な
い監視することにより鈴鹿川の良好な水質が維持できた。自然環境生活排水処理
率が、公共下水道事業井田川・能褒野処理分区など5処理分区の供用開始によ
り、大幅に向上した。ごみ減量化の取り組みにより1人1日あたりのごみ排出量は前
年と比較し減少したが、リサイクル率は低下した。
そして、第2次市環境基本計画を推進するための会議及び部会を開催したことによ
り、当該計画の推進体制が確立できた。

　里山管理運営協議会等と連携し、自然公園を活用して市民に自然と触れ合う機
会等の提供をしたものの、新型コロナウイルスの影響によりイベント等参加人数は激
減した。ごみ排出量は前年度比較で１７ポイント減の928ｇ/人・日となり、リサイクル
率については3.1ポイント低下し28.4％であったが、新たなごみ減量、再資源化の取
り組みを行ったことで総合計画推進に寄与した。

　新型コロナウイルスの影響もあるが、自然環境イベントや環境に関する講座等への
参加人数が減少した。更なるごみ排出量削減、４Rの推進のための取り組みが必要
である。

　環境イベントや講座への参加人数の増加を図るための周知・啓発に努める。また、
幼稚園、保育園や学校等に環境関連イベントへの参加を呼び掛ける。更なるごみ
排出量の削減、４Rの推進には、排出者の意識の変化が重要であることから、多様
な視点や発想、ごみダイエットサポーターとの連携による新たな取り組みの検討を行
うとともに一般廃棄物処理基本計画の施策に着実に取り組む。

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

別紙のとおり

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名
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■成果指標

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

現状値及び目標値　…　第２次亀山市環境基本計画（2021～2030）　各基本施策成果指標参照

自然環境に関するイベント等に参加した人数等 人 8,563 7,105 9,500

成果指標名 現状値 実績値
（令和4年度）

目標値
単位

生活排水処理率 ％ 81.4 83.3 92.1

外来生物の駆除に取り組む市民活動団体数 団体 3 2 8

ごみの資源化率 ％ 30.8 28.4 38.0

１人１日あたりのごみ排出量 ｇ／人・日 943 928 880

環境美化ボランティア登録団体数 団体 31 39 40

間伐面積（平均） ha 183 126 200

溶融飛灰の資源化率 ％ 100 100 100

環境保全協定の締結数 件 77 85 100

再生可能エネルギー発電施設の導入件数 件 2,662 3,092
（令和３年度）

3,500

市域における二酸化炭素排出量 （千ｔ-ＣＯ２） 1,322 1,345
（令和3年度）

1,156

環境関連分野において連携・協働による取組を
行っている団体（組織）数

団体（組織） 13 21 20

環境に関する講座等への参加人数 人 3,184 1,941 3,500
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■計画の基本情報

R 3 ～ R 12

亀山市歴史的風致維持向上計画（第２期）に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

　本計画は、地域における歴史的風致の維持向上に関する法律第４条の規定に基づき
同法第５条第２項に規定する内容をまとめたものである。また、本計画は、同法による国
の第１号認定を受けた第１期計画の課題の解決と、より一層の歴史的風致の維持及び
向上を目指し、歴史的資産、文化財の保護とまちづくりが一体となる取組を推進していく
ための第２期計画として策定したものである。

建設部　都市整備課

目的・概要

計画期間 年度

　亀山市における固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴
史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地が一体となって形成してきた良好な市
街地の環境の維持及び向上を図る。

計画の骨格

市民文化部 文化課

第１章．歴史的風致形成の背景
　１．自然的環境
　２．社会的環境
　３．歴史的環境
　４．文化財等の分布状況
第２章．維持及び向上すべき歴史的風致
　１．歴史的風致
　（１）東海道「関宿」周辺の歴史的風致
　（２）東海道「亀山城跡・亀山宿」周辺の歴史的風致
　（３）東海道「坂下宿・鈴鹿峠」周辺の歴史的風致
　（４）東海道「野村集落」周辺の歴史的風致
　（５）東海道「川合・和田集落」周辺の歴史的風致
　（６）大和街道「加太宿」周辺の歴史的風致
　（７）巡見道「安楽越」周辺の歴史的風致
　（８）金王道「昼生地区」周辺の歴史的風致
第３章．歴史的風致の維持及び向上に関する方針
　１．歴史的風致の維持及び向上に関するこれまでの取組
　２．歴史的風致の維持及び向上に関する課題
　３．上位・関連計画との関連性
　４．歴史的風致の維持及び向上に関する方針
　５．実施体制
第４章．重点区域の位置及び区域
　１．重点区域の位置及び区域
　２．重点区域の指定の効果
　３．良好な景観の形成に関する施策と連携
第５章．文化財の保存又は活用に関する事項
　１．市全体に関する事項
　２．重点区域に関する事項
第６章．歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項
　１．歴史的風致維持向上施設の整備又は管理についての方針
　２．歴史的風致維持向上施設の整備又は管理のための事業
第７章．歴史的風致形成建造物の指定の方針
　１．歴史的風致形成建造物の指定における基本的な考え方
　２．歴史的風致形成建造物の指定における基準
第８章．歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項
　１．歴史的風致形成建造物の管理の指針における基本的な考え方
　２．個別の事項
　３．届出が不要の行為
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名

なし

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

　令和３年５月１９日に国の認定を受けた亀山市歴史的風致維持向上計画（第２
期）に基づき、以下の事業を進めた。
・重点区域案内看板整備事業
・東海道街道沿街なみ環境整備事業
・歴史的環境整備事業（小公園の整備、ポケットパーク整備）

　重点区域案内看板整備事業では、計画に基づき、文化財説明看板「亀山城二
之丸帯曲輪」、「亀山宿高札場」と文化財説明標柱「慈恩寺薬師如来立像」を設置
することで、広く市民や来訪者に歴史的価値を知ってもらい、文化財の保存と活用
に寄与した。また、東海道街道沿街なみ環境整備事業では、旧東海道のうち、関
宿内東追分から地蔵町散策拠点施設前まで自然石舗装及び表面処理を行い美
装化することで、住環境の改善を図り、良好な街なみ形成を推進することができた。
さらに、歴史的環境整備事業では、良好な街なみの形成が図れるよう、公園のトイ
レ施設について、計画どおり設計を実施した。また、ポケットパーク整備については一
部工事が繰越となったものの、整備進捗に努めた。

　旧東海道の美装化や文化財説明看板など歴史的風致を醸し出す文化財等の整
備を進めたことにより、「東海道を基軸とした歴史的風致の維持向上」を図ることが
できた。

　亀山市歴史的風致維持向上計画（第１期）で進められなかった拠点文化財等を
つなぐ道路整備事業（道路美装化事業等）を第２期計画に基づき進めていく必要が
ある。また、文化財説明看板未設置の地区がまだ多いことから、引き続き設置を
行っていく必要がある。さらに、ポケットパーク整備を完了する必要がある。

　令和３年５月１９日に国より認定された亀山市歴史的風致維持向上計画（第２
期）に基づいて、歴史的資産、文化財の保護とまちづくりが一体となる事業を進め
る。
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■計画の基本情報

H 29 ～ R 4

亀山市健康・医療推進計画に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

　本計画は、健康増進法第8条第2項に基づく健康増進計画、食育基本法第18条第1
項に基づく食育推進計画、自殺対策基本法第13条第２項に基づく自殺対策計画及び
地域医療再構築プラン（医療介護総合確保促進法第５条第１項に基づく市町村計画
含）の４計画を統合し、策定している。

健康福祉部 健康政策課

目的・概要

計画期間 年度

　市民が住み慣れた地域で、豊かな食生活と健康で充実した暮らしを続けることができ
る健康文化のまちであるとともに、安心して医療を受けることができるまちを目指すもので
ある。

計画の骨格

 

 

基本 

理念 

生
涯
に
わ
た
り
健
康
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
ま
ち 

施策大綱（基本戦略） 施策の方向 

１ 健康な暮らしの支援 

２ 疾病予防と早期発

見・治療の推進 

３ 地域医療提供体制の

整備 

①健(検)診の推進、生活習慣病予防・介護予防の推進 

③地域医療の確保と医療センターの経営健全化 

①健康づくりによる健康都市「かめやま」の実現 

②歯と口腔の健康づくりの推進 

③感染症の予防、予防接種の推進 

②こころの健康づくり（自殺対策） 

①多職種連携による地域包括ケアシステムの強化・充実 

②救急医療提供体制の充実 

４ 食育の推進 

③共食の推進 

①栄養・食生活の改善 

②次世代に伝える食文化 

※計画の施策大綱(基本戦略)及び施策の方向のうち、1-①～③、2-①、2-②及び 4-①の一部は健康増進計画、2-②は

自殺対策計画の内容に該当します。また、3 は地域医療再構築プランの内容に該当し、4 は食育推進計画の内容に該当

します。 
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等
・健康づくりのてびきを作成し、全戸配布を行うとともに健康づくり応援隊の支援を
行った。
・健康増進を支援する３事業所と新たに健康づくりに関する協定を結んだ。
・特定健康診査の自己負担金を無料にしたことにより前年度より受診率が向上し
た。
・亀山市糖尿病性腎症重症化予防事業連携会議を設置し、情報共有や対策の検
討を行い、成果を評価分析することができた。
・子育て中の保護者同士の交流や相談の場を目的に、地域子育て支援センターの
図書館サテライトを実施した。
・ひきこもり等の支援につながりにくい方の情報を本人同意の有無に関わらず必要な
関係機関で情報共有できる連携体制づくりを進めた。

・市民や地域への周知啓発活動や関係団体との協議を行うことで、健康都市「かめ
やま」の実現に向けた健康な暮らしの支援を行うことができた。
・保険・長寿がん検診、特定健康診査、特定保健指導に係る受診率向上に向けた
勧奨方法の見直しや継続したインセンティブ提供による取組により、特定検診の受
診率の向上に寄与した。
・亀山市糖尿病性腎症重症化予防事業連携会議により、医師会や医療センター等
と連携を諮り、情報共有や対策の検討を行い、疾病予防と早期発見の推進につな
げることができた。
・社会的に孤立しないよう支援や連携の体制づくりを進め、こころの健康づくりにつな
げることができた。
全庁体制で様々な対策を行ったことや、継続的な健康・医療事業活動を実施する
ことで、「健康づくり・地域医療の充実」に寄与することができた。

本計画の実施施策の中で、検討が必要な施策は検証のうえ、次期計画の施策とし
て確実に実施していく必要がある。

健康都市の実現に向けて本市の健康医療の分野における施策の方向を示すものと
して、令和５年３月に「みんなが生き生き元気に暮らす緑の健都かめやま」を基本理
念とした「亀山市健康まちづくり計画」を策定した。新たな施策体系に基づき、継続
的な取組を実施していく。

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

別紙のとおり

目標値現状値
実績値
（R3）単位

成果指標名
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健康・医療推進計画成果指標及び実績

現状値 実績値 実績値 実績値 実績値 実績値 実績値
27 29 30 R1 R2 R3 R4

健康づくり応援隊養成講座修了
者数（延人）

健康政策課 99 121 158 158 255 284 306

医療カフェ開催回数(回) 病院総務課 1 4 12 6 0 0 0

歯周病検診受診率（30・40歳）
(％)

健康政策課 12 10.9 8.7 10.3 12.5 10.7 10.5
平成29年度より５歳刻み
の年齢へ変更

ＭＲ（麻しん･風しん混合ワクチ
ン）Ⅱ期（％）

子ども未来課 97.4 97.4 99.4 99.8 99.2 97.8 97.4

33.2 32.4 31.5 31.0 29.6 32.0 31.8

21.8 22.0 20.9 21.1 16.6 17.5 18.0

32.9 30.2 29.6 29.0 27.7 29.9 31.9

特定健診の受診率（％） 市民課 37.1 37.9 37.5 37.1 34.7 37.3
(R4.3.31時点)

40.0
(R5.3.31時点)

国保計画に同じ

特定保健指導の実施率（％） 市民課 20.4 16.8 16.7 23.7 17.0 27.8
(R4.3.31時点)

23.4
(R5.3.31時点)

国保計画に同じ

訪問看護ステーション数（施設） 地域医療課 5 5 7 5 5 6 6

かめやまホームケアネットにおけ
る在宅医療を実施する市内医
療機関数（機関数）

地域医療課 9 10 9 7 6 6 3
目標値は、内科標榜医療
機関×０．８設定

かめやまホームケアネット新規
利用者（人）

地域医療課 19 13 11 7 47 42 33

救急搬送の市内医療機関受入
率（％）

消防総務課 50.2 47.26 43.33 39.01 41.79 35.6 33.1 総合計画に同じ

医療センター（財務）医業収支
比率（％）（医業収益/医業費
用）

病院総務課 77.6 82.4 83.9 86.5 87.1 89.0 84.5 ビジョンに同じ

学校給食における地場産品を使
用する割合(％)(三重県産＋市
内産の食材使用割合、食材数
ベース)

教育総務課 31.2 29.3 27.9 28.7 26.2 29.7 29.3
目標値は、第３次三重県
食育推進計画

項　目（単位） 担当課名
年度

参考

がん検診の受診率（％） 健康政策課

肺がん

　

胃がん

大腸がん
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健康・医療推進計画の推進状況について
1-健康な暮らしの支援 
01:健康づくりによる健康都市「かめやま」の実現

取組内容 担当課名 グループ名 取組に対応する事業 R3実績・成果 R4以降の方向性 R4実績・成果 今後の課題
健康政策課
地域福祉課

健康づくりG
高齢者支援G

健康づくりのてびき、健康体操カレ
ンダー・ＤＶＤの配布

健康づくりのてびきを作成し、全戸配布を行った。ま
た、健康づくり応援隊を支援するとともに、希望する
団体や市民へ、健康体操カレンダー・DVDを配布し
た。

健康づくりのてびきの全戸配布を行うとともに健康づ
くり応援隊の支援等、市民へ健康づくりに関する情
報の啓発を行う。

健康づくりのてびきを作成し、全戸配布を行った。また、
健康づくり応援隊を支援するとともに、希望する団体や市
民へ、健康体操カレンダー・DVDを配布した。

健康づくりのてびきの全戸配布を行うとともに健康づくり
応援隊の支援等、市民へ健康づくりに関する情報の啓
発を行う。

地域福祉課 高齢者支援G しゃきしゃき体操ＯＢ会、出張介護
予防教室、トレーニング室説明会
の開催

しゃきしゃき体操ＯＢ会は1地区、1回開催、出張予
防教室は5事業所6回開催。

しゃきしゃき体操において継続した取り組みに努め
るとともに、出張介護予防教室は、これまでの利用
実績からあまり利用されていない地域へのアプロー
チに努め、健康づくりの啓発を図る。

しゃきしゃきOB会は４地区活動しており、要望があった１
地区へ２回講師を派遣し、２４人参加があった。出張予
防教室は４事業所３８回開催。

しゃきしゃき体操において継続した取り組みに努めるとと
もに、出張介護予防教室は、これまでの利用実績から
あまり利用されていない地域へのアプローチに努め、健
康づくりの啓発を図る。

健康政策課 健康づくりG 健康づくり、喫煙・飲酒対策等に
関する各種広報媒体を活用した
情報提供・意識啓発（各部署間の
連携）

「健康づくりのてびき」に禁煙・適正飲酒の内容を掲
載した。また、「世界禁煙デー」に合わせ、広報で禁
煙週間の周知を行った。

引き続き、市民へ健康づくりに関する情報の啓発を
行う。

「健康づくりのてびき」に禁煙・適正飲酒の内容を掲載し
た。また、「世界禁煙デー」に合わせ、広報で禁煙週間の
周知を行った。

引き続き、市民へ健康づくりに関する情報の啓発を行
う。

健康政策課 スポーツ推進
Ｇ

（第3次亀山市スポーツ推進計画
に基づく取組）
・ライフステージに応じたスポーツ
実施機会の提供

Let'sスポーツわくわくらぶの主催で、ヨガ教室、自
己整体ヨガ教室、健康運動教室が開催された。ま
た、ENJOYスポーツかめ亀クラブの主催で、ノル
ディックウォーキング教室、健康体操教室が開催さ
れた。

継続した取り組みに努める。 Let'sスポーツわくわくらぶの主催で、ヨガ教室、カヌー教
室、健康運動教室が開催された。また、ENJOYスポーツ
かめ亀クラブの主催で、ノルディックウォーキング教室、
健康体操教室が開催された。

継続した取り組みに努める

健康政策課 スポーツ推進
Ｇ

・障がい者のスポーツ参加の推
進、女性のスポーツ参加の推進、
総合型地域スポーツクラブの育
成・支援

女性のスポーツ参加を推進するため、普及啓発に
関する情報を、広報・HPを通じて情報提供に努め
た。また、女性バレーボール大会を計画した（※大
会は中止）。更に、総合型地域スポーツクラブを支
援するため、実施しているスポーツ活動への参加
促進として広報やホームページを活用し情報提供
を行った。

継続した取り組みに努める。 女性のスポーツ参加を推進するため、普及啓発に関す
る情報を、広報・HPを通じて情報提供に努めた。また、女
性バレーボール大会を計画した（※大会は中止）。更に、
総合型地域スポーツクラブを支援するため、実施してい
るスポーツ活動への参加促進として広報やホームページ
を活用し情報提供を行った。

継続した取り組みに努める

健康政策課 スポーツ推進
Ｇ

・スポーツ情報内容の充実、各種
情報媒体を活用した情報発信

広報、文字情報等で、総合型地域スポーツクラブ
が実施する教室及びイベントの情報提供を行った
（広報掲載４回、配布回覧等１回）。また、市HPに、
各総合型地域スポーツクラブの教室情報の詳細を
掲載した（更新１回）。運動施設指定管理者が実施
する健康教室を広報し、情報発信した。（広報掲載
27回）

継続した取り組みに努める。 広報、文字情報等で、総合型地域スポーツクラブが実
施する教室及びイベントの情報提供を行った（広報掲載
4回、配布回覧等１回）。また、市HPに、各総合型地域ス
ポーツクラブの教室情報の詳細を掲載した（更新１回）。
運動施設指定管理者が実施する健康教室を広報し、情
報発信した。（広報掲載17回）

継続した取り組みに努める

健康政策課 スポーツ推進
Ｇ

・身近で安心安全なスポーツや運
動の場づくり

老朽化した西野公園施設の電気設備を改修するこ
とにより、各施設（体育館、テニスコート、野球場）の
安心安全な利用環境を確保した。また、関B&G海
洋センタープールのシャワー用給湯ボイラーが漏水
により安全に使用できなかったため、更新することに
より、利用者が安全に施設を利用できるようにした。

継続した取り組みに努める。 老朽化した西野公園庭球場のコート全面改修により、利
用者の利便性を高めた。また、故障により使用できなく
なった東野公園トレーニングルームの空調機を更新する
ことにより、利用者が快適に施設を利用できるようにした。

継続した取り組みに努める

健康政策課 スポーツ推進
Ｇ

・市民ニーズに応じた運動施設の
充実、運動施設の利便性の向
上、施設利用の促進、学校運動
施設や公園の有効活用

スポーツの日に合わせて運動施設の無料開放を
行い、広報やホームページ等で情報提供を行っ
た。庭球場等の修繕を行い、運動施設の機能向上
を図った。

継続した取り組みに努める。 スポーツの日に合わせて運動施設の無料開放を行い、
広報やホームページ等で情報提供を行った。関総合ス
ポーツ公園多目的グラウンド等の修繕を行い、運動施設
の機能向上を図った。

継続した取り組みに努める

学校教育課 教育支援G 年間計画に沿った体育指導（全て
の保育所・幼稚園・小学校に外部
講師を派遣した運動・体育活動）

3学期に、新型コロナ感染症拡大防止のため、3学
期に実施することができず、当初の予定の75％しか
行えなかった。

引き続き、小学校11校に3日間、幼稚園5園に3日
間、保育所10か所に3日間ずつ行う予定。

年間を通して、小学校11校に3日間、保育所１１園、幼
稚園５園に3日間ずつ体育に関する専門性の高い外部
講師を派遣し、体育指導を行った。

継続した取組に努める。

○鈴鹿山系の自然や東海道
のまちなみなどの地域資源を
活用したトレッキング、ウオーキ
ングなど、市民の健康志向を
高め、地域の文化となるような
健康づくり活動を検討し進めま
す。

健康政策課 健康づくりG 健都さぷりプロジェクト 健康マイレージ事業を実施し、鈴鹿山系の自然や
東海道のまちなみなどの地域資源を活用した健康
づくり活動をポイントとした。

引き続き、健康マイレージ事業を実施し、地域資源
を活用した健康づくり活動をポイントとし、実施してい
く。

健康マイレージ事業を実施し、鈴鹿山系の自然や東海
道のまちなみなどの地域資源を活用した健康づくり活動
をポイントとした。

健康政策課 健康づくりG
健康都市推
進G

健康づくり応援隊養成講座、健康
都市連合日本支部大会への参加

健康づくり応援隊への支援等を３地区６６名に実施
した。
令和3年度の健康都市連合日本支部大会につい
ては、新型コロナウイルス感染防止対策の観点から
中止が決定された。

引き続き、団体等と連携を図りながら取り組みを進
める。
市職員と団体代表者にて、健康都市連合日本支
部大会へ参加予定。

健康づくり応援隊への支援等を6地区103名に実施し
た。
健康都市連合日本支部大会に団体代表者とともに参加
し、先進的な取り組みを参考にすることができた。
また、健康増進を支援する３事業所と新たに健康づくりに
関する協定を結び、健康づくり事業の充実に寄与した。

地域の実情に合わせて支援等を行っていく。健康都市
連合日本支部については、継続的な取り組みに努め
る。

地域福祉課 高齢者支援G 長寿健康づくり事業の充実への取
組（亀山ＱＯＬ支援モデル事業含
む。）

亀山QOL事業として市内全域にチラシを配布すると
共に、利用拡大に向けて亀山市シルバー人材セン
ターと打合せをおこなった。

タブレットだけでなく、スマホ版について協議を行い、
利用しやすい環境を整備していく必要がある。

亀山QOL事業として市内全域にチラシを配布すると共
に、利用拡大に向けて亀山市シルバー人材センターと打
合せをおこなった。

亀山QOL事業として行っていたタブレットを使用した事業
は８月下旬に終了するため、代替事業や他事業との融
合を図る必要がある。

○医療職等による地域での講
座や学習会などを開催し、市
民の医療・健康（生活習慣病
予防を含む。）の自主活動に
つながる取組を推進します。

病院総務課 医事G 地域における医療カフェの開催
・医療カフェの実施や実施内容の
情報提供（広報、ＣＡＴＶ、ＨＰ）に
よる自主活動につなげる取組

令和３年度についても、新型コロナウイルス感染症
流行に伴い、開催の中止が決定されたため、実績
はなし。

新型コロナウイルス感染症の発生状況や院内の体
制等を考慮し、令和４年度についても開催の中止
が決定された。

令和４年度についても、新型コロナウイルス感染症流行
に伴い、開催の中止が決定されたため、実績はなし。

新型コロナウイルス感染症の位置づけが５類へ移行とな
りますが、段階的な移行となっているため、発生状況や
院内の体制等を考慮しつつ、開催する。

○健康づくりに関する情報（健
康づくり、喫煙・飲酒対策等）
について、各広報媒体を活用
し、啓発月間など定期的に機
会を捉え、情報提供と意識啓
発を図ります。

○気軽にスポーツや運動、ス
ポーツ観戦を楽しむことができ
るよう、スポーツ等の開催情報
を積極的に発信するとともに、
スポーツや運動ができる環境
づくりを進めます。

○健康都市連合日本支部大
会等へ参加し、専門的な知見
や先進的な取組を参考にする
とともに、高齢者のＱＯＬ
（Quality Of Life：生活の質）
向上や健康増進を支援する
事業者、団体などとの連携を
図りながら、健康づくり事業を
充実していきます。
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02:歯と口腔の健康づくりの推進
取組内容 担当課名 グループ名 取組に対応する事業 R3実績・成果 R4以降の方向性 R4実績・成果 今後の課題

健康政策課 健康づくりG 「健康づくりのてびき」への歯の健
康づくりの情報掲載

「健康づくりのてびき」に歯の健康づくりについての情
報を掲載した。（年１回）

引き続き、実施していく。 健康づくりのてびきを作成し、歯の健康づくりについての情
報を掲載し、全戸配布を行った。

引き続き、市民へ歯の健康づくりに関する情報の啓発を
行う。

健康政策課 健康づくりG 長寿健康教室（出前トーク、中央
公民館講座）で口腔ケアに関する
テーマで実施

歯つらつ体操ポスターを窓口に設置し、歯の健康
づくりについての周知を行った。

引き続き、ポスターを活用し、歯の健康づくりについ
ての情報の啓発を行う。

歯つらつ体操ポスターを窓口に設置し、歯の健康づくりに
ついての周知を行った。

引き続き、ポスターを活用し、歯の健康づくりについての
情報の啓発を行う。

子ども未来課 母子保健G 母子健康手帳配布時における歯
の健康づくりや歯科健診の情報提
供

母子健康手帳交付時に歯の健康づくりや歯科健診
についての情報提供を行った。（母子健康手帳：延
べ320件）また、妊婦歯科健康診査は１２６人の受
診があった。

引き続き、母子健康手帳交付時に情報提供をして
いく。

母子健康手帳交付時に、妊娠期の歯の健康づくりや妊
婦歯科健診についての情報提供を行い、妊娠期の歯科
衛生の必要性について啓発した。（母子健康手帳交付：
286件、妊婦歯科健康診査：　83人）

引き続き、母子健康手帳交付時に情報提供をしていく。

子ども未来課 母子保健G 歯科保健教室（幼児対象）の実施
⇒2歳児（希望者と1歳6か月児健
康診査の歯科診察での要フォロー
者）を対象として、歯科医師の歯
科検診と歯科衛生士の歯科相談
を実施

歯科保健教室は年４回、86人の参加があった。1
歳6か月児健康診査の歯科診察で要フォロー者に
ついては電話連絡を行い参加を勧めた。

引き続き、歯科保健教室を実施していく。 2歳児を対象に、歯科保健教室を開催した。1歳6か月
児健康診査歯科診察で要フォローとなった児と保護者に
参加を勧めた。歯科検診や相談をとおして、保護者等が
歯科衛生の必要性について考える機会となった。
（歯科保健教室：年6回、131人）

引き続き、歯科保健教室を実施していく。

地域福祉課 高齢者支援G 在宅訪問歯科健診の実施、口腔
機能向上事業（お口の健康教室）

訪問型サービスの依頼がなかった。チラシを作成
し、周知を行った。

新型コロナウイルスの影響により、歯科・口腔につい
ては難しい状況であり、配慮を行う必要がある。

訪問型サービスの依頼がなかった。チラシを作成し、周
知を行った。

新型コロナウイルスの影響により、歯科・口腔については
難しい状況であり、対象者の配慮を行う必要がある。

教育総務課 保健給食G 歯の衛生週間を利用した保健だ
よりへの掲載、ポスターの掲示に
よる口腔ケアの情報発信
⇒歯みがき指導、歯みがきカレン
ダーの作成、各学校の委員会活
動による特色ある実践的な取組
の実施
・歯科検診後の事後処置状況調
査の強化（現在の事後調査を1回
増やす等）

各学校において、歯の衛生週間において保健だよ
りやポスターによる口腔ケアに関する情報発信を
行った。また、関係機関と連携し、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、よい歯のコンクールの「歯の
部門」は行わなかったが、「図画・ポスターの部門」
は実施し、歯の健康に関する啓発を行った。

今後も歯の衛生週間を中心とした啓発の取組や情
報発信のほか、各学校における取組を継続する。

各学校で、歯の衛生週間において保健だよりやポスター
による口腔ケアに関する情報発信を行った。また、関係
機関と連携し、よい歯のコンクールを実施し、歯の健康に
関する啓発を行った。

今後も歯の衛生週間を中心とした啓発の取組や情報発
信のほか、各学校における取組を継続する。

○亀山歯科医師会との連携
のもと、30歳以上の歯周病検
診の受診機会の増加を図りな
がら、特に３０歳・４０歳の節目
の受診率向上に取り組みま
す。

健康政策課 健康づくりG 対象者への個人通知、未受診者
に対する受診勧奨の送付
・未受診者に対する受診勧奨の
強化、現在の10歳から5歳単位へ
の対象拡大等

対象者に対して無料券の個人通知を行った。ま
た、未受診者には12月に受診勧奨を送付し受診
率向上に努めた。（受診率：10.7%）

対象者へ無料券の個人通知を行うことや未受診者
への案内を行い、受診勧奨を行う。

対象者に対して無料券の個人通知を行った。また、未受
診者には12月に受診勧奨を送付し受診率向上に努め
た。（受診率：10.5%）

対象者へ無料券の個人通知を行うことや未受診者への
案内を行い、受診勧奨を行う。

○また、高齢者の口腔衛生状
態を改善する等、口腔ケア対
策を推進し、誤嚥性肺炎の予
防に努めます。

市民課 医療年金G 高齢者在宅訪問歯科健診事業 新型コロナウイルス感染症の影響等もあり、市広報
等での周知に努めたが、健診希望者がなかった。

重症化予防やフレイル対策と同時に高齢者の口腔
ケアについても「高齢者の保健事業と介護予防の
一体化」の中で、どのような取組が効果的か検討し
ていく。

市広報やチラシの配布で周知を行うとともに、ケアマネ
ジャーや訪問看護師等を通じて周知啓発につとめたが、
問合せ等のみで健診実施には繋がらなかった。また、効
果的な取組みに向けては庁内連携会議の場や歯科医
師会と情報共有等を行った。

引き続き、高齢者の口腔ケア対策については高齢者の
保健事業と介護予防の一体実施事業の中で関係団体
等と従来の事業の見直しも含め、効果的な取り組を検
討していく必要がある。

○口腔清掃や食生活への配
慮など自己管理（セルフケア）
能力や家庭内管理（ホームケ
ア）が向上するよう、また、かか
りつけ歯科医を持って定期的
な歯科検診や予防措置を受
けるよう啓発していきます。
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03:感染症の予防、予防接種の推進
取組内容 担当課名 グループ名 取組に対応する事業 R3実績・成果 R4以降の方向性 R4実績・成果 今後の課題

○予防接種や感染症に関す
る情報提供方法を整理すると
ともに、保健所や医療機関な
どの関係機関や保育所、幼稚
園、小・中学校などの関連施
設との連携体制を強化しま
す。

健康政策課 健康づくりG 関連施設との連携体制の構築に
むけた情報提供方法のマニュアル
作成

保健所・庁内関係部署・医師会と情報共有し、新
型コロナウイルス感染症を始め感染症発生時の対
応を行った。

継続して取り組んでいく。 保健所・庁内関係部署・医師会と情報共有し、新型コロ
ナウイルス感染症を始め感染症発生時の対応を行っ
た。

新型コロナウイルスにおいては、感染症法上の類型が変
更されたことにより市の新型コロナウイルス感染症対策
本部は解散となったが、引き続き関係団体と情報共有
を行い、連携体制を強化する。

○風しんの予防接種について
は、全体的な啓発のほか、成
人式や育児相談の際などの機
会に接種勧奨を行うとともに、
母子健康手帳交付時やパパ
ママ教室などの機会を通して
夫や家族等の接種を勧奨して
いきます。

子ども未来課
健康政策課

母子保健G

健康づくりG

風しんの予防接種に対する広報
等による全体的な啓発
・成人式や育児相談時のチラシや
説明による接種勧奨の実施
・母子健康手帳交付時やパパママ
教室などの機会における夫や家族
等への接種勧奨

成人式にチラシを配布、また、育児相談や母子健
康手帳交付時など必要時に、麻しんと合わせて風
しんについての啓発を行った。（成人式500枚、育
児相談延323件、母子健康手帳交付320件、パパ
ママ教室13組）
定期接種については、個人通知や園と連携して接
種勧奨を行った。（ＭＲ2期接種率97.8％）
国の風しんの追加的対策（風しんの第5期の定期
接種）の取組として、抗体検査、予防接種を行っ
た。

引続き、定期接種の対象時期に接種を完了するよ
うに積極的に勧奨を行うとともに、成人式や育児相
談、母子健康手帳交付時などに麻しん・風しんの
予防について啓発していく。また、国の風しんの追
加的対策が3年間延長されるため取り組んでいく。

成人式にチラシを配布したり、母子健康手帳交付時やパ
パママ教室等で、麻しんと合わせて風しんについて、疾患
の概要や感染力・予防接種の必要性等について周知啓
発を行った。（成人式500枚チラシ配布、母子健康手帳
交付286件、パパママ教室24組）
また育児相談等で相談内容に合わせて個別周知等も適
宜行った。
定期接種については、個人通知や園と連携して接種勧
奨を行った。（ＭＲ2期接種率97.4％）

引続き、定期接種の対象時期に接種するよう積極的に
勧奨を行うとともに、成人式や母子健康手帳交付時な
どに麻しん・風しんの予防について啓発していく。

○任意の予防接種について
は、亀山医師会との連携のも
と、社会全体として一定の接
種率を確保できるよう、接種率
や感染の傾向などを勘案して
全体調整に努めます。

健康政策課 健康づくりG 任意予防接種における全体調整
の実施（任意接種の接種状況や
効果を踏まえ、助成制度の見直し
等）

任意予防接種の助成事業等について広報記事に
て掲載した。また、健康づくりのてびきに、予防接種
についての記事を掲載した。

引き続き、広報や健康づくりのてびきを活用し任意
予防接種助成についての周知啓発を行っていく。

任意予防接種の助成事業等について広報記事にて掲
載した。また、健康づくりのてびきに、予防接種についての
記事を掲載した。

広報や健康づくりのてびきを活用し任意予防接種助成
についての周知啓発を行っていく。
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2-疾病予防と早期発見・治療の推進 
01:健（検）診の推進、生活習慣病予防・介護予防の推進

取組内容 担当課名 グループ名 取組に対応する事業 R3実績・成果 R4以降の方向性 R4実績・成果 今後の課題
市民課 国民健康保

険G
受診率の向上を図るため、人間ドック（市で実施す
るものを除く）の受診結果の提供者に対し、クオカー
ド５００円分を贈呈する取り組みを実施し、30件提
供した。
令和3年度受診率は前年度より2.5％上がり37.3％
であった。（R4.3.31時点）

令和３年度に引き続き受診勧奨案内の送付やコールセ
ンターを利用するとともに、ナッジ理論の活用など受診
勧奨の方法を検討し、医師会や関係部署との連携を図
り幅広く受診勧奨を行う。
また、勤務先や個人で受診した人間ドック等の健診結
果の提供者に対し記念品（クオカード500円分）の交付
及び健康づくりの取り組みを行うことでマイレージ（ポイン
ト）を付与する健康マイレージ事業の実施により健診受
診へのインセンティブを図るほか、自己負担金を無料に
するなど受診率向上の取組を行う。

受診勧奨案内についてはナッジ理論を活用した方法を
活用するとともに、関係医療機関においてもナッジ理論を
活用したチラシ配布を行い受診率向上に取組んだ。
また、勤務先や個人で受診した人間ドック等の健診結果
の提供者に対し記念品（クオカード500円分）については
24件の交付となった。
さらに受診率向上を図るため特定健康診査の自己負担
金を無料にしたことにより令和4年度受診率は前年度より
2.7％上がり40.0％であった。（R5.3.31時点）

引き続き有効な受診勧奨案内を行うとともに、関係部
署と受診率向上に向けた勧奨方法を検討し受診率向
上に務める。

健康政策課 健康づくりG 特定保健指導の利用を勧めるために、特定健康診
査の結果をもとに算出した健康年齢レポートを作成
し未利用者対策を行い、特定保健指導の利用率
向上を図った。（特定保健指導利用率：27.8％）
市内中学3年生を対象にピロリ菌尿検査及び除菌
治療費用の助成を行い、家族等のがん予防につい
て啓発した。
また、健康マイレージ事業において、がん検診、特
定健康診査、特定保健指導等を受診することでポ
イントとなることを周知し、受診に繋げた。

引き続き、特定保健指導未利用者への受診勧奨
を行い、特定保健指導の利用率向上に努める。
ピロリ菌尿検査及び除菌治療費用助成の対象を中
学3年生に拡大し、家族等のがん予防について啓
発していく。

特定保健指導の利用を勧めるために、特定健康診査の
結果をもとに算出した健康年齢レポートを作成し未利用
者対策を行い、特定保健指導の利用率向上を図った。
（特定保健指導利用率：23.6％）
市内中学3年生を対象にピロリ菌尿検査及び除菌治療
費用の助成を行い、家族等のがん予防について啓発し
た。
また、健康マイレージ事業において、がん検診、特定健
康診査、特定保健指導等を受診することでポイントとなる
ことを周知し、受診に繋げた。

引き続き、特定保健指導未利用者への受診勧奨を行
い、特定保健指導の利用率向上に努める。
ピロリ菌尿検査及び除菌治療費用助成の対象を中学3
年生に拡大し、家族等のがん予防について啓発してい
く。

健康政策課 健康づくりG 生活習慣病予防やがん、介護予
防に関する各種健康教室の開催

かめやま出前トークや健康教室実施時に、生活習
慣病予防等のテーマで健康講話を行った。

様々な場を活用しながら引き続き、実施していく。 かめやま出前トークや健康教室実施時に、生活習慣病
予防等のテーマで健康講話を行った。

様々な場を活用しながら引き続き、実施していく。

健康政策課 健康づくりG 生活習慣病予防をテーマとした健
康づくりのための料理講習会の開
催

バランスのとれた献立を入れて、生活習慣病予防
教室（市民伝達講習会）１回・地域の料理講習会
19回開催した。

引き続き、市民・地区伝達講習会を実施していく。 バランスのとれた献立を入れて、生活習慣病予防教室
（市民伝達講習会）４回・地域の料理講習会19回開催し
た。

引き続き、市民・地区伝達講習会を実施していく。

○生活習慣病予防対策等の
保健事業をより全体的かつ効
果的に進めるため、協会けん
ぽ等との連携を検討します。

健康政策課 健康づくりG 協会けんぽ等と協定（健康づくりを
目的とした包括的な内容）を締結
し、受診者データの利活用（特定
健診、がん検診の受診促進、特
定健診結果等の分析、保健事業
の連携・協働による保健事業の効
果的な実施）

協会けんぽと連携した市のがん検診の周知は行え
なかったが、健康づくりのてびき等で市民への周知
を行った。

健康づくりのてびき等でがん検診の受診について市
民へ周知を行う。

協会けんぽと連携した市のがん検診の周知は行えなかっ
たが、健康づくりのてびき等で市民への周知を行った。

R5年度協会けんぽ加入者を対象としたがん検診の実
施に向け、協会けんぽ担当者と検討していく。

病院総務課 栄養G 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、令
和3年度は糖尿病教室の開催を見送ったため、実
績はなし。

糖尿病の予防につながる取組みを行う。糖尿病教
室開催の可否については、新型コロナウイルス感染
症の収束状況を見極めながら決定していくこととす
る。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、令和4年
度は糖尿病教室の開催を見送ったため、実績はなし。

新型コロナウイルスの感染対策を行い、糖尿病教室の
開催を計画する。

市民課

健康政策課

国民健康保
険Ｇ
健康づくりG

新型コロナウィルス感染拡大の防止等の観点によ
り、令和２年度に引き続き令和3年度も糖尿病教室
の実施を見送った。

糖尿病教室を国民健康保険事業及び後期高齢者
医療事業も協働して実施する事業と位置づけ、医
療センターや医師会等の関係機関と十分連携して
情報共有するよう努めます。

新型コロナウィルス感染拡大の防止等の観点により、令
和３年度に引き続き令和４年度も糖尿病教室の実施を
見送った。

医療センターや医師会等の関係機関と十分連携して情
報共有し、糖尿病教室を実施し重症化予防につなげ
る。

市民課 国民健康保
険Ｇ

糖尿病性腎症重症化予防プログ
ラムの取組の検討・導入

3月に11名、5月に11名、6月に7名、計29名を対
象に受診勧奨を行い、16名が医療機関を受診し
た。そのうち1名が保健指導が必要と指示書が提出
されたため、医療センターで保健指導を実施した。
令和３年度より後期高齢者（７５歳到達者）にも対
象を拡大して事業を実施し、後期も1名保健指導を
実施した。国保から後期へと連携が取れた。

国保加入者だけでなく後期高齢者にも対象者を拡
大し、連携が取れたため、今後も引き続き、後期高
齢者と亀山医師会、医療センターと連携して事業
を実施し、糖尿病性腎症の重症化予防に努める。

18名に受診勧奨を行い、8名が医療機関を受診した。そ
のうち2名に対して医療センターで保健指導を実施した。
令和3年度より後期高齢者（75歳到達者）にも対象を拡
大して事業を実施し、令和4年度は76歳まで対象者を広
げて1名保健指導を実施した。国保指導対象者が後期
へ移行しても途切れることが無いよう事業を接続すること
が出来た。
また、亀山市糖尿病性腎症重症化予防事業連携会議
を設置し、医師会の担当医師や医療センター担当者等
と会議の場を設け、情報共有や対策の検討を行い、成
果を評価、分析することができた。

国保指導対象者が後期へ移行しても途切れることが無
いよう事業を接続することが出来たため、今後も引き続
き、亀山市糖尿病性腎症重症化予防事業連携会議を
通じて亀山医師会、医療センター等と連携を図り、糖尿
病性腎症重症化予防に関する情報共有や対策の検討
を行い、その成果を評価、分析することで、本事業の対
象者のQOLの低下防止及び医療費の適正化を目指
す。

保険・長寿がん検診、特定健康
診査・特定保健指導に係る受診
率向上にむけた勧奨方法（訪問
勧奨等の導入）の見直し

糖尿病予防教室の開催

○がん検診、特定健康診査、
特定保健指導の受診率・実施
率向上に取り組むとともに、が
んや生活習慣病の予防、介護
予防の知識を健康教室等の
機会を通じて普及促進しま
す。

○糖尿病性腎症の重症化予
防をはじめ、亀山医師会や市
立医療センターと連携して生
活習慣病重症化予防に取り組
みます。
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健康政策課 健康づくりG 健康増進、薬物乱用防止、禁煙
対策、食育などの学習機会の提
供

令和３年度は感染対策の観点から調理実習は実
施せず、市ホームページで親子で取り組めるレシピ
を掲載した。また、広報にて薬物乱用防止（年1回）
についての記事を掲載した。

引続き、ファミリーエコクッキングの実施や、広報の
記事を掲載し、市民に対して情報提供を行ってい
く。

令和4年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大のため
企画していた教室を中止した。市ホームページで親子で
取り組めるレシピを掲載した。また、広報にて薬物乱用防
止（年1回）についての記事を掲載した。

引続き、ファミリークッキングの実施や、広報の記事を掲
載し、市民に対して情報提供を行っていく。

学校教育課 教育研究Ｇ 学校三重県がんの教育総合推進
事業等と連動し、学校の実態に応
じて医療の専門家やがん患者の
会代表者等の講演や話を直接聞
く機会の設置等（がん対策加速化
プランから）

中学校の保健体育の授業を通して、癌についての
学習を進めた。

発達段階に応じて、がんについて学び、正しく理解
し、自他の健康と命の大切さについて考える機会を
行っていく。

中学校の保健体育の授業を通して、癌についての学習
を進めた。

発達段階に応じて、がんについて学び、正しく理解し、自
他の健康と命の大切さについて考える機会を継続して
行っていく。

○介護予防・日常生活支援
総合事業（新しい総合事業）に
より、地域の通いの場の提供
を進めるとともに、認知症予防
対策を充実・強化します。

地域福祉課 高齢者支援G 介護予防・日常生活支援総合事
業（新しい総合事業）による地域の
通いの場の提供、認知症予防対
策の充実・強化

介護予防教室と併せて高齢者フレイル予防支援事
業として、資料の送付や電話等による状況確認、
助言等を行った。また、認知症予防教室の新たに
脳の活動と体の運動を行う「コグニサイズ」の教室に
ついては新型コロナウイルスの影響により１クールの
１回目しか実施することが出来なかった。

引き続き充実した介護予防及び認知症予防に取り
組み、高齢者のフレイル予防に努める。

介護予防教室と併せて高齢者フレイル予防支援事業と
して、資料の送付や電話等による状況確認、助言等を
行った。また、認知症予防教室「コグニサイズ」の教室に
ついては新型コロナウイルスの影響により2クールで15
回、当初の予定より少ない実施となった。

介護予防及び認知症予防についての教室等の周知を
図り、高齢者のフレイル予防に努める。

○健康増進、薬物乱用防止、
禁煙対策、食育などの学習機
会や県の「がんの教育総合支
援事業」などを活用し、がんの
学習に取り組みます。

- 34 -



02:こころの健康づくり（自殺対策）
取組内容 担当課名 グループ名 取組に対応する事業 R3実績・成果 R4以降の方向性 R4実績・成果 今後の課題

学校教育課 教育研究G いのちの教育の推進（※子ども・子
育て支援事業計画）

亀山中学校で講師を招き、命の教育の授業を実施
した。中部中学校では、年間を通じて命の教育とし
て年間計画に位置付け取組を行った。

「生命尊重にかかわる学習」を各校の「特別の教科
道徳」の時間や特別活動等のカリキュラムに位置
付けていく。

亀山中学校で講師を招き、命の教育の授業を実施した。
中部中学校では、年間を通じて命の教育として年間計画
に位置付け取組を行った。

「生命尊重にかかわる学習」を各校の「特別の教科道
徳」の時間や特別活動等のカリキュラムに位置付け、継
続して実施していく。

学校教育課 教育研究G 職場体験学習・保育体験の推進
（※子ども・子育て支援事業計画）

コロナウイルス感染症の広がり等を受け、体験活動
の中止。

体験活動の実施については、感染状況を注視しな
がら計画的に行っていく。

新型コロナウイルスの感染予防を徹底して、１中学校区
で職場体験学習を実施することができた。

職場体験学習の体験先の確保

子ども未来課 子育てサポー
トG

子育て中の保護者への交流の
場・親子のふれあいの場の提供
（支援センター、ふれあい広場）
⇒地域での出前保育（ひろば事
業）、コミュニティでのボランティア
活動の支援

新型コロナウイルス感染症の影響により中止してい
たボランティアによる読み聞かせやリズム遊びにつ
いて、参加人数に制限をするなど工夫しながら実施
した。また、運動講座についてはZOOMを活用する
ことによりコロナ禍においても実施することができた。

コロナ禍においても子育て中の保護者や親子など
が交流し、ふれあえる場づくりを検討する。

新型コロナウイルス感染症の影響により中止していた
様々な講座について、参加人数に制限をするなど工夫し
ながら実施した。また、子育て中の保護者同士の交流の
場や子育ての悩みを相談する場を増やすことを目的に、
令和５年１月には地域子育て支援センターの図書館サ
テライトを開始した。

子育て中の保護者同士の交流の場や子育ての悩みを
相談する場の充実を検討する。

生涯学習課 社会教育Ｇ 地域の人に学習アドバイザーや安
全管理員を配置依頼した「放課後
子ども教室」の推進

・すべての小学校区において放課後子ども教室を
実施し、子どもたちが安心・安全に過ごせる環境づ
くりに努めた。しかし、新型コロナウイルスの感染流
行により、計画よりも少ない開催回数となった。
※年間開催回数：557回　参加児童数：9,375人

・新型コロナウイルス感染症に留意しながら、子ども
たちが様々な体験をするとともに、地域の交流の場
となる放課後子ども教室を実施していく。

すべての小学校区において放課後子ども教室を実施し、
子どもたちが安心・安全に過ごせる環境づくりに努めた。し
かし、コロナ禍の情勢を鑑みた結果、計画よりも少ない開
催回数となった。
※年間開催回数：1,096回　参加児童数：13,123人

子どもたちの様々な体験活動を促進するとともに、地域
の方々と交流する場となる放課後子ども教室を実施し
ていく。

地域福祉課 高齢者支援G 情報交換や介護に関する学習会
を通して、介護者同士が集う場の
提供：介護者のつどいの開催

介護者の為の講座に17名が参加し、食生活などに
対する介護について知識を深めることが出来た。

介護者の心と体が少しでもリフレッシュできるよう継
続して開催するとともに、周知方法を工夫する。

３回の予定をしていたが、コロナ禍のため中止となり、２回
開催、計２０名の参加となった。怒りの気持ちをコントロー
ルする方法や、在宅で介護している際の困りごとの解決
方法を学んだ。

介護者の心と体が少しでもリフレッシュできるよう継続し
て開催する。

地域福祉課 高齢者支援G 認知症家族会_元気丸の会、認知
症カフェの開催、認知症サポー
ターの養成、民生委員等地域の
見守り

認知症カフェは合計２ケ所で１７回開催し、参加は
1８２人であった。
認知症サポーター養成講座は、新たに481人が受
講され、これまでに延べ3,835人のサポーター数と
なった。また、サポーターを対象にした「認知症サ
ポーターステップアップ講座」については、新型コロ
ナの影響により実施できなかった。
また、民生委員や在宅介護支援センター等の日頃
からの見守りの強化に努めた。

認知症について市民により理解していただく取り組
みを継続して実施したり、悩みを語りあったり、相談
できる場として認知症カフェの充実に努める。

認知症カフェは合計２ケ所で34回開催し、参加は364人
であった。
認知症サポーター養成講座は、新たに569人が受講さ
れ、これまでに延べ4,404人のサポーター数となった。ま
た、サポーターを対象にした「認知症サポーターステップ
アップ講座」については、チームオレンジの基盤強化のた
め実施していない。
また、民生委員や在宅介護支援センター等の日頃から
の見守りの強化に努めた。

市民により理解していただく取り組みを継続して実施した
り、悩みを語りあったり、相談できる場として認知症カフェ
の充実に努める。

地域福祉課 高齢者支援G 介護予防教室、老人クラブ活動
やサロン活動等通いの場の提供

介護予防教室やサロン活動等は新型コロナ対策を
取りながら普及啓発に努めた。
また、老人クラブの活動について助成金の交付を
行った。（26クラブ）

地域における通いの場や利用者の参加状況の分
析を行うとともに、空白地域で介護予防教室等が
実施できるよう検討し、より多くの高齢者が定期的・
日常的に通える場を作る。

介護予防教室やサロン活動等は新型コロナ対策を取りな
がら普及啓発に努めた。
また、老人クラブの活動について助成金の交付を行っ
た。

地域における通いの場や利用者の参加状況の分析を
行うとともに、空白地域で介護予防教室等が実施できる
よう検討し、より多くの高齢者が定期的・日常的に通える
場を作る。

健康政策課 健康づくりG こころの健康づくりや命の大切さに
関する情報提供（自殺予防週間・
月間のこころの健康づくりに関する
広報掲載、健康づくりのてびき、市
ＨＰでのうつ、ストレス、アルコール
などのメンタルヘルスチェックシス
テム「こころの体温計」(通年)

健康づくりのてびきや、広報で、こころの健康づくりに
ついての記事を掲載した。（健康づくりのてびき年1
回、広報年２回）また、市ＨPでﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽﾁｪｯｸｼｽ
ﾃﾑ「こころの体温計」を導入し、こころの健康づくり
についての啓発を行った。（延7,239件）

引続き、健康づくりのてびきや広報、市ＨＰにて啓発
を行っていく。

健康づくりのてびきや、広報で、こころの健康づくりについ
ての記事を掲載した。（健康づくりのてびき年1回、広報
年２回）また、市ＨPでﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽﾁｪｯｸｼｽﾃﾑ「こころの
体温計」を導入し、こころの健康づくりについての啓発を
行った。（延7,299件）

引続き、健康づくりのてびきや広報、市ＨＰにて啓発を
行っていく。

健康政策課 健康づくりG 悩みやこころの問題に対する市の
窓口周知

健康づくりのてびきや、広報、HPにて、悩みやこころ
の問題に対する相談先の周知を行った。（てびき年
1回、広報年2回）

引続き、健康づくりのてびきや、広報、市HPにて、相
談先の周知を行っていく。

健康づくりのてびきや、広報、HPにて、悩みやこころの問
題に対する相談先の周知を行った。（てびき年1回、広報
年2回）

引続き、健康づくりのてびきや、広報、市HPにて、相談
先の周知を行っていく。

○いのちの教育や職場体験学
習・保育体験などを推進する
とともに、子育て中の保護者や
親子、介護者同士など地域に
おける交流やふれあいの場づ
くりを支援します。

○自殺予防週間等でこころの
健康づくりや命の大切さに関す
る情報提供を行うとともに、悩
みやこころの問題が相談でき
る市の窓口を周知します。
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02:こころの健康づくり（自殺対策）
取組内容 担当課名 グループ名 取組に対応する事業 R3実績・成果 R4以降の方向性 R4実績・成果 今後の課題

子ども未来課 母子保健G 母子健康手帳交付時における啓
発（産後うつのリーフレット配布）

母子健康手帳交付時に産後うつについてのリーフ
レットを配布して情報提供を行い、本人の体調確認
を行った。（母子健康手帳交付：320件）

引き続き、母子健康手帳交付時にリーフレット等を
配付し啓発していく。

母子健康手帳交付時に、産後うつについてのリーフレット
を配布して情報提供を行い、面談をとおして体調確認を
行った。（母子健康手帳交付：286件）

引き続き、母子健康手帳交付時にリーフレット等を配布
し啓発していく。

子ども未来課 母子保健G 新生児訪問における啓発（エジン
バラ産後うつ質問票により、産後
のこころの状態の確認を行い、支
援が必要なケースは、継続訪問
や電話の継続支援につなげる。）

産婦健康診査において、エジンバラ産後うつ質問
票を行い、産婦人科から支援が必要と連絡があっ
たケースについては、早急に連絡し訪問を行った。
（産婦健康診査：延670件、産婦人科から連絡が
あったケース：26件）

引き続き、産婦健康診査を実施し、支援が必要な
ケースについては早急に訪問を行い、支援を行っ
ていく。

産婦健康診査において、エジンバラ産後うつ質問票を活
用し産後うつ状況の把握に努め、産婦人科から支援が
必要と連絡があったケースについては、早急に訪問を行
い不安軽減に努めた。（産婦健康診査：延520件、産婦
人科から連絡があったケース：20件）

引き続き、産婦健康診査を実施し、支援が必要なケー
スについては早急に訪問を行い、不安軽減等の支援を
行っていく。

健康政策課 健康づくりG 関係各室・機関との円滑な連携を
図り、対応できる体制図・フローの
作成

生活困窮者自立支援会議での情報共有及び関係
各部署との円滑な連携を行った。

引き続き、関係各部署との円滑な連携を図ってい
く。

生活困窮者自立支援会議での情報共有及び関係各部
署との円滑な連携を行った。

引き続き、関係各部署との円滑な連携を図っていく。

地域福祉課 福祉総務G 生活困窮者への支援、生活困窮
者自立支援会議での情報共有・
連携

個々の子どもの課題のみならず世帯全体が複合的
な福祉課題を抱える家庭に対し、様々な専門性を
持つ関係機関が重層的に関わることで、家庭・地
域・学校が連携した取り組みを進めた。
　サポート担当者会議：8家庭15人（小中校高・就
学前）

複合課題相談支援「つながる」シートのリィニューア
ルを図るとともに、亀山市社会福祉協議会ＣＳＷと
連携し、全庁及び学校関係者（保・幼・小・中・高）
に説明を行う。
相談支援包括化サポート推進員を2名体制とし重
層的な支援体制の構築に努める。

ひきこもり等の支援につながりにくい方の情報を本人同意
の有無に関わらず、必要な関係機関で情報共有すること
ができる会議体を設置・運営し、全庁を含めた多機関協
働による連携体制づくりを進めた。
支援会議・相談支援包括化サポート会議：各12回

ひきこもりをはじめとした生活困窮者の中には、一般就
労に至れない状態ではない場合が多いことから、いわゆ
る中間的な就労支援の体制づくりが必要である。

学校教育課 教育支援G 生活困窮世帯の子供への学習支
援

受講者数は２１人で、学習教室を９６回開催した。 対象者を小学生（高学年）に拡大していくことを検
討中。また、学校や家庭と連携しながら、個に応じ
た支援を進めていく。

年間で受講者は44名で、学習教室3か所でのべ168回
開催した。対象者も小学４年生以上に広げたことで、小
学生の参加も増加している。（2学期から）

学校や家庭と連携しながら、個に応じた支援を進めてい
く。学習教室を啓発していく必要がある。

健康政策課 健康づくりG 三重県ひきこもり地域支援セン
ター等の周知

市ＨPでメンタルヘルスﾁｪｯｸシステム「こころの体温
計」の利用後の相談先として、周知を行った。（R3こ
ころの体温計利用者7,239件）

引き続き、市HPで周知していく。 市ＨPでメンタルヘルスﾁｪｯｸシステム「こころの体温計」
の利用後の相談先として、周知を行った。（R4こころの体
温計利用者7,299件）

引き続き、市HPで周知していく。

地域福祉課 障がい者支
援Ｇ

障害者総合相談支援センターで
の相談（身体、知的、精神に関す
る相談を電話、来所、訪問の実
施）

障がい者やその家族等からの相談に対し、内容に
応じた情報提供や助言をする等により、4, 243件の
相談による支援を行った。

「あい」という相談窓口があることの周知を図るととも
に、障害者総合相談支援センターのあり方を見直
し、相談による支援体制の充実を図る。

・障害者総合相談支援センターへの相談4, 365件のう
ち、障がい児に係る事案7件への相談支援を行った。
・地域自立支援協議会において相談支援事業の課題を
抽出する中で、障害者総合支援法及び児童福祉法に基
づき実施する児童の相談支援の範囲を検証した。

①子どもに対する相談支援体制における障害者総合相
談支援事業の位置付けを整理する。
② ①を踏まえ、障がい者（児）福祉計画における相談
支援体制の充実に係る成果目標を検証し、次期計画に
位置付ける。

子ども未来課 子ども支援G 思春期の課題に対応した相談体
制の充実（※子ども・子育て支援
事業計画）

子ども未来課 子ども支援G 子ども家庭室との連携（育児相
談、必要に応じた専門機関との連
携）

生涯学習課 社会教育Ｇ 青少年が抱える様々な課題に対
して、就学期から青年期にかけて
連結した相談体制の充実

令和3年度は、青少年総合支援センター支援員に
より、117件の面接相談や電話相談を実施。

　引き続き小中学校や福祉部局との情報共有や連
携を行いながら、支援の必要な児童・生徒への支
援を実施していく。

令和4年度は、青少年総合支援センター支援員により、
87件の面接相談や電話相談を実施。

引き続き小中学校や福祉部局との情報共有や連携を
行いながら、支援の必要な児童・生徒への支援を実施
していく。

学校教育課 教育研究G 三重県によるスクールカウンセラー（ＳＣ）
の派遣（市内全小中学校）市内3中学校
を拠点校として、中学校区の各小学校に
スクールカウンセラーが巡回し、児童・生
徒、保護者へのカウンセリングと教職員の
相談業務の実施

市内１４校すべての学校にSCを派遣。3人で年間
169日。のべ1,117時間実施し、児童生徒や保護
者、教職員の相談業務をおこなった。
また、適応指導教室にもカウンセラーを年間１６日
64時間派遣。

スクールカウンセラーを活用した相談体制、スクー
ルソーシャルワーカーによる福祉機関と連携した支
援体制を充実させていく。

市内１４校すべての学校にSCを派遣。3人で年間175
日。のべ1,157時間実施し、児童生徒や保護者、教職員
の相談業務をおこなった。
また、適応指導教室にもカウンセラーを年間18日90時
間派遣。

今後も学校の必要に応じてSCやSSWを派遣できるよう、
支援体制を充実させる。

亀山市子ども家庭総合支援拠点での相談件数は
654件で、面接相談や電話相談を実施し、内容に
応じて専門機関に繋げるなど複合的な相談に対応
を行った。

亀山市子ども家庭総合支援拠点として、亀山市要
保護児童等・DV対策支援地域協議会のネットワー
クを活用し関係機関との連携を図り安心して子育て
できる切れ目のない支援を行う。

○きめ細やかな子どもの観察・
相談・支援体制の確立や家
庭、地域と連携した取組を推
進し、子どもの悩み、思春期の
課題、うつやひきこもり、自殺
予防など、関係各室・機関が
互いに連携を図りながら対応
できるよう支援体制の強化を
図ります。

引き続き事業を継続し、亀山市子ども家庭総合支援拠
点として、亀山市要保護児童等・DV対策支援地域協
議会のネットワークを活用することで情報の共有を図り、
関係機関との連携を密にし、安心して子育てできる切れ
目のない支援を行えるよう体制を強化する。

亀山市子ども家庭総合支援拠点として、心理・教育・保
育等の専門スタッフが、面接相談や電話相談により、計
595件の相談を受け、内容に応じて専門機関に繋げるな
ど、関係機関と連携して必要な支援等を行った。
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3-地域医療提供体制の整備
01:多職種連携による地域包括ケアシステムの強化・充実

取組内容 担当課名 グループ名 取組に対応する事業 R3実績・成果 R4以降の方向性 R4実績・成果 今後の課題
地域福祉課 高齢者支援G 長寿・地医亀山市保険調剤薬局

整備事業（在宅医療等に必要な
薬剤、医療機材等の提供）の実施

在宅療養中の患者に対して、必要な薬剤や医療
機材の提供を行った。

引き続き、在宅療養に必要な薬剤、医療機材を提
供できる体制を維持できるように、関係部署と連携
を行う。

在宅療養中の患者に対して、必要な薬剤や医療機材の
提供を行った。

引き続き、在宅療養に必要な薬剤、医療機材を提供で
きる体制を維持できるように、関係部署と連携を行う。

病院総務課 地域連携Ｇ 地域医療連携システム「三重医
療安心ネットワーク：ＩＤ－Linkの導
入」（医療・介護連携システム含
む。）

ＩＤ－Ｌｉｎｋ運用については、院内担当者間で検討中
である。
また、バイタルリンク（多職種連携情報共有システ
ム）を活用した医療と介護の情報共有と連携の強
化を図るため、各介護事業所の連絡会等の場にお
いて周知啓発や機能の説明会を開催し、活用の強
化に努めた。

引き続き、バイタルリンクを活用した情報共有の推
進を行うとともに、活動促進につながる運用等につ
いて検討を行う。

ＩＤ－Ｌｉｎｋ運用については、運用の見直しを行い、開示病
院ではなく閲覧病院として安心ネットワークに参加するこ
とになった。新規でバイタルリンク導入を検討している事
業所に対し、説明会を行う等活用につなげた。
・新規バイタルリンク登録事業所　　24事業所

バイタルリンク登録事業所の拡大とともに、ＩＣＴの活用が
苦手な事業所への支援方法について検討が必要であ
る。

地域医療課 地域連携Ｇ 協議会と連携会議の実施内容や
回数の見直し等

コロナ禍においては集合型での開催が困難となり、
オンラインでの研修、ICTを活用した情報共有ツー
ルの活用で顔の見える関係性づくりや在宅療養の
様々な局面において対応できるよう連携強化に努
めた。

引き続き、オンラインでの開催等もすすめ、在宅医
療介護連携の推進強化に努める。

在宅医療連携推進協議会は、連携推進のための協議の
場とし、多職種連携会議は多職種の資質向上や連携目
的の研修会として整理した。

在宅医療連携推進協議会の一部の委員で構成された、
在宅医療ワーキングにおいて、在宅医療の課題抽出や
かめやまホームケアネットの周知啓発活動について協議
した。
・在宅医療ワーキング　3回

多職種連携研修は、コロナ禍のためオンライン研修とし、
感染対策を図りながら実施した。
・多職種連携研修　3回/年

平成29年度以降、在宅医療連携推進協議会の一部の
委員で構成された在宅医療ワーキングで活動を行って
きた。しかし、在宅医療・介護連携における目指すべき
姿を実現するためには、より多くの多職種で構成された
在宅医療連携推進協議会で課題等を討議し多職種で
解決しながら推進していく必要がある。
多種連携研修会については、顔の見える関係構築、知
識の向上などから引き続き継続して行っていくが、新型
コロナウイルスの２類から５類への移行を踏まえ、研修形
態については適宜検討を行っていく。

地域医療課 地域連携Ｇ かめやまホームケアネットの利用
促進（マニュアル・パンフレットの見
直し等）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、在宅
医療講演会は中止となったが、講演会申込者に市
独自で作成したチラシの郵送する他、在宅医療に
関する図書展示や出前講座を開催し普及啓発に
努めた。また、ホームケアネットの活用しやすい仕
組みづくりのため、在宅医と検討の上書類の見直し
を行い関係職員の負担軽減につなげた。

引き続き、ホームケアネットの活用しやすい仕組み
づくりのため、現状把握を行い検討を行う。

在宅医療講演会や出前講の開催、市広報を活用し、か
めやまホームケアネットの普及啓発に努めた。
・在宅医療講演会　12月11日開催
・出前講座　3回
・市広報　9月号特集記事掲載
・かめやまホームケアネット新規登録者　33名

在宅療養者への支援に役立つよう、市内介護保険事業
所を対象に、在宅介護資源情報調査を行い、バイタルリ
ンクを通じて多職種に向け周知した。

かめやまホームケアネットの市民への積極的な周知が
引き続き必要である。

令和2年度在宅医療に特化した医療機関が市内に開
院後、かめやまホームケアネットを利用している主治医
の数が減少し、特定の在宅医へ偏りが生じている。高齢
者の増加とともに、在宅医療の必要性が見込まれること
から、在宅医療に対応できるようかめやまホームケア
ネット主治医の数を増やすことが課題である。

かめやまホームケアネットを利用している主治医の数
・平成29年度10人→令和4年度　3人

○在宅医療・介護の連携体制
を強化するため、在宅医療を
行う在宅医等を24時間365日
支援する在宅医療支援薬局
の設置や多職種が患者情報
を共有できるツールの導入な
どを進めます。

○亀山市の在宅医療・介護連
携における目指すべき姿を多
職種で共有し、在宅医療連携
推進協議会と多職種連携会
議の進め方の整理を行ってシ
ステムを見直し、地域住民へ
積極的にＰＲして「かめやま
ホームケアネット」の利用を促
進します。
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02：救急医療提供体制の充実
取組内容 担当課名 グループ名 取組に対応する事業 R3実績・成果 R4以降の方向性 R4実績・成果 今後の課題

健康政策課 健康づくりG 「1次救急、年末年始、夜間時間
外応急診療」業務委託の継続

業務委託契約を締結し、救急医療体制を確保し
た。

引き続き、業務委託契約を締結し、救急医療体制
を継続していく。

業務委託契約を締結し、救急医療体制を確保した。 引き続き、業務委託契約を締結し、救急医療体制を継
続していく。

健康政策課
病院総務課

健康づくりG
医事G

夜間時間外応急診療、運用方法
の見直し検討

亀山医師会と一次救急業務委託（夜間時間外・一
次救急・年末年始）の一括契約し救急医療体制を
確保した。
医療センターで実施する夜間時間外応急診療につ
いては、医療センターの当直医師と在宅医師（1
院）で対応を行った。

引き続き、医師会と業務委託契約を締結し、救急
医療体制を継続していく。

亀山医師会と一次救急業務委託（夜間時間外・一次救
急・年末年始）の一括契約し救急医療体制を確保した。
医療センターで実施する夜間時間外応急診療について
は、医療センターの当直医師と在宅医師（1院）で対応を
行った。

引き続き、医師会と業務委託契約を締結し、救急医療
体制を継続していく。

○市内の医療機関との連携を
強化するとともに、鈴鹿中央総
合病院、鈴鹿回生病院等の
二次救急医療機関との連携
体制について、引き続き維持
します。

健康政策課 健康づくりG 二次救急医療機関に対する高度
医療機器の整備支援

実績なし 医療機関より、支援の要望があれば、関係部署と
協議を行い、支援の必要性を判断する。

実績なし 医療機関より、支援の要望があれば、関係部署と協議
を行い、支援の必要性を判断する。

地域福祉課 高齢者支援G ７５歳に達した月や７５歳以上の文書発送時、電話
健康相談のチラシを同封し、事業を周知し、延べ
308件の相談があった。

個別通知などを通じて事業の周知に努めるととも
に、高齢者の身近な相談に応じ、在宅における悩
みや不安が少しでも解消できるよう事業の推進に努
める。

７５歳に達した月や７５歳以上の文書発送時、電話健康
相談のチラシを同封し、事業を周知した。

個別通知などを通じて事業の周知に努めるとともに、高
齢者の身近な相談に応じ、在宅における悩みや不安が
少しでも解消できるよう事業の推進に努める。

市民課 国民健康保
険G

被保険者証の更新時に加入世帯に対して電話健
康相談の内容を記載した案内文書とＰＲパンフレッ
トを郵送するとともに、窓口で加入手続きを行った
新規加入者に対してもＰＲパンフレットを配布し周知
した。

被保険者証の更新時及び窓口での加入手続き時
に電話健康相談のＰＲパンフレットを配布し、周知す
る。
また、令和4年度健康づくりのてびきに掲載し、より
一層の周知を行う。

被保険者証の更新時及び窓口での加入手続き時に電
話健康相談のＰＲパンフレットを配布し、周知を行った。
また、令和4年度健康づくりのてびきに掲載し、より一層の
周知を行った。令和4年度電話健康相談件数:：４０７件

重複多剤服用対象者への通知文書へPRパンフレットを
同封する等、より一層の周知を引き続き行い、電話健
康相談の利用拡大を促す。

子ども未来課 母子保健G みえ子ども医療ダイヤルＰＲ（広報
等）

新生児訪問や赤ちゃん訪問時や幼児健診時にチ
ラシを配布しＰＲを行った。(赤ちゃん訪問366件、
幼児健診786件）

引き続き、訪問や健診にて啓発していく。 新生児訪問や赤ちゃん訪問時・幼児健診時にチラシを
配布しＰＲを行った。
(新生児訪問28件、赤ちゃん訪問297件、未熟児訪問
14件、幼児健診724件）

引き続き、訪問や健診にて啓発していく。

消防総務課 消防救急Ｇ （亀山市消防力充実強化プランに
基づく取組）
・救急隊員の育成、救急救命士
処置拡大への対応、指導救命士
の養成

令和3年度三重県消防学校指導救命士課程に1
名入校した。
新たに気管挿管実施可能な救命士を１名、養成し
た。

令和3年度三重県消防学校指導救命士課程を修
了した1名が令和４年度の実技実習を経て、指導
救命士として認定される予定である。引き続き、指
導救命士が中心となり、救急隊員の知識・技術の
向上に取り組む。

救急救命士2名が処置拡大（ビデオ喉頭鏡・気管挿管）
に必要となる病院実習を修了した。
また、令和3年度の三重県消防学校指導救命士課程派
遣者1名が指導救命士認定の要件となる実技実習を修
了した。

新興感染症など、その時々の状況に応じ、救急隊員に
求められる能力を分析し、必要な教育、訓練を推進す
る必要がある。

消防総務課 消防救急Ｇ ・救急ワークステーション（ＷＳ）の
運用体制検討

医療センターと連携し、効率的な救急ＷＳ運用に
努めた。

引き続き、医療センターと連携し、効率的な救急Ｗ
Ｓ運用に努める。

コロナ禍においても医療センターと連携し、救急ＷＳの運
用を継続することができた。

救急救命士の再教育という貴重な機会でもあることか
ら、常設化の検討が課題として挙げられる。

○救急需要に適切に対応する
ため、救急車の適正利用の啓
発を継続して行います。

消防総務課 消防救急Ｇ （亀山市消防力充実強化プランに
基づく取組）
・救急車適正利用普及啓発事業

広報等で救急車適正利用普及啓発を図った。 緊急度が高い傷病者への対応が遅れないよう、引
き続き、適正利用普及啓発に努める。

広報等で救急車適正利用普及啓発を図った。 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置付け
変更に伴い、救急車の適正利用を発信する機会や方
法を再検討する必要がある。

03:地域医療の確保と医療センターの経営健全化
取組内容 担当課名 グループ名 取組に対応する事業 R3実績・成果 R4以降の方向性 R4実績・成果 今後の課題

○三重大学による亀山地域
医療学講座設置の協定を継
続し、亀山市及びその周辺地
域の住民が健康で安心できる
生活を提供する医療保健体
制に関する研究・教育を実施
します。

健康政策課 健康づくりG 亀山地域医療学講座の設置協定
の継続

三重大学に亀山地域医療学講座を設置し、医療
センターに医師が派遣され、診療を通した地域医
療の研究・教育が継続して行われたことで、診療体
制の充実につなげた。

引き続き、三重大学に亀山地域医療学講座を設
置するともに医療センターの取り組む医師確保対
策と連携し、三重大学との連携強化や新たな連携
先の確保に取り組んでいく。

三重大学に亀山地域医療学講座を設置し、医療セン
ターに医師が派遣され、診療を通した地域医療の研究・
教育が継続して行われたことで、診療体制の充実につな
げた。

引き続き、三重大学に亀山地域医療学講座を設置す
るともに医療センターの取り組む医師確保対策と連携
し、三重大学との連携強化や新たな連携先の確保に取
り組んでいく。

地域医療課 地域連携Ｇ 亀山市保険調剤薬局整備事業 平成２９年１０月開設後は随時、地域連携のための
情報提供を行った。

薬局運営の継続支援を必要に応じて行う。 在宅療養中の患者に対して、必要な薬剤や医療機材の
提供を行った。

高齢者の増加とともに、在宅医療の必要が見込まれる
中、在宅療養に必要な薬剤や医療器材が充足している
かの評価を行っていく必要がある。

病院総務課 医事G 外来患者等の院外処方化による
ジェネリック（後発医薬品）の利用
促進

一般名処方を行うことで、ジェネリックの利用率向
上に努めた。その結果、ジェネリックの利用率が向
上した。（91.0％）

引き続き、ジェネリックの利用率が更に上がるよう
に、周知活動等の取組みを行う。

一般名処方を行うことで、ジェネリックの利用率向上に努
めた。その結果、前年度と同じく高い水準のジェネリックの
利用率となった。（90.9％）

引き続き、ジェネリックの利用率が更に上がるように、周
知活動等の取組みを行う。

○医療センターは、県の地域
医療構想を踏まえながら、新
公立病院改革プラン（平成28
年度）を推進し、経営の健全
化に取り組みます。

病院総務課 病院総務G 亀山市立医療センターアクション
プラン（新公立病院改革プラン含
む）の推進

重点的項目のうち、経常収支比率の改善等数値
目標に達していない項目があった。

総務省が公表した「新公立病院改革ガイドライン」
や県の動向に注視して次期アクションプランを策定
し、経営の健全化に努める。

県の第８次三重県医療計画と整合性を取る必要があり、
当該計画の策定が令和５年度となることから、次期プラ
ンについても５年度に策定することとした。
現行アクションプランの目標数値の達成状況などを検証
し、次期プランの策定に向けて準備を進めた。

次期プランを策定するにあたり、「公立病院経営強化ガ
イドライン」に基づき、経営の健全化を推進するため、医
師・看護師の確保や働き方改革、機能分化・連携強化
に伴う施設・設備の整備等に係る措置など、多岐にわ
たって検討する必要がある。

電話健康相談の利用促進に向け
たＰＲ（広報等）

○医療センターの処方箋を院
外処方に移行してジェネリック
（後発医薬品）の利用を促進し
ます。

○消防本部と医療センターの
連携強化にむけた検討を進め
るとともに、三重県が認定する
指導救命士の養成等、救急
隊員の知識・技術の向上に取
り組みます。

○日曜日・祝日・夜間時間外
の応急診療については、医療
センターや亀山医師会の医師
と連携・協力体制を継続しな
がら、小児の応急診療への円
滑な対応に努めます。

○「みえ子ども医療ダイヤル
（＃8000）」など広域的な相談
窓口の周知を行うとともに、75
歳以上の高齢者や国民健康
保険加入者を対象とした電話
健康相談の利用を促します。
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4-食育の推進
01:栄養、食生活の改善

取組内容 担当課名 グループ名 取組に対応する事業 R3実績・成果 R4以降の方向性 R4実績・成果 今後の課題
子ども未来課 母子保健G 母子健康手帳交付時、幼児健

診、育児相談時のパンフレット配
布

母子手帳交付時、幼児健診、育児相談時にパンフ
レットを配付し、啓発を行った。（母子健康手帳交
付320件、幼児健康診査786件、育児相談323
件）

引き続き、母子手帳交付時、幼児健診、育児相談
時にパンフレットを配布していく。

母子健康手帳交付時、幼児健診時にパンフレット等を配
布し、啓発を行った。また育児相談等で必要時個別に配
布した。（母子健康手帳交付286件、幼児健康診査724
件）

引き続き、母子健康手帳交付時、幼児健診、育児相談
時にパンフレットを配布していく。

健康政策課 健康づくりG 健康教室において食事バランスガ
イドを活用し、栄養の大切さについ
ての啓発

あいあい運動教室（13回実施）において、食事バラ
ンスガイドについて記載した健康づくりのてびきを配
布・設置し、栄養の大切さについて啓発を行った。

引き続き、教室等の機会を活用し、栄養の大切さ
にについて周知していく。

食事バランスガイドについて記載した健康づくりのてびきを
配布・設置し、栄養の大切さについて啓発を行った。

引き続き、教室等の機会を活用し、栄養の大切さにに
ついて周知していく。

健康政策課 健康づくりG 健康づくりのてびきに食事バランス
ガイドを掲載し、健康的な食生活
につなげる情報提供

健康づくりのてびきに食事バランスガイドを掲載し、
健康的な食生活につながる情報提供を行った。

引き続き、健康的な食生活につながる情報提供を
行う。

健康づくりのてびきに食事バランスガイドを掲載し、健康
的な食生活につながる情報提供を行った。

引き続き、健康的な食生活につながる情報提供を行
う。

子ども未来課 母子保健G 離乳食教室で、離乳食の基本講
話や、生後5～8か月児までの離
乳食の作り方と試食の実施

離乳食の基本に関する講話とともに、生後5～8か
月児までの離乳食の作り方のデモンストレーションと
試食を行った。（離乳食教室：年５回（延べ39人））

引き続き、離乳食教室を実施していく。 離乳食教室では、離乳食の基本に関する講話と、生後5
～8か月児頃の離乳食の作り方デモンストレーションを行
い、基本的な食習慣の基礎となるよう努めた。（離乳食
教室：年6回　延べ43人）

引き続き、離乳食教室を実施していく。

健康政策課 健康づくりG 食生活改善推進協議会による市
民・地区伝達講習会の実施
⇒バランスのとれた献立で、健康
づくりのための料理講習会、地域
の料理講習会を実施。

バランスのとれた献立を入れて、市民伝達講習会
１回・地域の料理講習会１９回を開催した。

感染症予防対策をしっかりと行ったうえで、健康づく
りのための料理講習会や地区伝達講習会を行い、
食をを通した健康づくりについて啓発していく。

バランスのとれた献立を入れて、市民伝達講習会4回・
地域の料理講習会１９回を開催した。

健康づくりのための料理講習会や地区伝達講習会を行
い、食を通した健康づくりについて啓発していく。

子ども未来課 母子保健G 幼児健診で「早寝・早起き・朝ごは
ん」のパンフレットを配布

幼児健診にて、「早寝・早起き・朝ごはん」の啓発を
印字した封筒を配付した。（幼児健診：年24回（延
べ786人））

引き続き、幼児健診にて啓発を行っていく。 幼児健診にて、望ましい食習慣についての周知と併せ
て、啓発封筒を配布した。（幼児健診：年24回（延べ724
人））

引き続き、幼児健診にて啓発を行っていく。

健康政策課 健康づくりG 健康教育の実施
⇒規則正しい食生活がもたらす効
果を伝え、生活習慣病予防に関
する健康教育の開催

健康づくりのてびきに食事バランスガイドを掲載し、
健康的な食生活につながる情報提供を行った。

引き続き、健康づくりのてびき等を活用し食事バラ
ンスガイドを周知していく。

健康づくりのてびきに食事バランスガイドを掲載し、健康
的な食生活につながる情報提供を行った。

引き続き、健康づくりのてびき等を活用し食事バランス
ガイドを周知していく。

子ども未来課 母子保健G 育児相談の中で、生活リズムの相
談を個別で受け、必要な情報提
供

育児相談の中で、生活リズムについての相談を受
けたり、話の中で生活リズムについて必要な情報提
供を行った。（育児相談：年10回（延べ323件））

引き続き、育児相談の中で、必要な情報提供をし
ていく。

育児相談の中で、生活リズムについての相談を受けたり、
生活リズムについて必要な情報提供を行った。（育児相
談：年12回　延べ392件）

引き続き、育児相談の中で、必要な情報提供をしてい
く。

子ども未来課
健康政策課

母子保健G
健康づくりG

出前教室や献血、キラリ市民大学
などでの健康相談の実施

育児相談等で生活リズムの大切さについての啓発
や相談を行った。（育児相談延323件）

引き続き、出前教室等を通じて、啓発及び相談を
行っていく。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年開催し
ているぽっぽ教室（出前教室）、献血のイベント等が中止
になっていたが、育児相談等で生活リズムの大切さにつ
いての啓発や相談を行った。（育児相談延べ392件）

引き続き生活リズムの大切さについての啓発及び相談
を行っていく。

子ども未来課 子ども総務Ｇ 食育だより（13園、月1回）による
啓発（栄養バランス、朝食の重要
性、食育に関する情報提供）

食育だより（13園、月1回）により、食中毒や便秘の
予防、栄養バランスの大切さなどについて、情報提
供を行い、規則正しい食生活の実践のための啓発
を行うことができた。

朝食や間食の重要性、減塩などについて、引き続
き、情報提供等による啓発活動が必要である。

食育だより（13園、月1回）により、朝食や間食の重要性、
減塩や栄養バランスなどについて、情報提供を行い、規
則正しい食生活の実践のための啓発を行うことができ
た。

栄養バランスの良い献立づくりや早寝早起き朝ごはんの
大切さなどについて、引き続き、情報提供等による啓発
活動を行う。

子ども未来課 子育てサポー
トG

子育て講座の実施（子どもとその
保護者）
⇒子育て講座の中で、「生活リズ
ム、運動あそび、栄養相談、育児
相談」などによる生活リズムの向
上

あいあいっこ・あすれっこだよりにおいてこれまでどお
り食育や育児に関するワンポイントアドバイスを掲載
するとともに、「かめやま子育てLINE」においても食
育や運動遊びに関する情報を発信した。また、運
動講座についてはZOOMを活用することによりコロナ
禍においても実施することができた。

コロナ禍においても子育て中の保護者や親子など
に運動、食事、睡眠の大切さ等を伝える機会を設
けるよう検討する。

あいあいっこ・あすれっこだよりにおいてこれまでどおり食
育や育児に関するワンポイントアドバイスを掲載するととも
に、子育て講座として運動遊び講座を人数制限をするな
ど工夫して実施した。

子育て講座について、子育てに関すること、運動に関す
ることなど様々な分野についてバランスよく実施する。

教育総務課 保健給食G 食育だより、給食・食育だより、保
健だより、保護者参観、懇談会な
どの場を活用した食育の啓発。ま
た、生涯学習室と連携し、給食・
食育だよりによる啓発の実施

給食・食育だよりを年3回発行した。また、定期的に
保健だよりを発行するとともに、保護者会等の場を
活用し、啓発を行った。

今後も給食・食育だより、保健だよりの発行や給食
試食会や保護者会等の場を活用し、啓発を継続し
ていく。

給食・食育だよりを年3回発行した。また、定期的に保健
だよりを発行するとともに、保護者会等の場を活用し、啓
発を行った。

今後も給食・食育だより、保健だよりの発行や給食試食
会、保護者会等の場を活用し、啓発を継続していく。

生涯学習課 社会教育Ｇ 生涯中央公民館で、こどもの食物
アレルギー、食育クッキングと題し
た講座の実施

中央公民館講座において、「メンズキッチン」や「紅
茶専科」、「ファミリーキャンプ講座」など、食に関す
る講座を実施した。

今後も、参加者のニーズにあった講座を中央公民
館講座で実施していく。

中央公民館講座において、「メンズキッチン」や「紅茶専
科」、「はじめての薬膳料理」など、食に関する講座を実
施した。

今後も、参加者のニーズにあった講座を中央公民館講
座で実施していく。

生涯学習課 社会教育Ｇ 生涯朝ごはんバランスシートによる
出前講座での周知・啓発

・就学時検診の際に、「あさごはんバランスシート」、
カード型のお茶の間10選・パパママ読んでの冊子の
配布を行った。

・引き続き、様々な機会を通して望ましい食習慣を
身に付けるための情報提供と啓発に努める。

就学時検診の際に、「あさごはんバランスシート」、カード
型のお茶の間10選（実践）・パパママ読んでの冊子の配
布を行った。

引き続き、様々な機会を通して望ましい食習慣を身に
付けるための情報提供と啓発に努める。

○母子保健、保育所、幼稚
園、小中学校などでの「早寝・
早起き・朝ごはん」等の取組を
充実させるとともに、食事バラ
ンスガイド等の活用や亀山市
食生活改善推進協議会によ
る料理講習会等の実施などに
より、成人への食育を進めま
す。
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01:栄養、食生活の改善
取組内容 担当課名 グループ名 取組に対応する事業 R3実績・成果 R4以降の方向性 R4実績・成果 今後の課題

○特定健康診査の結果に基
づく特定保健指導により、運動
習慣や食生活の改善に向けた
指導を強化し、すでに糖尿病
を発症している人についても重
症化予防に取り組みます。

市民課

健康政策課

国民健康保
険Ｇ
健康づくりＧ

特定保健指導対象者に対する運
動習慣や食生活の改善に向けた
指導プログラムの見直し、既存の
発症者に対する重症化予防に向
けた食生活改善の取組の実施

糖尿病性腎症重症化予防事業で保健指導対象に
なった１名に対し、医療センターで食事療法等につ
いて個別指導を行った。食生活や運動等、生活習
慣が改善され本人の意識改革につなげた。

特定保健指導や糖尿病性腎症重症化予防事業の
保健指導対象となった方に対し、食事療法等の保
健指導を実施する。

糖尿病性腎症重症化予防事業で保健指導対象になっ
た2名に対し、医療センターで食事療法等について個別
指導を行った。食生活や運動等、生活習慣が改善され
本人の意識改革につなげた。

特定保健指導や糖尿病性腎症重症化予防事業の保
健指導対象となった方に対し、食事療法等の保健指導
を実施し、既存の発症者に対する重症化予防を図る。

○学校における子どもたちの
食生活の充実を図るため、中
学校給食の完全実施に向け
た多面的な検討を行います。

教育総務課 保健給食G 情報収集や先進地視察等、中学
校給食についての調査・研究

令和3年3月に決定した「学校給食提供に関する今
後の方向性」に基づき、全員喫食制の給食の実施
に向けた、具体的な施策の検討を行った。

「学校給食提供に関する今後の方向性」に基づき、
全員喫食制給食の実施に向けた、具体的施策の
位置づけを行う。

第2次総合計画後期基本計画実施計画における主要事
業として「中学校全員喫食制給食実施事業」の位置づけ
を行った。

中学校全員喫食制給食の早期実現に向けた基本計画
を策定する。

○介護予防・日常生活支援
総合事業（新しい総合事業）に
より、栄養指導、口腔ケアなど
の介護保険サービスを充実さ
せるとともに、民間の配食や買
い物支援サービス提供者と連
携し、高齢者の地域での食生
活を支援します。

地域福祉課 高齢者支援G 介護予防・日常生活支援総合事
業（新しい総合事業）による栄養
指導・口腔ケアなどの介護保険
サービスの充実
・民間の配食や買い物支援サービ
ス提供者と連携した高齢者の地
域での食生活の支援

訪問型のサービスＢについては１人８回の利用が
あった、Ｃについては実績がなかった。配食サービ
スについては、令和3年3月末現在で登録者数は
39人で、年間延べ9,292食のバランスのとれた食
事を提供した。

栄養指導や口腔ケア事業等については、地域包括
支援センターやケアマネジャーに事業の趣旨を理
解し、短期的・集中的に実施できないか周知・依頼
に努める。
配食については、継続して調理が困難な人に栄養
バランスの摂れた食事を提供するとともに、安否確
認等の支援に努める。

訪問型のサービスＢについては4人55回の利用があっ
た、Ｃについてはリハビリ指導が5人21単位（1単位30
分）、口腔ケアが1人5単位、栄養指導が2人12単位の
利用があった。配食サービスについては、令和4年3月末
現在で登録者数は39人で、年間延べ10,261食のバラン
スのとれた食事を提供した。

栄養指導や口腔ケア事業等については、地域包括支
援センターやケアマネジャーに事業の趣旨を理解し、短
期的・集中的に実施できないか周知に努める。
配食については、継続して調理が困難な人に栄養バラ
ンスの摂れた食事を提供するとともに、安否確認等の支
援に努める。

○家庭や飲食店などに対する
食品ロス削減（生ごみの再資
源化等）につながる効果的な
意識啓発や情報提供を検討
し実施するとともに、学校等に
おいて環境意識を育むための
学習に取り組みます。

環境課 廃棄物対策G 廃棄食品ロスの廃棄物に占める
割合などの市ＨＰへの掲載、廃棄
物の排出抑制の観点からの食べ
残し削減に向けた啓発、主管室に
おいて効果的な啓発方法を検討

食品ロス削減月間において、広報掲載やケーブル
テレビ放送で食品ロス削減の周知啓発を行った。ま
た、食品ロス削減促進ポスター（市内小学４年～６
年生を対象に募集）を作成し、市内公共施設や小
中学校・幼稚園・保育園などに配布をした。

食品ロス削減のためのＩＣＴを活用した三重県のモ
デル事業に参加し、市内店舗や住民に対して、利
用の呼びかけや広報啓発を行い、食品ロス削減に
向けた仕組みづくりを行う。

令和4年１0月1日より、食品ロス削減を目的としたフード
シェアリングサービス「かめやまタベスケ」を開始。
令和５年３月末現在、ユーザー登録者数は572名、 市
内協力店数は５店舗となっている。また、削減量は
68,610ｇである。

ユーザー数に対し、協力店舗数が少なく、令和5年3月
末現在の出品数は48件となっているため、新たに市内
食品事業者に対し、周知・協力依頼を行い、店舗数の
確保とサービスの活用の向上に努めなければならない。

○家庭や飲食店などに対する
食品ロス削減（生ごみの再資
源化等）につながる効果的な
意識啓発や情報提供を検討
し実施するとともに、学校等に
おいて環境意識を育むための
学習に取り組みます。

教育総務課 保健給食G 給食時間における食べ残しを減ら
すための指導（残飯ゼロ運動）
⇒給食・食育だよりにおいて、食に
対する感謝の気持ちや残さず食
べることの大切さの啓発。残食が
多い学校では、残食を出さない取
組を給食委員会等の活動実施

給食だより等において食に対する感謝の気持ちや
残さずに食べることの大切さについて啓発を行っ
た。また、食品ロスをテーマにした食育の授業やた
よりを配付した。

今後も、児童生徒に対し、残食を減らす指導や給
食だより等における取組を定期的に実施していく。
また、食品ロスに関する食育たよりを配付し、保護
者への啓発を行う。

給食だより等において食に対する感謝の気持ちや残さず
に食べることの大切さについて啓発を行った。また、各校
で給食時や委員会活動において残さずに食べる大切さ
について啓発を図った。

今後も、児童生徒に対し、残食を減らす指導や給食だ
より等における取組を定期的に実施し食育たより等を通
じて、保護者への啓発を行う。また、各校で給食時や委
員会活動において残さずに食べる大切さについて啓発
を図っていく。
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02：次世代に伝える食文化
取組内容 担当課名 グループ名 取組に対応する事業 R3実績・成果 R4以降の方向性 R4実績・成果 今後の課題

健康政策課 健康づくりG 市民・地区伝達講習会の実施⇒
健康づくりのための料理講習会と
地域の料理教室の開催

地域の食材や行事食を取り入れた献立を入れて、
市民伝達講習会１回・地域の料理講習会１９回開
催した。

引き続き、市民・地区伝達講習会を実施していく。 毎回健康テーマを設定し旬の食材を取り入れた献立を
作成した。市民伝達講習会４回、栄養教室７回、会員伝
達講習会１０回開催した。栄養教室では、参加者１３人１
２人がカリキュラムを修了することができた。またその中か
ら１０人が食改協の会員として入会した。

若い世代や男性の参加差が少ないため、周知方法を
工夫し、新たな参加者を取り入れていく。。

健康政策課 健康づくりG 食文化を伝える亀山市食生活改
善推進協議会に補助金を交付

亀山市食生活改善推進協議会に補助金を交付し
た。

引き続き、補助金を交付していく。 亀山市食生活改善推進協議会に補助金を交付した。 引き続き、補助金を交付していく。

農林振興課 農林政策G 市民農園の維持管理・利用促進
（50区画：川合町）

市広報やHPにおいて、市民農園の周知及び利用
者の募集を行うとともに、インストラクターによる月１
回の営農指導により、野菜づくり技術の普及が図ら
れるとともに、食への関心を高めることに繋げた。

引き続き、市広報やHPによる周知等やインストラク
ターによる月１回の営農指導を行う。

市広報やHPにおいて、市民農園の周知及び利用者の募
集を行うとともに、インストラクターによる月１回の営農指
導により、野菜づくり技術の普及が図られるとともに、食へ
の関心を高めることに繋げた。

引き続き、市広報やHPによる周知等やインストラクター
による月１回の営農指導を行う。

農林振興課 農林政策G 亀の市での旬の地場産品をつ
かった簡単レシピの配布

新型コロナウイルス感染症防止のため配布すること
が出来なかった。

引き続きレシピの配布をする。 新型コロナウイルス感染症防止のため配布することが出
来なかった。

引き続きレシピの配布をする。

農林振興課 農林政策G 亀山青空お茶まつりで、茶摘み体
験、手もみ実演、電子レンジでの
お茶づくり体験などの実施

昨年度に続き、新型コロナウイルス感染症防止のた
め開催することが出来なかった。

引き続き事業を継続する。 昨年度に続き、新型コロナウイルス感染症防止のため開
催することが出来なかった。

引き続き事業を継続する。

農林振興課 農林政策G 中山間地域活性化事業（加太北
在家地区_小山新田の里芋など）

新型コロナウイルス感染症のため、イベントが中止に
なった。

引き続き事業を継続する。 新型コロナウイルス感染症のため、イベントが中止になっ
た。

引き続き事業を継続する。

学校教育課 教育支援Ｇ 小学校では、ＦＢＣ花壇の花の栽
培、生活科、総合的な学習の時
間等での野菜や米作り。中学校で
は、家庭科や委員会活動での花
や野菜の栽培

コロナ禍ではあったが、小学校において、FBC花壇
で花の栽培を行った。また、小学校・中学校ともに、
各教科等の学習や委員会活動と関連付けながら、
野菜作りや米作りを行った。

引き続き、小中学校において、各教科等の学習や
委員会活動と関連付けながら、花や野菜の栽培を
計画的に行っていく。

小学校において、FBC花壇での花の栽培を行った。小・
中学校ともに、各教科等の学習や委員会活動において、
花の栽培や野菜作り、コメ作りを行った。

継続した取組を計画的に進める。

学校教育課 教育支援Ｇ 小学校では、ＦＢＣ花壇の花の栽
培、生活科、総合的な学習の時
間等での野菜や米作り。中学校で
は、家庭科や委員会活動での花
や野菜の栽培

コロナ禍ではあったが、小学校において、FBC花壇
で花の栽培を行った。また、小学校・中学校ともに、
各教科等の学習や委員会活動と関連付けながら、
野菜作りや米作りを行った。

引き続き、小中学校において、各教科等の学習や
委員会活動と関連付けながら、花や野菜の栽培を
計画的に行っていく。

小学校において、FBC花壇での花の栽培を行った。小・
中学校ともに、各教科等の学習や委員会活動において、
花の栽培や野菜作り、コメ作りを行った。

継続した取組を計画的に進める。

教育総務課 保健給食G 食育だよりでの啓発（地産地消
マップや地産地消カレンダーを活
用し、食育の授業において市内産
食材の学習の実施。また、旬の食
材の時期にあわせ、給食・食育だ
よりによる家庭への啓発。）

児童生徒に対し、食育の授業における「亀山市地
産地消マップ」等の活用や、体験学習を通じて、市
内産の食材について学習する機会を設けた。また、
旬の食材が多く取れる時期に給食だよりを発行し、
家庭への啓発や働きかけを行った。

食育の授業や体験活動、給食だより等を活用し、
市内産食材に関する学習や保護者への啓発を継
続していく。

感染症拡大の状況を踏まえながら、野菜や米などの食
物栽培活動の際には、地域の方をゲストティーチャーとし
て招き、植え方や育て方を教えてもらい、充実した生産
体験活動を行うことができた。

継続した取組を進める。

子ども未来課 子ども総務Ｇ 食育だよりで旬の食材についての
啓発

食育だよりにて食への関心を高めるための工夫等
の紹介を行い、情報提供を行った。

引き続き、情報提供等による啓発活動に努める。 食育だよりにて旬の食材の利点等を紹介をすることで情
報提供を行った。

引き続き、食への関心を高めるための情報提供等によ
る啓発活動を行う。

農林振興課 農林政策G （亀山市農業経営基盤の強化の
促進に関する基本構想に基づく取
組）
学校給食の献立を基にした農家
への作付けの指導
⇒学校給食に旬の食材を提供す
るため、学校給食の献立を基にし
た農産物の作付けの協議。

亀の市に対し、かめやまっ子給食で使用する農作
物の作付指導を年１１回行った。
また、協議は新型コロナウイルス感染症防止のため
行えなかった。

引き続き、指導、協議等を行う。 亀の市に対し、かめやまっ子給食で使用する農作物の作
付指導を年１１回行った。
また、協議は新型コロナウイルス感染症防止のため行え
なかった。

引き続き、指導、協議等を行う。

農林振興課 農林政策G 地元産を購入できる場所や地産
地消の活動について、市ＨＰで掲
載

亀山紅茶べにほまれの購入できる場所を市ＨＰに
て紹介している。

引き続き、市ＨＰにて紹介していく。 亀山紅茶べにほまれの購入できる場所を市ＨＰにて紹介
している。

引き続き、市ＨＰにて紹介していく。

教育総務課 保健給食G かめやまっ子給食（学校給食）へ
の地場産品の提供

生産者や納入業者と連携し、市内産県内産の食
材を多く取り入れた「かめやまっ子給食」を年２２回
提供した。

生産者や納入業者との連携を図り、市内産県内産
の食材を多く取り入れた「かめやまっ子給食」の実
施を今後も継続していく。

生産者や納入業者と連携し、市内産県内産の食材を多
く取り入れた「かめやまっ子給食」を年２２回提供した。

生産者や納入業者との連携を図り、市内産県内産の食
材を多く取り入れた「かめやまっ子給食」の実施を今後
も継続していく。

教育総務課 保健給食G 中学校のデリバリー給食に、県内
産の食材を使用する「地物が一番
みえの日」の実施

県内産の食材を多く取り入れた「地物が一番みえ
の日」を年１0回実施した。

県内産の食材の活用について委託業者と連携を
図りながら、「地物が一番みえの日」の実施を継続
していく。

県内産の食材を多く取り入れた「地物が一番みえの日」
を年１0回実施した。

県内産の食材の活用について委託業者と連携を図りな
がら、「地物が一番みえの日」の実施を継続していく。

子ども未来課 子ども総務Ｇ 可能な範囲での地場産品の提供
（毎回）
⇒食材納入業者の協力により、可
能な限り地元に近い産物を使用
し、市ＨＰで産地の公表

可能な限り地元に近い産物を使用するために、給
食食材納入業者に協力を依頼した。市ホームペー
ジにて食材の産地の公表を行った。

継続して地産地消を推進するために、多くの旬の食
材を使用できるような献立作成に努める。

食材納入業者の協力のもと、可能な限り地元に近い産
物を使用した。また、市ホームページにて産地の公表を
行った。

継続して地産地消を推進するために旬の食材を使用で
きるような献立作成に行う。

商工観光課 観光・地域ブ
ランドG

納涼大会、関宿街道まつり（桜ま
つり：観光協会主催）での地場産
品の販売（市主催2事業）、モデル
ツアーでの地元産品ＰＲ

新型コロウイルス感染症拡大の影響により、各種イ
ベントが実施できなかった。

観光協会による継続した地元産品の販売と各種イ
ベントにおいて、亀山ブランドのＰＲ販売を実施す
る。また、地元産品がＰＲできるモデルツアーを作
成する。

近鉄百貨店四日市店、アベノハルカス近鉄本店、五所
川原市、泉佐野市、ジェイアール名古屋タカシマヤ、JR
大阪駅、金山総合駅等でのPRイベントにおいて、亀山ブ
ランドを含む地元産品のPR販売を行った。

継続してPRイベントにおいて、地元産品のPRに取り組む
とともに、観光プロモーション推進事業において、令和６
年度以降に、モデルツアーの開発に取り組む。

○市民等が地域の食材や郷
土料理、行事食などに触れる
機会を提供するため、食育を
推進する地域の組織を育成す
るとともに、関係団体を支援し
ます。

○学校等での活動はもちろ
ん、若者を中心に幅広い世代
への農業等の体験を支援し、
市民の関心を高めることで食
文化の伝承につなげます。

○学校給食、福祉施設、外
食・中食などでの地場産品の
利用を促進し、直売所、量販
店、観光などにおいての販路
拡大や更なる普及のための交
流活動、イベントの開催等を支
援するとともに、情報提供や広

報活動等を行います。
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商工観光課 観光・地域ブ
ランドG

観光協会主催（市協力）で、道の
駅での朝市の開催（毎週日曜日）
や三重テラス等における亀山茶の
ＰＲ

新型コロウイルス感染症拡大の影響により、各種イ
ベントが実施されなかった。

観光連携会議等を通じて情報共有を図り、市ＨＰや
市広報への掲載により積極的に情報発信を行える
ように関係団体と連携する。

観光協会、道の駅と相互に連携し、それぞれのHP、
Facebook及び広報等を利用し多角的な情報発信を行っ
た。

引き続き連携を密にし、それぞれの媒体で多角的な情
報発信を行う。

農林振興課 農林政策G （亀山市農業経営基盤の強化の
促進に関する基本構想に基づく取
組）

市ＨＰにて「農漁業を盛り上げていただいている方々
の紹介」として、団体等を紹介している。

引き続き、市ＨＰにて紹介していく。 市ＨＰにて「農漁業を盛り上げていただいている方々の紹
介」として、団体等を紹介している。

引き続き、市ＨＰにて紹介していく。

03：共食の推進
取組内容 担当課名 グループ名 取組に対応する事業 R3実績・成果 R4以降の方向性 R4実績・成果 今後の課題

健康政策課 健康づくりG ファミリーエコクッキング（小学生と
その保護者）

令和３年度は感染対策の観点から調理実習は実
施せず、市ホームページで親子で取り組めるレシピ
を掲載した。

感染予防対策をとり、ファミリークッキングを実施し、
啓発していく。

令和4年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大のため
企画していた教室を中止した。市ホームページで親子で
取り組めるレシピを掲載した。

次年度はファミリークッキングを企画し、啓発していく。

健康政策課 健康づくりG 食育月間における広報、ホーム
ページによる普及啓発の充実(※
ひとり親家庭、共働き家庭等、多
様な暮らしに対応した情報提供)

健康づくりのてびきに食に関する情報を掲載し全戸
配布を行った。

農林振興課にて対応していく。 健康づくりのてびきに食に関する情報を掲載し全戸配布
を行った。

健康づくりのてびきや広報等で啓発していく。

子ども未来課 子ども総務Ｇ 食育だよりでの共食の普及啓発
（年12回）

食育だよりにて子どもとの食事づくりや子どものため
の献立づくりについて情報提供を行い、豊かな食体
験を推奨した。

引き続き、情報提供等による啓発活動に努める。 食育だよりにて共食の大切さや食事のマナー、食事を楽
しむポイントなどについて情報提供を行い、豊かな食体験
を推奨した。

引き続き、情報提供等による啓発活動を行う。

教育総務課 保健給食G 給食・食育だより（小中学校年3
回）、給食だより（小学校年5回）で
の共食の普及啓発

給食・食育だよりを年３回、給食だよりを年５回発行
し、家庭における食育の推進について啓発を図っ
た。

給食・食育だより等を定期的に発行し、家庭におけ
る食育の推進について、の啓発を継続していく。

給食・食育だよりを年３回、給食だよりを年５回発行し、家
庭における食育の推進について啓発を図った。

給食・食育だより等を定期的に発行し、家庭における食
育の推進について、啓発を継続していく。

学校教育課 学事教職員
Ｇ

コミュニティスクール等の組織を活
用した啓発

コロナ禍により、引き続き地域行事や学校行事が縮
小され、特に交流イベントはほとんどできない状況で
あったが、学校たよりやコミュニティスクールだより等
を通じて、食に対する興味関心が高められるよう啓
発した。

児童生徒が主体的に参加できる交流行事や体験
的な活動については、感染防止対策を行いつつ可
能な限り行っていく。共食については「かめやまお茶
の間１０選（実践）」の取組等を通信等で伝えてい
く。

令和4年度においても、コロナ禍により地域行事や学校行
事が中止または縮小され、交流イベントはほとんどできな
い状況であったが、学校たよりやコミュニティスクールだよ
り等を通じて、食に対する興味関心が高められるよう啓
発した。

児童生徒が主体的に参加できる交流行事や体験活動
の充実。

教育総務課 保健給食G 給食・食育だより、食育だより、総
合的な学習の時間等での啓発

給食・食育だよりを年３回発行し、家庭における共
食の大切さについて啓発を図った。

給食・食育だよりを定期的に発行し、家庭における
共食の大切さについて、啓発を継続していく。

給食・食育だよりを年３回発行し、家庭における共食の大
切さについて啓発を図った。

給食・食育だよりを定期的に発行し、家庭における共食
の大切さについて、啓発を継続していく。

学校教育課 教育支援Ｇ 生産者をゲストティチャーとして招
いた授業（11校）⇒生活科、総合
的な学習の時間、社会科などで、
サツマイモ、ジャガイモ、そば、米
などの栽培活動の実施

感染症拡大の状況を踏まえながら、できる限り地域
の方をゲストティーチャーとして招いて、生産体験
活動を行った。

引き続き、各小中学校において、生活科や総合的
な学習の時間において、感染症拡大防止対策を図
りながら生産者をゲストティーチャーとして招いたり、
動画で生産者の思いや仕事の様子などを撮影した
りして子どもたちが主体となった生産体験活動を
行っていく。

感染症拡大の状況を踏まえながら、野菜や米などの食
物栽培活動の際には、地域の方をゲストティーチャーとし
て招き、植え方や育て方を教えてもらい、充実した生産
体験活動を行うことができた。

継続した取組を進める。

子ども未来課 子ども総務Ｇ 食育だよりでの啓発 食育だよりにて共食の楽しさについて情報提供を行
うなど、食への関心を高める啓発を行った。

引き続き、情報提供等による啓発活動に努める。 食育だよりにて共食の楽しさについて情報提供を行うな
ど、食への関心を高める啓発を行った。

引き続き、情報提供等による啓発活動を行う。

○食育月間（6月）、食育の日
（毎月19日）、料理教室などの
食に関する情報提供の機会を
活用し、多様な暮らしに対応し
た家庭や地域での「共食」の
普及啓発を行います。

○保育所、幼稚園、小中学校
の保護者へのたより（通信）や
総合的な学習の時間、敬老
会や地域の生産者との交流機
会などを通じて、子どもや若い
世代に対する家庭や地域での
「共食」の大切さを啓発しま
す。

○関係団体による取組や活動
状況について、市ホームペー
ジや広報媒体などを通して、
広く情報発信を行います。
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（ ）

■計画の基本情報

R 4 ～ R 8

第2次亀山市地域福祉計画に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

本計画は、社会福祉法第107条に基づく市町村計画であり、市の最上位計画である第
2次総合計画（後期基本計画）はもとより、福祉分野におけるマスタープランとして、高
齢、障がい、子ども、健康・医療の各種計画と整合しつつ、地域福祉計画と地域福祉活
動計画とが一体となって福祉施策を総合的に推進するものである。

健康福祉部 地域福祉課

目的・概要

計画期間 年度

本市における従来からの市民と地域の持つ力を生かした地域福祉のネットワークを強化
しながら、多様な人びとが心身ともに健やかな日々を過ごせる「地域共生社会」の実現
をめざすとともに、複雑化・複合化した福祉課題や制度の狭間のニーズへの対応ができ
るよう、重層的支援体制の整備を進めるものである。

計画の骨格
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等

3地区

592

31

4

成年後見制度の事業全体をコーディネートする中核機関を社会福祉協議会に設置
し、相談や成年後見人等への活動を支援する窓口の明確化や、本人の支援に必
要な成年後見人等を選定する法福連携ネットワーク協議会の受任調整会議を開催
し、制度利用につなげた。また、CSWと一緒に福祉分野に加え、市の相談機能を有
する窓口に対し、複合課題相談支援つながるシートの全庁展開を継続するととも
に、世帯全体が抱える課題の整理や支援関係機関の役割分担を図れる支援体制
づくりを進めた。さらに、地域での助け合い・支え合い活動として、ちょこボラ（有償ボ
ランティア）について、CSWや生活支援コーディネーターが中心となり、新たに城北
地区で活動が開始された。福祉分野の拠点である総合保健福祉センターについ
て、施設・相談窓口機能などのあり方を見直すため、機能見直し方針を策定した。

民生委員・児童委員、福祉委員等の地域の支援者に対し、顕在化しているひきこも
りに関する研修開催や次世代を担う大学生との連携による学習支援教室を運営す
るなど、福祉意識の向上を図った。成年後見制度の利用促進に向け、中核機関や
法福連携ネットワーク協議会を設置するなどの地域連携ネットワークづくりに取り組む
などにより、人材の育成と自立支援を推進した。また、多機関協働事業を展開し、
支援関係機関から提出されたつながるシートに基づき、世帯全体のケアプランを作
成・管理する相談支援包括化サポート会議を運営するなど、安心を生み出す環境
づくりを進めた。さらに、ちょこボラの実施地区に出向いた相談対応や市域への展開
とともに、地域が抱える実情に応じた課題を各地域で検討が進む場づくりを設置す
るなど、身近な地域での助け合い・支え合い活動の促進を図った。

民生委員等への研修やCSW等によるちょこボラの実施地区への相談対応や組織
立ち上げなど、地域の実情に応じて継続的に関わり、地域福祉を支える人と組織の
育成や、地域での助け合い・支え合いのしくみづくりを進めた。成年後見サポート事
業の開始や地域まちづくり協議会（21地区）を市・CSWが訪れ、重層的相談支援体
制等の概要を説明し、安心して福祉サービスを利用できる環境づくりを進めた。ひき
こもり支援の施策を事業化するなど、生活困窮者の支援と自立の促進を図った。

全庁を含めた多機関につながるシートの活用を働きかけ、複合的な課題を受け止め
る意識の向上を図るとともに、当該シートをCSWに集約し、支援機関の役割分担や
継続的な関係性の構築の必要がある。ひきこもりなどに対し、総合保健福祉セン
ターの新たな機能保有を検討し、社会参加につなげる体制づくりが必要である。

市の相談窓口やあらゆる関係機関につながった世帯の福祉課題をCSWに集約でき
るよう、多機関協働事業により包括的な相談支援体制の構築を進める。また、社会
資源の活用や創出に向け、総合保健福祉センターの機能見直し方針に基づき、居
場所や就労支援のしくみづくりの検討を進めるなど、重層的に取組を展開する。

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

市ボランティアセンター登録者数及びボランティア数

複合的な課題を抱えた世帯の連携支援会議の件数

住民主体の支え合いのしくみを構築した地区数

人

件

900

36

11

719

24

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名
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１ 地域福祉を支える人材の育成と自立支援の推進 

 

（１）福祉意識の向上 

【５年後のあるべき姿】 

「共生社会や誰一人取り残さない社会」の実現に向けた意識が高くなり、誰もが福祉を「我が

事」と認識して具体的な行動が展開されています。 

 

【取組指針】 

● 高齢者や障がい者、外国人など、さまざまな住民が、互いに理解しあって暮らしていく「共生

社会や誰一人取り残さない社会」の実現に向けた啓発を行います。 

 

【取組内容】 

① 「共生社会」や「心のバリアフリー」といった地域福祉の理念について、地域まちづくり協議

会への訪問や福祉をテーマとしたイベント開催時など、さまざまな機会をとらえて普及･啓発

を行います。 

② 小・中学校における福祉教育・福祉体験など、地域の特性に合わせて地域福祉を学ぶ機会づく

りを教育委員会と連携しながら進めます。 

③ 障がいの有無に関わらず市民同士がふれあい、交流しあう機会を提供するとともに、国籍など

の違いを越えた市民交流の場を提供します。 

④ ＳＤＧｓの理念を踏まえ、「誰一人取り残さない社会」づくりに向けて、社会的に弱い立場の

人や困難を抱えた人への支援の必要性に関する意識啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

 

【令和４年度】 

取組内容の事業実績 

①  

市 

平和について考えようをテーマとしたヒューマンフェスタ in 亀山を開催（参加者約

150 人）し、「ウクライナ現地取材から平和の道を考える」と題した人権講演会、教職

員による平和学習の取組報告や活動団体の取組報告などを行いました。また、「みんな

で考えよう！人権啓発」と題した行政出前講座を開催（10回、461 人）するなど、人権

への意識を高めました。さらに、地域福祉計画に掲げた基本理念や主な取組（包括的な

相談支援体制、多機関協働事業など）について、市と社協が一緒に地域まちづくり協議

会全地区を訪問し、スライドや資料を用いて地域福祉の理念の周知に努めました。 

社

協 

市と共催で、亀山市における社会福祉関係者が一堂に会し、今後の更なる努力を誓

い、併せて亀山市の社会福祉の発展に功績のあった方々を表彰し、感謝を表するため第

18 回亀山市社会福祉大会を開催しました。2 年間、新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、縮小開催でしたが、4年度は通常開催に戻し、ひきこもりをテーマとした記

念講演を実施し、福祉課題について理解を深めるように努めました。 
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② 

市 

総合保健福祉センターにおいて、社会見学として市内小学校（野登・神辺）を受け入

れ、あいあいの機能（業務内容、役割など）の説明に加え、事前に子どもたちから質問

を受け付け、パワーポイントを活用し、地域福祉を学ぶ機会を講座形式で設けました。 

社

協 

市内の学校（園）に様々な福祉体験学習やボランティア活動、地域のサロンとの交流

を通して、福祉に関する関心を高めることを目的に福祉教育推進事業を実施しました。

令和 3 年度より 2 年間、昼生保育園、関小学校、亀山高等学校の 3 校（園）をモデル

校に指定するとともに、学校からの福祉教育依頼を受け、学校と社協が共にプログラム

を作成し、職員が講師として授業を行い、福祉教育の更なる充実と次世代の担い手の育

成に取り組みました。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から市内福祉施設等

の協力のもと毎年実施していた中学生福祉体験教室は 3 年度に引き続き 4 年度も中止

になりましたが、市内の高齢者施設の協力のもと、オンラインで施設と中学校をつな

ぎ、施設の紹介や職員、利用者とインタビューを行うなど、少しでも福祉の現場に触れ

る機会がもてるよう取り組みました。また、2年間できていなかった生徒による街頭募

金活動については、11月から 2月にかけて実施することができました。 

③ 

市 

ヒューマンフェスタ in亀山において、ユニバーサルデザインに関する情報を掲載し

た啓発物品（不織布ウエス）を来場者に配布しました。また、日本語教室（はじめのい

っぽ）を開催（７月～12 月まで毎週土曜日）するとともに、日本語ボランティア養成

講座（令和 5 年 2月）の開催（参加者 19 人）や広報かめやまによる募集（3 人）によ

り、担い手の確保（5人）につなげるなど、国籍等を越えた市民交流が図れる環境づく

りに取り組みました。 

社

協 

亀山市民協働センター「みらい」において、外国籍の子どもたちを対象に学習支援を

行う団体である「みらいじゅく」が交流タイムをもうけ、生活相談や参加者同士との交

流を行えるよう助成を行いました。また、現状把握やニーズ把握のため訪問し、コロナ

禍の現状や物価高騰による生活状況の聞き取りを行いました。 

④ 

市 

・ 

社

協 

生活上で諸課題を抱えた世帯を包括的に受け止め、多機関協働による支援体制づく

りの取組状況や概要について、福祉分野はもとより、市の相談窓口を有する部署や民生

委員・児童委員、地域まちづくり協議会などに対し、市と社会福祉協議会が一緒に複合

課題相談支援「つながるシート」などを用いて支援の必要性の意識啓発を図りました。 

【多機関協働による包括的支援体制づくり（全庁展開）に向けた説明会】 

 総務財政部、市民文化部、産業環境部、上下水道部、教育委員会、地域医療部（計 17 課） 

小中校長会、小中教頭会、幼稚園長会、保育園長会、三重県教職員組合亀山支部青年

部、鈴鹿亀山消費生活センター、若者就業サポートステーションみえ等の関係機関 

 

 

【課題と今後の方向性（市・社協）】 

市民が参加しやすい開催手法や内容を検討し、さまざまな機会を捉えて、共生社会や地域福祉

の理念の普及・啓発に努める。また、アフターコロナ・ウィズコロナを考えつつ、障がいの有無

に関わらず、市民同士がふれあい、交流しあえる機会の提供として、あいあい祭りを次なる展開

へとつなげられるよう、開催目的の見直しを含めた整理を進めるとともに、他の行事等との統合・

再編などの検討を進める。 

 さらに、誰一人取り残さない社会の実現に向け、支援に関わるあらゆる関係機関や関係団体に

対して、本市が取り組む重層的支援体制づくりについて、市と社協で継続的な周知・啓発を展開

し、意識啓発を図っていく。 
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（２）担い手の育成 

【５年後のあるべき姿】 

「地域共生社会」の実現に向けて、誰もがそれぞれにできることを担っています。 

 

【取組指針】 

● 住民誰もが互いに支え合うしくみを構築できるよう促し、担い手への支援を行います。 

 

【取組内容】 

① 地区レベルでの地域福祉の中核を担う民生委員・児童委員の研修への支援を行うとともに、福

祉委員の人材の確保・育成と、スキルアップ・フォローアップのための研修の充実を図ります。 

②多様な年齢層が受講しやすいボランティア養成講座を開催し、福祉の担い手の裾野を広げます。 

③ 専門職など福祉関係者の育成・確保を図るため、社会福祉協議会において実地研修の積極的な

受け入れを行うとともに、次世代を担う福祉人材の育成に向けて、市内の高等学校や近隣の大

学と連携しながらボランティアの機会をつくるなど、将来にわたって地域福祉を実践する人材

の育成を進めます。 
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【令和４年度】 

取組内容の事業実績 

① 

市 

地域の中で財産管理や日常生活などに支障がある人で、成年後見制度の利用が必要

と思われる方が利用できるよう、成年後見サポート事業を事業化し、社協への相談窓口

の設置や事業概要などを掲載したチラシを民生委員・児童委員に説明しつつ、配付する

など、スキルアップにつなげました。また、顕在化しているひきこもりの支援体制の強

化に向け、資質向上や知識習得を目的とした研修費の増額を予算措置し、地域福祉の拡

充を図りました。 

社

協 

亀山市民生委員児童委員協議会連合会の会務の運営や研修会など事務局支援を行い

ました。また、福祉のまちづくりを進めていく地域福祉の推進役として、全 22 地区 338

名の方に福祉委員を委嘱し、地域特性に応じた福祉活動を展開することを目的に地区

まちづくり協議会に助成を行うとともに、地区福祉委員会が行う交流活動や訪問活動、

研修会などについてコーディネートを行いました。福祉委員活動を行うための実践的

な技術と意識の向上を図るために、新任研修、障がいへの理解、認知症サポーターに関

する研修会を実施しました。 

②  

市 

・ 

社

協 

社協への委託により配置した生活支援コーディネーター（1層）が中心となり、地域

のちょっとした困りごとを地域での助け合い・支え合いで支援する「漕代支援隊（漕代

まちづくり協議会[松阪市]）」を講師に迎え、ちょこボラ養成講座（12月）を開催（50

人）し、福祉の担い手の育成に努めました。 

また、ボランティア活動に関心を持ち、潜在的なボランティア活動者がボランティア活

動を始めるきっかけづくりになるよう朗読ボランティア養成講座を実施し、受講され

た方についてはボランティア団体加入につなげました。 

③ 

市 

生活困窮者の子どもに対する学習教室（市内 3 か所）の開催に当たり、学習指導や

運営のサポートなどを担うスタッフとして、大学生（日本福祉大学、鈴鹿医療科学大学

など）を有償ボランティア（4人）で参加していただける機会をつくり、地域福祉を実

践する人材育成につなげました。 

社

協 

社会福祉士養成課程における相談援助実習については、毎年受け入れを積極的に行

っていますが、令和 4 年度は対象者がありませんでした。しかし、基幹型地域包括支

援センターでは、役割や地域包括ケアシステムの構築や理解について看護師を目指す

大学生の実習受入、生活介護事業所「つくしの家」では、小学校および中学校教諭の普

通免許状取得希望者の介護体験等の場として大学生の受入や三重大学生のボランティ

アサークルとの交流などを行い、人材育成につなげました。 

 

 

【課題と今後の方向性（市・社協）】 

包括的な支援体制整備を進める中で、顕在化しているひきこもりなどの方に対する支援体制づ

くりの周知とともに、本市が重点的に取り組む主要事業について、民生委員・児童委員等に対し

て、市と社協が連携し、概要をわかりやすく伝える行事の検討を進める。 

また、地域で福祉の担い手の確保が困難な時代を迎えつつある中、ボランティア養成講座や、

社協による実地研修の継続的な実施に加え、近隣の大学等とボランティア活動による連携につい

て拡充を図っていく。 
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（３）権利擁護の充実（成年後見制度利用促進計画） 

【５年後のあるべき姿】 

判断能力が低下した人などの権利が尊重され、自分らしく生活できる支援が受けられるよう

になっています。 

 

【取組指針】 

● 人権尊重等の権利擁護に関する制度の周知を行うとともに、安心して制度を利用するための体

制を整えます。 

 

【取組内容】 

① 判断能力の低下した人や障がいのある人に限らず、すべての人の人権が守られるよう、民生委

員・児童委員、福祉委員との連携によって地域における啓発活動とともに、人権相談等、相談

体制の充実を図ります。 

② 社会的に弱い立場の人の人権を守り、差別の解消や虐待・ＤＶ（ドメスティック・バイオレン

ス）の発生予防、及び早期発見・早期対応が図れるよう、分かりやすい相談窓口を位置づける

とともに、地域や関係団体、事業者などとの連携を強化します。 

③ 権利擁護の必要な人が安心して支援を受けられるよう、判断能力が低下した人等に対する日常

生活自立支援事業による生活支援に加え、中核機関の設置による地域連携ネットワークを構築

し、成年後見制度の申立、受任、及び後見人支援にかかる関係機関との調整を図ります。 

④ 国の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、高齢・障がい担当部署と調整しながら、報酬助

成の拡大を図るなど成年後見制度の利用の促進に取り組むとともに、社会福祉協議会による法

人後見等の体制づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

【令和４年度】 

取組内容の事業実績 

① 

市 

人権擁護委員による人権相談（36 回/年）に加え、人権擁護委員の日（６月）や人権

週間（12 月）あわせた特設の人権相談（各２回）を実施しました。また、民生委員・

児童委員の活動の活発化につなげるよう、活動における実費相当額の助成や、成年後見

制度をはじめとした権利擁護に関する法律相談の場の設置に向け、予算措置を行うな

ど、相談体制の充実を図りました。 

社

協 

相続、遺言、金銭貸借、離婚等に関することに対して公証人による適切な助言、指導

を行う相談とともに、日常生活上あらゆる心配ごとに応じるため、心配ごと相談所（23

回/年）を開催しました。 

相談件数：85件 
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② 

市 

児童虐待やＤＶの発生予防、早期発見・早期対応のため、要保護児童等・ＤＶ対策地

域協議会を開催（２月に１回）し、関係機関との連携による相談支援を展開しました。

また、障害者差別解消支援協議会の機能を持つ地域自立支援協議会の中に障がい者差

別解消支援検討部会を設置し、情報共有や差別解消に向けた課題の把握に取り組むな

どにより、社会的に立場の弱い方の人権確保に努めました。 

社

協 

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）をはじめ、生活困窮者自立支援事業の相談

員、基幹型地域包括支援センターの職員など、本会が相談支援を行うすべての専門職が

社会的に弱い立場の人の人権を尊重しながら相談支援にあたりました。 

③ 

市 

成年後見制度の利用促進に向け、事業全体をコーディネートする中核機関を設置（社

協への委託）し、地域連携ネットワークのしくみとして、法福連携ネットワーク協議会

の受任調整会議における対象者に必要な受任候補機関の選定や制度利用が必要な方へ

の支援関係者による支援チームの組織化など、制度を安心して利用していただける環

境づくりを進めました。 

社

協 

認知症高齢者や知的・精神障がいを持つ方々が地域で安心して生活することを目的

に、福祉サービス利用援助や日常的金銭管理、書類等の預かりサービスを行う日常生活

自立支援事業（契約者数：46件）を実施しました。 

成年後見サポート事業では、相談支援員 1 名を配置し、成年後見制度の普及啓発や相

談業務、利用促進のための申立支援等を行いました。相談実績は新規相談 25 件、延べ

相談件数 125 件でした。法福連携ネットワーク協議会（受任調整会議）が組織化され

たことで、関係機関とのネットワークが構築され、支援の調整等が円滑に行える体制が

できつつあります。 

④ 

市 

市長申立てに限定されていた利用助成事業実施要綱（後見人等の報酬助成）を国の通

知に即して、補助を受けなければ制度利用が困難な方に助成できるよう、要件を見直す

とともに、利便性の向上に向け、申立費用の助成を行う利用支援事業実施要綱と要綱を

一本化しました。 

社

協 

認知症、知的障がい、精神障がい等により意思決定が困難な方の判断能力を補うため

に、本会が法人後見の受任開始を届け出（令和 4年 10月）し、１件の後見活動を開始

（令和 5年 2月）し、被後見人等の財産管理、身上保護を行いました。 

 

 

【課題と今後の方向性（市・社協）】 

 地域の中で判断能力が低下した人などを早期発見・早期把握できるよう、民生委員・児童委員

等の地域における支援者の活動の活発化を図る必要である。また、成年後見制度をはじめとした

権利擁護に関する弁護士相談の充実を図っていく。 

要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会と相談支援包括化サポート会議（地域福祉力向上重層的支

援体制整備事業）との連携強化を図る。また、障がい者の当事者等の市制度に対して感じること

や社会的障壁の把握に向け、障がい者差別解消支援検討部会等で意見交換を行っていく。 

支援対象者の状態に応じて、日常生活自立支援事業と成年後見制度との使い分けを行いなが

ら、制度利用が必要な方が適切に利用できる情報提供や相談支援はもとより、法曹や福祉、医療

分野の連携した支援体制づくりを進めていく。事業周知については、全体周知の行事開催の準備

を進めていく。 
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（４）生活困窮者やひきこもり支援の推進 

 

【５年後のあるべき姿】 

公的支援はもとより関係機関との連携や地域住民による支援によって、生活困窮者及びひき

こもりの人や家族が支えられています。 

 

【取組指針】 

● 社会福祉法人・事業者、地域やＮＰＯ、医療や教育等の関係機関など、地域の多様な社会資源

と連携し、適切な支援ができる体制を整えます。 
 

【取組内容】 

① 貧困の連鎖を防止するため、経済的・文化的な貧困に加え、ヤングケアラーを含めた子どもの

貧困の実態把握に引き続き努めながら、教育と福祉との連携のもとで必要な支援策の充実を図

ります。 

② 生活困窮につながる可能性のある大人のひきこもりは、見守りや声かけ活動など地域のつなが

りを生かした支援を促しつつ、必要なときに専門的な支援につながれるよう相談窓口の明確化

を図るとともに、居場所機能を備えた社会への復帰を支援する場づくりを進めます。 

③ 自立支援相談事業などの支援制度に対する啓発活動や生活困窮者等へのアウトリーチによる

相談支援体制の強化を図るとともに、地域や関係機関などとの連携により個々の状況に応じた

社会とのつながりづくりのしくみを検討します。 

④ ひきこもりの人や生活困窮者の自立を支援するため、農業者との協働による農福連携や市内の

企業などとの協働関係の構築を図りつつ、就労に向けた準備となるゆるやかな中間的就労の体

制の構築をめざします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

【令和４年度】 

取組内容の事業実績 

① 

市 

経済的・文化的な貧困に関する福祉課題について、世帯全体が複合的な課題を抱えた

子どもを小中学校が把握した場合、市と社協につながるシートを提出（5件）し、必要

な関係機関による相談支援包括化サポート会議（担当者）を開催することにより、包括

的な支援体制づくりを進めました。また、ヤングケアラーを含めた子どもの生活実態の

把握に向け、調査に係る予算措置を行いました。 

社

協 

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）が関わる複合的な福祉課題を抱えている世

帯に対し、市に配置する相談支援包括化推進員とともに、ケース会議を開催し小中学校

と連携しながら課題解決に向け取り組みました。 

子育て支援対策として、生活保護家庭小中学校修学旅行補助や準援護家庭等に歳末た

すけあい援護金を配分しました。 
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② 

市 

民生委員・児童委員や福祉委員など、地域の支援者や支援機関から、ひきこもりの人

を把握した場合は、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）につないでいただけるよ

う、市と社協が一緒に説明を行うとともに、生活困窮者自立相談支援事業や地域福利力

向上重層的支援体制整備事業の市民向けチラシに窓口の所在を記載し、周知を行いま

した。また、市と社協で岡山県総社市のひきこもり支援センターの取組（相談窓口、居

場所、家族会など）を先進地視察（10 月）し、居場所づくりに向けた検討を行いまし

た。 

社

協 

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）や生活困窮者自立支援事業の相談者で大人

のひきこもりの方に対し、本人はもとより家族に寄り添いながら、自宅訪問やソーシャ

ルネットワークサービス（SNS）を利用し、本人と面談を行うなど相談窓口として対応

しました。また、地域の不登校児童等の居場所となっている機関へボランティア活動と

して参加できるよう支援を行いました。 

③ 

市 

世代や属性を問わない相談支援・参加支援・地域づくりに関する支援について、アウ

トリーチを主体として一体的に行えるよう、地域福祉力向上重層的支援体制整備事業

として主要事業化しました。また、制度の狭間の課題に対し、地域の社会資源（就労継

続支援Ｂ型事業所など）を活用した参加支援事業として予算措置を行うとともに、市と

社協で愛知県豊田市のとよた多世代参加支援プロジェクトの取組（対応する福祉サー

ビスがない住民の困りごとを支援）を先進地視察（令和 5 年 1 月）し、社会とのつな

がりづくりの検討を進めました。 

社

協 

社会的孤立や経済的困窮などの課題を抱えた方への相談支援をはじめ、きめ細やか

な支援の体制づくりを行っていくことを目的に、市受託事業として自立相談支援事業

と住居確保給付金（必須事業）及び家計改善支援事業（任意事業）を実施しました。ま

た、「福祉なんでも相談窓口」として生活困窮者に限らず複合的な福祉課題を抱えた方

からの相談に応じました。専門員 3 名を配置し、相談者の生活課題を把握・整理し課

題の解決に向け、相談者の状況に応じた包括的・伴走的な支援を行いました。 

相談実績：新規相談 170 件 延べ相談件数 1,247 件 

④ 

市 

・ 

社

協 

自立相談支援事業と家計改善支援事業に加え、ゆるやかな中間的就労の体制づくり

に向け、静岡県富士市のユニバーサル就労支援センターの取組（相談窓口、支援体制、

協力企業など）を市と社協で先進地視察（令和 5年 1月）し、就労準備支援事業（努力

義務）の事業化の検討を進めました。 

 

 

【課題と今後の方向性（市・社協）】 

 教育と福祉の連携強化に向け、つながるシートを活用しつつ、多機関協働事業を軸とした世帯

全体の支援体制づくりを継続的に取り組むとともに、当該事業の全庁展開を継続していく。 

 また、本人のニーズに応じた既存の社会資源を活用した社会とのつながりづくりの事業化を進

めるとともに、既存の就労支援では、就労につながらなかった対象者の個性や意欲に応じた就労

をサポートする就労準備支援体制の事業化に向けた検討を進めていく。 
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（５）再犯防止対策の推進（再犯防止推進計画） 

【５年後のあるべき姿】 

罪を犯した人が地域の中で更生し、社会復帰することができる環境が整っています。 

 

【取組指針】 

● 更生保護に関わる団体等と連携し、市民の理解を得ながら、再犯防止対策を進めます。 

 

【取組内容】 

① 再犯防止のために必要な更生の取組に対する理解を深め、罪を犯した人への立ち直りを見守る

意識を育てるため、社会を明るくする運動等による啓発を推進します。 

② 再犯防止を含めた更生保護が進められるよう、保護司会や更生保護サポートセンターの活動を

支援するとともに、それらと法務等の関係機関や地域とのネットワークの構築に向けて、コミ

ュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）等の関わりなどにより、相談支援体制の強化を進めま

す。 

③ 自立相談支援機関や若者サポートステーション、ハローワークなどとの多機関協働による連携

を図り、罪を犯した人のニーズを踏まえた丁寧なマッチングや継続的な支援を行いながら、社

会とのつながりをつくる支援体制を整えます。 
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【令和４年度】 

取組内容の事業実績 

① 

市 

社会を明るくする運動として、市内各所での街頭広報活動による意識啓発に加え、市

内の小中学生を対象に、日常の家庭や学校生活で体験したことをもとに、犯罪や非行の

ない地域社会づくりや立ち直りについて作文を通じて考える機会づくりを支援しまし

た。 

社

協 

社会を明るくする運動の中心団体である亀山保護司会の事務局支援を行うととも

に、社会を明るくする運動推進委員会に参画し、啓発活動に努めました。 

② 

市 

保護司会の活動に対する補助金を助成し、更生保護サポートセンターや社会を明る

くする運動、協力雇用主の開拓・連携などの活動を支援しました。また、三重法務少年

センター主催の非行及び犯罪の防止に係る機関連携推進実務者協議会に市と社協で参

加し、本市の重層的な支援体制整備と三重法務少年支援センターとの連携に関する協

議を行うことにより、連携体制の強化を図りました。 

社

協 

亀山保護司会及び更生保護サポートセンターの事務局支援を行うとともに、コミュ

ニティソーシャルワーカー（CSW）、地域包括支援センター、生活困窮者自立支援事業の

各部署が関わる世帯に対し、保護司をはじめ保護観察所、警察、裁判所等との情報共有

や連携を行いながら支援にあたりました。 

③ 

市 

・ 

社

協 

働くことに悩みを抱える人に対して、福祉的な支援が提供できるよう、市と社協が一

緒に若者就業サポートステーションみえを訪問し、多機関協働の支援体制を説明する

ことにより、連携の強化を図りました。また、一般就労が困難な対象者について、本人

の特性や状況を理解したうえで、継続的に関わりながら就労につなぐなど、伴走的な支

援体制づくりを進めました。 

 

 

【課題と今後の方向性（市・社協）】 

 罪を犯した人が地域の中で生活し続けながら更生し、再び社会とつながりが持てるよう、保護

司会の活動に対する補助を継続していく。 

また、福祉的な側面での支援が必要な人が、福祉につながることができるよう、保護司として

活動する中で、把握・発見した複合的な福祉課題をつながるシートにより集約できる体制を整え

ていく。さらに、つながった対象者を多機関協働により支援するため、継続的な事業周知ととも

に、連携体制の強化に取り組んでいく。 

  

- 54 -



２ 地域の連携で安心を生み出す環境づくり 

 

（１）情報提供の充実 

【５年後のあるべき姿】 

「福祉情報」が必要な人に、分かりやすい情報が提供されています。 

 

【取組指針】 

● 必要な人に分かりやすく情報を提供するとともに、特に複数の福祉課題がある住民や福祉関係

者に対して、必要な情報の提供を行います。 

 

【取組内容】 

① 地域資源に関する情報を一元化した「地域カルテ」によって地域まちづくり協議会の活動に活

用できる情報を提供するとともに、居場所等、地域のあらゆる資源の効果的な利活用に向け、

デジタル技術等の活用を図ります。 

② 地域における相談ごとが、必要な機関につながるよう、市広報や社協だよりに加えＳＮＳなど

を活用し、分かりやすい情報提供に努めます。また、地域社会との関わりが薄い人には、個々

のニーズに応じた福祉サービスの情報提供に努めます。 

③ 民生委員・児童委員や福祉サービス事業者などの福祉関係者に対しては、医療・介護の連携な

ど、より詳細な情報の提供を図ります。 

④ 潜在化している地域の福祉課題を掘り起こし、その解決を図るため、市・社会福祉協議会が連

携し、福祉委員会で話し合いを持てるよう、アウトリーチなどにより機会づくりを促します。 
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【令和４年度】 

取組内容の事業実績 

①  

市 

・ 

社

協 

人口、世帯、高齢化率のほか、地域で開催されているサロンやまち協の恒例事業や福

祉委員会活動などを見える化した地域福祉カルテを生活支援コーディネーターとまち

づくり協働課が一緒に作成し、地域まちづくり協議会に配付することにより、地域福祉

活動の活発化につなげました。 

また、高齢者の生活支援に活用できる地域内の社会資源を整理・共有し、ニーズとの

マッチングに活用できるよう作成した「高齢者のための社会資源のしおり」を第 2 層

生活支援コーディネーター・基幹型地域包括支援センターと連携し、改訂作業を行うと

ともに、社協のホームページに掲載し情報提供に努めました。 

② 

市 

子育てに関する情報を定期的に配信するかめやま子育てＬＩＮＥ（106 回）や市の保

健事業（母子保健・健康づくり）を記載した健康づくりの手引きを広報かめやま（5月

1日号）と同時配布し、わかりやすい情報提供に努めました。また、地域の困りごとや

相談が、コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）につながるよう、市と社協がまち

協を訪問し、周知するとともに、地域で孤立気味の世帯に対しては、相談支援に関わる

中で、アウトリーチを主体とした情報提供を行いました。 

社

協 

本会が行う事業をはじめ、福祉委員会やボランティアなどの地域における福祉活動

を市民に啓発するため、「社協だより」を年 4回市内全世帯に配布いたしました。イン

ターネットを利用して最新の情報や各種募集（助成金など）、また本会の概要や活動内

容について情報発信を行いました。 

③ 

市 

民生委員・児童委員や福祉委員をはじめ、福祉サービス事業者などの支援関係者に対

しては、伝える情報をより詳しく記載した関係機関向けチラシ（成年後見制度等）を市

民向けとは別に作成し、市と社協の連携のもと、各支援関係者に配付・説明を行うな

ど、詳細な情報提供を行いました。 

社

協 

民生委員・児童委員に対しては定例会等での事業説明や周知、福祉サービス事業者に

は亀山市社会福祉法人連絡会や各サービス（居宅介護支援事業所連絡会、訪問介護事業

所連絡会、通所介護事業所連絡会など）の連絡会等での情報提供を行いました。 

④ 

市 

・ 

社

協 

地域福祉力向上重層的支援体制整備事業の地域づくり事業の一環として、生活支援

コーディネーターが中心となり、地域支援（8回）を行うとともに、市と社協が一緒に

関わり続けることが可能であることを周知するなど、地域における福祉課題を掘り起

こし、解決につなげられる体制づくりの促進を図りました。 

 

 

【課題と今後の方向性（市・社協）】 

地域福祉カルテを地域での活動に活用していただけるよう、まち協の意見等を伺うなどによ

り、記載情報の充実に取り組んでいく。 

また、支援対象者と支援者では、必要な情報が異なったり、情報を得る手法が同じではなかっ

たりすることから、現在情報提供している媒体（広報、社協だより、ＬＩＮＥなど）に加え、情

報を得ることが難しい人には必要な情報が届き、支援者には詳細な情報を得られるよう、市と社

協が取り組む地域福祉力向上重層的支援体制整備事業の中で、多機関連携により情報提供の重層

化を図っていく。 

さらに、市と社協が地域に出向きつつ、地域課題を地域で解決を試みる機会づくりの促進を図

っていく。 
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（２）福祉サービスの向上と相談体制の充実 

【５年後のあるべき姿】 

多様で複合的な悩みや困りごとに「丸ごと」対応できる「断らない」総合相談体制が確立され

ており、また、市内にある社会福祉法人は、地域との関わりが深まっています。 

 

【取組指針】 

● 地域とともに福祉課題を解決するしくみをつくりながら、公的な福祉サービスとともに個別の

ニーズに応じた地域での福祉サービスが提供できるよう、支援を行います。 

 

【取組内容】 

① 地域福祉・福祉サービスに関するあらゆる相談を受け付けられる「断らない」総合相談窓口の

設置に向け、必要な機能や役割を市と社会福祉協議会で確立し、その周知を図ります。 

② 民生委員・児童委員等が、住民の身近な場で相談ごとを受けられる体制を整えるとともに、必

要に応じてコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）につなぐことができる体制づくりを強

化します。 

③ 社会福祉法人の連絡会を開催し、社会福祉の充実に向けた法人間の連携強化を図るとともに、

地域における公益的な取組を促します。 
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【令和４年度】 

取組内容の事業実績 

① 

市 

総合保健福祉センターの機能見直しに向けたワーキンググループ会議（3回）を開催

し、その中で、国の重層的支援体制整備や本市の実情に即した窓口の設置に向けた意見

交換を行い、窓口の再配置などの方向性を記載した見直し方針を策定しました。 

社

協 

生活困窮者自立支援事業の相談窓口を活用し、福祉全般の相談を受ける「福祉なんで

も相談窓口」を開設するとともに、あらゆる相談に対し、どの部署も「断らない相談」

を意識し、専門職として相談支援を行いました。 

② 

市 

民生委員・児童委員及び主任児童委員の活動の活発化を図るため、地域住民の相談支

援に係る活動費の増額に向けた予算措置を行いました。また、市と社協によるまち協へ

の訪問説明や啓発チラシの配布などにより、地域の中で福祉課題を抱えた人を把握さ

れた場合、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）につなぐ支援体制の周知を継続し

ました。 

社

協 

市と社協によるまち協への訪問説明や啓発チラシの配布などにより、地域の中で福

祉課題を抱えた人を把握された場合、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）につな

ぐ支援体制の周知を継続して行うことで、徐々に民生委員・児童委員や福祉委員等から

相談が寄せられるようになってきています。 

③ 

市 

・ 

社

協 

市内の社会福祉法人で組織化された亀山市社会福祉法人連絡会にオブザーバー（地

域福祉課長）として参画（2回）しました。また社会福祉協議会で事務局支援を行うと

ともに、地域における公益的な取組につなげるため、意見交換会（10 法人参加）を開

催し、喫緊の課題である福祉・介護人材の養成と確保など、法人間での情報交換を行い

ました。 

 

【課題と今後の方向性（市・社協）】 

 総合保健福祉センターにおけるワンストップのあり方を明確にし、社協を含めた最適な総合相

談窓口の設置に向けた検討を進める。 

 また、民生委員・児童委員等が地域で相談ごとを受けられる体制づくりに向け、ひきこもりに

関する研修や成年後見制度に関する行事を開催するなどにより、資質向上や知識習得を図ってい

く。 

 さらに、本市が取り組む既存の地域資源を活用した社会とのつながりづくりに関する取組の情

報提供や協力を依頼し、社会福祉法人による地域における公益的な取組の促進を図る。 

  

- 58 -



 

（３）地域福祉・ボランティア活動の推進 

【５年後のあるべき姿】 

住民主体のさまざまな福祉活動が活発化し、住民がボランティアとなって困りごとが解決で

きる地域づくりが進んでいます。 

 

【取組指針】 

● さまざまな機会や情報の提供に努めるとともに、ボランティアの育成や地域でのボランティア

活動の促進を図ります。 

 

【取組内容】 

① ボランティアや市民活動による支援を必要とする人と活動団体とをつなげるコーディネート

機能の強化を図るとともに、ボランティア等の活動に関する意識啓発や情報発信などを通じて

活動の支援を行います。また、地域福祉の観点からボランティアや市民活動団体への必要な支

援方策や連携・協働体制の強化に向け、個別性の高いニーズに対してオーダーメイド型で提供

できる新たな地域資源の創出に取り組みます。 

② 福祉サービス・イベント時における資材の貸出、介護機器の貸出などユニバーサルデザインを

意識したイベント運営への支援など、地域福祉活動を下支えするサポート体制づくりを進めま

す。 

③ 認知症高齢者や障がい者などを、家族だけでなく、地域全体で支えられるよう、認知症サポー

ターなどによる支援体制づくりを推進します。 
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【令和４年度】 

取組内容の事業実績 

① 

市 

総合保健福祉センター内のボランティアセンター機能と市民協働センターみらいの

市民活動に関する機能について、機能の集約化、または役割分担を図るなど、ボランテ

ィア活動を含めた市民活動へのコーディネート機能の整理を位置づけた総合保健福祉

センターの機能見直し方針（令和 4年 3月）を策定しました。 

社

協 

ボランティア活動を支援するため、ボランティアセンターとして団体及び個人登録

者に対し、団体助成、ボランティア活動保険の助成等を行うとともに、ニーズに応じた

ボランティアコーディネートを行いました。ボランティアコーディネート数は前年度

とほぼ同数でした。 

② 

市 

亀山公園の大型複合遊具等の更新工事（令和 5 年度）に先立ち、市内の放課後等デ

イサービスを利用される児童の保護者や事業所職員との懇談会（地域福祉課障がい者

支援Ｇ・都市整備課都市計画Ｇ）を開催し、障がいの有無に関わらず、誰もが遊べるイ

ンクルーシブ遊具の設置に向け、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた検討を進

めました。 

社

協 

健康増進と家族の身体的、精神的な負担の軽減を図り、社会参加を促進することを目

的として、在宅の寝たきり高齢者及び障がい児（者）などに対して車椅子及び歩行器を

貸し出しました（貸出件数：車いす 193 件 歩行器 1件）。また、亀山市社会福祉法人

連絡会の地域公益活動として、各法人の備品等の貸出を行いました。 

③ 

市 

認知症になっても、地域で安心して暮らせられるよう、認知症サポーター養成講座

（19 回、延べ 569 人）を開催し、認知症の正しい理解、認知症の人やその家族を温か

く見守り支援する応援者の輪を拡げました。また、ステップアップ講座や実践研修を終

えた人で構成された「チームかめやま」と協働し、認知症に関する普及啓発などによ

り、認知症の人を地域全体で支えられる体制づくりに取り組みました。 

社

協 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で

暮らし続けられるために、認知症サポーター養成講座を職員等が講師となり、学校や企

業に対して開催しました。また、認知症の早期発見と適切な対処につながる支援ができ

るよう初期集中支援チームやサポート医・関係機関との連携を図りました。 

（相談件数：207 件 相談者数：52 名） 

 

 

【課題と今後の方向性（市・社協）】 

 総合保健福祉センターの機能見直し方針（令和 5年 3月）に基づき、具体的な機能見直しの方

向の中で、ふれあい交流機能のボランティア・市民活動のコーディネート機能として、機能見直

しの中で検討していく。 

 市民はもとより、市関係部署や企業など、ユニバーサルデザインを意識した取組が展開される

よう、広報や啓発物品の配布など、機会を捉えた意識啓発を図っていく。 

 また、超高齢社会を迎えている中、継続的に認知症サポーター養成講座を開催するとともに、

チームかめやまの活動の活発化を図っていく。 
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（４）地域の防災対策の充実 

【５年後のあるべき姿】 

地域では、「共助」の力で防災の日常化が図られており、災害が発生しても地域で住民の安全

が確認されています。 

 

【取組指針】 

● 密接な連携・協力体制のもと、地域の特性に応じた防災体制の構築を図ります。 

 

【取組内容】 

① 頻発化・激甚化している災害の発生に備え、避難行動要支援者名簿を活用した平時からの支援

対策を高められるよう、自主防災組織、自治会、地域まちづくり協議会などの地域の避難支援

者と連携しながら、当該名簿の更新と登録情報の充実を図ります。また、支援を必要とする人

に配慮した福祉避難所の充実や福祉避難所等への物資等を供給する体制の強化に努めます。 

② 民生委員･児童委員、福祉委員などを中心とし、地域の特性に合わせて、日頃からの安否確認

体制が構築されるよう、介護支援専門員や相談支援専門員との連携を図るなど、避難行動要支

援者一人ひとりに合わせた個別避難計画の策定に努めます。 

③ 大規模な災害が発生した場合に災害ボランティアによる災害復旧の支援がスムーズに受け入

れられるよう、災害ボランティアセンターの設置をはじめとする地域の「受援力」を高めます。 
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【令和４年度】 

取組内容の事業実績 

① 

市 

災害が起こっても地域住民の安全確保につながるよう、地域福祉課と防災安全課が

連携し、避難行動要支援者名簿の更新に向け、広報かめやま（令和 5 年 2 月 1 日号）

に避難支援の流れや登録方法に加え、平時からの個人情報の提供同意を促す記事を掲

載しつつ、名簿の更新作業を進めました。 

社

協 

亀山市社会福祉法人連絡会での各法人が事業継続計画（BCP）の作成に取り組むため

の情報共有・意見交換を行いました。また、本会で策定している災害ボランティアセン

ター設置運営マニュアルの見直しに向けた協議・検討を行いました。 

② 

市 

日頃からの安否確認体制の継続に向け、民生委員・児童委員、主任児童委員の一斉改

選（令和 4年 12月）に取り組みました。また、個別避難計画の策定については、防災

安全課の総合的な運営・調整のもと、地域福祉課と連携した策定に向けた準備を進めま

した。 

社

協 

基幹型地域包括支援センターが居宅介護支援事業所に対し、事業継続計画（BCP）に

ついての研修会や意見交換を実施するとともに、防災安全課、地域福祉課、地域包括支

援センターで要支援者に対する災害時の対応について協議し、検討を行いました。 

③ 

市 

災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業（国庫補助 1/2）を活用して、社

協に補助金として交付し、災害ボランティアセンター設置訓練（令和 5 年 2 月）や設

置訓練に必要な資機材（ポータブル電源、携帯シートなど）を購入することにより、災

害時を想定した受援力の向上を図りました。 

社

協 

災害ボランティアセンターについて、行政をはじめ関係団体、ボランティア、近隣社

協など多数の関係機関の参画のもと、3年ぶりに災害ボランティアセンター設置・運営

訓練を開催することができました。実際の災害時を想定し訓練をすることで緊張感も

あり、参加者もイメージを持つ機会となりました。また、広域的な災害に備え三泗鈴亀

ブロック社協災害時広域連携協議会では研修会を実施し、平時より顔の見える関係性

を構築し、連携強化に努めました。 

 

 

【課題と今後の方向性（市・社協）】 

 全国各地で地震等が発生し、災害がいつ起こるとも限らない状況下において、避難行動要支援

者名簿の更新を行うとともに、防災分野と福祉分野の連携のもと、指定避難所等の指定の拡大に

取り組んでいく。 

 また、地域における支援者の担い手の確保や福祉専門職との連携方策を検討しながら、個別避

難計画の策定に向けた準備を進めていく。 

 さらに、既存の事業等を活用し、災害ボランティアセンター設置訓練に取り組むなど、継続的

に受援力の向上を図っていく。 
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（５）関係機関の連携強化 

【５年後のあるべき姿】 

多職種及び多機関が有機的に連携し、複雑化・複合化した課題にも重層的に支援ができる体制

が整っています。 

 

【取組指針】 

● 地域まちづくり協議会、福祉関係事業者、保健・医療分野の専門職などとの連携を強化しなが

ら、重層的な支援体制を整備し、地域の福祉課題の解決に努めます。 

 

【取組内容】 

① 世帯等が抱える多様な課題を包括的に受け止めるため、地域包括支援センターや障がい者相談

支援事業所などの相談機関等との有機的な連携体制を整え、相談支援体制の充実・強化を図り

ます。 

② 地域が抱える福祉課題の解決に向け、ボランティアコーディネーターや生活支援コーディネー

ターなどの活動とコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）とが連携し、個別の活動と人を

つなぎ合わせたり、他分野同士の事業を組み合わせたりするなど、地域づくりを支援する機能

の強化を図ります。 

③ 保健・医療分野をはじめとする専門職や、教育、法務なども含めた多機関の協力のもと、支援

関係機関の役割分担の調整や課題を解決へとつなげるなど、重層的支援体制の中核を担う多機

関協働の支援体制づくりを進めます。 
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【令和４年度】 

取組内容の事業実績 

① 

市 

子ども・障がい・高齢・生活困窮といった福祉分野をはじめ、市の相談窓口機能を有

する部署に、つながるシートを活用した包括的相談支援事業（相談を断わらず世帯を丸

ごと受け止められる支援体制づくり）を市と社協が一緒に展開し、世代や属性を問わな

い相談支援体制づくりに取り組みました。 

社

協 

法人内でも各分野における相談支援事業間の連携や情報共有をスムーズに行えるよ

う、職員連携ミーティングを実施し、多様化・複合化する福祉課題に対応できる体制づ

くりに努めました。 

② 

市 

・ 

社

協 

生活支援コーディネーターとまちづくり協働課が一緒に、地域で開催されているサ

ロンやまち協の恒例事業や福祉委員会活動などをまとめた地域福祉カルテを作成・配

布（まち協）し、地域づくりの支援につなげました。また、地域包括支援センターや生

活支援コーディネーターに、多機関が加わった会議（自立支援会議・個別ケア会議）を

開催し、地域課題の把握やその解決が図れる体制づくりを進めました。 

また、生活困窮者世帯に対し、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）とボランテ

ィア担当者が連携し引っ越しの支援や、生活支援コーディネーターと片づけ支援を行

うなど専門機関の連携体制ができつつあります。 

③ 

市 

・ 

社

協 

市に配置した相談支援包括化推進員と社協のコミュニティソーシャルワーカーとの

共同のもと、多様な関係機関からつながるシートにより複合的な案件（8件）を集約し

ました。その中で、支援の必要性に応じて、支援の方向性を示したトータルケアプラン

を作成・管理できるよう、相談支援包括化サポート会議（12 回）・担当者会議（19回）

開催し、情報共有や関係機関などの役割分担を図るとともに、課題の解決に向け関わり

続ける相談支援を展開しました。 

 

 

【課題と今後の方向性（市・社協）】 

地域福祉力向上重層的支援体制整備事業を展開する中で、包括的相談支援事業として、福祉分

野のみならず、全庁の相談窓口を有する部署など、あらゆる支援機関に対し、継続的な事業周知

を行っていく。 

 また、地域づくり事業についても、地域課題の解決に向けた検討が進むよう、市と生活支援コ

ーディネーターやコミュニティソーシャルワーカー（社協）などが共同し、事業の進捗やしくみ

づくりなどを管理（評価含む）・事業化につなげることができる体制へと引き上げていく。 

 さらに、多機関協働による支援体制づくりについて、事業周知を市と社協が共同で行うととも

に、支援対象者のニーズを踏まえ、オーダーメイド型で相談支援が展開できるよう、支援機関の

輪の拡大に取り組んでいく。 
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３ 身近な地域での助け合い・支え合い活動の促進 

 

（１）地域活動の充実 

【５年後のあるべき姿】 

地域における集いの場や交流の機会が大切にされ、身近な地域での住民相互のつながりが深

まっています。 

 

【取組指針】 

● 住民一人ひとりが地域社会の一員として自覚を持ち、地域での活動が広がるよう支援します。 

 

【取組内容】 

① 地域における福祉活動等を促進するため、介護機器の貸出などソフト面の環境の充実を進めま

す。また、地域まちづくり協議会の活動拠点である地区コミュニティセンター等の整備・充実

を図ります。 

② 地域で生活する人の相互理解や連帯感を醸成するため、世代や属性を越えて交流することがで

きる地域行事等の開催を促進します。 

③ 教育委員会と連携して、学校運営協議会を介した住民のつながりづくりに取り組むとともに、

青少年育成市民会議の「愛の運動（登下校時の見守り活動）」などを活用し、垣根なく誰もが

自然に参加する「あいさつ運動」を実施します。 

④ 地域での生活を支える買い物支援等の生活支援サービスなど、地域が抱える課題に対し、生活

支援コーディネーターが中心となって、個別の活動や人をつなぐことなどによって解決を図り

ながら、社会資源の開発・活動促進ができる体制づくりを進めます。 

 

 

  

  

- 65 -



 

【令和４年度】 

取組内容の事業実績 

① 

市 

井田川北地区の空調機更新、野村地区の屋根塗装や昼生地区の和室のエアコン設置

など、まち協の活動拠点の整備・充実を行うなど、地域における福祉活動の促進につな

げました。 

社

協 

車いすや歩行器の介護機器をはじめ、イベントやサロンにおいて、高齢者や障がい者

に配慮した遊具や資材の貸出し備品を整備し、地域福祉活動を下支えするサポート体

制に努めました。また、亀山市社会福祉法人連絡会の地域公益活動として、各法人の備

品等の貸出を行いました。 

② 

市 

地域自らが地域の課題解決に向けて取り組むなど、自立した地域まちづくり協議会

を促進するため、地域で使途を決定できる地域まちづくり交付金（22 地区）を交付し

ました。また、地域の活性化を目的とした地域活性化支援事業補助金（6地区）を交付

し、親子でさつま芋堀り体験（井田川地区南）、地域の農産物を活用した交流事業（川

崎地区）や、防災対策に関する事業（昼生地区）など世代を越えた交流できる地域行事

の開催を促進しました。 

社

協 

地域まちづくり協議会（福祉委員会）に対し、地域特性に応じた福祉活動を展開する

ことを目的に小地域ネットワーク活動助成事業を実施し、三世代交流会をはじめ訪問

活動などについてコーディネートを行いました。 

③ 

市 

学校と保護者、地域が協働する学校運営協議会（全小中学校 14校）の運営者を対象

として、学校運営協議会をテーマとした研修会（実践発表、講演会）を開催しました。

また、青少年育成市民会議により、愛の運動（37団体、1,439 人）として、地域の関係

者と連携した登下校の見守りやあいさつ運動などを行いました。 

社

協 

各地区民生員児童委員協議会において、小学校の登下校の見守り活動の実施や、地区

福祉委員会等において地域の小学生と一緒に高齢者訪問を実施するなど、地域の中で

普段から世代を超えて交流することができる取り組みについて支援を行いました。 

④ 

市 

地域で優先して解決したい課題を解決につなげられるよう、地域での話し合いの場

（8回）やまち協の福祉委員会に生活支援コーディネーター等が参加し、支援を行いま

した。 

社

協 

生活支援コーディネーターが中心となり、地域における支え合い・助け合いのしくみ

づくりとして、市内地域まちづくり協議会に対して「ちょこボラ（ちょっとした・ボラ

ンティア）」の周知・啓発を行うとともに、令和４年度は新たに城北地区で城北サポー

ト隊の立上げ支援を行いました。また、社会資源やインフォーマルな活動の見える化に

向け、「地域福祉カルテ」及び「高齢者のための社会資源のしおり」を関係機関の協力

を得て内容を更新しました。 

 

【課題と今後の方向性（市・社協）】 

 工事や修繕が必要なコミュニティセンターについて、まち協の要望や状況を踏まえつつ、計画

的な整備に努めていく。 

 地域における自主的で主体的な取組への補助により地域の活性化を図るとともに、地域が抱え

る課題については、市と生活支援コーディネーター（社協）が地域づくりに関わり続けられる支

援体制づくりを進めていく。 

 また、学校運営協議会の運営のあり方やさまざまな立場の人に参画していただける組織となる

よう検討していく。 
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（２）健康づくり・生きがいづくり 

【５年後のあるべき姿】 

健康づくりや生きがいづくりに向けてさまざまな活動が展開され、一人ひとりが健康でいき

いきと地域で暮らしています。 

 

【取組指針】 

● 住民同士がお互いに平等の立場で、支える側、支えられる側に立ち、地域で役割を果たせるよ

う、健康で生きがいを感じることのできる活動を支援します。 

 

【取組内容】 

① 住民が主体的に健康づくり活動等を行えるよう、身近な活動の場に保健師等が出向くなど、地

域における健康づくりの取組を行います。 

② 地域において、住民が世代や背景を越えてつながり、心身の健康増進と生活における楽しみや

生きがいを見出す機会を充実させるため、活動に取り組むリーダーや市民活動やスポーツなど

を推進する組織の育成・支援を行います。 

③ 各種サロン活動を活発化するため、認知症カフェ等を地域で開催するほか、主催者の負担軽減

を図る方策など、活動のノウハウの普及やニーズとのマッチングを図るための運営支援を行い

ます。 

④ 多様な活動団体や地域の支援者などの協力を得ながら、市内各地に居場所づくりを展開し、相

互の連携とつなぎ機能を持たせることで、世代や属性を越えて交流できる場や居場所の整備な

ど、「誰一人取り残さない亀山」をめざします。 
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【令和４年度】 

取組内容の事業実績 

① 

市 

主体的な健康づくりに向け、市民が目標を立てて実践する健康づくりの取組に対し

てポイントを付与する健康マイレージ事業(令和 4年 6月～令和 5年 2月)の実施（977

人）や「プラス 10 から始める健康づくり」と題した出前トークを実施（5箇所[南部地

区まち協など]、78人）し、地域における健康づくりの取組の促進を図りました。 

社

協 

地域包括支援センター（基幹型包括、第一包括）が中心となり、川崎地区においてま

ちづくり協議会の協力を得て、ますます健康教室（フレイル予防）を 3 回開催しまし

た。 

② 

市 

総合型地域スポーツクラブ（2団体）が実施する教室やイベントについて、広報や市

ホームページなどによる情報提供や活動への支援を行いました。かめやま人キャンパ

ス（1 期目）の履修を終えた 17 人をかめやま人として認定し、学び手から担い手へと

つなげました。また、市民活動ニュース(年 12 回)や亀山市民ネット(Web)などにより、

情報や活動内容を発信するとともに、津市ＮＰＯサポートセンター相談員による市民

活動なんでも相談所(年 6 日)を開設しました。さらに、市民活動団体と市が協働で事

業に取り組む協働事業提案制度（3件）の実施（亀山の平和学習教材づくり等）などに

より、住民の主体的な活動を促す環境づくりに取り組みました。 

社

協 

ふれあいいきいきサロン、子育てサロン、コミュニティサロン団体の交流会を開催

し、情報交換や団体間の交流を深めるともに、リーダーの育成や活動を継続してもらえ

るよう努めました。 

また、老人クラブ友愛支援活動を展開する亀山市老人クラブ連合会の事務局支援を

行い、老人福祉フェスティバルやレクリエーションの普及など、健康づくりや生きがい

づくり事業の推進につなげました。 

③ 

市 

・ 

社

協 

認知症（カナリア）カフェの開催（元気丸カフェ[市]・はなカフェ[認知症の人と家

族の会]）や出張認知症カフェ（2回、14人）を地域で開催しました。また、生活支援

コーディネーターがサロン実施者に継続的に関わることにより、サロン活動の助成を

84 団体（新規 1 件）に行いました。団体間の情報交換や交流を深めることを目的とし

て、ふれあい・いきいきサロン交流会（令和 5年 3月）を開催し、サロン活動の運営支

援を行いました。 

④ 
市 

 

青少年総合支援センター支援員による面談・電話の相談対応（87 件）に加え、相談

者同士の交流できる場として、グループワーク（料理教室）を開催しました。また、新

図書館を開館し、世代や属性に関係なく来館される場となるとともに、子ども支援セン

ターのサテライトとして子育て相談コーナーを設置し、相談（月 2 回）やチラシの配

架などにより情報提供を行うなど、新たな地域の居場所づくりを進めました。さらに、

総合保健福祉センターにおける居場所機能の設置に向け、機能見直しワーキンググル

ープ会議において、検討を行いました。 

 

 

【課題と今後の方向性（市・社協）】 

 アプリを活用した健康づくりの取組を実施するとともに、住民主体の取組が地域ごとで行われ

るよう、活動に取り組む団体等の育成・支援を継続していく。 

 また、ウィズコロナ・アフターコロナ時代を迎える中、サロン活動の活発化に向け、生活支援

コーディネーターが継続的に運営や立ち上げに関わる。 

 居場所機能は、総合保健福祉センターにおいて、居場所と就労支援を兼ね備えた機能の保有に

向け、他の施設や地域で持つべき機能との仕分けを行っていく。 
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（３）助け合い・支え合い活動の充実 

【５年後のあるべき姿】 

隣近所や地区単位で住民がお互いに助け合っており、さまざまな活動により支え合いが継続

されています。 

 

【取組指針】 

● 支援を必要とする人を身近な地域で支えることができるよう、助け合い・支え合いの風土を醸

成するとともに、具体的な取組への展開を支援します。 

 

【取組内容】 

① ごみ出し・電球替えなど、日常生活のちょっとした困りごとに対する支え合いのしくみである

「ちょこっとボランティア（ちょこボラ）」の普及を図り、導入をめざす地区に対し、地域特

性に応じた支援を行います。 

② 支援が必要な人への声かけ活動や見守り活動など、民生委員・児童委員をはじめとする多様な

地域福祉の担い手の活動を支援するとともに、専門職による支援が必要になった場合にいつで

もつながれる体制を整えます。 

③ 地域の実情に応じつつ地域資源を生かした買い物支援や移動手段の確保など、住民同士の支え

合い活動が展開できるよう、市と生活支援コーディネーター・コミュニティソーシャルワーカ

ー（ＣＳＷ）を軸とした重層的な地域支援の体制づくりを進めます。 
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【令和４年度】 

取組内容の事業実績 

① 

市 

・ 

社

協 

 市内 4地区（昼生、井田川、坂下、城北）において、地域における草刈りやごみ出し

などのちょっとした困りごとに地域で対応する活動が行われました。 

また、生活支援コーディネーターが中心となりしくみづくり等に関わり、新型コロナ

ウイルス感染症の影響があったものの、地域での話し合いの場（8回）に参加し、地域

の特性に応じた支援に取り組みました。 

② 

市 

・ 

社

協 

市と社協が一緒に、民生委員・児童委員、福祉委員などの見守りなどの活動の活発化

を図るため、まち協の福祉委員会を訪問し、地域の支援者が福祉課題を発見し、支援が

必要だと判断した場合、ＣＳＷにつないでいただける体制があることを、スライドやチ

ラシを用いて説明しました。 

③ 

市 

・ 

社

協 

社協に配置した生活支援コーディネーターが、地域における助け合い・支えい合のし

くみづくりである「ちょこボラ」の活動を継続的にサポートするとともに、ボランティ

ア講座（12 月）を開催し、新たな担い手の確保につなげました。 

地域が抱える課題も、継続的に関われることが可能であることを丁寧に周知するた

め、まち協（全地区）を訪問し、市と社協が一緒に説明しました。 

 

 

【課題と今後の方向性（市・社協）】 

ちょこボラは、市内 4地区で活動が開始されている中で、他の地区でも将来的に取り組む必要

があると回答される地域があるため、地域に出向いた継続的な相談支援を展開していく。 

一方で、地域が抱える福祉課題は、地域の状況（年齢構成、交通事情など）によって異なって

いたり、優先的に解決したい課題も異なったりしていることから、地域の実情に応じて、地域資

源の活用と創出を図れる体制づくりを進めていく。 

民生委員・児童委員は、活動における実費相当額の上乗せ（市単）について予算化を図り、地

域での活動の活発化につなげていく。 
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Ⅱ 数値目標の進捗管理 

 

【基本目標１】地域福祉を支える人材の育成と自立支援の推進 

項目 現状値 R４ R５ R６ R7 
目標値 

(Ｒ８年度) 

備考 

（現状の根拠） 

地域活動での役割

を何か担っている

人の割合 

25．2％ － － － － 35％ 

令和 2年_総合

計画市民アンケ

ート調査 

住民がお互いに助

け合えるまちづくり

の満足度 

54．1％ － － － － 60％ 

令和 3年地域

福祉に関するア

ンケート調査 

市ボランティアセン

ター登録者数及び

ボランティア数 

719 人 
592 人 

（78 人） 
   900 人 

市社会福祉協

議会調べ 

   市ボランティアセンター登録者数及びボランティア数の（ ）はちょこボラの登録者数 

 

【基本目標２】地域の連携で安心を生み出す環境づくり 

項目 現状値 R４ R５ R６ R7 
目標値 

(Ｒ８年度) 

備考 

（現状の根拠） 

福祉サービスに

関する情報提供

の満足度 

52．8％ － － － － 60％ 

令和 3年地域

福祉に関する

アンケート調査 

気軽に相談でき

る人・場の充実の

満足度 

52．1％ － － － － 60％ 

複合的な課題を

抱えた世帯の連

携支援会議の件

数 

24 件 19 件    36 件 

市社会福祉協

議会調べ 

 

【基本目標３】身近な地域での助け合い・支え合い活動の促進 

項目 現状値 R４ R５ R６ R7 
目標値 

(Ｒ８年度) 

備考 

（現状の根拠） 

隣近所の方とあ

いさつをしている

人の割合 

67．4％ － － － － 90％ 

令和 3年地域福

祉に関するアンケ

ート調査 

悩みや不安、困

ったことがあるとき

に相談しない人の

割合 

10．0％ － － － － 5％ 

地域活動に参加

しない人の割合 
36．9％ － － － － 25％ 

住民主体の支え

合いのしくみを構

築した地区数 

3 地区 4 地区    11 地区 

市社会福祉協議

会調べ 

※アンケート結果をもとにした目標の評価は、後期計画の最終年度に実施します。 

 

- 71 -



 

- 72 -



（ ）

■計画の基本情報

R 3 ～ R 5

亀山市高齢者福祉計画に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

本計画は、老人福祉法第20条の８に定められている市町村老人福祉計画であり、介護
保険法第117条に定められている介護保険事業計画との一体性及び市の総合計画、
地域福祉計画その他の法定計画等との調和の保持を図りながら、市における高齢者の
総合的・基本的計画として策定している。

健康福祉部 地域福祉課

目的・概要

計画期間 年度

団塊の世代が７５歳以上（後期高齢者）となる令和７年（２０２５）年、団塊ジュニア世代
が６５歳以上となる令和２２年（２０４０）年を見据えて、これまでの取組を発展させ、高齢
者が住み慣れた地域で安心して自立と尊厳のある暮らしができるよう、高齢者を取り巻く
あらゆる主体の連携と協力によって「地域包括ケアシステム」の深化・推進をめざす。

計画の骨格

目標４
介護予防・生活支援

サービスの充実

目標５
　安心して地域で暮ら

せる環境づくり

１ 社会参加と生きがいづくり

２ 健康づくりと介護予防の一体的な取組
　 の構築

３ 生活支援サービスの提供

１ 高齢者の安心した住まいの確保

目標３
認知症高齢者
支援の推進

目標２
切れ目のない
在宅医療と

介護連携の推進

１ 在宅医療の推進

地
域
共
生
社
会
の
実
現
に

向
け
た
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
の
強
化

安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る

地
域
づ
く
り

２ 医療と介護の多職種連携強化

１ 認知症理解のための普及啓発

２ 認知症高齢者を支えるためのまちづくり

３ 高齢者の権利擁護の強化

２ 災害、感染症等への備えの充実

基本目標 目標 施策の方向性

目標１
地域包括ケアシステム

推進のための
体制づくり

１ 地域包括ケアシステムの推進

２ 地域ケア会議の推進

３ 住民主体の活動の推進
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等
・生活支援体制整備については、第１層生活支援コーディネーターが第２層生活支
援コーディネーターやCSWと連携して地域の相談や支援を行いながら地域資源の
把握を行い、「地域福祉カルテ」を作成した。また、地域課題を把握・分析した資料
をもとに、地域ケア推進会議を開催して協議を行った。
・「かめやまホームケアネット」の登録者は増加し、多職種連携情報共有システムが
有効活用でき、多職種連携につながった。
・介護予防教室や認知症予防教室については、新型コロナウイルス感染症の影響
は依然としてあるが昨年度より参加者は増加した。また、地域住民が主体となって
行う介護予防や生活支援活動「ちょこボラ」に対して、経費の一部を補助した。
・認知症施策については、アルツハイマー月間を利用した講演会の開催や図書館
での特設コーナーの設置、マスコットキャラクターで飾ったメッセージツリーを展示す
るなど普及啓発活動に努めた。また、ボランティアとして地域での認知症に関する支
援を行うため、認知症サポーター養成講座、認知症ステップアップ講座及び実践研
修を実施し、知識の向上に努めた。

本計画により、地域包括支援センターの体制強化、研修会や情報共有システムの
活用を通した多職種連携の推進など、地域包括ケアシステムの整備に努めることが
できた。また、地域住民が主体となって行う介護予防や生活支援活動「ちょこボラ」
の体制づくりや支援を行うことで、地域の高齢者が生きがいや役割を持って生活で
きる地域づくりに寄与できた。認知症施策は、アルツハイマー月間を利用した取り組
みや認知症初期集中チーム（カナリアチーム）の普及啓発に努め、認知症に対する
市民の関心を高めることができた。

医療と介護の連携強化や地域包括支援センターの機能強化と拡大、介護予防の
充実と推進、高齢者の自立生活を支えるための生活支援サービスの充実、老人ク
ラブ活動などの地域での生きがいづくり、認知症初期支援体制の整備を含めた認知
症施策の推進等、総合計画に掲げた施策の推進に寄与した。

団塊の世代が後期高齢者になる２０２５年を迎えるにあたり、地域における見守り体
制、免疫力維持や高齢者のフレイル対策、地域特性に応じた介護予防活動、高齢
者の自立生活を支えるサービスを推進し、さらなる地域包括ケアシステムの深化・
推進に努める。

反省点や課題を踏まえ、亀山市高齢者福祉計画に掲げた目標の達成に取り組むと
ともに、さらなる地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組む。

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

設定なし

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名
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（ ）

■計画の基本情報

H 30 ～ R 8

第2次亀山市障がい者福祉計画に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく「市障害者計画」と、児童福祉法第33
条の20第1項に基づく「市障害児福祉計画」を包含した障害者総合支援法第88条第1
項に基づく「市障害福祉計画」とを一体的に策定するとともに、あわせて、第2次亀山市
総合計画に即しつつ、特定の課題に対応するものである。

健康福祉部 地域福祉課

目的・概要

計画期間 年度

計画の基本理念である「生涯にわたり自分らしく活動ができ、共感と共生ができるまち」を
めざし、障がい者福祉にかかる「地域で安心して暮らせるまちづくり、多様性を尊重し、つ
ながり合う環境づくり、自立した生活のできる体制づくり」を基本目標に掲げている。

計画の骨格
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■成果指標

1

■計画の実績等
・ヒューマンフェスタin亀山の開催等により、共生社会の理念や福祉意識の向上に係る周知・啓発を図っ
た。
・市広報及び行政情報番組で、芸術活動等を通じて様々な挑戦をしている人や支える人の活動を紹介
することで、多分野における、障がいの有無に関わらない相互理解と交流の促進を図った。
・地域自立支援協議会に障がい者差別解消支援検討部会を設置し、障がいに係る差別全般に関する
市の現状把握を行い、当事者や家族との意見交換等の取組みの必要性を確認した。
・地域自立支援協議会に相談支援のあり方検討部会を設置し、地域生活支援拠点の整備等に係る
コーディネーター機能を含めた基幹相談支援の役割について議論し、協議会に報告した。
・精神障害者の地域移行に係るケースの対応に当たり、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステ
ムの方法論に基づき、圏域外の精神科病院、保健所等との連携協力を図って対応した。
・亀山市雇用対策協議会等において、事業所における障がいのある方の雇用及び合理的配慮の資料
を配付し、障がい者雇用の理解促進に努めた。

・市広報等で初めて障がい者の文化芸術活動を発信し、当該分野の魅力等に係る認知度を高めること
ができた。
・障がい福祉に係る相談を含めた総合保健福祉センターにおける総合相談窓口の機能について、関係
部署へのヒアリングやワーキンググループ会議を組織化し、保有すべき機能等の基本的な方針を策定し
た。
・「にじいろネット研究会」を当番市としてオンライン開催し、医療的ケアが必要な児童に係る市の取組み
や事例の発表を行い、情報共有や他の関係機関との連携を深めた。
・医療的ケア児の日中一時支援を提供する障害児通所支援事業所に対する加算を開始し、２名が利
用した。
・共同生活援助（グループホーム）の月の利用者数が４８人となり順調に増加した。（目標：令和７年度
末 月50人）
・障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法に関わって、市HPのページに対応が不十
分な箇所があった場合は改善を行い、誰もが情報を得られるよう対応した。また、市職員のホームペー
ジ作成時のマニュアルとして使用できる「ウェブアクセシビリティガイドライン」の基礎資料を整備した。
・西野公園にインクルーシブに配慮した遊具を設置した。また、亀山公園わんぱく広場の遊具更新に当
たり、放課後等デイサービスの利用者（保護者）やスタッフとの懇談会及びアンケート調査を実施した。
・特別障害者手当等のしおり及び申請書類をホームページで掲載し、利用者の利便性向上を図った。

・障がい者の自立生活支援のための障害者総合相談支援センターの機能強化に関し、地域自立支援
協議会に部会を設置して議論し、委託相談及び基幹相談並びに特定相談支援それぞれの役割の整理
を行い、市における障害者の相談支援の現状把握ができた。（障がい者の自立支援）
・障がい者の自立した生活の支援のため、ケース対応に際して障害者総合相談支援事業との連携を図
り、専門的知見等に基づく相談対応等により支援につなげることができた。（障がい者の自立支援）
・医療的ケア児の日中一時支援に係る加算制度を実施するとともに、関係者による課題等の共有を図
る医療的ケア児関係者会議が開催されるなど、医療的ケアを必要とする障がい児等への支援に係る取
組みを展開した。（障がい者の福祉サービスの充実）
・障がい者差別解消支援検討部会を設置したことにより、合理的配慮の不提供等に係る紛争の解決機
能など障害者差別解消支援地域協議会の実効性を高めることができた。（誰もが暮らしやすい社会の
実現に向けた取り組み）

・障がい者の重症化・高齢化や「親亡き後」のための地域生活支援拠点の整備に係る検討・整備が進
んでいない。
・障害者総合相談支援事業について、障がい者に係る相談支援が市の重層的支援体制構築の中で位
置付けられていない状況において、後期基本計画の施策の方向である「基幹相談支援の機能強化」を
図るため、基幹相談支援の役割の明確化と専従の基幹相談員の確保が課題である。
・一人ひとりの障がいや生活の状態に応じたサービスの提供を図る必要がある中で、障害者自立支援法
施行前からある既存の給付等に関し、現状のサービス体系においての必要性等の検証ができていな
い。
・医療的ケア児等コーディネーターの配置人数が２人から１人に減少した。（目標：令和７年度末　３人）

後期基本計画における成果指標である①障害者総合相談支援センターでの相談件数、②就労移行支
援の利用者数、③医療的ケア児等コーディネーターの配置人数及び④グループホーム等の利用者数
の目標値に向かって取り組んでいく。
  特に複雑化・困難化する事案に対し、総合的・専門的な支援が図れるよう、基幹相談支援の機能強
化に向け、地域自立支援協議会等での議論を踏まえ、相談支援事業の委託先や実施手法を含めた検
討を行う。また、「親亡き後」を見据えた地域生活支援拠点の整備に取り組むとともに、障害者自立支
援法施行前からある既存の給付等に関する検証を行っていく。

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

別紙のとおり

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名
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１　地域で安心して暮らせるまちづくり

（１）地域で支え合う共生社会の実現（計画書　第4章障がい者福祉に関する取組の展開Ｐ23～30）

①障がいと障がいのある人への理解の促進

(1)-①-1

１　福祉意識の向上
障がいのある人が地域で自分らしく生活できるよ
うに、 イベント 等の開催 だけでなくさまざまな機
会をとらえて啓発活動を行い、共生社会の理念
や福祉意識の向上に努めます。

・「ヒューマンフェスタin亀山」を継続して
開催することができた。当日は、ＮＰＯ法
人ぽっかぽかの会をはじめ、市民活動団
体の活動報告・紹介の出展もあり、共生
社会の理念や福祉意識の向上にむけて
啓発をすることができた。
・あいあい祭りを開催できなかった。

・「ヒューマンフェスタin亀山」というイベン
トだけでなく、さまざまな機会をとらえて啓
発活動をしていく必要がある。

・年度を通してワクチン接種の会場であっ
たことから、あいあい祭りを開催できな
かった。

・引き続き、「ヒューマンフェスタin亀山」の
ようなイベントの場で、障がいのある人が
自分らしく生活できている前向きな姿を
発信していく。それ以外にも、人権研修
の開催や地域の支援者等に対しての研
修の周知などを積極的に行っていく。
・あいあい祭りのあり方を見直しつつ、他
の行事等との統合・再編を含め、検討を
進める。

(1)-①-2

２　障がい福祉制度の情報提供の充実
制度改革が著しい障がい福祉制度の理解を深
めるため、本人、家族、支援者などに適切な情
報を提供します。

特別障害者手当及び障害児福祉手当
のしおりを作成し、制度案内の向上に努
めた。また、受給申請に必要な様式・書
類をHPにアップし、情報提供を図った。

わかりやすい制度の案内や情報提供が
不十分であるため、ＨＰ等を通じ、わかり
やすい情報の発信に取り組んでいく必要
がある。

障がい福祉サービス制度に係る手引きを
作成し、利用者等に周知を図る。

②ボランティア活動の推進

(1)-②-1

１　ボランティアの育成と活動の支援
ボランティアの育成や、ボランティア団体の活動
情報の提供、必要としている人への斡旋など、
ボランティア活 動の活性化に向け 支援します。

ボランティアを必要とする人のニーズを
聞き取り、ボランティアセンター登録団体
へとつなぎ、必要なボランティア活動を
斡旋した。

大規模な組織から小規模な形態へと活
動形態が変化している中、個々の支援
ニーズに対するマッチング機能や組織の
形態の変化に合わせた支援体制づくりが
必要である。

総合保健福祉センター内のボランティア
センター機能のあり方を整理し、機能強
化に向けた検討を進める。

(1)-②-2

２　障がい者団体への支援
障がい者が互いにつながり、支え合いながら、い
きいきと自立生活を送っていけるよう、活動資金
の援助やピアカウンセラーの育成など、社会福
祉協議会と連携しながら障がい者団体の 結束
に向けて 活動を支援します。

ユニバーサルデザイン啓発を行う身体障
害者当事者団体を母体とした団体の設
立に向け相手方と協議を行ったが、新規
団体の設立には至らなかった。

・新規団体が設立できていない。
・社会福祉協議会との連携不足

引き続き新たな障がい者団体の立ち上
げに向けて、協議等を行っていく。

第２次亀山市障がい者福祉計画　令和４年度実績　

基
本
目
標

実
施
目
標

施
策
方
向

取組
番号 めざす姿 令和４年度実績・成果 課題 令和５年度以降の方向性取組内容

障がいの有無によって分け隔て
られることがないよう、情報提供
の充実を図ることにより、地域で
互いに理解しながら生活する姿
がみられます。

住民主体のさまざまなボラン
ティア活動が活発化し、住民が
ボランティアとなって障がいのあ
る人の支援につながっていま
す。
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基
本
目
標

実
施
目
標

施
策
方
向

取組
番号 めざす姿 令和４年度実績・成果 課題 令和５年度以降の方向性取組内容

(1)-②-3

３　地域における見守り・支援体制の構築
支援が必要な障がいのある人への声かけ活動
や見守り活動を行うなど、民生委員・児童委
員、福祉委員などの地域福祉の担い手による
活動を支援し、障がい者等を家族だけでなく、
地域全体で支える支援のしくみを構築します。

・民生委員・児童委員、主任児童委員の
活動の活発化につながるよう、地域住民
の相談支援に係る活動費や顕在化して
いるひきこもりの支援体制の強化するとと
もに、資質向上や知識習得を目的とした
研修費を増額するため、必要な経費の
予算化を図った。
・青少年総合支援センターには、青色パ
トロール車による見回り・声かけを行う補
導員、メンタルケアや自立支援を担う支
援員を配置している。支援員について
は、発達検査に参加するなど、福祉課題
を抱える要支援者の実態把握に努め、
寄り添う相談支援の実施に繋げた。

・民生委員・児童委員の担い手確保に向
けた検討が求められる。

・福祉課題を抱える相談者の自立支援
等は、青少年総合支援センター単体で
完結できるものではないことから、各関係
機関との密接な連携下で支援を進める
必要がある。

・民生委員・児童委員の活動を支援する
ため、負担軽減、担い手確保、活動内容
の周知などの取組の検討を進める。

・地域全体で支える支援体制の構築に
向け、青少年総合支援センターの補導
員による見回り・声かけ活動及び支援員
による相談対応を引き続き実施していく。

住民主体のさまざまなボラン
ティア活動が活発化し、住民が
ボランティアとなって障がいのあ
る人の支援につながっていま
す。
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基
本
目
標

実
施
目
標

施
策
方
向

取組
番号 めざす姿 令和４年度実績・成果 課題 令和５年度以降の方向性取組内容

③ひきこもり状態にある人への支援の推進

(1)-③-1

１　精神障がい者等に対する正しい理解の
　普及・啓発
精神疾患や精神障がいへの偏見や差別をなく
すため、精神障がい等に対する正しい理解の普
及・啓発に取り組みます。

・精神障がい等への理解促進に係る普
及啓発ができなかった。

・精神障害への理解を高めるための普
及・啓発ができていない。

障がいに係る差別の解消に向け、精神
疾患・精神障がい者を含めた障がい全
般への正しい理解の普及・啓発の方法を
検討する。

(1)-③-2

２　ひきこもり支援に向けた体制づくり
不登校やひきこもり等に、三重県・関係機関・行
政が互いに連携を図り 、支援機関につながるこ
とで適切な支援が受 けられるよう重層的 支援
体制 の強化を図ります 。

・ひきこもりの支援体制の強化に向け、民
生委員・児童委員、主任児童委員の資
質向上や知識習得を目的とした研修費
を増額するため、必要な経費の予算化
を図った。
・相談者が在籍している学校や関係課よ
り、事前に情報共有を受けた上で、本人
やその家族とのコミュニケーションの中で
不登校やひきこもりの実態把握に努め、
寄り添う相談支援に取り組んだ。

ひきこもりが障がいを原因とするものでな
い場合があるため、分野ごとの支援体制
の役割分担などの整理が必要である。

・相談を受けることから始まる当該支援
活動をより有効なものとするため、将来に
対する不安や悩みを話せる「窓口」的位
置づけにある青少年総合支援センターの
活動周知に引き続き取り組んでいく必要
がある。

・ひきこもり等に係る個々のケースに対応
しながら、本市において、あるべき支援体
制づくりに向けた協議を進める。

・支援員による相談者に寄り添う自立支
援を継続していくとともに、要支援者に
「青少年総合支援センターの活用」が選
択肢の一つとして情報が届くよう継続発
信していく。

(1)-③-3

３　社会参加に向けた支援
身近な地域で創作活動や交流ができる居場所
づくりなど、社会参加支援に向けた社会資源の
創出に取り組みます。

・青少年総合支援センターにおいて、自
立支援が必要な方に、身近な地域での
創作活動や交流ができる居場所づくりな
どの情報提供や社会参加に向けた相談
支援に取り組んだ。

・相談を受けることから始まる当該支援
活動をより有効なものとするため、身近な
地域での創作活動や交流できる居場所
についての「窓口」的位置づけにある青
少年総合支援センターの活動周知に引
き続き取り組んでいく必要がある。

・支援員による相談者に寄り添う自立支
援を継続していくとともに、要支援者に
「青少年総合支援センターの活用」が選
択肢の一つとして情報が届くよう継続発
信していく。

(1)-③-4

４　ひきこもり状態にある人の家族への支援
家族に寄り添った継続的な相談支援を行い、家
族同士の交流など家族会の活動が活性化する
よう家族会等と連携した支援に取り組みます。

・相談者が在籍している学校や関係課よ
り、事前に情報共有を受けたうえで、その
家族とのコミュニケーションの中でひきこ
もり等の問題を抱える青少年のカウンセリ
ングや支援を関係機関と連携して行っ
た。

・相談を受けることから始まる当該支援
活動をより有効なものとするため、福祉
部局と連携して、ひきこもり状態にある人
の家族が、子どもの将来に対する不安や
悩みを話せる「窓口」的位置づけにある
青少年総合支援センターの活動周知に
引き続き取り組んでいく必要がある。

・支援員による相談者に寄り添う自立支
援を継続していくとともに、要支援者に
「青少年総合支援センターの活用」が選
択肢の一つとして情報が届くよう継続発
信していく。

④虐待防止の啓発

(1)-④-1

１　虐待防止に向けた啓発と支援体制
虐待防止に向けた啓発活動を行うとともに、虐
待の早期発見や被虐待者の保護を図るため関
係機関とのネットワーク強化を図り、適切かつ迅
速に対応し、支援を行います。

・虐待に関する通報や情報提供があった
場合は、関係機関と連携を図り速やかに
ケース会議を開催する等して対応した。
・虐待防止・権利擁護の研修に職員が
参加した。
・相談窓口周知や虐待防止啓発が不十
分だった。

虐待の構造等が複雑化しており、さらな
る他機関との連携が重要である。また、
相談窓口の周知や虐待防止に向けた啓
発を強化する必要がある。

・引き続き相談窓口の周知及び虐待防
止について啓発を行っていく。
・厚生労働省による障がい者虐待防止・
対応の手引きに基づき、虐待案件への
対応・支援を図っていく。

(1)-④-2

２　人権意識を高める啓発
一人ひとりが人権意識を高めていくため、互いの
違いを認め合い、誰もが自分らしく生きられるよ
う、ヒューマンフェスタin 亀山等のイベントや街頭
啓発など、あらゆる機会や手段を活用し人権啓
発に取り組みます。

人権にかかわる多くの団体が参画し、
ヒューマンフェスタin亀山を開催できた。
また、市広報やチラシ等に人権相談や相
談機関等の情報を掲載し、幅広く周知し
た。

様々な媒体で周知を図る一方、本当に
支援が必要な人に情報が届いているの
か当事者の声を聞く必要がある。

引き続き、市広報等の媒体及び様々な
機会や会議の場等を活用して支援が必
要な人の声を聴いていく。

精神障がいへの正しい理解の普
及・啓発が行われているととも
に、ひきこもりの解決につながる
動きがみられます。

虐待防止や人権意識を高める
啓発により、障がいのある人の
人権を尊重するための環境が
整っています。
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基
本
目
標

実
施
目
標

施
策
方
向

取組
番号 めざす姿 令和４年度実績・成果 課題 令和５年度以降の方向性取組内容

(1)-④-3

３　施設従事者 への意識啓発
施設従事者に障がい者虐待の防止に向けた研
修を実施し、 虐待防止の意識啓発や施設従事
者による障がい者虐待の防止に取り組みます。

共同生活援助や生活介護に係る事業所
の担当職員を対象として、障がい者虐待
の防止に関する研修を実施した。

障がい者虐待防止の意識啓発を図って
いく必要がある。

虐待防止の意識啓発や研修等の実施に
より障がい者虐待の防止に取り組む。

（２）相互理解と交流の促進（計画書　第4章障がい者福祉に関する取組の展開Ｐ31～36）

①障がい者差別解消に向けた取組の推進

(2)-①-1

１　障がい者差別解消に向けた啓発
障害者差別解消法による不当な差別的取扱い
の禁止や合理的配慮の提供に向けて、市民の
関心と理解を深め、建設的対話を通じた相互
理解が促進されるように、障がい者も含め広く周
知、啓発を行います。

障がい者差別解消に向けた啓発や障害
者差別解消法による不当な差別的取扱
いの禁止・合理的配慮の提供に向けて、
民生委員・人権擁護委員に、三重県人
権センターが主催する研修の紹介と周知
を図った。

民生委員や人権擁護委員のみならず、
広く市民に周知する必要がある。

市民や地域の支援者などのニーズに
合った研修会ができるよう、意見反映を
行う。また、出前講座等において障害者
差別解消法による不当な差別的取扱い
の禁止や合理的配慮の提供についても
扱う。

(2)-①-2

２　障がい者差別解消のための体制整備
地域の実情に応じた差別を解消するため、地域
自立支援協議会で情報共有や協議を行い障が
い者差別解消に向けた取組を進めます。

地域自立支援協議会に設置した障が
い者差別解消支援検討部会におい
て、市の障がい者差別解消等に関す
る施策を確認するとともに、不当な
差別的取扱いの禁止や合理的配慮の
提供に係る具体的な取組みについて
協議した。

改正差別解消法の施行により、事業
者の合理的配慮の提供が義務化する
こと等を踏まえ、障害者差別解消支
援地域協議会（地域自立支援協議
会）における紛争解決等の役割等を
強化していく必要がある。

・障がいのある方が感じている制度
の問題点や社会的障壁を把握するた
め、当事者等との意見交換等の方法
を検討する。
・地域自立支援協議会の委員構成に
商工会議所や事業者等を含めること
を検討する。

(2)-①-3

３　職員対応要領の研修
障がいを理由とする差別の解消の推進を図るた
め、職員に対し、法の趣旨の徹底や障がいに対
する理解を深めるために研修を行います。

三重県市町総合事務組合の実施する研
修に継続して参加するとともに、障害者
差別解消法に基づく職員対応要領につ
いて新規採用職員に対する研修を実施
した。

新規採用職員に対する研修の時間が短
いことから、研修の時間を確保する必要
がある。

三重県市町総合事務組合の実施する研
修に継続して参加するとともに、障害者
差別解消法に基づく職員対応要領につ
いて新規採用職員に対する研修を実施
する。

②スポーツ・文化芸術活動等の推進

(2)-②-1

１ 障がい者のスポーツイベン ト等への参加の
推進
障がい者がスポーツイベント等に参加できるよう
な環境整備に努めるとともに、誰でも気軽に参
加でき、交流の場の創出につながるスポーツイ
ベント等を関係団体等と連携して開催します。

大会の参加支援を行う為、スポーツ競技
の全国大会等に出場する人に激励金支
給を広報した。（申請：１件）

全国大会等出場する人以外の、市内障
がい者スポーツ競技者の把握が困難な
ことから、全体的な要望等がつかみにく
い。

引き続き障がい者スポーツ競技の全国
大会等に出場する人に激励金を支給す
るとともに、障がいのある人が障がいのな
い人と一緒に参加できるスポーツイベント
の開催の支援に努めていく。

(2)-②-2

２　文化芸術活動の参加の推進
障がい者が文化芸術を鑑賞、創造する機会や
作品等の成果を発表 することができる環境整
備に努め、より多くの障がい者の参加を図りなが
ら、心の豊かさや相互理解を深められる機会を
提供します。

市美術展の募集要綱を、近隣市高校、
市内コミュニティーセンター、芸術文化
協会、絵画教室の他、「つくしの家」や「サ
クラサクラ」など２６の関係事業所等へ送
付した。

障がい福祉関係事業所を通じた市美術
展への出品者数及び来場者数が伸び悩
んでいる。

関係機関への情報発信（市美術展等の
市主催事業の募集要綱等の送付等）を
継続して行っていくとともに、より多くの方
に亀山市美術展に来場、出品してもらえ
るよう、情報発信の仕方を検討していく。

情報発信や環境整備 を するこ
とにより、障がいの有無に関わら
ず、スポーツ・文化芸術活動等
において、あらゆる人が参加して
います 。

さまざまな合理的配慮に向けた
取組により、障がいを理由とする
差別の解消の推進が進んでい
ます。

虐待防止や人権意識を高める
啓発により、障がいのある人の
人権を尊重するための環境が
整っています。
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(2)-②-3

３　スポーツ・文化芸術活動等の情報発信
市内外で開催される障がい者のスポーツや文
化芸術に関する取組等の情報について、情報
収集するとともに、 ホームページ等さまざま な
ツールを活用して情報発信を行います。

・障害者週間に合わせ、市広報・行政情
報番組で、芸術活動を通してさまざまな
ことに挑戦されている人やそれを支える
人の活動を紹介するとともに、三重県障
がい者芸術文化祭の広報を図った。
・広報誌への掲載やポスターの掲示、市
内コミュニティセンター等に市美術展の
案内を送るなど、紙媒体での情報発信を
中心に行った。
・三重県スポーツ推進委員協議会を通じ
て、障がい者スポーツ大会の開催につい
て情報収集した。また、ジャパンラグビー
リーグワンのディビジョン２に所属する三
重ホンダヒートと連携して実施した「亀山
市民応援ＤＡＹ」において、障がい者施
設等への発信を行おうとしたが、関係部
署間での調整がつかなかった。

・市の文化所管課や県等の関係機関と
連携・協力を図っていく必要がある。

・紙媒体の情報発信が中心となってい
る。

・情報発信をする上で、発信内容や発信
部署について、棲み分けをする必要があ
る。

・地域活動支援センター事業の実施によ
る創作機会等の創出

・より多くの方に文化芸術に関する情報に
触れてもらえるよう、紙媒体に加え、ホー
ムページなどwebでの情報発信等につい
て検討していく。
・三重県スポーツ推進委員協議会を通じ
て、障がい者スポーツ大会についても情
報収集をするとともに、情報発信につい
ての棲み分けをする。

③福祉教育の推進

(2)-③-1

１　子どもへの福祉教育の推進
社会福祉協議会による
福祉教育推進 事業の活用や市民団体との活
動等、地域交流や体験学習などを通して、児
童・生徒の障がい・障がい者理解を深めます。

総合的な学習の時間や道徳などの学習
において、障がい者福祉施設との交流
や、車いす体験学習などを通して障がい
者理解を深めた。また、人権学習等でも
障がい者理解を深めた。

感染症対策等の影響もあり、体験学習を
躊躇していた部分もあった。地域の方や
ゲストティーチャーを招いて、体験の機会
を増やしていくことが必要である。

感染症対策を考慮しながら、地域の方や
ゲストティーチャーを招いて、体験学習の
機会を積極的に設定していく。

(2)-③-2

２　生涯学習講座の充実
「学び」を通じて個人や社会が直面する課題を
理解し、障がいのある人とない人の交流が深ま
るよう、さまざまなテーマによる学びの機会を設
けます。

・「50代からの筋トレ」「ポールウォーキン
グ」など、介護予防に活用できる講座を
実施し、障がい者に対する理解が深めら
れるような学びの機会を設けた。

・介護予防など間接的に関連のあるテー
マの講座内容になっているため、各団体
や行政関連部署と連携しながら内容を
検討する必要がある。

・今後も各団体や関係課などと講座内容
を調整のうえ、障がい者に対する理解及
びが障がいのある人とない人の交流が深
められる学びの機会の創出を図ってい
く。

(2)-③-3

３　交流・体験活動の充実
児童・生徒の発達段階に応じて、特別支援学
校や特別支援学級の児童・生徒と交流を図り、
子どもたちが思いやりの心、助け合いの心を育
みながら成長できるよう、地域と連携した福祉体
験活動の機会を設定します。

・各学校において、特別支援学級の児童
生徒との交流を行うとともに、県内の特別
支援学校に在籍する児童生徒が「居住
地校交流」を行い、市内小中学校に在
籍する児童生徒と交流する機会を設け
た。

地域と連携した取組にまで至っていな
い。

児童生徒の発達段階に応じて支援学校
や支援学級の児童生徒との交流を図
る。また、地域と連携した取組を進める。

さまざまな人が、互いに理解し
合って暮らしていく「共生社会の
実現」に向けた意識が高くなって
います。

情報発信や環境整備 を するこ
とにより、障がいの有無に関わら
ず、スポーツ・文化芸術活動等
において、あらゆる人が参加して
います 。
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２　多様性を尊重し、つながり合う環境づくり

（1）包括的相談支援体制の構築（計画書　第4章障がい者福祉に関する取組の展開Ｐ37～44）

①早期発見・早期治療の推進

(1)-①-1

１　乳幼児健診等のフォロー体制の充実
健康診査等の未受診者や居住実態が把握でき
ない家庭などについては、その実態把握に努め
るとともに、支援が必要な子どもや保護者 に
は、関 係部署と連携したフォローを行います。

乳児健康診査等の未受診者に対し、電
話やハガキ等を用いて受診勧奨を行い、
それでも受診されない方には、家庭訪問
を実施し状況を把握した。（家庭訪問　8
件）また、支援が必要な乳幼児や保護者
のフォローについては、他部署と連携し対
応した。

未受診者へのアプローチ方法として、自
宅の様子などが確認できる家庭訪問が
有効であるが、本人や保護者等の面談
につなげるまでに頻回の訪問や連絡を要
するため、人員的に負担が大きい。

引き続き未受診者の実態把握に努め、
受診勧奨を行うとともに、支援の介入が
必要な家庭には、関係部署と連携し対
応していく。。

(1)-①-2

２　発達が気になる子どもの支援体制の強化
きめ細やかな子どもの観察・相談・支援体制の
確立や家庭、地域と連携した取組を推進し、子
どもの悩み、思春期の課題、障がいなど、関係
各室・機関が互いに連携を図りながら対応でき
る支援体制の強化を図ります。

・家族や子ども自身、学校や園等からの
相談について連絡調整を行い、家族や
子どもの悩み、障がいなど、子どもとその
家族が地域で健やかに成長せきるよう関
係機関がお互いに連携を図りながら、支
援を行った。

・子どもが健やかに成長できるよう、配慮
が必要な子どもの早期発見・支援や児
童虐待の未然防止が行えるよう取り組
む。

・相談者のニーズを的確に捉え、発達に
配慮が必要な児童の早期発見・支援と
児童虐待の未然防止の対応を継続して
行うとともに、きめ細やかな対応ができる
よう、子育て世代包括支援センターや関
係機関との連携を密に行い、支援体制
の強化に取り組む。

②総合相談窓口の設置

(1)-②-1

１　総合相談窓口の設置
障がい者、高齢者、児童、 生活困窮者などの
垣根を越えて、あらゆる相談を受けられる総合
相談窓口が保有すべき機能の協議を重ねなが
ら、総合相談窓口の設置・運営を進めます。

総合保健福祉センターにおける総合相
談窓口の機能について、関係部署へのヒ
アリングやワーキンググループ会議を組
織化し、保有すべき機能等の基本的な
方針を策定した。

各部署を案内するのみならず、関係部
署間での情報共有をはじめ、実効性ある
有機的な連携が必要である。

総合保健福祉におけるワンストップのあり
方を明確にし、社協を含めた最適な総合
相談窓口の配置に向けた検討を進め
る。

(1)-②-2

２　障がい福祉サービス等の情報提供の充実
障がい福祉サービス等に関する情報を一元化
するとともに、「ここに行けば分かる」等、分かりや
すい提供方法を確立します。

窓口でサービスに係る情報を提供し、必
要に応じて計画相談支援員等と連携し、
対象者に適したサービスに繋げた。

ＨＰ等を通じたわかりやすい情報の発信
に取り組むとともに、申請などに際して対
象者に使いやすいものにしていく必要が
ある。

障がい福祉サービスに関する情報を対
象者にわかりやく案内する体制を整えて
いく。

(1)-②-3

３ コーディネート機能を備えた相談支援体制
の整備
障害者総合相談支援センターを中心に地域の
社会資源をつなぎ、必要なサービスをコーディ
ネートする機能を備えた相談支援体制を強化し
ます。

相談支援体制の整備に係る議論等のた
め、地域自立支援協議会に相談支援の
あり方検討部会を設置し、市の相談支援
の現状把握と課題の検証を行い、協議
会に報告した。

相談支援に係る行政、委託、特定相談
支援事業所の役割の整理や、後期基本
計画に位置付ける基幹相談支援の機能
強化のため市専従の基幹相談支援員の
確保が課題である。

相談支援のあり方検討部会での議論等
を踏まえ、市としての相談支援体制のあ
り方を検討していく。

③精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築

(1)-③-1

１ 地域生活を支援するため関係機関の連携
強化
精神障がいの有無や程度にかかわらず、誰もが
安心して自分らしく暮らすことができるよう 協議
の場を継続し、保健・医療・福祉関係者や関係
機関との連携を強化します。

・鈴鹿地域精神保健福祉連絡会等の機
会を通じ関係機関との連携体制を構築
し、事例を通して地域の課題を共有し
た。
・地域移行に係るケースの対応に当た
り、精神障害者にも対応した地域包括ケ
アシステムの方法論に基づき、圏域外の
精神科病院、保健所等との連携協力を
図って対応した。

・精神科病院は鈴鹿市にしかなく、緊急
性の高い事案等の場合などにさらなる連
携・協力体制の構築が必要である。

・圏域内の、精神障害者にも対応した地
域包括ケアシステム地域包括ケアシス
テム構築に係る進捗状況が不明確であ
る。

鈴鹿亀山圏域精神保健担当者連絡会
で、チェックシート等を活用することにより
精神障害者にも対応した地域包括ケア
システム地域包括ケアシステムの構築
度合いの把握を行っていく。

地域包括ケアシステム（保健・
医療・福祉の総合的なしくみ）に
より、シームレス（切れ目のない）
ケアが行われています。

保健・医療・福祉が相互に連携
した保健活動が活発に行われる
ことにより、市民の健康が保たれ
ています。

多様で複合的な悩みや困りごと
に｢丸ごと｣対応できる相談体制
が確立されています。
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(1)-③-2

２ 多様な精神疾患等に対応する支援体制の
構築
認知症、統合失調症などの多様な精神疾患等
に対応できるよう、医療関係者等と連携した支
援体制を構築します。

精神疾患の人の対応に当たり、圏域での
各種ネットワークを活用し、医療機関等と
の連携により事案の解決を図った。

精神疾患の方の対応に当たり障害福祉
部門に保健師がいないため急性増悪・
措置等のリスク判断等が困難である。

・精神障害者にも対応した地域包括ケア
システム地域包括ケアシステムの方法
論に基づき、精神疾患のケース対応に
係る連携・協力を図るための手順・手続
をマニュアル化する。

④障がいのある人の家族支援

(1)-④-1

障がい福祉サービスに係る情報
が、必要な人に適切に届くこと
で、障がいのある人やその家族
の支援につながっています。

１　家族の負担軽減
支援制度や障がい福祉サービスなどの情報提
供を行うなど、障がいのある人を持つ家族が直
面するさまざまな負担の軽減に努め、障がいの
ある人本人だけではなく、家族も孤立しないよう
に支援します。

感染拡大の影響による、通所サービスの
自粛等で、利用者の家族の負担が増加
したことを課題と捉え、訪問入浴の利用
等訪問型のサービスにつなげるよう努め
た。

障がいのある人を介護する家族等の休
息やリフレッシュのために利用できるサー
ビスに係る情報発信が不十分である。

介護者等の障がい者をサポートする人が
休息するための制度をPRするとともに、
新型コロナウイルス感染症の５類移行に
伴うニーズを踏まえた支援に努める。

(1)-④-2

2　家族のレスパイト支援
障がいのある人を介護する家族の休息やリフ
レッシュを目的とした日中一時支援や短期入所
のサービス利用を促進します。

障がい福祉計画における令和４年度の
日中一時支援の利用実績は特に児童の
方で減少している。

障がいのある人を介護する家族等の休
息やリフレッシュのために利用できるサー
ビスに係る情報発信が不十分である。

障がいのある人を介護する家族等の休
息やリフレッシュのためのサービスがある
ことをPRしていく。

（2）障がい児支援体制の確保（計画書　第4章障がい者福祉に関する取組の展開Ｐ45～52）

①療育体制の充実

(2)-①-1

１　相談・支援体制の充実
就学前のすべての障がい児や発達等に配慮が
必要な子どもを支援するため、個別・集団による
療育相談事業や保育所・幼稚園等と連携し行
う巡回相談、 CLM のしくみ を活用し充実を図り
ます。

・子どもの発達に合わせて、訓練的な要
素を取り入れた個別・集団の療育を行っ
た（個別療育相談：０回、０人・集団療育
相談：７０回、３５人）。
・保育所や幼稚園等へ出向き、保育士
または教職員への支援として三重県立
子ども心身発達医療センターとも連携し
ながら巡回相談を行い、子どもへの関わ
り方等の具体的な指導を行った（市巡回
相談：３回　三重県立子ども心身発達医
療センター、理学療法士巡回指導３回、
作業療法士巡回指導０回、ＣＬＭ巡回指
導：４園、３７回）。
・小山田記念温泉病院と「子育て支援の
連携・協力に関する協定」KUKSプログラ
ム（短期リハビリテーション６ケ月）利用５
人
・発達等に配慮が必要な子どもの支援に
つながるよう、保育所・幼稚園等の園長
会議等で、子ども支援Gが行っている巡
回相談等の活用について、情報提供を
行った。

・就学前のすべての配慮が必要な子ども
の相談・支援体制の充実を図る。

・子どもの発達に合わせて、療育事業や
保育所、幼稚園、認定こども園との連携
による巡回相談を行う。CLMの実践やみ
え発達障がい支援システムアドバイザー
を計画的に養成し、発達支援に関する専
門性の向上を図る。

・子ども支援Gが行っている巡回相談等
を活用して、発達等に配慮が必要な子ど
もの支援につながるよう、連携の強化を
図っていく。

地域包括ケアシステム（保健・
医療・福祉の総合的なしくみ）に
より、シームレス（切れ目のない）
ケアが行われています。

保健・医療・障がい福祉・教育
などの連携を強化し、ライフス
テージに応じた支援体制の充実
とネットワークのしくみづくりが進
み、障がい児の支援体制の充
実が図られています。
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(2)-①-2

２　児童発達支援機能の強化
現在の療育相談事業の機能強化を段階的に
図る とともに、児童発達支援センターの機能確
保に向けた取組を進めます。

・令和４年８月１０日開催の教育民生委
員会において、子ども未来課資料として、
「児童発達支援センターの整備に向けた
基本的な考え方について」を示した。

・児童発達支援センターの整備につい
て、既存の公共施設等についても活用の
可能性を検討することで、財政的な負担
の軽減と全体的な公共施設の有効活用
を図ることが可能となることから、現在、
見直しを進めている「亀山市就学前教
育・保育施設の再編方針」と整合を図り
ながら、検討を進める。

・児童発達支援センターで整備する機能
等について、療育相談事業の機能の強
化を図るとともに、機能確保に向けた取
組みを進める。

(2)-①-3

３　切れ目のない支援体制づくり
障がい児や発達等に配慮 等 が必要な 子ども
のラ イフステージに応じた切れ目のない支援を
提供できるよう、保健・医療・障がい福祉・教育
などの関係部署と関係機関との連携の強化を
進めます。

・心理・教育・保育等の専門スタッフが相
談を受け、保健・福祉・医療・教育等の
関係機関と連携し対応することで、子ども
が所属する園や学校、家庭や地域で健
やかに成長していけるよう支援を行った。
（相談件数：５９５件）
・発達等に配慮が必要な子どもの支援に
つながるよう、保育所・幼稚園等の園長
会議等で、関係部署からの情報提供を
行い、連携の強化を図った。

・障がい児のライフステージに応じた切れ
目のない支援を行う。

・今後も、相談者のニーズを的確に捉
え、早期支援と児童虐待の未然防止の
対応を継続して行っていく。また、きめ細
やかな対応ができるよう、子ども包括支
援センターなどの関係機関との連携を密
にし、支援体制の強化を図る。
・今後も園長会議等を通じて、関連部署
からの情報提供を行い、発達等に配慮
が必要な子どもの支援が図れるよう連携
を図っていく。

②医療的ケア児の支援の充実

(2)-②-1

医療的ケア児を支援する協議
の場の設置等により、重症心身
障がい児等への支援の充実が
進んでいます。

１　医療的ケア児 等の資源の 拡充
地域自立支援協議会等で医療的ケア児等の
課題やニーズを協議し、医療的ケア児等が安
心して利用できる障がい福祉サービス事業所等
を拡充するよう取り組みます 。

・「にじいろネット研究会」を当番市として
オンライン開催し、医療的ケアが必要な
児童に係る市の取組みや事例の発表を
行い、情報共有や他の関係機関との連
携を深めた。
・医療的ケア児の日中一時支援を提供
する障害児通所支援事業所に対する加
算制度の運用を開始した。

医療的ケア児の現状や支援体制等につ
いて、部内での情報共有・連携が必要で
ある。

・引き続き、医療的ケア児に係る医療・
福祉・教育の関係機関によるネットワーク
を活用して、医的ケア児の支援を図って
いく。
・医療的ケア児の現状や支援体制等に
ついて、部内での情報共有・連携の機会
を設け、適切な支援に繋げる。

(2)-②-2

２　医療的ケア児等への支援体制の充実
医療的ケア児等の支援を行うため、関係部署
及び関係機関が情報共有し、「にじいろネット」を
中心とした地域の多職種の関係機関との連携
強化を進め、支援者からの相談に応じるスー
パーバイズ機能の活用を図りながら支援体制の
充実に取り組みます。

「にじいろネット研究会」において当番市と
して事例発表を行うとともに、他の関係機
関との連携を深めた。

医療的ケア児の現状や支援体制等につ
いて、部内での情報共有・連携が必要で
ある。

医療的ケア児の現状や支援体制等につ
いて、部内での情報共有・連携の機会を
設け、適切な支援に繋げる。

(2)-②-3

３ 医療的ケア児等の保育所・幼稚園・認定こ
ども園への受入体制の充実
「医療的ケア児の入園までの手続マニュアル」
及び「医療的ケア実施ガイドライン」を活用し、関
係 機関 との 情報共有を図りながら、医療的ケ
ア児の円滑な受入れと適切なケアが継続して
実施できる体制づくりに努めます。

・保育園に入園している医療的ケア児に
関わる関係者が集まり、児童の現状・課
題等を共有することを目的とした医療的
ケア児関係者会議を開催し、昨年度から
今年度現在までの状況や課題について
共有した。
・医療的ケア児や発達等に配慮が必要
な子どもの保育園等への円滑な受入れ
ができるよう、介助員等の加配職員の適
切な配慮に努めた。

・関係者会議て明らかになった災害時の
対応や就学に向けての課題について取り
組む。

・介助員等の募集を行っているが、人材
不足に苦慮している。

・関係機関と連携し、災害時の対応や就
学に向けての課題について取り組むとと
もに、引き続き関係者会議を開催し、情
報共有を図る。

・医療的ケア児や発達等に配慮が必要
な子どもの受入れに伴い、適切な人員が
配置できるよう、さまざまな媒体を活用
し、人材確保に努めていく。

保健・医療・障がい福祉・教育
などの連携を強化し、ライフス
テージに応じた支援体制の充実
とネットワークのしくみづくりが進
み、障がい児の支援体制の充
実が図られています。
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(2)-②-4

４ 医療的ケア児等に対する関連分野の支援
を調整するコーディネーターの配置
医療的ケア児等とその家族に必要な支援につ
いて、多職種が協働できるよう支援の連携調整
を図り、成長過程に応じた支援がスムーズにつ
ながるよう、地域の計画相談事業所等における
コーディネーターの配置を促進します。

・県委託により三重病院が開催する医療
的ケア児・者コーディネーター養成研修
への参加を関係機関に促した。
・医療的ケア児等コーディネーター有資
格者の離職により、地域の計画相談事
業所の配置人数が減少した。

市内事業所における医療的ケア児等
コーディネーターの配置数が少ない。

「医療的ケア児等コーディネーターの配
置人数」は、後期基本計画の成果指標
として令和７年度までに３人を配置するこ
となっているため、養成研修の周知等に
より有資格者の確保を図っていく。

③子育てを支援する受入体制の整備

(2)-③-1

障がい児の保育所等の利用・受
入の体制が充実し、障がい児の
子育ての支援が行われていま
す。

１　障がい児の受入体制の充実
一人ひとりの子どもが、その能力や特性に応じた
適切な保育・教育が受けられるよう、障がい児
保育・特別支援教育の充実に取り組むとともに、
小学校における放課後 の遊びや生活の場を確
保するため、放課後等デイサービスや放課後児
童クラブの 受入れ体制の 充実を 図ります。

・医療的ケア児の就学に向けて、保護者
や関係機関と連携を図った。また、放課
後児童クラブについては、障がい児を受
け入れる場合の運営費への加算につい
て、引き上げられた国の基準に準じて引
上げを行う見直しを行った。
・障がいの有無に関わらず、一人ひとりの
子どもが適切な保育を受けられるよう、
加配職員を配置するなど、障がい児保
育の充実に取り組んだ。

・医療的ケア児の就学に向けて、具体的
な対応を進める必要がある。また、放課
後児童クラブについては、障がい児を受
け入れる場合の運営費への加算につい
て、国の基準の改正状況を把握し、検討
する必要がある。
・年度途中に加配判定が出た場合必要
となる介助員等について、恒常的に募集
はおこなっているものの、人材が確保でき
ないことがある。

・医療的ケア児の就学に向けて、具体的
な対応を進める。また、放課後児童クラ
ブについては、障がい児を受け入れる場
合の運営費への加算について、国の基
準の改正状況を把握し、検討する。
・障がい児の受入れがさらに円滑にでき
るよう、今後も、幅広く人材確保に努めて
いく。

(2)-③-2

障がい児の保育所等の利用・受
入の体制が充実し、障がい児の
子育ての支援が行われていま
す。

２　障がい児の成長支援
すべての子どもが、障がいの有無に関わらず充
実した保育所・幼稚園生活を送ることができるよ
う、保健・福祉・教育・医療が連携した支援を行
います。

・保育所や幼稚園等へ出向き、保育
士または教職員への支援として、三
重県立子ども心身発達医療センター
とも連携しながら巡回相談を行っ
た。また、小山田記念温泉病院とも
連携し、子どもへの関わり方等の具
体的な指導を行った。（市巡回相
談：３回　三重県立子ども心身発達
医療センター、理学療法士巡回指導
３回、作業療法士巡回指導０回、Ｃ
ＬＭ巡回指導：４園、３７回　小山
田記念温泉病院との「子育て支援の
連携・協力に関する協定」KUKSプロ
グラム（短期リハビリテーション６
ケ月）利用５人）
・障がいの有無に関わらず、すべての子
どもが、充実した哺育所・幼稚園生活を
送れるように関係機関との連携を図っ
た。

・保育所、幼稚園等の園職員が医療機
関からの指導・助言やＣＬＭ等を活用し
配慮が必要な児童が充実した園生活を
行えるよう支援を実施する必要がある。
・障がいを持つ子どもを介助する加配職
員について、資格を持たない介助員への
保育等のスキルアップが図れるよう、研
修等の機会が必要である。

・医療機関の巡回やＫＵＫＳプログラムを
活用するとともに、みえ発達障がい支援
システムアドバイザー（保健師）を中心
に、保育所、幼稚園等でＣＬＭを実施し、
保育士や教職員のスキルアップを図る。
・今後も、保育所・幼稚園生活を通して、
充実した哺育が受けられるよう、障がいを
持つ子どもへの支援体制の強化を図っ
ていく。

- 85 -



基
本
目
標

実
施
目
標

施
策
方
向

取組
番号 めざす姿 令和４年度実績・成果 課題 令和５年度以降の方向性取組内容

④特別支援教育の充実

(3)-④-1

１　特別支援教育の充実
「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」
に基づき、子ど もの個々の課題解決に向け適
切な支援を行うため、保育所・幼稚園等への巡
回相談、学校内の特別支援教育校内委員会に
おける事例検討会などの充実を図るとともに、関
係機関との連携・強化に努めます。

・特別な支援を必要とする児童・生徒に
ついて、「個別の教育支援計画や個別の
指導計画」の作成を行った。また、関係
機関と連携し支援につなげることができ
た。

保育所・幼稚園・小学校・中学校までの
共通した様式での、支援情報の引継ぎを
していくことが求められている。

・引き続き、特別支援学級や通級指導を
受ける児童・生徒について、「個別の教
育支援計画や個別の指導計画」を全員
作成し、進級・進学期に必要な支援情報
を引き継ぐよう取り組む。

(3)-④-2

２　インクルーシブ教育の推進
すべての子どもが、障がいの有無にかかわら
ず、可能な限り同じ場でともに学ぶことができる
よう、インクルーシブ教育システムの構築（支援
体制の充実）をさらに進めるとともに、障がい理
解のための教育や啓発に取り組みます。

・特別支援教育に係る教員の専門性の
向上を図るための研修会を行った。

全ての教職員がインクルーシブ教育の考
え方を理解し、支援につなげる必要があ
る。

引き続き教員の専門性を高める研修会
を開催する。また、経験年数の浅い教職
員や保護者等への理解を進める。

(3)-④-3

３　進路選択と自立の支援
一人ひとりの子どもの能力や適性に応じた進路
の選択や就労に関して、にじいろのーとの活用を
図り、受入先の確保と定着に向け 関係機関と
連携した支援を行います。

・切れ目のない支援体制の実現のため、
「にじいろのーと」の作成・活用を進め、各
関係機関との連携を図った。
・卒業後の進学や就労に不安を抱える
相談者については、関係機関（学校等）
より普段の様子等を事前に伺ったうえ
で、相談者自身のペースを尊重しつつ、
実態に沿った支援実現に取り組んだ。

・関係機関との連携を強化することが求
められる。
・相談を受けることから始まる当該支援
活動をより有効なものとするため、将来に
対する不安や悩みを話せる「窓口」的位
置づけにある青少年総合支援センターの
活動周知に引き続き取り組んでいく必要
がある。

・引き続き「にじいろのーと」の作成や活
用を進めるとともに、卒業後の進路先等
との連携を行っていく。
・切れ目のない支援体制実現のため、引
き続き各関係機関との連携を図っていく
とともに、要支援者に「青少年総合支援
センターの活用」が選択肢の一つとして
情報が届くよう継続発信していく。

発達障がいのある児童に対する
適切な教育的支援により、障が
いのある児童一人ひとりの教育
的ニーズに応えられる環境が
整っています。
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３　自立した生活のできる体制づくり

（１）雇用・就業機会の確保と拡大（計画書　第4章障がい者福祉に関する取組の展開Ｐ53～60）

①就労準備支援の充実

(1)-①-1

１　職場実習事業の活用促進
就労の促進や市職員の障がい者に対する理解
の促進を図るため、市の施設において障がい者
職場実習事業を行います。

感染症拡大防止のため、職場体験実習
事業を中止した。

・健康福祉部以外の部署での実習の受
入れと、きめ細かな実習生の見守り体制
が必要である。また、実習の成果が就
労・雇用につながっていく有効な方策を
検討する必要がある。

・新型コロナウイルス感染要５類移行を
踏まえ、職場実習事業を再開する。。

(1)-①-2

２　ハローワーク等との連携による就労の促進
ハローワークや障害者就業・生活支援センター
等と連携し、就労に関する情報を提供するととも
に、労働者や事業者からの労働に関する相談
窓口の周知・拡大に取り組みます。

・委託事業において160件の就労に関す
る相談に対応した。また、相談者の状況
にあわせて、必要に応じ、ハローワークへ
の同行支援や障害者就業・生活支援セ
ンターにつなぐなど、一般就労につながる
よう継続的な支援を行っている。
・市内事業者に対し、亀山市雇用対策
協議会等へ相談窓口の周知を行った。

・事業主や障がいのある労働者への効果
的な支援には、就労移行支援事業所等
や障害者就業・生活支援センター、ハ
ローワーク等のさらなる連携が必要であ
る。

障がい者の就労定着に向けて、障害者
就業・生活支援センター、ハローワークな
どと連携し、事業所が抱える悩みや課題
の解決に関する支援に努める。

(1)-①-3

3　一般企業への啓発や制度説明
障がい者雇用に取り組むにあたって、一般企
業・事業者が知っておくべき合理的配慮や各種
支援制度、支援機関等について情報提供・啓
発を行います。

事業者に対しては、関係機関と連携して
本庁の2階窓口にリーフレットを配架する
ことで周知を行うとともに、亀山市雇用対
策協議会等において、事業所における障
がいのある方の雇用及び合理的配慮の
資料を配付し、障がい者雇用の理解促
進に努めた。

関係機関及び各種団体等と連携し、
様々な機会をとらえて、障がい者雇用の
理解促進啓発に取り組んでいく必要があ
る。また、障がい者の就労定着に向け
て、障害者就業・生活支援センター、ハ
ローワークなどと連携し、事業所が抱える
悩みや課題の解決に関する支援に努め
る必要がある。

今後も継続して、企業が知っておくべき
合理的配慮や各種支援制度について、
関係機関及び各種団体等と連携し、
様々な機会をとらえて、障がい者雇用の
理解促進啓発に取り組んでいく。

②雇用の場の確保

(1)-②-1

１　障がい者就労施設等への支援
就労移行支援事業所や就労継続支援事業所
などが仕事を確保できるよう、優先的に当該事
業所から物品等を調達するなど、安定した事業
所の運営に向けた支援を行います。

亀山市障害者就労施設等からの物品等
の調達方針を掲げ、市における物品等の
調達に適用し、障がい者就労施設等の
仕事の確保につなげた。
・ユニバーサルデザイン啓発グッズの作
成を行った。

実際に障がい者の社会参加につなげて
いくためには、より広い品目・分類での調
達となることが必要である。

引き続き障害者就労施設等からの物品
調達が推進できるよう調達方針を作成
し、調達実績の公表を行い、関係各課に
呼びかけていく。

(1)-②-2

２　企業における障がい者雇用の促進
企業の障がい者雇用に関する啓発を推進する
とともに、企業のニーズの把握に努め、企業と障
がい者のマッチングの場を設けるなど、特例子
会社等も含めた障がい者の就労の促進を図りま
す。

・事業者に対しては、関係機関と連携し
て本庁の2階窓口にリーフレットを配架す
ることで周知を行うとともに、亀山市雇用
対策協議会等において、事業所における
障がいのある方の雇用及び合理的配慮
の資料を配付し、障がい者雇用の理解
促進に努めた。

一般就労に移行・定着できるには、職場
での障がい者の理解が進むことが必要で
ある。

・引き続き、身近な地域で参加ができる
就職説明会や、精神・発達障害者しごと
サポーター養成講座の活用等、ハロー
ワークや障害者就業・生活支援セン
ター、福祉施設等と連携し、障がい者雇
用の促進に取り組む。
・障がいのある人に対して合理的配慮を
行えるよう、雇用対策協議会等を通じて
市内企業への理解を深めていく。

就労の促進に向けた情報提供
等により、障がいのある人の経
済的な自立に向けた就労の支
援が行われています。

多様な就労機会の確保を図る
ことにより、それぞれに合った就
労を通して社会参加できる環境
が整っています。

- 87 -



基
本
目
標

実
施
目
標

施
策
方
向

取組
番号 めざす姿 令和４年度実績・成果 課題 令和５年度以降の方向性取組内容

(1)-②-3

３　社会的事業所への支援
一般企業での就労が困難な障がい者が、障が
いに配慮した環境で障がいがあっても継続して
働ける社会的事業所の創業を支援し、多様な
職場形態の構築を進めます。

・社会的事業所の新規参入に対する補
助制度はあるものの、新たな新規参入事
業者に関する情報等はなかった。社会
的事業所への役務の調達を行った。

・新たな社会的事業所の参入に関する
情報はなく、三重県社会的事業所創業
支援モデル事業補助金交付要領が廃
止されていることから、市の補助制度に
ついても廃止も含めて検討する必要があ
る。

・今後も新たな参入が見込めないのであ
れば新規参入に対する補助金制度の廃
止を含めて検討をする。現在の社会的
事業所については、物品等の調達をする
などの支援を継続していく。

(1)-②-4

４　農福連携による新たな雇用機会の創出
農業分野において、障がい者が生きがいを持っ
て働くことができる「農福連携」等を進めるため、
農業・福祉分野の関係部署が連携しながら、新
たな雇用機会の場づくりを促進します。

研修等に参加し情報の収集を行った。亀
山市で取り入れ可能な事業の検討を
行った。

情報収集や農業経営を行う福祉事業所
の掘り起こしを行う必要がある。

積極的に情報収集を行う.。さらに、障が
い者支援担当課と連携を行い農業経営
を検討している福祉事業所の掘り起こし
を図る。

(1)-②-5

５　市職員の障がい者雇用
市における障がい者雇用は、障害者雇用促進
法に基づき、採用試験時に障がい者枠を設ける
など計画的な採用を進めます。

法定雇用障害者数を達成するため、計
画的に採用を実施した。

障がい者自身のの諸事情により、急に退
職される可能性があることから、継続的
な雇用と働きやすい環境の整備が必要
である。

・定期的に障がい者への必要な配慮事
項についてヒアリングを実施する。
・今後、法定雇用率が令和6年4月1日
に2.8％、令和8年7月1日から3％と引き
上げとなることから、引き続き計画的に採
用に取り組む。

③就労定着に向けた支援

(1)-③-1

１ 就労定着のための訪問・面談等の支援の
充実
就労に伴う生活面の課題に対応するため、障が
い者やその家族、事業所と連絡調整等を行う
就労定着支援サービス事業所の参入を促すと
ともに、就労定着支援サービスを活用し障がい
者が仕事を継続できるよう支援 します。

令和４年度中の就労定着支援事業の利
用者は６人であった。

・就労定着支援事業の利用促進のた
め、事業の内容や利用申請の方法等に
ついて周知していく必要がある。

・一般就労の対象者に就労定着支援事
業のサービスの案内を行い、事業の利用
に繋げ就労が継続できるよう支援してい
く。
・本人が悩みを抱えこみ離職に至らない
よう、関係機関と連携を図りながら、継続
的な支援に努める。

(1)-③-2

２　就労に関する情報提供・相談体制の充実
障がい者の就労定着に向けて、障害者就業・生
活支援センター、ハローワークなどと連携し、企
業における「精神・発達障害者しごとサポーター
養成講座」開催の促進や障がい者、事業者に
対する適切な情報提供を行うとともに、相談体
制の充実に取り組みます。

・感染拡大により、ハローワーク等の外部
機関と共同で実施する雇用促進の機会
に係る取組みができなかった。

・感染拡大等に起因してハローワークと
連携した面接等の取組みを中止してい
る。

・亀山市雇用対策協議会等の機会を通
じて、障がいのある人の雇用や就労に関
する情報提供を図っていく。
・５類移行に伴いハローワークと連携した
取組みを再開する。

（２）自立生活のための環境整備（計画書　第4章障がい者福祉に関する取組の展開Ｐ61～68）

①障がい福祉サービスの充実

(2)-①-1

１　自立を支えるサービスの充実
障がい者のニーズを把握し、限りある財源の中
で生活を支援する 新たなサービスの検討を行
い、既存のサービスを見直しつつ、障がい者の
自立に向けたサービスの充実を図ります。

・原油価格や物価高騰の影響を受けて
いる市内の障がい福祉サービス事業所
に対し、電気料金、ガス料金及びガソリン
代の経費の一部を補助することで、安定
的かつ継続的な障がい福祉サービスの
提供を支援した。

障害者自立支援法策定前から継続して
いる既存の給付サービスについて、利用
者や家族のニーズを踏まえ、現行制度
のもとでの必要性の検証が必要である。

・障がいのある人が地域で安心して自立
した生活ができるよう、必要な見直しと一
人ひとりの課題に対応したサービスの提
供に努める。

個別のニーズとライフステージに
応じたサービスの質・量が確保さ
れることにより、障がいのある人
が住み慣れた地域で自立した
社会生活が送れています。

障がいのある人が地域で安心し
て働き続けられるよう、関係機
関と連携した総合的な就労の支
援が図られています。

多様な就労機会の確保を図る
ことにより、それぞれに合った就
労を通して社会参加できる環境
が整っています。
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(2)-①-2

２　情報提供・コミュニケーション支援の充実
DX（デジタルトランスフォーメーション）による社
会変革等を踏まえ、 障がい者一人ひとりに応じ
た多様な手段（聴覚障がい者向けの メール配
信サービス等）による情報提供を行うとともに、
手話通訳等、より円滑なコミュニケーション支援
の充実を図ります。

・聴覚障がいのある人の行政手続やコ
ミュニケーション支援のため配置している
手話通訳者の利用は、確定申告の対応
など１１件であった。
・関係各課に対し、イベント開催時等の手
話通訳者の配置に係る予算措置を図る
よう周知した。

・他市と比較して聴覚障がいへのコミュニ
ケーション支援策が著しく遅れている。
・当事者の意見やニーズを把握する仕組
みがない。

・コミュニケーション支援に係るニーズを
把握するために、機会を捉えて当事者や
家族へのヒアリングや関係団体との意見
交換等を行っていく。
・障がいがある人の特性に応じた多様な
手段による情報提供を検討していく。

(2)-①-3

３　難病のある人への支援の充実
地域で安心して暮らせるよう補装具や日常生活
用具の給付 のほか、障がい福祉サービスの利
用方法に関する 情報提供に 努めるとともに、
難病のある人やその家族の日常生活における
相談を必要に応じて 県難病相談支援センター
につなげ適切な支援の提供を図ります。

・障害者総合支援法に基づき、難病患
者に対する障害福祉サービス、補装具
費の支給及びに日常生活用具の支給を
行った。

・難病のある人（特に成人）やその家族が
地域で安心して暮らすための支援に特化
した検討ができていない。

・国の基本的指針において障害福祉計
画等への難病患者や難病相談支援セン
ターの意見反映が位置付けられたことも
踏まえ、関係機関との情報共有・連携を
図っていく。

(2)-①-4

４　居住環境の整備
グループホームや短期入所施設などの基盤整
備を促進するとともに、障がい者の重度化・高齢
化や親亡き後への備えや、入所施設・病院から
の地域移行を進めるため、緊急時の受け入れ
や、グループホーム・一人暮らし等の体験ができ
る機能を備えた地域生活支援拠点の整備に取
り組みます。

・地域生活拠点等の整備に係る取組み
が進められなかった。

・地域生活拠点等の整備が進んでいな
い。

・地域生活拠点等整備に係る国の基本
的指針の改正（※令和８年度末までに各
市町村において整備）も踏まえ、早急に
取り組んでいく。

②ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

(2)-②-1

１ 亀山駅周辺整備及び公共施設等のバリア
フリー化の推進
亀山駅周辺整備や公共施設や道路等の建設・
改修において、障がい者の視点に立ち安全性に
配慮しつつ整備を進め、バリアフリー化・ユニ
バーサルデザインに配慮します 。

市街地再開発事業により整備する施設
建築物及び公共施設（道路・駅前広場）
について、亀山駅周辺２ブロック地区市
街地再開発組合が実施する工事への支
援を行い、ユニバーサルデザインに配慮
した施設整備を完了させた。

交通規制や迂回路等が長期間に渡り発
生した場合の、工事実施中の障がい者
への安全対策を考える必要がある。

令和４年10月に市街地再開発事業が完
了したことから、今後、公共施設、道路
等の建設・改修等の関係事業において
必要に応じ、バリアフリー化・ユニバーサ
ルデザインの理念に基づく整備を図って
いく。

(2)-②-2

２　障がい者に配慮した市営住宅の整備
障がい者の入居を想定した市営住宅のバリアフ
リー化を推進するとともに、ユニバーサルデザイ
ンに配慮した民間住宅の借上げを検討します。

栄町住宅の駐車場について、区画が狭く
入居者が駐車する上で支障となっていた
ことから、高齢者や障がい者でも利用し
やすいよう、植栽等を一部撤去し、区画
が広くなるよう整備した。

令和４年度は民間住宅を借上げることが
できなかった。幅広く本事業の周知を行
う必要がある。

民間住宅を借上げる際には、事業者に
対してユニバーサルデザインに配慮した
民間賃貸住宅となるよう事業案内を行
う。

環境の整備を進めることにより、
誰もが、安全で快適に暮らせ、
障がいのある人が積極的に社会
に参加する姿がみられます。

個別のニーズとライフステージに
応じたサービスの質・量が確保さ
れることにより、障がいのある人
が住み慣れた地域で自立した
社会生活が送れています。
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(2)-②-3

３　ユニバーサルデザインの普及啓発
県が認定するユニバーサルデザインアドバイ
ザー等と連携し、より効果的なユニバーサルデ
ザインのまちづくりに向けた啓発活動を行いま
す。

・西野公園の複合遊具更新において、イ
ンクルーシブに配慮した遊具を設置し
た。また、亀山公園わんぱく広場（遊具
広場）の遊具更新について、懇談会、ア
ンケート調査を実施した。
・三重県ユニバーサルデザインのまちづく
り推進条例に基づき、「和賀白川線」につ
いて、整備基準に適合した特定施設新
設等通知書を三重県に提出した。
・既存道路については定期的に点検を実
施し破損個所が無いことを確認した。

・懇親会等での要望をどのように具体化
していくか、事業内容の検討が必要であ
る。
・特定施設新設通知書を提出してから許
可を受理するまでに協議時間を要したこ
とから、今後、対象となる新たな施設につ
いては、早期段階に提出していきたい。
・既存道路の点字ブロック設置数が膨大
な量のため、詳細点検は困難である。

・企業等からの提案も検討するため、プロ
ポーザル方式での事業実施を進め、アン
ケート調査等により利用者の意見も聴取
し、選定委員会にて事業内容の検討を
行う。
・令和５年度から「川合９号線」に事業着
手するため、道路詳細設計時に三重県
と協議を進め円滑な事業進捗を図って
いく予定である。
・引き続き定期的な点検を実施していくと
ともに、自治会等からの修繕要望があれ
ば早期対応を行っていく。

環境の整備を進めることにより、
誰もが、安全で快適に暮らせ、
障がいのある人が積極的に社会
に参加する姿がみられます。
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(2)-②-4

４　必要な情報を得られる情報発信
障がいの有無を問わず、必要な情報が必要な
人に確実に届くよう、引き続き市ホームページに
おけるウェブアクセシビリティへの対応に取り組
みます。

・個々のページ更新時に、対応が不十分
な箇所があった場合はその都度改善を
行い、誰もが情報を得られるよう対応し
た。また、市職員のホームページ作成時
のマニュアルとして使用できる「ウェブアク
セシビリティガイドライン」の基礎資料を整
えることができた。

・職員研修を実施できなかったため、職
員のウェブアクセシビリティに対する理解
を促進する必要がある。

・職員研修の実施やホームページ作成
マニュアルとして使用できるウェブアクセ
シビリティガイドラインの作成などを通じ
て、ウェブアクセシビリティの向上を図る。

(2)-②-5

５　読書バリアフリーの推進
視覚障がい者等の読書環境の整備や、郵送貸
出、対面朗読サービスの実施のほかアク セシブ
ルな書籍等を充実し、量的拡充を図るなど読書
バリアフリー法の視点に立ったサ ービスを進め
ます。 また、アクセシブルな電子書籍の導入の
しくみづくりを進めます。

視覚障がい者等の読書活動推進のた
め、肢体不自由な方など、手に取って読
むことが難しい方などへも郵送貸出がで
きるよう要綱改正を行った。また、若年層
向けの大活字本の新規購入、ＬＬブック
等のコーナー設置のほか、朗読室設置、
拡大読書器や電子図書館の導入を行っ
た。

障がい者福祉に関するテーマ展示を連
携して行うことはできたが、郵送貸出の拡
大や新たなサービスの周知を担当部署
と連携し、啓発することまでは至らなかっ
た。

イベント等と通した図書館利用の促進、
「しずかなへや」の活用を含め、担当部署
との連携による新たなサービスの周知啓
発を行うことが必要である。

③防災・安全対策の充実

(2)-③-1

１　防災知識に関する情報提供の充実
災害時における障がい者の援助に関する知識
の普及・啓発を図るとともに、地域の自主防災
組織等の協力を得ながら、地域の防災訓練等
に障がい者が参加しやすい環境づくりに取り組み
ます。

地域が実施する防災訓練や出前講座等
で、災害時における障がい者の援助に関
する知識の普及・啓発を図った。

災害時における障がい者の援助に関す
る知識の普及・啓発を実施しているもの
の、地域の防災訓練等に障がい者が参
加しやすい環境づくりの確立には至って
いない。

地域が実施する防災訓練時に、障がい
のある方が参加できるように、避難行動
要支援者名簿を利用した安否確認や車
いす等を利用した避難訓練等、障がいの
ある方を想定した訓練を引き続き行って
いく。

(2)-③-2

２　災害時の要支援者対策の推進
大規模な災害の発生に備え、避難行動要支援
者名簿を更新し、個別避難計画を作成するとと
もに、より実効性の高い支援者対策に努めま
す。

避難行動要支援者名簿の取扱い方針に
基づき、高齢・障がい分野と連携しなが
ら、避難行動要支援者名簿の更新作業
を行った。

避難行動要支援者名簿の登録情報につ
いて、災害等の有事のみ共有する方が
多く、地域の自治会等が独自で持つ避
難支援者情報と乖離が生じている。

平常時から避難支援者に共有できるよ
う、未同意者に同意を働きかける。

(2)-③-3

３　福祉避難所等の充実
災害時等に一般の避難所では避難生活が困難
な障がい者が 安心して 避難できる福祉避難所
等の 充実 を図り、 福祉避難所への物資等を
供給する体制の強化や 感染症対策に対応した
避難所設置運営 に努めます。

備蓄している避難生活用備蓄品の適正
な維持管理を行うとともに、障がい者に
配慮した備蓄品の追加や数量について
検討を行った。

備蓄品なども含めて、福祉避難所協定
事業所との協議の場が年１回程度必要
である。

亀山市備蓄・調達基準に基づき、避難
生活用備蓄品の適正な維持管理を行う
とともに、障がい者に配慮した備蓄品の
追加や数量について随時検討を行う。

(2)-③-4

４　福祉避難所協定事業所との連携
災害時に特別な支援を必要とする人が安心し
て避難生活を送ることができるよう福祉避難所
協定事業所との連携を図ります。

災害時における障がい者の避難・生活等
に寄与する避難所等の確保に取り組め
なかった。

現在の福祉避難所協定事業所には障が
い福祉施設がないため、確保に努める必
要がある。

障がい福祉に係る資源を活用した福祉
避難所の整備・確保を目指していく。

環境の整備を進めることにより、
誰もが、安全で快適に暮らせ、
障がいのある人が積極的に社会
に参加する姿がみられます。

防災対策の充実が進み、障が
いのある人の地域における安
心・安全な暮らしにつながってい
ます。

- 91 -



基
本
目
標

実
施
目
標

施
策
方
向

取組
番号 めざす姿 令和４年度実績・成果 課題 令和５年度以降の方向性取組内容

④権利擁護対策の充実

(2)-④-1

１ 権利擁護支援の地域連携ネットワークの構
築
権利擁護支援の必要な人の発見・支援、早期
の段階からの相談・対応体制など、利用者がメ
リットを実感できるよう、広報、相談、利用促進
などの機能を備えた中核機関を設置する等、権
利擁護を支援する地域連携体制のしくみづくり
を構築します。

広報・啓発、相談、利用促進、後見人等
支援、法人後見の業務を担う成年後見
制度における中核機関を社会福祉協議
会に設置した。また、司法や福祉などの
連携体制を構築するため、亀山市法福
連携ネットワーク協議会を設置・運営し
た。

事業を開始したばかりであり、市民や関
係機関など、成年後見制度の内容や中
核機関の業務内容などの周知が必要で
ある。

成年後見制度の利用促進に向け、制度
概要のわかりやすい情報提供や中核機
関の役割について、広く周知する行事の
開催を進める。

(2)-④-2

２　成年後見制度の利用の促進
成年後見制度の積極的な情報提供を行い、報
酬助成の拡大を図る等、 成年後見制度の利用
の促進に取り組むとともに、社会福祉協議会に
よる法人後見等の体制づくりについて協議を進
めます。

成年後見制度利用支援事業実施要綱
と成年後見制度利用助成事業実施要
綱を一体化し、報酬助成に係る市長申
立てに限るの解除や利用助成の拡大を
行った。また、法人後見の受任機関とし
て、社会福祉協議会を確保した。

受任調整会議における法人後見の受任
調整を行うなど、後見業務のノウハウの
蓄積が必要である。
限りある受任機関を確保できるよう、継
続的な働きかけが必要である。

後見業務に係る受任機関の確保に向
け、法福連携ネットワーク協議会への参
画の依頼や本市の取組内容を周知し、
成年後見制度の利用を図る。

(2)-④-3

３　日常生活自立支援事業の充実
判断能力が低下した人等に対しては、社会福
祉協議会による日常生活自立支援事業により
生活支援の充実を図ります。

・知的・精神障がいがある人が、地域に
おいて自立した生活ができるよう、社会
福祉協議会の生活支援員のサポートを
得て、ＣＳＷにつなげる等支援を行った。

・利用者とその家族が事業を十分に理解
できていないケースや解決困難な課題を
抱えるケースも多いため、組織間連携に
よりサポートする必要がある。

・自立支援において、金銭管理は重要か
つ困難が生じやすい課題であるため、引
き続き周知・啓発活動を行い、本人や支
援者の理解を高めていく。

(2)-④-4

４　虐待防止による権利利益の擁護
関係各課、警察等の行政機関や司法書士等の
法曹などの関係機関との連携・協力体制を強
化し、虐待を受けた障がい者の保護や自立の支
援、養護者に対する支援等を行い、障がい者の
権利利益を擁護します。

高齢者・障がい者虐待防止代表者会議
を書面開催し、市内で発生する虐待案
件の状況を情報共有し、連携して取り組
んだ。

複雑化した虐待事案が増加傾向にあり、
専門的知識に基づく判断が必要な場面
が増えている。

弁護士や社会福祉士のアドバイス等を積
極的に活用して、被虐待者の保護及び
養護者に対する支援、権利擁護が適正
に図られるよう取り組む。

成年後見制度の利用が進むと
ともに、関係機関との連携強化
により、権利擁護支援が必要な
人が安心して生活しています。
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第６期 障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画【令和４年度の実績】 

 

１ 第６期亀山市障がい福祉計画の概要 

第６期亀山市障がい福祉計画は、障害者総合支援法第８８条に基づき策定するもの

で、障がい福祉サービス等の確保に関する計画となり、国の基本指針に即して、計画期

間（令和３年～令和５年度）における成果目標を設定し、その成果目標を達成するため

の活動指標（個別サービスの見込量等）を定めたものです。 

 

２ 計画期間における目標値 

(1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 

国の指針では、令和元年度末時点における施設入所者数の 6％以上を、令和５年度末

までに地域生活へ移行することとし、また、令和５年度末の施設入所者数を令和元年度

末時点の施設入所者数から 1.6％以上削減することを基本目標としています。 

【成果目標】 

障がいのある人の地域での自立生活を進める観点から、令和元年度末において福祉施

設に入所している障がいのある人のうち、グループホームや一般住宅等に移行する人を

見込んで、令和５年度末における地域生活に移行する人の目標値を設定します。 

令和元年度末現在、福祉施設に入所している人は２９人です。目標年度である令和５

年度末までには移行率６％以上に相当する２人を地域生活移行者数（目標値①）として

設定します。また、令和元年度末における施設入所者数（２９人）の 1.6％以上に相当

する 1名を施設入所者の削減数（目標値②）として設定します。 

項  目 数 値 進  捗 

令和元年度末時点の入所者数（A）   ２９人  

令和５年度施設入所者数（B）   ２８人  

【目標値①】 

地域生活移行者数 

（A）の 6％に相当する数値

(小数点以下を切り上げ) 

  2 人減 

 （1.74） 
令

和

３

年

度 

０人 令

和

４

年

度 

０人 令

和 

５

年

度 

 

【目標値②】 

施設入所者の削減数（A-B） 

（A）の 1.6％に相当する数値(小

数点以下を切り上げ) 

 １人 

 （0.46） 
０人 ０人  

【令和４年度 成果・課題】 

令和３年度に引き続き、令和４年度も地域移行者がいなかったことから目標が達成できなかった。 

今後、地域移行の見込みがある対象者に対して、地域移行支援事業を活用するなど、入所施設等

の関係機関と連携を図りながら取り組んでいく。 
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(2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

国の指針では、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムについての構築を行う

こととしています。 

【成果目標】 

保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神障がいにも対応した地域包括

ケアシステムの構築を進めます。 

項  目 数 値 進  捗 

【目標値】 

令和５年度末の保健・医療・福祉関

係者による協議の場 

実施 

令

和

３

年

度 

実施 

令

和

４

年

度 

実施 

令

和 

５

年

度 

 

【令和４年度 成果・課題】 

鈴鹿・亀山圏域の精神障がいに関わる保健・医療・福祉関係者が参加する連絡会において精神障が

いにも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る協議を行い、情報共有等を図った。 

 

(3)地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

国の指針では、令和５年度末までに、障がい者の地域での生活を支援する拠点等を

1つ以上確保しつつ、その機能の充実のため、年 1回以上運用状況を検証することと

しています。 

項  目 数 値 進  捗 

【目標値】 

令和５年度末の地域生活支援拠

点の整備数 

 １か所 

令

和

３

年

度 

０か所 

令

和

４

年

度 

０か所 

令

和

５

年

度 

 

【令和４年度 成果・課題】 

令和３年度に引き続き令和４年度も、地域生活支援拠点の整備に取り組むことができなかった。 

現在、地域生活支援拠点の対象者把握のための基礎調査を行っており、国の基本的指針の改正

（※令和８年度末までに各市町村において整備）も踏まえ、早急に取り組んでいく必要がある。 

 

(4)福祉施設から一般就労への移行等 

①福祉施設から一般就労への移行者数 

国の指針では、次のとおりとしています。 

①令和５年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を令和元年度実

績の 1.27 倍以上とする。 

②就労移行支援事業については令和元年度の一般就労への移行実績から 1.3 倍以上、

就労継続支援業 A 型については、1.26 倍以上、就労継続支援 B 型は 1.23 倍以上と

する。 

【成果目標】 

令和元年度に就労移行支援事業所から一般就労した人は４人であるため、1.3 倍に

- 94 -



 

 
 

相当する６人を目標値①として設定します。同じく就労継続支援 A 型から一般就労へ

移行した人は３人であるため 1.26 倍に相当する４人を目標値②として設定し、就労

継続支援B型から一般就労へ移行した人は１人であるため1.23倍に相当する２人を目

標値③として設定します。①②③を合計した目標値④は１２人となります。 

項  目 数 値 進  捗 

   

就 労 移

行 支 援

事業 

令和元年度の年間一般就労

への移行実績者数（A） 
4 人 

令和 5年度の数値を算定するための基礎とな

る数値 

【目標値①】令和 5 年度の

一般就労移行者数 

（A）×1.3(小数点以下を切

り上げ) 

6 人 

令

和

３

年

度 

１人 

令

和

４

年

度 

１人 

令

和

５

年

度 

 

就 労 継

続支援 

A 型事業 

元年度の年間一般就労への

移行実績者数（B） 
3 人 

令和 5年度の数値を算定するための基礎とな

る数値 

【目標値②】令和 5 年度の

一般就労移行者数 

（B）×1.26(小数点以下を

切り上げ) 

4 人 
 

令

和

３

年

度 

０人 

令

和

４

年

度 

１人 

令

和

５

年

度 

 

就 労 継

続支援 

B 型事業 

令和元年度の年間一般就労

への移行実績者数（C） 
1 人 

令和 5年度の数値を算定するための基礎とな

る数値 

【目標値③】令和 5 年度の

一般就労移行者数 

（C）×1.23(小数点以下を

切り上げ) 

2 人 

 

令
和
３
年
度 

３人 

令
和
４
年
度 

４人 

令
和
５
年
度 

 

令和元年度の一般就労移行者数（D） 8 人 
令和元年度において福祉施設を退所し一般就
労した数…（A）+（B）+（C） 

【目標値④】  【①+②+③】 

令和 5 年度の一般就労移行者数 

（D）と比較し 1.5 倍 

 

12 人 

 

令
和
３
年
度 
 

４人 

令
和
４
年
度 

６人 

令
和
５
年
度 

 

【令和４年度 成果・課題】 

就労移行支援事業からの移行は 1人、就労継続支援Ａ型事業所からの移行は１人、就労 B型事

業からは４人が移行した。今後も障害者就業・生活支援センターや福祉施設との情報共有や連携を

図りながら、一般就労への移行者が増えるよう継続的な支援を行う。 

 

②就労定着支援事業の利用者数（新規：第６期～） 

国の指針では、令和５年度における就労定着支援事業を通じて一般就労へ移行する者

のうち 7割が就労定着支援事業を利用することを基本としています。 
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【成果目標】 

一般就労への定着が重要であることから、令和５年度の就労定着支援事業所の利用者

数を目標値として設定します。令和５年度の一般就労への移行人数は１２人を目標値と

していることから、就労定着支援事業利用者の目標値は９人とします。 

項  目 数 値 進  捗 

令和５年度の一般就労移行者数   １２人  

【目標値】 

令和 5年度の就労定着支援事業

所の利用者数 

（A）の 7割に相当する数値

（小数点以下を切り上げ） 

  ９人 

令
和
３
年
度 

０人 

令
和
４
年
度 

４人 

令
和
５
年
度 

 

【令和４年度 成果・課題】 

就労定着支援事業の利用者は４人であった。当該サービスを提供できるのは市外の事業所であり、

当該事業の利用を促進するため周知等を図るとともに、市内事業所の開設を働きかけていく。 

 

③就労定着支援事業所の就労定着率（新規：第６期～） 

国の指針では、就労定着支援事業所のうち就労定着率が８割以上の事業所を、全体の

７割以上とするとしています。 

【成果目標】 

就労定着率（過去３年間の就労定着支援総利用者のうち前年度末時点の就労定着者数

の割合）が８割以上の就労定着支援事業所の事業所数を設定します。 

現在市内には就労定着支援事業所がなく、利用者は市外にある事業所を利用していま

す。令和５年度までには事業所が開設されるよう市内の事業所に働きかけていきます。 

【令和４年度 成果・課題】 

市内には就労定着支援事業所がなく利用者は市外にある事業所を利用しているため、市内

にも就労定着支援事業所が開設されるよう働きかけていく。 

 

  

項  目 数 値 進  捗 

令和 5年度における就労定着支

援事業所の全体数（A） 
 １か所  

令和 5年度における就労定着率

が 8割以上の就労定着支援事業

所の数（B） 

 １か所  

【目標値】 

就労定着率が 8割以上の事業所

数が全体の 7割以上とする。 

（A）における（B）の割合が、

国の成果目標である 7割を達成

する事業所数 

 1 か所 

令
和
３
年
度 

０か所 

令
和
４
年
度 

０か所 

令
和
５
年
度 
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(5)相談支援体制の充実・強化等（新規：第６期～） 

国の指針では、令和５年度末までに、各市又は各圏域において総合的・専門的な相談

支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施するとしています。 

【成果目標】 

相談支援体制の充実・強化するため令和５年度までに総合的・専門的な相談支援の実

施体制及び地域の相談支援体制の強化の実施体制を確保します。 

項  目 実施の有無 進  捗 

【目標】 

総合的・専門的な相談支援の実施体制

の確保（基幹相談支援センターにおけ

る相談支援機能の強化を図る。） 

実施 

令
和
３
年
度 

未実施 

令
和
４
年
度 

未実施 

令
和
５
年
度 

 

【目標】 

地域の相談支援体制の強化の実施体制の

確保（基幹相談支援センターにおける

地域の相談機関との連携強化を図

る。） 

実施 

令
和
３
年
度 

未実施 

令
和
４
年
度 

未実施 

令
和
５
年
度 

 

【令和４年度 成果・課題】 

総合的・専門的な相談支援及び地域の相談支援体制の強化の実施体制を確保できなかった。

基幹相談支援センターの相談支援機能と地域の相談機関との連携の強化について引き続き検

討していく。 

 

(6)障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築（新規：第６期～） 

国の指針では、令和５年度末までに各市において障がい福祉サービス等の質を向上さ

せるための取組を実施する体制を確保するとしています。 

【成果目標】 

① 障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組として、初任者研修や権利

擁護・虐待防止に関する研修への職員の積極的な参加を図るとともに、障がい福

祉サービス等の利用状況を把握し、障がい者等が真に必要とする障がい福祉サー

ビス等が提供できているか検証を行います。 

② 障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果の分析を活用し、請求の過

誤を無くすための取組を行い、適正な運営を行う事業所の確保に努めます。 

項  目 実施の有無 進  捗 

【目標】 

障がい害福祉サービス等の質を

向上させるための取組を実施す

る体制の構築（職員は障がい福

祉サービス等に係る各種研修に

積極的に参加し、障がい者等が

真に必要とする障がい福祉サー

ビス等が提供できているか検証

を行います。） 

実施 

令
和
３
年
度 

未実施 

令
和
４
年
度 

実施 

令
和
５
年
度 
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【令和４年度 成果・課題】 

職員が障害福祉サービスに係る研修等に参加し、審査支払システムの結果分析と過誤請求の防止

に努めるとともに、サービスの利用状況の把握、検証、事業所へのフィードバックを図った。 

 

３ 障がい福祉サービスの活動指標とその確保のための方策 

成果目標の達成に向けて、各サービスの必要な量の見込みである活動指標及びその確

保のための方策を定めます。活動指標は、各年度における１か月あたりの総量を見込ん

だものであり、単位の考え方は次のとおりです。 

 

(1)訪問系サービス 

①居宅介護（ホームヘルプ） 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付時間（時間／月） 790 820 850 722 739  

利用者数（人／月） 60 62 64 78 80  

 

②重度訪問介護 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付時間（時間／月） 600 600 850 350 338  

利用者数（人／月） 2 2 3 1 1  

 

③同行援護 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付時間（時間／月） 80 80 80 58 74  

利用者数（人／月） 5 5 5 7 6  

 

 

時間/月…各年度のサービス提供時間の月間平均（各年度の実績又は見込値を 12 で割った数値） 

人/月…各年度の利用人数の月間平均（各年度の実績又は見込値を 12 で割った数値） 

人/日…「月間の利用人数」×「１人１月あたりの平均利用日数」で算出されるサービス量 
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④行動援護 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付時間（時間／月） 1 1 1 0.25 0.29  

利用者数（人／月） 1 1 1 0.25 0.25  

 

⑤重度障害者等包括支援 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付時間（時間／月） 0 0 0 0 0 0 

利用者数（人／月） 0 0 0 0 0 0 

 

◆サービスを確保するための方策 

居宅介護の事業所は、令和元年度には５か所になり、サービスを提供する環境は年々

整いつつありますが、福祉施設入所者や精神科病院へ入院している障がい者が地域生活

へ移行するためにも、引き続き、訪問系サービスの提供体制を整える必要があります。 

また、新規参入を検討する事業所や既存の事業所に対し、夜間や早朝にも対応できる

体制の確保やホームヘルパー等の人材確保に向け働きかけます。 

 

【令和４年度 成果・課題】 

【居宅介護】 

利用者数が見込みよりも増加し、今後も自宅での介護ニーズ増により増加が見込まれる。 

【重度訪問介護】 

昨年度に引き続き、想定していたサービス利用がなかったため、見込みから半減となった。 

【同行援護】 

令和３年度に続き利用が増加した。視覚障がい者の社会参加や地域生活支援のため、計画

相談事業所等と連携を図っていく。 

【行動援護】 

鈴鹿市の３事業所だけが提供可能であるが、実態としてニーズが少ない。 

【重度障害者等包括支援】 

県内には対応できる事業所がないが、ニーズの把握に努めることとする。 
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(2)日中活動系サービス 

①生活介護 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付日数（人日／月） 1,900 1,960 2,020 1943 1918  

利用者数（人／月） 100 103 106 95 114  

②自立訓練 

【機能訓練】 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付日数（人日／月） 10 10 10 23 12  

利用者数（人／月） 1 1 1 1 3  

 

【生活訓練（宿泊型自立訓練含む）】 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付日数（人日／月） 23 23 23 23 44  

利用者数（人／月） 1 1 1 1 3  

 

③就労移行支援 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付日数（人日／月） 270 290 310 205 138  
利用者数（人／月） 15 16 17 18 17  

 

④就労継続支援 

 【Ａ型：雇用型】 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付日数（人日／月） 740 740 740 811 982  

利用者数（人／月） 36 36 36 46 63  
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【Ｂ型：非雇用型】 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付日数（人日／月） 1,890 1,980 2,070 2018 2120  

利用者数（人／月） 105 110 115 122 146  

 

⑤就労定着支援 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

利用者数（人／月） 4 5 9 0 6  

 

⑥療養介護                            

                         
項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

利用者数（人／月） 10 10 10 10 9  

 

⑦短期入所（ショートステイ） 

【福祉型】 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付日数（人日／月） 250 265 280 246 214  

利用者数（人／月） 30 32 34 37 36  

 

【医療型】 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付日数（人日／月） 10 10 10 11 4  

利用者数（人／月） 1 1 1 3 2  
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◆サービスを確保するための方策 

「短期入所（福祉型）」についてはレスパイトとしての需要があり、需要の高さが伺

えます。市内には定員５名の施設が１カ所しかないため、緊急時にも受け入れが可能と

なるよう事業者へ参入を促すととともに、鈴鹿・亀山圏域で広域的に空床の有効活用を

図るためのシステムづくりの検討を行います。 

【令和４年度 成果・課題】 

【自立訓練（機能訓練・生活訓練）】 

新規の利用が増加したため生活訓練が見込みを大きく上回った。 

【就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、就労移行支援、就労定着支援】 

A 型・B 型ともに見込みを上回る利用により、実際の移行者は、就労移行支援及び就労継

続支援 A型では１人、就労継続支援 B型では４人が一般就労に繋がった。 

【療養介護】 

継続的な利用者がいるため、引き続き利用が見込まれる。 

【短期入所（福祉・医療型）】 

福祉型は、利用者数の増加に伴って給付時間も年々増加していたが、令和３年度に引き続

き、令和４年度も減少となった。しかし、今後、介護者の高齢化を背景として利用の増加が見

込まれる。 

 

(3)居住系サービス 

①自立生活援助 

                      

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

利用者数（人／月） 1 1 1 １ 0  

 

②共同生活援助（グループホーム）                 

             

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

利用者数（人／月） 38 40 42 40 48  

 

③ 施設入所支援                          

                       

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

利用者数（人／月） 30 29 28 34 35  
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④地域生活支援拠点等整備及び機能充実の検討回数  

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

検討回数（回/年） 1 1 1 0 0  

◆サービスを確保するための方策 

重度障がい者が地域で生活し続けられるように、重度障がい者への対応が可能なグ

ループホームの開設を促進していきます。 

【令和４年度 成果・課題】 

【自立生活援助・共同生活援助・施設入所支援】 

市内の共同生活援助施設は７箇所である。居住の場の確保のため、事業所等と連携し、地域

移行につながる基盤整備に取り組む。 

【地域生活支援拠点等整備及び機能充実の検討】 

地域生活拠点等整備が進められていないため、国の基本的指針の改正（※令和８年度末ま

でに各市町村において整備）も踏まえ、早急に取り組んでいく必要がある。 

 

(4)相談支援 

①計画相談支援                          

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

利用者数（人／月） 60 65 70 60 79  

 

②地域移行支援 

                      

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

利用者数（人／月） 1 1 1 0 0  

 

③地域定着支援                          

◆サービスを確保するための方策 

 ①サービス計画相談支援の需要に応えるため、事業所へ新規参入を促します。また既

存の特定相談支援事業所での相談支援専門員の増員を呼びかけます。 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

利用者数（人／月） 1 1 1 0 0  
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② 基幹相談支援センターが実施する研修や事例検討会を通じて相談支援専門員のス

キルアップを行い、相談支援体制の充実を図ります。 

③ 障がい者が地域で安心して自立した生活を送るための切れ目のない支援を行うた

め、地域移行支援、地域定着支援の周知に努めます。 

【令和４年度 成果・課題】 

【計画相談・地域移行・地域定着支援】 

計画相談支援は、見込みを上回る利用があった。また、地域移行支援・地域定着支援の事

業所は、市内０、鈴鹿市で２であるため、事業所の参入を促しつつ、地域移行支援の利用者

が地域定着支援へとつながるよう努める。 

 

(5)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築【新規：第６期～】 

保健・医療・福祉関係者による協議の回数 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムについて、保健・医療・福祉関係者に

よる協議を通じて精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築を進めます。 

 項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

検討回数(回/年) 3 3 3 3 3  

◆サービスを確保するための方策 

鈴鹿・亀山圏域における保健・医療・福祉関係者による協議を通じて、顔の見える関

係を構築し、事例検討を通して地域課題の共有を進めるため、年に３回の検討会を実

施します。 

【令和４年度 成果・課題】 

鈴鹿・亀山圏域の精神障がいに関わる保健・医療・福祉関係者が参加する連絡会において精神

障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る協議を行い、情報共有等を図った。 

 

(6)相談支援体制の充実・強化等【新規：第６期～】 

地域の相談体制の強化 

基幹相談支援センターについて、機能の強化を図りながら総合的・専門的な相談支援

の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保します。 

  区分 

第 6期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 
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地域の相談支

援事業者に対

する訪問等に

よる専門的な

指導及び助言 

訪問等による

実施件数 
60 60 60 0 0  

地域の相談支

援事業者の人

材育成 

研修会の開催

回数 
2 2 2 2 2  

地域の相談機

関との連携強

化の取組 

相談支援事業

所担当者連絡

会の開催回数 

12 12 12 7 10  

 

◆サービスを確保するための方策 

①計画相談支援の質の向上のため基幹相談支援センターが地域の相談支援事業所に訪

問等を行い、指導、助言や援助を行います。 

②月１回「相談支援事業所担当者連絡会」を開催し,情報交換や顔の見える関係づく

りを行い、地域の相談機関との連携強化の取組を行います。 

③地域の相談支援事業者の人材育成のため「基幹相談支援センター」で年２回の研修

を行う他「相談支援事業所担当者連絡会」の中で事例検討会を行い相談支援専門員

のスキルアップを図ります。 

【令和４年度 成果・課題】 

市と相談支援事業の委託先とが目標を共有できていなかったことから、事業所への訪

問等による助言、援助等に取り組めず、相談支援体制の連携を図るための基盤づくり

につながらなかったため、基幹相談支援の役割を明確に位置付けていく。 

 

(７)障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組【新規：第６期～】 

障がい福祉サービスが多様化する中で、障がい者等が真に必要とするサービス等が

提供できているか検証を行います。また、障害者自立支援審査支払等システム等に

よる審査結果の分析を活用し、請求の過誤を無くし、適正な運営を行う事業所の確

保に努めます。 

①障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用 

項  目 
第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

障がい福祉サービ

スに係る研修 

市職員の参

加人数 
10 10 10 8 9  

 

②障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 
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事業所との審査結

果の共有 
実施回数 12 12 12 12 12  

◆サービスを確保するための方策 

①県、国保連合会、システム委託会社などが主催する研修への市職員の積極的な参加

を図ります。障がい福祉サービス等の利用状況を把握し、障がい者等が真に必要と

する障がい福祉サービス等が提供できているか検証を行います。 

②障害者自立支援審査支払等システム等による月 1回の審査結果の分析を各事業所へ

共有します。請求の過誤を無くすための取組を行い、適正な運営を行う事業所の確

保に努めます。 

【令和４年度 成果・課題】 

障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析し、事業所への

フィードバック等を通じて請求の過誤を防止するよう取り組んだ。 

 

４ 地域生活支援事業の目標とその確保のための方策 

(１)理解促進研修・啓発事業 

 障がいがある人に関する地域住民の理解を図るための啓発活動等を実施します。 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・見込値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

理解促進研修・啓

発事業の実施 
実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施  

◆サービスを確保するための方策 

 「ヒューマンフェスタ in 亀山」や「あいあい祭り」等において、障がい者等への理

解や障害者差別解消法や障害者虐待防止法等についてより多くの方へ普及啓発でき

るように取り組みます。 

【令和４年度 成果・課題】 

感染拡大により「あいあい祭り」は開催できなかったが、ヒューマンフェスタ in 亀山において、

共生社会の理念や福祉意識の向上に係る啓発を行った。 

 

（２）相談支援事業 

障がいがある人等の福祉に関する問題に対して相談に応じ、必要な情報の提供や助言

などを行うとともに、関係機関との連絡調整や必要な援助を行います。 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

障害者総合相談

支援センター 

箇所数 

（か所） 
1 1 1 1 1  

基幹相談支援 

センター 
設置の有無 有 有 有 有 有  
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基幹相談支援 

センター等 

機能強化事業 

実施の有無 検討 実施 実施 検討 検討  

◆サービスを確保するための方策 

①障害者総合相談支援センターには、令和元年度 2,583 件、令和２年度 3,243 件の相

談実績があり、ニーズが増加していることから、今後も障がいがある人や家族が気

軽に相談できる場として広く利用できるように周知を図ります。 

②基幹相談支援センターについては、地域の中核的な相談支援事業所としての機能強

化を図ります。 

【令和４年度 成果・課題】 

相談実績は 3,208 件と横ばいであるが、世帯ごとの課題や複合的な問題のあるケースが増

加していることから、基幹相談支援センターの機能の強化や各相談機関との連携、関係

機関とのネットワークの構築を図っていく必要がある。 

 

（３）成年後見制度利用支援事業 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 
令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

成年後見制度 

利用支援事業 

実利用者数 

（人） 
1 2 2 0 2  

◆サービスを確保するための方策 

後見人報酬の助成に関する対象者の見直し及び拡大を検討します。また、国は、成年

後見利用促進計画に基づき、令和５年度までに広報、相談、利用促進などの機能を備

えた中核機関の設置を求めています。今後、市でも成年後見に係る周知啓発や申し立

てなどのコーディネートを行う中核機関の設置を目指します。 

【令和４年度  成果・課題】 

成年後見制度利用支援事業２件の利用があった。また、成年後見制度における中核機関を

亀山市社会福祉協議会に設置した。 

 

(４)成年後見制度法人後見支援事業【新規：第６期～】 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制

を整備することにより、障がいがある人の権利擁護を図ります。 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

成年後見制度 

法人後見支援事業 
実施の有無 無 有 有 無 有  

◆サービスを確保するための方策 

法人後見の活動を安定的に実施するための体制づくりに向けたヒアリング調査を行う
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とともに、法人後見を担う団体が困難事例等に円滑に対応できる支援体制を多面的に

検討し、法人後見の実施に向けた検討を進めます。 

【令和４年度  成果・課題】 

法人後見の活動を安定的に実施するため、法人後見の受任機関として亀山市社会福祉

協議会を位置付けた。 

 

（５）意思疎通支援事業  

聴覚、言語機能、音声機能、その他障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある

障がい者等に、手話通訳や要約筆記等の方法により、障がいのある人等とその他の人と

の意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図

ります。 

◆サービスを確保するための方策 

①手話通訳者や要約筆記者の派遣については一般社団法人三重県聴覚障害者協会に委

託し、意思疎通の支援を行っています。今後も手話通訳や要約筆記を必要とする方

の利用を促進するため、他市町村からの転入時や障害者手帳交付時のサービスの案

内のほか、市のホームページにおいて制度の積極的な周知を行います。 

②手話通訳設置事業については、平成２８年度から１名の手話通訳者を週１回あいあ

いの窓口に配置しています。今後も、市の窓口で手続き等を行う際にコミュニケー

ションが円滑にできるように努めます。 

【令和４年度 成果・課題】 

手話通訳者の利用は、確定申告時の対応など１１件であったため、利用促進を図っていく。 

 

（６）日常生活用具給付等事業 

重度の身体障がいのある人や知的障がいの人、精神障がいの人などに自立生活支援用

具等の日常生活用具の給付を行います。 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

手話通訳者 

派遣事業 

実利用件数 

（件） 
10 11 12 2 11  

要約筆記者 

派遣事業 

実利用件数 

（件） 
2 2 3 0 0  

手話通訳者 

設置事業 

実設置者数 

（人） 
1 1 1 1 1  
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介護・訓練支援用

具 

給付等件

数 

（件） 

6 7 9 5 0  

自立生活支援用具 7 9 11 7 6  

在宅療養等支援用

具 
12 14 16 10 9  

情報・意思疎通支

援用具 
7 9 11 6 9  

排泄管理支援用具 1,080 1,100 1,150 1,097 1,059  

居宅生活動作補助

用具（住宅改修費） 
4 4 5 0 0  

 

◆サービスを確保するための方策 

今後も給付対象者が増加し、日常生活用具のニーズの多様化が推察されます。そのた

め、ニーズに対応した各種用具についての情報収集に努め、利用者や関係者に対して

十分な説明を行い適切な給付に努めます。 

【見込量の確保の方策】 

障がい者手帳の所持者が増加してきており、今後も給付対象者は増加すると推察され

ます。各用具についての情報収集に努め、利用者や関係者に対して十分な説明をするこ

とにより、サービス内容の理解を図り、適切な給付に努めます。 

【令和４年度 成果・課題】 

令和４年度は、介護・訓練支援用具に関しては実績が０となったが、特にストマなどの排泄管

理支援用具を中心として継続的な利用が見込まれ、対象者に必要な用具が給付できるよう

取り組む。 

 

（７）移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がいのある人等について、外出のための支援を行い、地域に

おける自立生活及び社会参加を促進します。 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

移動支援事業 

実利用者数 

（人） 
34 38 42 62 70  

延べ利用時間数

（時間） 
2,040 2,280 2,520 2,709 3,647  

◆サービスを確保するための方策 

障がいのある人等の多様な活動や社会参加、自己実現を支える重要なサービスとして、

ニーズが高く今後も利用の増加が見込まれることから、必要な人にサービスが十分提

供されるよう、実施事業者の確保に努めます。 
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【令和４年度 成果・課題】 

人工透析患者等の増加により前年より人数、時間ともに増加している。 

 

(８)地域活動支援センター機能強化事業【新規：第６期～】 

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行い、障がいがある

人の地域生活支援の促進を図ります。 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

地域活動支援セン

ター機能強化事業 

実施個所数 

（か所） 
 1 1  0  

実利用見込者数 
実利用人数 

（人） 
 10 10  0  

◆サービスを確保するための方策 

地域活動支援センターについては、「創作的活動、生産活動の機会の提供等の支援

を行う基礎的事業」に加え、「機能訓練、社会適応訓練などを行う機能強化事業」を

行うことができるよう、本市の実情に応じた形態の検討を進めるともに事業所の参入

を促します。 

【令和４年度 成果・課題】 

令和４年度は、制度構築及び要綱整備を行った。事業所への周知・説明を図っていく。 

 

≪任意事業≫ 

(1)訪問入浴サービス【新規：第６期～】 

在宅の身体障がい者に訪問入浴車による家庭での入浴サービスを提供し、身体の清潔

の保持、心身機能の維持等を図り、地域での生活を支援します。 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

訪問入浴サービス 
実利用者数 

（人） 6 6 6 7 7  

◆サービスを確保するための方策 

平成３１年４月から事業を開始しています。今後も、継続的なサービスの利用が見込

まれることからサービスが十分に提供されるよう実施事業所の確保に努めます。 

【令和４年度 成果・課題】 

障がい児３名、障がい者４名の利用があった。引き続き利用促進を図っていく。 
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(２)生活訓練等 

視覚障がい者等を対象に、日常生活上必要な訓練、指導などを行います。 

◆サービスを確保するための方策 

視覚障害生活訓練員による生活訓練を行うことにより、視覚障がい者の社会参加の促

進を図ります。利用を促進するために他市町村からの転入時や障害者手帳交付時のサー

ビスの案内のほか、市のホームページにおいて制度の積極的な周知を行います。 

【令和４年度 成果・課題】 

対象者は継続して事業を利用していることから、引き続きサービスを提供していく。 

 

 (3)日中一時支援 

障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を推進するため、障がい者等

の日中における活動の場を確保し、日中の見守りや社会に適応するための日常的な訓

練等を行います。 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・見込値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

日中一時支援 

実利用者数 

（人） 
160 170 180 161 143  

延べ利用日数

（日） 
6,950 7,400 7,800 7,443 6,098  

◆サービスを確保するための方策 

日中一時支援は、ニーズが高く今後も利用の増加が見込まれることから、サービスが

十分に提供されるよう、障がい者や障がい児の日中活動の場を確保し、ニーズに対応で

きるよう事業の促進を図ります。 

【令和４年度 成果・課題】 

放課後等デイサービスの利用増加もあり、児童に係る日中一時支援の利用が減少している。 

 

 (4)地域移行のための安心生活支援【新規：第６期～】 

 障がい者が地域で安心して暮らすための支援体制を整備します。 

項  目 
第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

生活訓練等 
実利用者数 

（人） 
11 12 13 13 15  
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◆サービスを確保するための方策 

 地域生活支援拠点等の整備に併せ、緊急一時的な宿泊や地域での一人暮らしに向けた

体験的宿泊を提供するための居室確保の事業化に向け検討を行います。 

【令和４年度 成果・課題】 

地域生活拠点等整備に係る取組みが進められなかったため、国の基本的指針の改正（※令

和８年度末までに各市町村において整備）も踏まえ、早急に取り組んでいく必要がある。 

  

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

居室確保事業 実施の有無 検討 検討 実施 検討 検討  
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５ 第２期亀山市障がい児福祉計画の概要 

第２期亀山市障がい児福祉計画は、児童福祉法第 33 条の 20 に基づき策定するもの

で、障がい児通所支援等の確保に関する計画となり、国の基本指針に即して、計画期間

（令和３年～令和５年度）における成果目標を設定し、その成果目標を達成するための

活動指標（個別サービスの見込量等）を定めています。 

 

６ 計画期間における目標値 

障がい児支援の提供体制の整備等 

国の指針は、次のとおりです。 

①令和５年度末までに市町村において児童発達支援センターを１か所以上設置す

る。また、児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施することで、保育所

等訪問支援を利用できる体制を構築する。 

②令和５年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び

放課後等デイサービス事業所を各市町村に１ヶ所以上確保することや、医療的ケ

ア児支援のための関係機関の協議の場を設けるとともに、各市町村において医療

的ケア児コーディネーターを配置する。 

【成果目標】 

①市では、市単独で発達に配慮等を要する子どもとその家庭を対象に、子どもの発

達の状態や特性に応じて、個別や集団の療育を行っています。また、保育所や幼

稚園等と連携して巡回相談を行い、集団生活に適応するための専門的な支援を行

っています。現在行っている各事業の充実を図りながら、新たに児童発達支援セ

ンターの設置を目指します。 

②未就学の重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所は現在市内にはありま

せん。令和５年度末までに１か所となるよう引き続き参入を促します。就学児以

上の重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所は現在市内に１か

所あり、令和元年度末の利用者は３名であることから引き続き確保に努めます。 

なお、医療的ケア児支援のため、平成２９年度に三重大学、三重病院、津市、鈴

鹿市、伊賀市、名張市ともに広圏域で保健、医療、障がい福祉、保育、教育など

の関係機関が連携を図るための協議の場を設置しました。今後も他機関及び他市

と連携協議しながら更なる支援体制の充実を図ります。 

また、医療的ケア児等コーディネーターについては、現在市内の障害児相談支援

事業所に２名配置していますので、引き続き確保に努めます。 
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項  目 数 値 説  明 

【目標値】 

令和 5年度末の児童発達支援セン

ターの設置 

 1 か所 

市単独で行っている相談療育事業や保育所へ

の訪問等支援の充実を図りながら、児童発達

支援センターの設置を目指します。 【目標値】  

令和 5年度末の保育所等訪問支援

を利用できる体制の構築 

 1 か所 

【目標値】 

令和 5年度末の主に重症心身障が

い児を支援する児童発達支援事業

所及び放課後等デイサービス事業

所の確保 

  1 か所 

 

重症心身障がい児を支援する児童発達支援事

業所数 

 

 1 か所   
重症心身障がい児を支援する放課後等デイサ

ービス事業所数 

【目標値】 

医療的ケア児支援のための関係機

関の協議の場の維持及び更なる充

実 

 1 か所 
  広圏域 

協議の場を維持しつつ内容の更なる充実につ

いて他市及び他機関と連携を行っていきま

す。 

【目標値】 

医療的ケア児等コーディネーター

の配置 

 2 名 
障害児相談支援事業所に医療的ケア児等コ

ーディネーターを配置します。 

 

【令和４年度 成果・課題】 

児童発達支援センターの必要な機能等を検討するため、市の情報共有等の協議ができる

場（チームすくすく）を設け、検討を進めた。今後も、必要な機能を検討し、関係部署との協

議を進めていく。 

 重度心身障害児を支援する放課後等デイサ－ビス事業所は市内に 1か所のみであること

から、計画目標値の実現に向け、新規参入を促していく。 

医療的ケアが必要な児童を支援するため「にじいろネット」等のネットワークを活用した情報

共有と医療的ケア児等コーディネーターの配置のため、事業所への働きかけを実施していく。 
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７ 障がい児福祉サービスの目標とその確保のための方策 

障がい児通所支援等は、発達支援の提供や放課後等の障がい児の居場所づくりなど

を行うものです。成果目標の達成に向けて、障がい児通所支援等の必要な量の見込み

である活動指標及びその確保のための方策を定めます。 

①児童発達支援 

未就学の障がい児を対象として、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の

付与、集団生活への適応訓練等を行うサービスです。 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付日数（人日／月） 270 297 315 261 230  

利用者数（人／月） 30 33 35 37 47  

 

②医療型児童発達支援 

障がい児を対象として、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、

集団生活への適応訓練の支援及び治療を行うサービスです。 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付日数（人日／月） 0 0 10 0 0  

利用者数（人／月） 0 0 1 0 0  

【令和４年度 成果・課題】 

児童発達支援を実施している事業所は３箇所であるが、利用者数の伸びが見られることか

ら、当該サービスを提供する事業所の確保を図っていく。なお、医療型児童発達支援は、令

和６年４月以降福祉型と統合される。 

 

③放課後等デイサービス 

就学している障がい児（６歳から１８歳）に対して、授業の終了後や夏休み等の長

期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進等を

行うサービスです。 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付日数（人日／月） 1,275 1,320 1,350 1,632 1717  

利用者数（人／月） 85 88 90 120 136  
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◆サービスを確保するための方策 

今後も「児童発達支援」「放課後等デイサービス」の更なる需要が見込まれます。支

援を必要とする障がい児に適正な支給量のサービス提供ができるよう、事業所へ新規参

入を促します。また既存の事業所での拡充を働きかけます。 

【令和４年度 成果・課題】 

 

④保育所等訪問支援 

保育所、幼稚園、小学校等などに通う障がいや発達に遅れのある児童に対して、他

の児童との集団生活に適応できるように支援を行うサービスです。 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付日数（人日／月） 
0 0 5 2.25 6.6  

利用者数（人／月） 
0 0 1 4 8  

 

⑤居宅訪問型児童発達支援 

重度の障がいの状態にある障がい児であって、外出することが著しく困難な障がい

児に発達支援が提供できるよう、障がい児の居宅を訪問して発達支援を行うサービ

スです。 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付日数（人日／月） 3 3 3 1.75 2  

利用者数（人／月） 2 2   2 1 1  

 

⑥障害児相談支援 

障がい児通所支援又は障がい福祉サービス等を利用する全ての障がい児を対象とし、

支給決定前のサービス等利用計画（案）の作成から支給決定後のサービス事業者等

との連絡調整、計画の作成を行います。さらに一定期間ごとに支援内容が適切かど

うかサービス等の利用状況を確認し計画の見直し（モニタリング）を行います。 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

給付時間・利用者数が急増し、見込値を大きく上回っている。今後も小学校入学時での利

用開始以後の継続的利用を含め利用者が増加していく一方で、人材やサービスの質等

の確保が必要である。 
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利用者数（人／月） 37 43 47 31 34  

【令和４年度 成果・課題】 

 

⑦医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーター配置人数 

項  目 

第 6 期計画・見込値 第 6期計画・実績値 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

配置人数（人） 2 2 2 2 1  

 

【令和４年度 成果・課題】 

 

保育所等訪問支援の利用が伸びているが、当該サービスを提供できる事業所は市内にはな

いため、事業所の参入を促していく。また、障害児相談支援については、児童に係るサービス

の増加に伴い増加しているため、利用を希望する児童が支援を受けられるよう、事業所と連

携を図って対応していく。 

市内の計画相談事業所に配置されているコーディネーターが１名減少したため、配置人数の

確保のため事業所に働きかけていく。 
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■計画の基本情報

R 4 ～ R 8

亀山市生涯学習計画に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

　本計画は、教育基本法第１７条第２項の規定に基づく、地方公共団体の定める教育・
振興のための施策に関する基本計画として位置付けている。また、第２次亀山市総合
計画前後期基本計画との関連は、基本施策「学びによる生きがいの創出」と深く関わ
り、地域へ生かせる学びの展開などを補完するものである。

教育委員会事務局 生涯学習課

目的・概要

計画期間 年度

　学びの成果を地域に還元する「学びの循環」が、新たな産業や仕事の創出、子育て、
地域の安心安全、高齢者の見守り等の地域の課題解決に結び付いて、その結果として
の地域創生に向けて、一人ひとりが地域で活躍できることをめざすものである。

計画の骨格
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名

デジタル技術を活用した講座の開催数

「かめやまお茶の間10選（実践）」アンケートにおける取
り組んだと回答した保護者割合

「亀山っ子」市民宣言についてのアンケートにおける目
指す子ども像について実感があると回答した割合

回

％

20

70

30

8

52.0

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

・中央公民館及びかめやま人キャンパスの講座は、新型コロナウイルス感染症の影
響等もあり、9月に一部中止及び延期となったが、可能な限り学びの機会を提供す
るため、日程調整が可能なものについては延期して講座を実施した。なお、コロナ禍
において、オンライン講座等を実施してきたが、令和４年度については、かめやま人
キャンパス第１期の最終年度として、講座の内容の多くがフィールドワークであったこ
とから、デジタル技術を活用した講座の実施回数が１回となった。また、かめやま人
の認定を受けた方を対象に、フォローアップ講座を開催した。
・市内幼稚園・保育所において、家庭教育出前講座を開催した。また、子育て応援
メッセージである「かめやまお茶の間10選（実践）」の強化月間等に取り組んだ。

・コロナ禍においても、感染症対策を徹底し、学びの場を提供したことにより、かめや
ま人キャンパスでは、「森と水の守り人」、「まちのくらし人」、「まちの歴史人」各養成
講座を修了者７名をかめやま人として認定するなど、学びを通した生きがいづくりと、
地域課題の解決に取り組む人材の育成・確保につなげることができた。
・家庭での時間として、「かめやまお茶の間10選（実践）」の強化月間等に取り組む
ことで、改めて家族の大切さを考えるきっかけとすることができた。

・感染症対策を徹底し、様々な講座を実施することで、可能な限りの学習機会を市
民に提供することができ、基本施策「学びによる生きがいの創出」につながった。

　かめやま人の今後の活動を支援するため、行政関連部署や各関係団体と連携す
るとともに、かめやま人キャンパスの諸活動の発信を行う必要がある。また、令和５
年度より第２期かめやま人キャンパスとして、２つのコースを開講することから、各講
座の内容の更なる充実を図っていく必要がある。

　学びの情報の一元化やかめやま人キャンパスの充実、「かめやまお茶の間10選
（実践）」の普及啓発に努め、学びによる生きがいの創出を推進するとともに、ＩＣＴの
活用やSDGsなど新たな視点を盛り込んだ、「亀山市生涯学習計画」に基づいた取
組を推進する。

1

66

28.924.4％
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■計画の基本情報

R 4 ～ R 12

目的・概要

　文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、４つの基本方針に基づ
く施策や取組を展開し、それぞれが相互に関わり合うことで市民の文化芸術活動をより
活発にし、基本理念「継承と創造の文化芸術を育むまち　かめやま」の実現をめざすも
のである。

計画の骨格

亀山市文化芸術推進基本計画に関する実績等報告書（令和４年度）

市民文化部 文化課

計画期間 年度

位置付け

　本計画は、文化芸術基本法第７条の２及び亀山市文化芸術基本条例第６条に基づ
き策定する「地方文化芸術推進基本計画」として定めるものである。
　また、第２次亀山市総合計画後期基本計画の基本施策「文化芸術の推進」と深く関
わっている。
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等

今後の方向性

文化芸術推進基本計画に基づき、本市の文化芸術に関する施策を総合的かつ計
画的に推進する。

成果

　コロナ禍で、余儀なく文化芸術活動が中止や制限がされる中ではあったものの、市
及び亀山市文化会館等により市民の自主的な活動を支援するとともに、市民が気
楽に文化芸術に親しむ機会を創出することができた。
　とりわけ、市美術展や市俳句会を実施し日頃の活動成果を発表できる機会を設け
ることで、市民の活動意欲の向上や活発な創作活動に寄与した。
 　また、まちの賑わいや魅力の創出につなげるための新たな文化年の開催について
は、課題を洗い出した検証等を行い、準備をすることができた。
　さらに、市内の文化芸術活動団体の継続した活動により、文化芸術の継承につな
がった。

総合計画
推進への
寄与度

　「文化芸術施策の推進」については、新たな文化年の開催に向け、過去事業の検
証を行い、「文化芸術の拠点づくり」については、文化会館のトイレ改修により、市民
の利便性の向上を図るとともに、文化芸術活動団体の作品展示に文化財建造物を
提供し、公共施設の活用を図った。
また、「文化芸術活動の活性化」については、文化芸術活動団体への補助により、
自主活動を支援できた。

反省点・課題

ニューノーマルへの対応を見据え、文化会館の指定管理者や文化芸術活動団体と
連携を図りつつ、文化に触れる機会を充実し、文化芸術活動を担う人材の育成や
交流の促進が必要である。また、文化芸術に関する情報を収集し、積極的に発信
する必要がある。

取組実績

・市文化芸術基本条例に基づき、市文化芸術基本計画に関する審議をするため、
市文化芸術推進審議会を立上げ、新たな文化年事業のため、当審議会でこれまで
の文化年事業の検証をし、これからの事業に向け提言をとりまとめた。
・市美術展を開催し、１１３点の出展があった。また、伊賀市、甲賀市と各市主催の
美術展を相互広報するとともに、市展期間中に特別体験講座を開催し、合計608
人が来場した。
・市芸術文化協会及び亀山トリエンナーレ実行委員会へ補助金を交付し、亀山トリ
エンナーレの開催にあたっては、事業協力のうえ作品展示会場として文化財建造物
を提供した。
・文化会館会議棟のトイレ洋式化改修を実施し、施設のバリアフリー化を進めた。

（設定なし）

成果指標名 現状値
実績値
（R4）

目標値
単位
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（ ）

■計画の基本情報

R 4 ～ R 8

第３次亀山市スポーツ推進計画に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

本計画は、スポーツ基本法第１０条による、地方の実情に即した、スポーツ推進に関す
る計画として位置付けるものである。また、第２次亀山市総合計画後期基本計画との関
連は、基本施策「スポーツの推進」と深く関わり、スポーツの振興の部分を補完するもの
である。

健康福祉部 健康政策課

目的・概要

計画期間 年度

計画の目的は、教育や健康、福祉、建設など幅広い関連部署との連携を密にし、亀山
市らしいスポーツ文化が地域や生活の中に根付き、健康で豊かな暮らしの実現にむけ
て取り組むための指針とし、もってスポーツの振興に資することである。

計画の骨格

【目指す姿】　市民がスポーツを通じて、生涯にわたって心身ともに健康な生活を送り、
　　　　　　　　 また、その技術や記録の向上を目指してスポーツを楽しんでいます

【基本施策】　　　　　　　　　　　　　　　　　【施策の内容】
 

ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
充
実

誰もが参加できる

スポーツ実施機会の

充実

子どもの

スポーツ環境の充実

●ライフステージに応じたスポーツ実施機会の提供

●障がい者のスポーツ参加の推進

●女性のスポーツ参加の推進

●総合型地域スポーツクラブの育成・支援

●学校体育活動の充実

●身近で安心安全なスポーツや運動の場づくり

●ジュニアスポーツの機運向上と活性化

ス
ポ
ー
ツ
を

支
え
る
力
の
促
進

スポーツ団体や

指導者の育成と

競技力の向上

●各種スポーツ団体の育成・支援

●指導者の育成支援と登録・活用

●スポーツ推進委員の活動の充実

●競技スポーツレベルの向上

●スポーツ医・科学の活用

ス
ポ
ー
ツ
文
化
の
浸
透

スポーツ情報提供の

充実

●スポーツ情報内容の充実

●各種情報媒体を活用した情報発信

競技スポーツを

身近に感じられる

機会の創出

●市内のスポーツ大会を盛り上げる機運の醸成

●スポーツの魅力発信

●スポーツイベントの開催に向けた企画

ス
ポ
ー
ツ
の
ま
ち
づ
く
り
と

拠
点
整
備

スポーツを活用した

地域活性化

●地域経済や観光との連携

●健康増進や介護予防等との連携

スポーツ施設の

整備と利用促進

●市民ニーズに応じた運動施設の充実

●運動施設の利便性の向上、施設利用の促進

●学校運動施設や公園の有効利用
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名

成人の週１回以上のスポーツ実施率

スポーツ関連団体の構成者数

市や団体が主催するスポーツ教室・大会の参加者数

市内の主な運動施設の稼働率

％

人

60

4,900

24,000

78.0

55.8

4,423

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

・市主催事業については、令和２年度・３年度は新型コロナウイルス感染症の影響に
より全て中止したが、令和４年度においては、ニュースポーツ大会、市民体力テス
ト、壮年ソフトボール大会など計画通り実施することができた。また、総合型地域ス
ポーツクラブや指定管理者等において市民ニーズに対応した教室等が開催され
た。
・三重ホンダヒートと連携して「亀山市民応援ＤＡＹ」を実施し、ラグビーの最高峰リー
グの試合に市民を無料招待しトップレベルの試合観戦の機会を提供した。
・西野公園庭球場コート全面改修工事や東野公園体育館トレーニング室空調機更
新修繕等を行い、施設の安全確保や利便性の向上に努めた。
・部活動の地域移行に向けて、教育委員会を中心に庁内協議を行った。

・新型コロナウイルス感染症の影響により減少していた、市や団体が主催するスポー
ツ教室・大会の参加者数や市内の主な運動施設の利用率がコロナ禍前の水準に
戻りつつあり、誰でも参加できるスポーツ実施機会が提供された。
・子どもたちに夢を与え、将来トップアスリートを目指そうという気概を育むため、トップ
アスリートの試合や練習を見る機会や、交流できる機会づくりができた。
・快適な利用環境を提供できるよう、施設の整備や修繕を行い、施設の利用促進を
図った。

・市民がスポーツを観戦する楽しみ、応援する喜びを感じられるよう、トップレベルの
競技スポーツを身近に感じられる機会を提供し、「スポーツ文化の浸透」に寄与し
た。
・市民が誰でも気軽にスポーツや運動に取り組めるよう、幅広い参加機会を提供し
「スポーツ活動の推進」に寄与した。

市主催事業において、多くの市民にスポーツ実施機会を提供できるよう情報発信を
する必要がある。また、休日の部活動の地域移行を見据えて、関係各所と連携し、
環境整備を図る必要がある。

多様な情報発信媒体を効果的に活用し、誰もが参加したくなるような情報発信をす
る。また、教育委員会や関係団体と連携し、部活動の地域移行に向けたモデル
ケースの導入への調整を図る。

－

4,345

22,751

74.3

11,930

70.3

人

％
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第3次亀山市スポーツ推進計画　令和５年度計画　調査シート

具体的方策 施策項目 施策の内容 担当G 令和４年度実績 今後の課題 令和５年度計画

健康づくりが地域の文化になるよう、継続的なスポー
ツ実施機会の提供に努めます。

スポーツ推進Ｇ
誰でも参加しやすく、継続的なスポーツ活動を行うた
め、総合型地域スポーツクラブの活動に広報協力等で
支援を行った。

現在、総合型地域スポーツクラブが、誰でも参加しや
すく、継続的なスポーツ活動の場を創出する一翼を
担っていることから、その活動を広く市民にPRする必
要がある。

総合型地域スポーツクラブが行っている、誰でも参加
しやすく継続的にスポーツ活動を行うことの出来る教
室を、ホームページや広報を通じて、市民に広くPRす
る。

誰でも気軽に参加でき、交流の場の創出につながるス
ポーツイベント等の開催に向けて、スポーツ関連団体
や地域まちづくり協議会等と連携します。

スポーツ推進Ｇ

壮年向けに壮年ソフトボール大会、子ども向けにミニ
バスケットボール大会、女性向けにバレーボール大
会、全年齢を対象にヘルスバレー大会の開催に向け
て、各種スポーツ団体と連携した。（バレーボール大
会は中止）
指定管理者において、市民ニーズに対応した教室が開
催された。

各種大会等の参加者が増えるよう、大会情報の発信等
に努める必要がある。

各種スポーツ関係団体などと連携し、市民ニーズに対
応したスポーツイベント・大会やスポーツ教室などの
開催に努める。
また指定管理者と協力し、市民ニーズに対応した自主
事業に取り組むよう要請していく。

高齢者支援Ｇ
地域で自主的に体操を行っている団体「しゃきしゃき
OB会」へ講師を派遣し、活動を支援した。

しゃきしゃきOB会に参加するメンバーが減っているこ
とから、その活動を広く市民に周知する必要がある。

地域で自主的に体操を行っている団体「しゃきしゃき
OB会」へ講師を派遣するとともに、活動を介護予防の
手引きや広報等で広く周知する。

スポーツ推進Ｇ

高齢者でも無理なく安心して実施できるヘルスバレー
大会を実施した。
総合型地域スポーツクラブや指定管理者において、高
齢者向けのスポーツ教室やイベントが開催された。

参加者を増やすため、開催告知や教室の内容等を積極
的にPRする必要がある。

高齢者が無理なく安心して実施できる教室等を開催す
るとともに、総合型地域スポ―ツクラブや指定管理者
に開催を要請していく。また、開催にあたっては、開
催告知や教室内容のPRを重点的に行う。

生涯スポーツの推進のため、スポーツ推進委員の取組
による地域に根ざしたスポーツ活動の充実を図ります

スポーツ推進Ｇ
誰でも気軽に取り組めるニュースポーツ推進のため、
ニュースポーツ大会（ヘルスバレー）を実施した。

スポーツ推進委員の活動を広く市民にPRし、地域に根
差したスポーツ活動を活性化する必要がある。

誰でも気軽に取り組めるニュースポーツ推進のため、
ニュースポーツ大会（ヘルスバレー）を実施する。

障がい者支援Ｇ

全日本自動車産業労働組合総連合会・（公財）国際障
害者年記念ナイスハート基金が主宰するスポーツ大会
開催にあたり、後援、市内事業所等への案内及び職員
の参加を行った。

近隣において、障がい者が主体となる、又は障がい者
が参加できる大型のスポーツ大会、イベント等の開催
や、これらに係る情報が少ない。

障がい者が主体となり、又は参加できる大会、イベン
ト等の情報収集に努める。

スポーツ推進Ｇ
亀山市スポーツ推進委員が「県スポーツ推進委員障が
い者事業部会」に参加いただき、障がい者との交流等
について見識を深めていただいた。

障がい者が、様々な大会やスポーツイベントに参加で
きるような環境を整える必要がある。

スポーツ推進委員に「県スポーツ推進委員障がい者事
業部会」へ参加いただき、障がい者が参加出来るス
ポーツイベントについて検討する。

障がい者支援Ｇ

全日本自動車産業労働組合総連合会・（公財）国際障
害者年記念ナイスハート基金が主宰するスポーツ大会
開催にあたり、後援、市内事業所等への案内及び職員
の参加を行った。

障がい者スポーツや、障がいの有無に関わらず誰もが
取り組めるスポーツへの関心や気運を高める必要があ
る。

障がい者スポーツ等への関心を高めるため、この分野
で活躍する選手等の情報収集を図るとともに、広報等
での紹介を検討していく。

スポーツ推進Ｇ

障害のあるなしに関わらず共に取り組むのことのでき
るスポーツを通じて、共生社会づくりとするため、全
日本自動車産業労働組合総連合会と（公財）国際障害
者年記念ナイスハート基金の主催でナイスハートふれ
あいのスポーツ広場が西野公園体育館で開催された。

障がいのある人とない人が共に参加できるスポーツに
ついて検討するとともに、参加したくなるような情報
発信について検討する必要がある。

障がいのある人もない人も障がい者スポーツを共に楽
しみ参加できる機会を作れるよう、運動施設指定管理
者やスポーツ関連団体、関係部署と検討する。

子育て中の女性などがスポーツ活動に参加できるよう
に、親子で参加できる教室やイベントの開催支援や託
児サービスを併設するなど、スポーツ環境づくりに努
めます。

スポーツ推進Ｇ

スポーツ実施機会のない女性が運動施設へ足を運んで
もらうことでスポーツへの興味関心を深めるための
きっかけづくりとして、指定管理者が文化教室を開催
し、運動教室（ヨガなど）への参加を呼び掛けた。

子育て中の女性などがスポーツ活動に参加できるよ
う、スポーツ実施機会の整備について検討を行う必要
がある。

子育て中の女性などがスポーツ活動に参加できるよ
う、スポーツ実施機会環境の整備について検討を行
う。施設の幼児室の存在を周知する。

女性が、様々なスポーツ活動や各種委員・スポーツ関
連団体の運営へ参画するよう呼びかけます。

スポーツ推進Ｇ

女性向けのバレーボール大会を企画し、準備を進めた
（バレーボール協会と調整が付かず中止）。また、指
定管理者において、女性をターゲットにした教室が実
施された。

女性が、スポーツクラブの運営や様々なスポーツ活
動、スポーツイベント、スポーツ行政などへの参画を
促進する必要がある。

女性が、スポーツクラブの運営や様々なスポーツ活
動、スポーツイベント、スポーツ行政などに参画でき
るよう促す。

クラブの運営に対して、財政面の支援や助言を行いま
す。

スポーツ推進Ｇ

総合型地域スポーツクラブが実施する教室及びイベン
トの情報提供を広報やケーブルテレビによる文字情報
等により行った。また、市HPに、各総合型地域スポー
ツクラブの教室情報の詳細を掲載した。

会員の増加を図るため、活動内容の広報支援等を行う
必要がある。
また、安定した自主運営が行われるよう指導・助言が
必要である。

クラブ会員の増加を図るため、活動内容の広報支援等
を行う。また、安定した自主運営が行われるよう指
導・助言を行う。

クラブの円滑な運営に必要な熱意と知識･技術を有する
人材の育成・確保のために、研修会等の情報を提供し
ます。

スポーツ推進Ｇ
国、県等から提供された研修会などの情報を随時クラ
ブに情報提供を行った。

国、県等から提供された研修会などの情報を、随時収
集し、クラブに最新の情報を提供する必要がある。

国、県等から提供された研修会などの情報を随時クラ
ブに情報提供を行う。

クラブに対する市民の理解を深め、認知度の向上を図
るための支援を行います。

スポーツ推進Ｇ
クラブと連携し、広報、ホームページなどを通じて、
市民のクラブの認知度を向上させるような情報発信を
行った。

クラブと連携し、広報、ホームページなどを通じて、
市民のクラブの認知度を向上させるような情報発信に
努める必要がある。

クラブと連携し、広報、ホームページなどを通じて、
市民のクラブの認知度を向上させるような情報発信を
行う。

〇新たなスポーツスタ
イルへの支援

スポーツ推進委員や総合型地域スポーツクラブ、市レ
クリエーション協会などの活動により、ニュースポー
ツやアーバンスポーツを普及するとともに環境づくり
を図ります。

スポーツ推進Ｇ
スポーツ推進委員の運営により、ニュースポーツ大会
（ヘルスバレー）を開催し、ニュースポーツの普及を
図った。

アーバンスポーツの環境整備にあたって、利用者の要
望や利用者数を把握する必要がある。

市内公共施設の遊休地等を活用し、アーバンスポーツ
ができる環境の整備を図る。

（１）誰もが参加でき
るスポーツ実施機会の

充実

高齢者でも無理なく安心して運動やスポーツ活動を行
うことができる環境づくりを進めます。

○女性のスポーツ参加
の推進

○ライフステージに応
じたスポーツ実施機会
の提供

○総合型地域スポーツ
クラブの育成・支援

○障がい者のスポーツ
参加の推進

障がい者が、様々な大会やスポーツイベントに参加で
きるような環境づくりに努め、参加を呼びかけます。

障がい者スポーツへの理解と関心を高め、障がいのあ
る人もない人も障がい者スポーツを共に楽しみ参加で
きる機会づくりに努めます。
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具体的方策 施策項目 施策の内容 担当G 令和４年度実績 今後の課題 令和５年度計画

教育支援Ｇ
各園、各小学校に年3回体力向上に係る外部講師を派遣
し、子どもたちの体力・運動能力に合った活動や指導
方法の工夫や改善を行った。

引き続き、各園、各小学校に年３回体力向上に係る専
門的な指導力を有する外部講師を派遣し、子どもたち
の体力・運動能力に合った活動や教職員の指導方法の
工夫・改善を行い、子どもの体力向上を図っていく必
要がある。

引き続き、各園、各小学校に年３回体力向上に係る専
門的な指導力を有する外部講師を派遣し、子どもたち
の体力・運動能力に合った活動や指導方法の工夫や改
善を行い、子どもの体力向上を図っていく。

教育研究Ｇ

小学５年生と中学２年生を対象に全国体力・運動能
力、運動習慣等調査を行った。その結果について、市
内学校全体で共有・分析し、体力・運動能力の目標を
設定することで、適切な運動習慣・生活習慣づくりを
進めることができた。

調査結果をもとに、各校の課題をもとに目標を立て、
取り組みを進める必要がある。

引き続き、体力調査等を活用して子どもの体力・運動
能力を的確に把握するとともに、その結果を検証し、
体育の授業改善に努める。

子どもたちが、幼児期から身体を動かす機会を多くも
ち、自ら進んで運動に親しむ習慣を身につけられるよ
う、園・学校生活全体で「１学校（園）１運動プロ
ジェクト」など身体を動かす多様な活動に取り組むと
ともに、学校の内外での行事や活動などを通して、よ
り積極的に運動やスポーツに親しむ機会づくりに努め
ます。

教育研究Ｇ

各園・学校で継続し「１学校（園）１運動プロジェク
ト」に取り組んだ。園では、登園後に全園児が集合
し、体操、縄跳び、持久走等を実施し、体力の向上を
図ることができた.

「１学校（園）１運動プロジェクト」を継続的に取り
組むとともに、日常の遊びや園の行事を通して、運動
に親しみながら体力の向上を図っていく必要がある。

自ら進んで運動に親しむ習慣を身につけられるよう、
園・学校生活全体で「１学校（園）１運動プロジェク
ト」に取り組む。

子どもたちの運動機会を確保し運動習慣を向上させる
ため、「元気アップシート」など、家庭と連携した生
活習慣確立への取組を進めます。

教育研究Ｇ

各校で、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果
に基づき、「元気アップシート」を作成し、学校全体
で目標を共有し取り組みを行った。各校の課題に応じ
た取り組みを行うことができ、児童生徒の運動習慣を
向上させることができた。

「元気アップシート」において設定した各学年の目標
をもとに、適切な生活習慣・運動習慣づくりを進める
必要がある。

①運動やスポーツに親しむ、②体を動かす楽しさや喜
びを感じる。③運動やスポーツを好きになり継続しよ
うとする、④体力が向上するといった好循環が生まれ
るよう、家庭に向けた啓発を行う。

社会教育Ｇ

放課後子ども教室では、新型コロナウイルス感染症対
策を行いながら、ソフトボール・バレー・サッカー・
卓球・柔道などの種目を地域の指導者の指導のもと実
施することができた。

スポーツを通して子どもが地域の方々と関わりながら
楽しみ、関係性を育んでいくという視点を大切にし
て、継続的に展開する必要がある。

地域の実情を踏まえた上で、運動を取り入れた教室を
放課後子ども教室において実施していく。また、各小
学校区の放課後子ども教室が相互にどのような活動
（スポーツ関連）を展開しているかを共有できる場を
設ける。

スポーツ推進Ｇ
総合型地域スポーツクラブやスポーツ協会などのイベ
ント広報に協力し、参加促進に努めた。

引き続き総合型地域スポーツクラブ等において子ども
を対象とした教室、親子で参加できるイベント等の開
催を要請し、子どもの健全育成と地域の方との関わり
合いを持てる機会づくりに努める必要がある。

総合型地域スポーツクラブ等において子どもを対象と
した教室、親子で参加できるイベント等の開催を要請
し、子どもの健全育成と地域の方との関わり合いを持
てる機会づくりに努める。

幼少期から、スポーツへの関心が高まるよう、親子で
一緒に体を動かしたり、友達と外で遊んだりして、体
力づくりや仲間づくりができるよう、スポーツ関連団
体や地域まちづくり協議会等と連携して、運動やス
ポーツの体験機会の提供を図ります。

スポーツ推進Ｇ
指定管理者の自主事業として、幼少期の子どもを対象
とした事業が開催され、スポーツ体験機会が提供され
た。（年間　10種 197回開催）

幼少期から、スポーツへの関心が高まるよう、多様な
スポーツの体験機会づくりや情報提供に努める必要が
ある。

幼少期から、スポーツへの関心が高まるよう、スポー
ツの体験機会づくりや情報提供に努める。

市街地整備Ｇ

指定管理者と連携し、遊具等の安全点検を実施し、修
繕の必要がある遊具等について修繕等を行うととも
に、清掃作業等を実施した。
また、公園施設長寿命化計画に基づき、西野公園の遊
具改修を行った。

指定管理者と連携し、日常点検や定期点検により遊具
等の安全を確認し、修繕する遊具等について計画的に
進めていく必要がある。
また、公園遊具の長寿命化に向け、公園遊具を順次更
新していく必要がある。

指定管理者と連携し、遊具等の安全点検を実施し、修
繕の必要がある遊具等について修繕等を行うととも
に、公園施設長寿命化計画に基づき、亀山公園の遊具
改修を行い、公園設備の安全確保や地域防犯力の向上
に努める。

スポーツ推進Ｇ
指定管理者が、日常的に運動施設点検や整備を行いな
がら公園内を見回り、治安維持、設備の安全確保に努
めた。

施設特性上、不特定多数が出入りすることから、防犯
情報収集を行い、常駐する施設管理人による見守りを
強化する必要がある。

不審者等を発見した際、子どもたちに限らず、利用者
や施設管理人等の安全確保のため、安全体制の強化を
図る。

〇ジュニアスポーツの
機運向上と活性化

ジュニアスポーツを応援する制度の創設に向けて検討
を行います。

スポーツ推進Ｇ
今後の取組の参考とするため、先進的な取組を行って
いる自治体の事業の視察を行った。

　真にジュニアスポーツの機運が向上する方策を検討
する必要がある。

ジュニアスポーツを応援する制度の創設に向けて検討
する。

○学校体育活動の充実

（２）子どもを取り巻
くスポーツ環境の充実

子どもたちが安心安全に外遊びや運動を実施できるよ
う、公園設備の安全確保や地域防犯力の向上などに努
めます。

「総合型地域スポーツクラブ」や「スポーツ少年
団」、「放課後子ども教室」など、スポーツを通じて
多くの地域の人々と関わり合いを持てるよう参加促進
を呼びかけます。

子どもたちが、体育の授業等を通して運動に親しみ、
運動の楽しさや喜びを味わい運動技能を高めることが
できるよう、体力調査等を活用して子どもの体力・運
動能力を的確に把握したり、園や学校に専門的指導力
を有する外部指導者を派遣したりして、体育の授業や
運動部活動等における指導方法の工夫・改善を進めま
す。

○身近で安心安全なス
ポーツや運動の場作り
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各種スポーツ団体の組織強化や自主的・自発的な支援
に取り組むとともに、団体間の連携調整を図り、行政
との協働を推進します。

スポーツ推進Ｇ

市スポーツ協会に対して、必要に応じて、情報提供を
行った。また、市主催イベントには、市スポーツ協会
やスポーツ推進委員に協力を依頼するなどして、行政
との協働を推進した。

各種スポーツ団体が、自主的・自発的に組織を運営出
来るような支援を行う必要がある。また、各種スポー
ツ団体とよりよい協力関係を構築するため、各種ス
ポーツ団体との情報共有に努める必要がある。

市スポーツ協会へ必要に応じて、助言や支援を行い、
組織力の強化を図るとともに、市主催イベントには、
市スポーツ協会やスポーツ推進委員に協力を依頼する
などして、行政との協働を推進する。

各種スポーツ団体の広報活動や情報公開について、積
極的に推進するよう働きかけ、必要に応じて助言を行
います。

スポーツ推進Ｇ
各種スポーツ団体の広報活動を支援するため、広報や
ホームページを活用して、支援を行った。

各種スポーツ団体と連携し、広報活動の支援を行う必
要がある。また、市のホームページでスポーツ団体の
活動について、広くPRする必要がある。

各種スポーツ団体の活動を、わかりやすく市民にPRで
きるよう、ホームページの整備を行い、広報活動を支
援する。

各種スポーツ団体などに働きかけ、講習会や研修会な
どの機会を通じて、指導者の育成を支援します。

スポーツ推進Ｇ
各種スポーツ団体へ、講習会や研修会などの情報提供
を行った。

各種スポーツ団体と連携し、講習会や研修会を通じた
指導者の育成について支援する必要がある。

各種スポーツ団体に働きかけ、講習会や研修会などの
機会を通じて、指導者育成に努める。

学校における安全な体育指導及び運動部活動の推進の
ため、専門的で効果的な練習を行うことができるよう
教職員など指導者の資質向上に努めます。

教育研究Ｇ
コロナ禍の中、実技講習等の機会はなかったが、指導
資料の配布や動画視聴による研修会の機会の紹介等を
行った。

コロナ課集合して実技講習等を行うことはできなかっ
たが、指導法の交流をする場を設け、情報交換をおこ
なった。また、指導資料の配布をおこなった。

各種技能講習会等の参加の機会の提供を行う。

運動部活動における専門的な指導を充実するため、運
動部活動支援員の効果的な配置に取り組みます。

教育研究Ｇ
運動部活動支援員を市内３中学校に５人配置し、運動
部活動における専門的な指導を充実させることができ
た。

部活動の地域移行を見据え、部活動支援員の登録を増
やし、地域における部活動指導者のすそ野を広げてい
く必要がある。

運動部活動支援員を引き続き３中学校に配置し、登録
人数を増やす。

休日の部活動の段階的な地域への移行を見据えて、
市・学校・総合型地域スポーツクラブ等が連携を図
り、中学生の体力維持・向上やニーズに応じた活動が
できる環境づくりに努めます。

教育研究Ｇ

スポーツ推進G、文化創造G、教育委員会とで担当者会
をもち、部活動の地域移行に向けた具体的な取組やス
ケジュール等を検討する準備会を開催することを決定
した。

スポーツ推進G、文化創造G、教育委員会と連携し、生
徒や保護者の負担に十分に配慮しつつ、休日の部活動
の地域移行にむけた活動環境を整備する必要がある。
三重県における部活動ガイドラインの改定が今年度中
にも行われる予定であることから、亀山市のガイドラ
インの改定に取り組む必要がある。

県や他市町と情報交換を行いながら、市内において、
休日の部活動の地域移行へ向けての取組を進める。

指導者の「人材バンク」への登録を促進するととも
に、その活用が図られるよう、幅広く制度の周知を図
ります。

社会教育Ｇ
令和４年度は、１７のスポーツレクリエーション関係
の団体・個人の登録があり、保育園の利用が1度あっ
た。

新型コロナウィルスが「5類」となる本年度、今一度、
人材バンクの活用促進を図るため、事業の周知に努め
る必要がある。

市HPや学びのガイドブック等を活用し、人材バンク制
度の周知を行う。また、市内の社会教育団体や教育機
関の会合（各団体の役員会、幼稚園長会 etc）にて、
積極的な周知を図っていく。

スポーツ推進委員としての資質の向上と技能の取得を
図るため、定期的な研修会などへの参加を推進しま
す。

スポーツ推進Ｇ
三重県スポーツ推進委員協議会による実技研修会に参
加いただき、スポーツ推進委員の資質向上と技能の習
得に努めた。

スポーツ推進委員の資質向上と技能の取得のため、引
続き東海地域や県などのスポーツ推進委員連絡協議会
が開催する研修会への参加を要請していく必要があ
る。

スポーツ推進委員の資質向上と技能の取得のため、東
海地域や県などのスポーツ推進委員連絡協議会が開催
する研修会への参加を要請していく。

スポーツ推進委員が、スポーツ活動のコーディネー
ターとして、積極的に地域に関われるような環境づく
りに努めます。

スポーツ推進Ｇ
地域における軽スポーツ普及のため、スポーツ推進委
員が中心となってし主催大会を開催した。

スポーツ推進委員が中心となって、地域におけるス
ポーツ活動を推進できる体制づくりが必要である。

スポーツ推進委員が中心となって、地域におけるス
ポーツ活動を推進できる体制づくりに努める。

各種スポーツ団体と連携を図り、トップアスリートの
育成や指導者の資質向上を支援します。

スポーツ推進Ｇ

三重バイオレットアイリスの選手による小学生を対象
とした、ハンドボール教室及びヴィアティン三重の選
手による小・中学生を対象としたバレーボール教室を
指定管理者が自主事業として実施した。

トップアスリートの育成や、指導者の資質向上を図る
ため、指導者研修会等の情報を、各種スポーツ団体に
提供する必要がある。

トップアスリートの育成や、指導者の資質向上を図る
ため、指導者研修会等の情報を、各種スポーツ団体に
提供する。

全国大会等に出場する選手等に激励金の支給を行うこ
とで、地元アスリートの発掘、育成、支援につなげま
す。

スポーツ推進Ｇ

激励金支給要綱及び全国大会等出場旅費補助金交付要
項に基づき、対象者に激励金の支給と出場旅費の補助
を行った。（激励金支給件数：326件）(旅費補助件
数：64件）

激励金及び全国大会出旅費について、市民に周知する
必要がある。また、制度が２つあり市民にとって手続
きがわかりにくい側面があるため、統合することを視
野に入れ、制度のあり方を検討する必要がある。

スポーツ競技全国大会等出場者に対する激励金及び全
国大会出場旅費補助金の制度について、市民に周知を
行う。
また、制度のあり方についても検討を行う。

○スポーツ医・科学の
活用

各種スポーツ団体や指導者が、スポーツ傷害の防止か
ら競技力の向上まで、スポーツ医・科学の手法や考え
方を取り入れて、スポーツ指導を行えるよう、積極的
に習得する機会づくりを支援します。

スポーツ推進Ｇ
各種スポーツ団体に対し、スポーツ技術やスポーツ
医・科学の知識に関する講習会や研修会の情報提供を
行った。

スポーツ技術やスポーツ医・科学の知識に関する講習
会や研修会の情報収集を行う必要がある。

スポーツ技術やスポーツ医・科学の知識に関する講習
会や研修会の情報収集を行い、各種スポーツ団体に対
し情報提供を行う。

（３）スポーツ団体や
指導者の育成と競技力

の向上

○スポーツ推進委員の
活動の充実

○各種スポーツ団体の
育成・支援

○競技スポーツレベル
の向上

○指導者の育成支援と
登録・活用
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市や、運動施設指定管理者、スポーツ関連団体が主催
するスポーツ教室やイベント、研修会などの情報を積
極的に発信します。

スポーツ推進Ｇ

亀山市のホームページと指定管理者により開設された
ホームページをリンクさせ、施設の利用案内や利用状
況についての情報提供に努めた。また、指定管理者が
Facebookやインスタグラムを活用し、自主事業の開
催案内や施設の紹介等を行った。

指定管理者と連携し、イベントや教室などについて、
ホームページや広報、Facebook等の情報媒体を活用
し、情報提供に努める必要がある。

指定管理者と連携し、イベントや教室などについて、
ホームページや広報、Facebook等の情報媒体を活用
し、情報提供に努める。

健康づくりＧ
健康づくりのてびき、ホームページへ自宅でできる体
操の情報を掲載した。

より多くの人が体操や運動に取り組めるよう、引き続
き健康づくりのてびきや、広報等を通じて情報発信を
行う

健康づくりのてびき、ホームページへ、自宅で気軽に
行える体操の普及啓発を行う。

スポーツ推進Ｇ

ヨガのＤＶＤ，ラジオ体操ＣＤの貸出を行い、ラジオ
体操CDの貸出実績は１回であった。
東野公園体育館において、ニュースポーツ用具の貸出
を行った。

ヨガのＤＶＤ，ラジオ体操ＣＤの貸出について、広く
周知を行う必要がある。
東野公園体育館で保管しているニュースポーツ用具の
老朽化が進んでいるので、用具の修繕・更新を行う必
要がある。

ヨガのＤＶＤ，ラジオ体操のＣＤの貸出を行うととも
に、広く周知を行う。
東野公園体育館で保管しているニュースポーツ用具
は、用具の修繕・更新を行い、貸出を継続する。

スポーツ関連団体等と連携して、障がい者や女性のス
ポーツ活動の活性化につながる情報提供を推進しま
す。

スポーツ推進Ｇ
各種スポーツ団体等と連携して、障がい者や女性のス
ポーツの普及啓発に関する情報を、広報、ホームペー
ジなどを通じて情報提供に努めた。

各種スポーツ団体等と連携して、広報、ホームページ
などを通じて、障がい者や女性のスポーツの普及啓発
に関する情報を発信していく必要がある。

スポーツ関連団体等と連携して、広報、ホームページ
などを通じて、障がい者や女性へのスポーツの普及啓
発に関する情報の発信に努める。

運動施設の利用方法や利用状況、施設の概要につい
て、情報を提供します。

スポーツ推進Ｇ
亀山市のホームページと指定管理者により開設された
ホームページをリンクさせ、施設の利用案内や利用状
況についての情報提供に努めた。

指定管理者と連携し、施設の利用案内や利用状況など
について、ホームページや広報、Facebook等の情報
媒体を活用し、情報提供に努める必要がある。

指定管理者と連携し、施設の利用案内や利用状況など
について、ホームページや広報、Facebook等の情報
媒体を活用し、情報提供に努める。

激励金支給制度などのスポーツ推進施策について継続
的に制度の周知を図ります。

スポーツ推進Ｇ
広報、ホームページ等を通じて、激励金支給制度及び
全国大会出場旅費補助事業や学校開放事業など市のス
ポーツ推進施策についての情報提供を行った。

引き続き、市のスポーツ推進施策について周知を行う
必要がある。

スポーツ競技全国大会等出場者に対する激励金や全国
大会出場旅費補助金等、市のスポーツ推進施策につい
て市民に周知を行う。

既存情報媒体による市民に分かりやすく入手しやすい
情報の提供を継続するとともに、新たな情報媒体の活
用を検討します。

スポーツ推進Ｇ

広報やホームページのほか、ケーブルテレビ、
Facebookを活用して、市民が分かりやすいスポーツ
情報の提供に努めた。新たにかめやま健康なびにより
LINEを活用してスポーツや運動に関する情報の提供を
行った。

引き続き、広報・ホームページ、ケーブルテレビ、
Facebookを活用して、市民がわかりやすいスポーツ
情報の提供に努める必要がある。また、新たな情報媒
体の活用の検討を続ける必要がある。

広報やホームページのほか、ケーブルテレビ、
Facebookなどを活用して、市民が分かりやすい情報
提供を行う。また、新たな情報媒体の活用について検
討する。

各種スポーツ団体が発行する機関誌などを通じて、
様々なスポーツ情報が提供されるよう支援を行いま
す。

スポーツ推進Ｇ
各種スポーツ団体が発行する会報や、総合型地域ス
ポーツクラブが実施する事業チラシを、広報を通じて
全戸配布するなど、市民に情報を発信した。

引き続き、各種スポーツ団体等と連携して、広報、
ホームページなどを通じて、スポーツの意義や重要性
について理解を深められる情報を発信していく必要が
ある。

各種スポーツ団体等と連携して、広報、ホームページ
などを通じて、スポーツの意義や重要性について理解
を深められる情報の発信に努める。

県や他市町と連携し、広域的な情報提供を図ります。 スポーツ推進Ｇ
県営スポーツ施設や他市町の発行している広報誌など
を、市内運動施設に配架し、スポーツの場の充実に努
めた。

指定管理者等と連携し、県内運動施設と連携してス
ポーツの場の充実に努める必要がある。

県内運動施設が発行している広報誌などを、市内運動
施設に配架し、市民のスポーツの場の充実に努める。

市内で開催されるスポーツ大会やイベントのほか、地
元アスリートが出場する競技会等について積極的にＰ
Ｒし、スポーツの楽しみや応援する喜びを感じられる
よう、広報媒体を通じてスポーツ観戦を推進します。

スポーツ推進Ｇ

市内で開催されるスポーツ大会やイベントを広報、
ホームページ等で情報提供を行った。全国大会等に出
場する選手が市長表敬訪問を行った際には、フェイス
ブックでの発信を行った。

関係団体等と連携し、大会やイベントの開催、地元ア
スリートが出場する競技会等の情報集約に努める必要
がある。

市内で開催されるスポーツ大会やイベントを広報、
ホームページ等で情報提供を行う。また、全国大会等
に出場する選手が市長表敬訪問を行った際には、
Facebookでの発信に努める。

市内で継続して行われている亀山市民駅伝競走大会等
のスポーツ大会が継続して開催されるよう、課題の検
討を行い、指導・助言を行います。

スポーツ推進Ｇ

市内で継続して行われている亀山市民駅伝大会等のス
ポーツ大会が開催出来るよう、関係団体に指導・助言
を行った。なお、亀山市民駅伝大会については、新型
コロナウイルス感染症の状況を鑑み中止となった。

大会がマンネリ化することなく、長く参加者に愛され
る大会とするように、指導・助言を続けていく必要が
ある。

市内で継続して行われている亀山市民駅伝大会等のス
ポーツ大会が継続して開催されるよう、課題の検討を
行い、指導・助言を行う。

スポーツ観戦を楽しめるように、スポーツの意義や競
技ルール等の幅広い情報を提供します。

スポーツ推進Ｇ

ジャパンラグビーリーグワンに所属する三重ホンダ
ヒートと連携した「亀山市民応援DAY」の周知におい
て、HPに三重ホンダヒートのHPをリンクさせ、競技
ルールの情報提供に努めた。

継続的にスポーツの意義や競技ルールに関する情報提
供を行う必要がある。

ホームページや広報誌を活用してスポーツの意義や競
技ルール等の情報発信に努める。

主要な大会に参加する市内のチームやトップアスリー
トの活躍など、市民に関心を持ってもらえるよう情報
提供方法を工夫していきます。

スポーツ推進Ｇ
全国大会等に出場する選手が市長表敬訪問を行った際
には、フェイスブックへの投稿を行った。

市民に関心を持ってもらえるような情報提供方法を検
討する必要がある。

既存の媒体を用いて情報発信をするとともに、新たな
情報発信方法を検討する。

インターハイや国体の開催に向けて取り組んできたレ
ガシーを活かしながら、スポーツツーリズムや地域ス
ポーツコミッションの観点も取り入れつつ、スポーツ
イベントの企画に取り組みます。

スポーツ推進Ｇ

バレーボールVリーグのディビジョン2に所属するヴィ
アティン三重の主催試合を指定管理者が誘致し西野公
園体育館で開催された。また、春高バレーの決勝戦が
西野公園体育館で開催された。

スポーツツーリズムや地域スポーツコミッションの仕
組みづくりについて検討する必要がある。

スポーツツーリズムや地域スポーツコミッションの観
点を取り入れたスポーツイベントの開催について、運
動施設指定管理者やスポーツ関連団体とともに検討す
る。

子どもたちに夢を与え、将来トップアスリートを目指
そうという気概を育むため、トップアスリートの試合
や練習を見る機会や、交流できる機械づくりを行いま
す。

スポーツ推進Ｇ
ジャパンラグビーリーグワンに所属する三重ホンダ
ヒートと連携した「亀山市民応援DAY」に市民を無料
招待しトップレベルの試合観戦の機会を提供した。

様々な競技でトップアスリートと交流できるよう、関
係団体・チームに機会の場づくりを依頼する必要があ
る。

様々な競技でトップアスリートと交流出来るよう、指
定管理者や関係団体に機会の場づくりを依頼する。

自宅で気軽に行えるような、健康管理や体力向上に効
果的な運動などを紹介します。

○各種情報媒体を活用
した情報発信

（５）競技スポーツを
身近に感じられる機会

の創出

（４）スポーツ情報提
供の充実

○スポーツ情報内容の
充実

〇スポーツイベントの
開催に向けた企画

○市内のスポーツ大会
を盛り上げる気運の醸
成

○スポーツの魅力発信
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具体的方策 施策項目 施策の内容 担当G 令和４年度実績 今後の課題 令和５年度計画

スポーツを通じて地域の活性化や交流人口の増加を図
るため、地域スポーツコミッションやスポーツツーリ
ズムの視点を取り入れながら、市、スポーツ関連団体
及び商業・観光関連団体等が連携・協働する仕組みづ
くりを図ります。

スポーツ推進Ｇ
スポーツ関連団体とは連携・協働できたが、商業・観
光関連団体等との連携・協働には至らなかった。

スポーツツーリズムや地域スポーツコミッションの仕
組みづくりについて検討する必要がある。

地域スポーツコミッションやスポーツツーリズムの視
点を取り入れながら、市、スポーツ関連団体及び商
業・観光関連団体等が連携・協働する仕組みづくりに
ついて検討する。

地域のスポーツ資源を活用したスポーツ合宿の需要を
取り込み、地域経済の活性化や活力ある地域づくりに
繋げます。

スポーツ推進Ｇ
スポーツ合宿による宿泊者について、一部の施設にお
いて、試験的に３か月前から予約を可能として運用し
た。

施設予約において、一般の利用者との公平性を確保す
る必要がある。

スポーツ合宿による宿泊者について、対象者や予約時
期等を考慮しながら試験運用について検討する。

健康づくりＧ
出前講座等の教室時にプラス10から始まる健康づくり
についての講話を行い、健康マイレージ事業や運動の
習慣化の必要性について周知した。

より多くの人が体操や運動に取り組めるよう、引き続
き出前講座等の教室時に情報発信を行う。

出前講座等の教室時に運動の習慣化について普及啓発
を行う。
健康マイレージ事業については、健康都市推進グルー
プと連携して実施していく。

スポーツ推進Ｇ

市主催事業や総合型地域スポーツクラブ、指定管理者
が実施する運動教室への参加を健康マイレージ事業の
ボーナスポイント対象とし、運動やスポーツの習慣化
のきっかけとなるよう努めた。

様々な取組を通じて、運動やスポーツの習慣化につな
がるよう、市民に興味を持ってもらう必要がある。

運動やスポーツの習慣化を図るため、健康マイレージ
事業のホーナスポイント事業に運動施設の運動教室や
総合型地域スポーツクラブの教室を対象として取り組
む。

高齢者支援Ｇ
コロナ禍で定期的に参加できる教室開催が中止となっ
た。

コロナウイルス等の感染対策を行いながら、教室開催
を行う必要がある。

感染対策を行いながら、定期的に参加できる教室を開
催し、幅広く市民に周知啓発を行う。

スポーツ推進Ｇ
総合型地域スポーツクラブにおいて、高齢者を対象と
した健康運動教室が実施された。

介護予防教室の担当部署やスポーツ関連団体との情報
共有に努める必要がある。

高齢者を対象とした運動教室の開催について、運動施
設指定管理者と協議する。

市民ニーズを反映した、快適な利用環境を提供できる
よう、継続的な整備、修繕などを行い、施設の安全確
保を図ります。

スポーツ推進Ｇ

指定管理者と連携し、継続的な施設整備、修繕などに
取り組み、施設の安全確保に努めた。（西野公園庭球
場コート全面改修工事、東野公園体育館トレーニング
室更新修繕、関総合スポーツ公園多目的グラウンド土
補充整備修繕など）

既存施設の利用環境が維持できるよう指定管理者と連
携し、継続的に施設修繕等を行い、施設の安全確保に
努める必要がある。

運動施設指定管理者と連携し、必要な施設の修繕等を
行い、施設環境の維持に努める。

運動施設の照明設備のＬＥＤ化など、長寿命化に向け
た検討を行います。

スポーツ推進Ｇ
屋内施設については、全庁的なLED化事業おいて令和
５年度に実施することとした。

施設の長寿命化に向け、計画的な年次計画を検討する
必要がある。

照明設備のLED化を含め、施設の長寿命化に向けた検
討を行う。

交通政策Ｇ

定期券や交通系ICシステムを導入し、利便性が向上し
たコミュニティ系バスの継続運行を行うとともに、乗
合タクシーの出前講座や新規登録者への無料体験乗車
券配布等による利用促進啓発に努めた。

市内公共交通による運動施設へのアクセス案内が不十
分であるため、公共交通利用による各施設へのアクセ
ス周知を図る必要がある。

市内公共交通の利用促進を図るため、運動施設へのア
クセス周知やバス時刻表等の掲示に努める。

スポーツ推進Ｇ
シャトルバスの運行を必要とするほどの大規模大会の
開催はなかった。

大規模大会を誘致した場合の対応について、指定管理
者と検討する必要がある。

大規模大会の開催時でのシャトルバスの運行など、運
動施設への交通アクセスについて検討する。

高齢者や障がい者に配慮した施設のバリアフリー化を
推進するとともに、災害時の避難所機能を確保するた
めの施設整備を推進します。

スポーツ推進Ｇ
東野公園体育館において、避難所機能を強化するた
め、空調設備及び自家発電設備を設置する方針を決定
した。

全施設において、災害時の避難所機能を確保する必要
がある。

東野公園体育館における空調設備及び自家発電設備の
設置に向けて設計を行う。

公共施設予約システムについて、利用者の利便性が向
上するよう見直していきます。

スポーツ推進Ｇ
指定管理者制度により市民が公平に快適に利活用でき
るよう、運動施設指定管理者によって適切に管理運営
がされた。

指定管理者による適正な管理運営に努め、利用者が快
適にスポーツに取り組めるよう努める必要がある。

公共施設予約システムの内容について検討する。

市民が運動施設を公平に、快適に利活用できるよう、
指定管理者制度による効果的な運営を図ります。

スポーツ推進Ｇ
指定管理者制度により市民が公平に快適に利活用でき
るよう、運動施設指定管理者によって適切に管理運営
がされた。

指定管理者による適正な管理運営に努め、利用者が快
適にスポーツに取り組めるよう努める必要がある。

指定管理者により、運動施設が適切に管理運営がなさ
れるよう、モニタリング等を通して検証を行い、市民
が公平に快適に利活用できるよう努める。また、令和
６年度からの指定管理者を選定する。

県のスポーツ施設や他市町のスポーツ施設などと連携
を図り、スポーツの場の充実に努めます。

スポーツ推進Ｇ
県営スポーツ施設や他市町の発行している広報誌など
を、市内運動施設に配架し、スポーツの場の充実に努
めた。

指定管理者や県内運動施設と連携してスポーツの場の
充実に努める必要がある。

県内運動施設が発行している広報誌などを、市内運動
施設に配架し、市民のスポーツの場の充実に努める。

大規模大会に向けて整備した施設の維持に努め、利活
用の促進を図ります。

スポーツ推進Ｇ

バレーボールVリーグのディビジョン2に所属するヴィ
アティン三重の主催試合を指定管理者が誘致し西野公
園体育館で開催された。また、春高バレーの決勝戦が
西野公園体育館で開催された。

施設の計画的な維持管理に努めるとともに、利活用の
促進策を検討する必要がある。

施設の適切な維持に努めるとともに、利活用の促進策
を検討する。

教育総務Ｇ
　老朽化が進みつつある各学校の体育施設について、
長寿命化を見据えた計画的な整備を行うための長寿命
化計画策定に向け、各施設の現状把握を行った。

　多数の体育施設について、建築後一定程度の年数が
経過しており、今後、トータルコストの縮減と予算の
平準化を視野に入れた改修・建替え等を実施する必要
がある中で、全体的な施設整備の方向性を示す必要が
ある。（令和4年度から継続）

　令和4年度からの継続事業として、令和4年度に実施
した現状把握の内容を基に長寿命化計画の策定に取り
組む。

スポーツ推進Ｇ
学校体育施設開放事業に関することをホームページに
掲載し、利用促進を図った。なお、屋外施設の年間修
繕件数は０件であった。

地域住民のスポーツなどの場となる学校体育施設につ
いて、適宜施設整備を行い、学校活動に支障のない範
囲で施設の活用を促進する必要がある。

学校開放施設を、地域の方が夜間や休日に利用できる
よう、必要な修繕を行う。

地域におけるスポーツ活動の拠点施設となる学校体育
施設の整備・充実に努め、施設の活用を促進します。

生活習慣病予防や健康増進を推進するため、健康マイ
レージ事業や運動施設の運動教室の取組等を通じて、
運動やスポーツの習慣化を図ります。

介護予防を推進するため、地域での介護予防教室やス
ポーツ関連団体の取組等を通じて、高齢者の運動機能
向上を図ります。

高齢者などが容易に集えるよう、コミュニティ系バス
や乗合タクシー等の公共交通機関のほかに、大規模大
会の開催時にシャトルバスの運行を検討するなど、運
動施設への交通アクセスの確保に努めます。

○運動施設の利便性の
向上、施設利用の促進

（７）スポーツ施設の
整備と利用促進

○市民ニーズに応じた
運動施設の充実

○学校運動施設や公園
の有効活用

（６）スポーツを活用
した地域活性化

〇地域経済や観光とと
連携

〇健康増進や介護予防
等との連携
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具体的方策 施策項目 施策の内容 担当G 令和４年度実績 今後の課題 令和５年度計画

地域の公園については、市民がスポーツや運動を通じ
た地域交流の場として活用できるよう適切な維持管理
に努めます。

市街地整備Ｇ

指定管理者と連携し、遊具等の安全点検を実施し、修
繕の必要がある遊具等について修繕等を行うととも
に、清掃作業等を実施した。
また、公園施設長寿命化計画に基づき、西野公園の遊
具改修を行った。

指定管理者と連携し、日常点検や定期点検により遊具
等の安全を確認し、修繕する遊具等について計画的に
進めていく必要がある。

指定管理者と連携し、遊具等の安全点検を実施し、修
繕の必要がある遊具等について修繕等を行うととも
に、公園施設長寿命化計画に基づき、亀山公園の遊具
改修を行い、都市公園を地域の交流の場として活用で
きるように努める。

（７）スポーツ施設の
整備と利用促進

○学校運動施設や公園
の有効活用
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（ ）

■計画の基本情報

R 4 ～ R 8

第２次亀山市観光振興ビジョンに関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

  本ビジョンは、第２次亀山市総合計画後期基本計画の基本施策「まちづくり観光の活
性化」及び観光立国推進基本法第４条に基づく、地方公共団体の区域特性を生かした
施策として策定したものであり、本市の観光分野における基本計画として位置付けてい
る。

産業環境部 商工観光課

目的・概要

計画期間 年度

  本ビジョンは、新たなニーズに適応するとともに、改めて地域の資源を見つめなおして、
本市の特徴を生かした観光振興の在り方について整理し、本市の将来像である「歴史・
ひと・自然が心地よい  緑の健都  かめやま」の実現に向け、基本戦略に基づく総合的、
計画的な観光振興方策を位置付けることを目的とする。

計画の骨格
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■成果指標

1

2

3

4

5

6

■計画の実績等

目標値
現状値
（R2）

実績値
（R4）単位

成果指標名

観光入込客数

エコツーリズムのイベント開催数

エコツーリズムのイベント参加人数

亀山市観光協会ホームページ訪問者数

人

回

235,000

20

300

250,000

183,001

13

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

   観光資源及び情報発信のクオリティアップとして、「アートが生まれる街、亀山」を
コンセプトにインフルエンサーを活用し、雑誌への掲載、特設WEBサイトの新設、観
光PRポスターの作成など、観光プロモーション事業をスタートさせた。また、亀山ブラ
ンド推進事業において、新たに8社17品目を認定し、百貨店や北伊勢広域推進協
議会をはじめとした近隣自治体との連携によるPR販売を行った。さらに、百貨店と連
携して特産品の発掘・磨き上げを行ったほか、三重茶農業協同組合と業務連携を
締結して亀山茶ペットボトルを復活させるなど、市の魅力を積極的に発信した。
   また、ポストコロナを見据えたクオリティアップとして、亀山7座の整備とそれを活用
した自然観光や鈴鹿川等源流の森林づくり協議会と連携した自然体験の実施、駅
前を新スポットとしたＰＲなどを行った。

   情報発信としては、「観光三重」内の関連ウェブサイトへの訪問者数は２６万人余
りに留まったが、これまで個々に情報発信していた観光資源を、一つのコンセプトに
よってストーリー性を持たせて戦略的かつ効果的な発信を行う観光プロモーション事
業を展開したことで、今後の効果が期待できる。また、亀山ブランド推進事業の３つ
の取組である「ブランド認定事業」「ステップアップ支援事業」「コミュニケーション戦
略９」を展開することで、市の魅力ある特産物のＰＲを通じて、本市の魅力を市内外
へ発信することができた。
   また、登山イベントや木工体験など、コロナ禍でニーズが高まった自然体験コンテ
ンツには、たくさんの方が参加しており、自然観光を通じて本市の知名度の向上が
図られたと同時に、ポストコロナに向けた亀山版グリーンツーリズムの実現にも繋がっ
ていくと考えられる。

３．交通拠点性を生かした都市活力の向上　（４）まちづくり観光の活性化
　
  コロナ禍により激減していた観光客であったが、ポストコロナに向け、観光プロモー
ションの展開や自然・歴史・文化を生かした着地型観光の推進、亀山ブランドによる
積極的な特産物のＰＲなどにより、市の魅力の向上に努めたことで、観光入込客数
は徐々に回復してきており、観光交流が再開している。

   市の魅力を伝えるだけでなく、本市への誘客に繋げるため、新たな観光資源の発
掘や体験型観光コンテンツをつくり、それらを効果的に発信する必要がある。
   自然観光では、体験型アクティビティを取り入れた亀山版クリーンツーリズムの実
現のため、様々なコンテンツを組み合わせて効果的に発信する必要がある。

   観光プロモーション事業を年度ごとのテーマに沿って推進し、新たに観光ＰＲ動画
を作成するとともに、観光誘客につなげるための体験型コンテンツづくりも並行して行
う。また、亀山ブランド推進事業や亀山７座トレイル整備・活性化推進事業、文化年
事業などと連動させながら、まちづくり観光の推進を図っていく。

85

207,428

10

98

224,617

75

34 35

まちづくり観光に関わる団体数

141

181,722

人

人

団体 84

関宿内店舗数 店舗 30
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（ ）

■計画の基本情報

R 4 ～ R 8

亀山市学校教育ビジョンに関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

「亀山市教育大綱」の理念のもと「亀山市総合計画」「亀山市生涯学習計画」「文化芸術推
進基本計画」等の関連計画との整合を図りつつ、学校教育の視点から、施策の方針をまと
めている。本ビジョンは、「亀山市生涯学習計画」とともに、教育基本法第17条第2項の規定
に基づく地方公共団体の定める教育振興のための施策に関する基本計画として位置付けて
いる。

教育委員会事務局 学校教育課

目的・概要

計画期間 年度

本ビジョンでは、めざす子どもの姿「可能性に挑み　人とつながり　未来を創る　「亀山っ子」」
と、教育スローガン『「亀山っ子一人ひとりの可能性を引き出そう！」～「チーム亀山」でふる
さとから世界へ～』を実現するため、２つの基本姿勢において、５つの「基本施策」と２０の「施
策」を設定している。

計画の骨格

亀山市学校教育ビジョンの体系
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名

別紙参照

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

・「学力向上推進計画【第3版】に基づき、「書く力」「読む力・読み取る力」の育成、「めあて」
と「ふり返り」を重視した授業づくりの徹底を図った。
・1人１台端末をはじめとしたICT機器の活用に取組、eライブラリなど家庭学習として取り組ん
だ。亀山市学力向上推進計画【第４版】を策定した。
・初期適応指導教室「レインボー」を立ち上げ、日本語未習得児への初期集中支援を行っ
た。
・学習支援事業「学習教室」では、定期的な教室開催とともに、定期外の教室開催を実施し
たり、該当家庭への啓発をしたりして学びの保障を進めた。
・地域や保護者と連携・協働したコミュニティ・スクールの取組について、家庭、地域に向け
た情報発信を行った。

・「全国学力・学習状況調査」において各教科すべての問題の平均正答が全国平均と比較
して、－5ポイント以内となっている問題で、小学校９０％・中学校６４％となり「書く力」の育
成、めあてとふり返りの提示、タブレット端末を使った授業改善を行った成果である。タブレット
端末を授業で活用する教員の割合は１００％となっている。
・初期適応指導教室を4月に開室し、初期適応指導が必要な小学生6人、中学生3人に初
期プログラムを実施した。
・学習支援事業「学習教室」に参加した人数が令和３年度から２４人増加し、令和4年度は
45人となった。
・コミュニティ・スクールだより等を作成し、地域への情報発信を年間3回以上行った学校は
12校であった。

【希望をもって新しい時代に活躍できる子どもの育成】
・すべての学校に学校図書館活用アドバイザーを派遣し、児童生徒へ図書館活用指導や読
書指導の取組を行った。
【社会全体で家庭を支える気運の醸成】
・「かめやまお茶の間１０選（実践）」の強化月間を１学期・２学期に１回ずつ設け、取組を推
進した。

・学校満足度が目標値に達していない。
・体力調査結果を活用し、子どもたちの体力・運動能力を把握し、体育の授業改善に努める
必要がある。
・小中学生ともに、1日当たりのスマホやゲーム等の使用時間が長い。

誰一人取り残すことなく、子どもの可能性を引き出すため、学校や地域・家庭と連携協働し、
教育の推進を行う。亀山学力向上推進計画【第4版】に基づいた質的授業改善、育ちの支
援、たて・よこの連携と協働をすすめ、子どもたちの学力向上を図る。
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単位 現状値（R3） 実績値（R4） 目標値（R8）

1

「全国学力・学習状況調査」において各教科

すべての問題の平均正答率が全国平均と比較

して、－５ポイント以内となっている問題の

割合

【文部科学省「全国学力・学習状況調査」】

％

小学校

９３％

中学校

７０％

小学校

９０％

中学校

６４％

小学校

１００％

中学校

８０％

2

人権に関する授業を保護者等に公開している

学校の数

【三重県教育委員会調べ】

校

小学校

４校

中学校

１校

小学校

７校

中学校

１校

小学校

１１校

中学校

３校

3

授業時間以外に読書をする子どもたちの割合

＊「学校の授業時間以外に、1 日あたりどれ

くらいの時間、読書しますか」という質問に

対して、「10 分以上」と回答した小中学生の

割合【文部科学省「全国学力・学習状況調

査」】

％

小学校

５９％

中学校

４５％

小学校

６５％

中学校

４２％

小学校

６４％

中学校

５０％

4

体力テストの総合評価A・B・C の子どもたち

の割合

＊「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

における総合評価が、「A」「B」「C」

「D」「E」の５段階のうち上位３段階である

「A」「B」「C」小中学生の割合【スポーツ

庁】「全国体力・運動能力、運動習慣等調

査」

％

小学校

６５％

中学校

７８％

（令和元年度）

小学校

６３．７％

中学校

７１．９％

小学校

６８％

中学校

８０％

5

子どもの園への満足度の状況

＊「お子さんは園の生活や遊びを楽しいと

言っていますか」の質問に対して肯定的な回

答をした幼児の保護者の割合（％）【園評価

アンケート】

％ 園　９５％ 園　９８．２％ 園　　９７％

6

将来の夢や目標をもっている子どもたちの割

合

＊「将来の夢や目標を持っていますか」とい

う質問に対して、肯定的な回答をした小中学

生の割合【文部科学省「全国学力・学習状況

調査」】

％

小学校

７５%

中学校

７１%

小学校

８０％

中学校

６６％

小学校

８０％

中学校

７５％

成果指標
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単位 現状値（R3） 実績値（R4） 目標値（R8）成果指標

7

日常的な話題や社会的な話題について、英語

でやりとりすることができる中学生の割合

＊ G-TEC においてCEFR　A1 レベル相当以上

を達成した中学生の割合【文部科学省「英語

教育実施状況調査」】

％

中学校3 年生

　　　７７％

（令和２年度）

中学校3 年生

　　　７０％

中学校3 年生

　　　８０％

8
タブレット端末を授業で活用する教員の割合

【亀山市教育委員会調べ】
％

小学校

９８％

中学校

８１％

（令和２年度）

小学校

１００％

中学校

１００％

小学校

１００％

中学校

１００％

9

「個別の教育支援計画」および「個別の指導

計画」を作成して、引継ぎをしている子ども

たちの割合

＊特別支援学級や通級指導教室に在籍してい

る等「個別の教育支援計画」および「個別の

指導計画」が必要な子どもたちのうち、作成

して、引継ぎをしている子どもたちの割合

【亀山市教育委員会調べ】

％

保幼園等

「支援計画」

０％

「指導計画」

０％

小学校

「支援計画」

１００％

「指導計画」

１００％

中学校

「支援計画」

７０％

「指導計画」

７９％

保幼園等

「支援計画」

０％

「指導計画」

０％

小学校

「支援計画」

１００％

「指導計画」

１００％

中学校

「支援計画」

１００％

「指導計画」

１００％

保幼園等

「支援計画」

１００％

「指導計画」

１００％

小学校

「支援計画」

１００％

「指導計画」

１００％

中学校

「支援計画」

１００％

「指導計画」

１００％

10

初期集中支援が必要な外国人児童生徒のう

ち、初期プログラムを受けている子どもたち

の割合

【亀山市教育委員会調べ】

％

小学校

－％

中学校

－％

小学校

１００％

中学校

１００％

小学校

１００％

中学校

１００％

11

不登校児童生徒が、中学校卒業時に進学・就

職等、自ら進路選択できた生徒の割合

【亀山市教育委員会調べ】

％

中学校

１００％

（令和2 年度）

中学校

９４％

中学校

１００％
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単位 現状値（R3） 実績値（R4） 目標値（R8）成果指標

12

「学習教室」への参加人数

＊家庭生活が困窮（生活保護及び就学援助受

給世帯等、または学校から薦めがあった世

帯）の子どもで「学習教室」に参加した年間

の人数

人 21人 ４５人 ２５人

13

いじめの認知件数に対して解消したものの割

合

＊当該年度中に発生したいじめの認知件数の

うち、国の「いじめの防止等のための基本的

な方針」で示された解消要件（認知後少なく

とも３か月経過）を満たすものの割合【三重

県教育委員会調べ】

％

小学校

１００％

中学校

１００％

（令和２年度）

小学校

９３．８％

中学校

１００％

小学校

１００％

中学校

１００％

14
すべての学年が「防災ノート」を活用した授

業を年2 回以上行っている学校の数
校

小学校

－校

中学校

－校

小学校

１１校

中学校

３校

小学校

１１校

中学校

３校

15 学校評価アンケートにおける学校満足度 ％

小学校

９３％

中学校

９１％

小学校

９１．１％

中学校

９４．１％

小学校

９５％

中学校

９５％

16

ストレスチェックにおいて、『仕事や生活の

満足度がある』の亀山市教職員全体における

平均評価点と全国平均評価点の差

＊学校ストレスチェックの「仕事や生活の満

足度がある」の質問項目において、亀山市と

全国平均評価点とを比較したポイント

ポイント

０．７ポイント

( 令和2 年度)

亀山市　６．４

全　国　５．７

０．６ポイント

亀山市　６．３

全　国　５．７

０．８ポイント

17

コミュニティ・スクールだより等を作成し、

地域への情報発信を年間３回以上行っている

学校の数

校

小学校

６校

中学校

２校

（令和２年度）

小学校

９校

中学校

３校

小学校

１１校

中学校

３校
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単位 現状値（R3） 実績値（R4） 目標値（R8）成果指標

18

平日１日あたり３時間以上ゲームをする子ど

もたちの割合

＊「平日、１日当たりどれくらいの時間ゲー

ムをしますか」という質問に対して、３時間

以上と回答した小中学生の割合【文部科学省

「全国学力・学習状況調査」】

％

小学校

３０％

中学校

３７％

小学校

３２％

中学校

３６％

小学校

１５％

中学校

２０％

19

地域学習副読本「亀山にまつわる人・もの・

こと」を活用して学習に取り組んでいる小学

校の数

校 ━校 １１校 １１校
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（ ）

■計画の基本情報

R 2 ～ R 6

亀山市子ども・子育て支援事業計画に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

本計画は、子ども・子育て支援法第６１条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画
として策定するもので、第２次亀山市総合計画を上位計画とし、他の関連する分野別計
画との整合性を図ります。また、本計画は、子どもの貧困対策推進法第９条に基づく市
町村子どもの貧困対策計画の内容を併せ持つものです。

健康福祉部 子ども未来課

目的・概要

計画期間 年度

子ども・子育て支援法は幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や
質の向上を進めていくためにつくられた制度であり、必要とする全ての家庭が利用でき、
子どもたちがより豊かに育っていける支援を目指すもので、本計画に基づき、具体的な
推進を図ります。

計画の骨格

【基本理念】

基本目標１．幼児教育・保育環境が充たされるまち

（１）幼児教育・保育に関する受入機能の強化

①就学前教育・保育施設の再編と整備

②就学前教育・保育施設の運営体制の強化

（２）亀山らしさを活かした魅力的な幼児教育・保育の実践

①質の高い教育・保育の提供

②魅力ある教育・保育の充実 

③保育士・教職員への支援体制の強化

（３）多様な保育サービスの提供

①特別支援教育・障がい児保育体制の強化

②きめ細やかな保育サービスの提供

③多様な子育て援助機能の充実

基本目標 ２．多様な主体に支えられ、子育てがつながるまち 

（１）切れ目のない細やかな子ども支援の推進

①配慮を要する子どもとその保護者への支援

②障がいのある子どもの自立とその保護者・家庭への支援

（２）主体的な子育ての促進と子育て世帯のつながりづくり

①子育て世帯の子育て力の強化支援

②子育て世帯の交流促進

③子育て世帯の孤立の未然防止の取り組み

（３）多様な主体が支える子育て支援の充実

①子育て支援のすそ野の拡大 

②子どもの健全育成活動の充実 

基本目標 ３．子どもを明るい未来へつなげるまち   

（１）要保護児童へのきめ細かい取り組みの充実

①児童虐待防止の取り組み 

②子どもの人権を守る意識の醸成

③外国人家庭の子育て支援

（２）自立に向けた支援体制の充実と確保

①多様化・複合化した課題に対応できる相談体制の充実 

②就学・進学に関する相談体制の充実

③家庭の孤立を防ぐ包括的な支援のネットワークづくり

（３）自立した生活基盤づくりへの支援

①生活支援の充実

②就労に関する支援の充実

③食から支える子ども食堂の充実

④各種支援制度の周知強化と利用促進

基本目標 ４．子育ての希望がかなうまち     

（１）妊娠期から始まる切れ目のない子育て支援体制の充実

①子育て世代包括支援センターを核とした親子に対する健康支援の充実

②安心して子育てのできる意識と環境づくり

③出産の希望を支える支援

（２）子どもの居場所づくりの推進と子育てと仕事の両立支援

①親の就労を支える保育サービスの提供

②放課後を豊かに過ごす居場所づくり

③ワーク・ライフ・バランスの推進

「子どもの笑顔が輝く　　子育て交流のまち　かめやま」
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等
　低年齢児（０～２歳）の保育ニーズが高まり、恒常的な待機児童の発生が続いて
いることを受け、その解消に向けて、亀山市就学前教育・保育施設の再編方針に基
づき、短期的な効果が期待できる事業として、令和３年度から、和田保育園保育室
増設事業を進め、令和５年３月に完成した。さらに、待機児童館も活用しながら、保
育の必要な未就学児童への適切な保育の提供等に努めた。
　また、放課後児童クラブについては、既存の放課後児童クラブの運営支援等を行
いつつ、民設の放課後児童クラブに対し、児童数の増加に伴う定員増員のための既
存施設の改修に係る費用を補助した。
　配慮を必要とする児童への支援の取組については、発達支援に関する専門性の
向上を図ると共に、医療機関との連携協定プログラム（ＫＵＫＳ）を構築し、発達支援
の充実に努めた。
　子どもの貧困については、経済的・文化的な貧困に直面する子どもを含む世帯を
支援につなげる「つながるシート」を運用するとともに、世帯の状況に応じて、関係機
関との情報共有や支援の役割分担を整理しながら、世帯全体のケアプランを作成・
管理する相談支援包括化サポート会議を開催した。

　待機児童の解消については、策定した方針に沿って短期的な効果が期待できる
事業として既存施設（和田保育園）の保育室増設事業に取り組み、令和５年３月に
工事が完了した。この事業により、令和５年度当初からの低年齢児（０～２歳）の受
入れ児童数の拡大が可能となり、待機児童の解消を図ることができた。
　さらに、子育て世帯における多様な福祉課題を集約する体制を整えたことにより、
教育と福祉の連携強化を図ることができた。

　仕事と子育ての両立を支える環境の充実を図るため、待機児童解消に向けた未
就学児の保育提供体制の拡大や、放課後児童クラブ事業等の運営支援等を実施
することで、保護者が安心して働ける環境整備を進めることができた。

　待機児童が発生している低年齢児の保育ニーズに対するスピード感のある施設再
編への取組が必要となっている一方で、今後は、子どもの人口動向について随時注
視しながら、その動向に沿った施設再編が必要である。

　今後の保育ニーズを精査しながら、令和２年度に策定した施設再編方針の見直し
により、就学前教育・保育施設の再編の方向性について検討する。また、切れ目の
ない支援体制の下、課題を抱える子育て世帯への支援の強化を図る。

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名

別紙 子ども・子育て支援事業計画に関する主な数値の状況のとおり
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単位等 令和４年度実績

480（市内）

29（広域）

741（市内）

29（広域）

439（市内）

27（広域）

実施箇所数（箇所） 5

平均利用児童数（人／月） 1,694

延べ提供人数（人） 2,282

延べ提供人数（人） 351

提供数（件） 258

延べ提供数（件） 80

委託施設数（箇所） 8

延べ利用児童数（人） 16

延べ利用数（人） 965

実施箇所数（箇所） 3

延べ利用児童数（人） 8,342

実施箇所数（箇所） 3

延べ利用児童数（人） 891

実施箇所数（箇所） 6

登録児童数（人） 129

実施箇所数（箇所） 0

利用児童数（人） 0

実施支援の単位数（箇所） 25

利用児童数（人） 720

※子育てのための施設等利用給付施設認定者も含む。

別紙　子ども・子育て支援事業計画に関する主な数値の状況

１号認定提供数（人）

2号認定提供数（人）

3号認定提供数（人）

教育保育事業※

項目

延長保育事業

放課後児童健全育成事業

地域子育て支援拠点事業

一時預かり事業

幼稚園型

保育所等

子育て援助活動支援事業

産婦健康診査

乳児家庭全戸訪問事業

養育支援訪問事業その他要支援児
童、要保護児童の支援に資する事
業

病児・病後児保育事業

妊婦健康診査

子育て短期支援事業
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（ ）

■計画の基本情報

R 4 ～ R 8

第４次亀山市男女共同参画基本計画に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

　亀山市男女が生き生き輝く条例第11条に基づき本市の男女共同参画分野の推進に
関する政策を総合的、かつ計画的に推進するために基本計画として定めるものである。
本計画は、男女共同参画社会基本法第14条、女性活躍推進法第6条、配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条の3にそれぞれ基づく市町村計
画として位置づけている。さらに、第2次亀山市総合計画後期基本計画基本施策「人権
の尊重とダイバーシティ社会の推進」と深く関わっている。

市民文化部 文化課

目的・概要

計画期間 年度

男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、３つの基本目標に
基づく施策や取組を展開し、男女共同参画社会の実現～すべての人が生き生き輝くま
ち健都かめやま～を目指すべき姿とするものである。

計画の骨格

目指すべき姿

男女共同参画社会の実現

～すべての人が 生き生き輝くまち 健都かめやま～

１

男
女
の
人
権
尊
重
の
推
進

１ 男女共同参画を
実現するための
意識づくり

２ 男女共同参画の
視点に立った慣
行等の見直し

３ ハラスメント等、
あらゆる暴力の
根絶

４ 誰もが安心して
暮らせる環境づ
くり

（１）人権啓発・人権教育の推進

（２）人権相談・支援体制の充実

（１）固定的性別役割分担意識の解消に向けた方
法・啓発

（２）固定的性別役割分担意識の解消に向けた環境
の整備

（１）パートナーに対する暴力の防止・根絶及び被
害者の保護等の推進

（２）セクシュアル・ハラスメント、ストーカー事
案、性犯罪、売買春、人身取引等の対策の推
進

（１）ひとり親家庭等の親子が安心して暮らせる環
境づくり

（２）高齢者、障がい者、外国人等が安心して暮ら
せる環境づくり

（３）性の多様性に関する理解の促進
２

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る

女
性
活
躍
の
推
進

３

身
近
な
暮
ら
し
の
場
に
お
け

る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

５ 政策・方針決定
過程への女性の
参画拡大

（１）行政分野における女性の参画拡大

（２）地域、企業、その他の分野における女性の参

画拡大

６ ワーク・ライフ・バ

ランス（仕事と生活

の調和）の推進

（１）男性中心型労働慣行等の変革に向けた啓発
（２）女性活躍の推進に向けた環境整備

（１）市民・企業等に対する啓発・取組
（２）仕事と家庭の両立のための環境づくり
（３）市役所内における取組

７ 働く場における
男女共同参画の
推進

８ 教育や啓発によ
る意識改革、理
解の促進

９ 生涯にわたる健
康づくり支援

10 男女共同参画の
視点に立った防
災体制の確立

（１）学校・幼稚園・保育所における男女共同参画
教育の充実

（２）家庭・地域における男女共同参画に関する啓
発・学習の推進

（１）生涯にわたる男女の健康の包括的な支援
（２）スポーツ分野への女性の参画

（１）災害に備えた体制の整備

（２）災害に備えた避難所運営体制の構築
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■成果指標

1

■計画の実績等
　男女共同参画週間 (6月23日～30日)に合わせて、啓発パネルの展示やのぼり旗を
設置する他、男女共同参画啓発記事やDV、セクシャルハラスメント防止について市広
報や市ホームページへ掲載し、啓発を行った。
　また、「亀山市ワーク・ライフ・バランス推進週間 (11月13日～29日）」にグーウェン代
表深谷百合子氏を講師に招いて「『自分の道』を決めるのは自分～自分らしく生きるとは
〜」をテーマに講演を行い、講演後には「鈴鹿友の会」の方々による洗濯物や掃除など
の家事体験を行った。
　また、亀山市男女共同参画市民養成講座を開催し「すべての人にやさしい避難所」
「今だからできる健康講座」をテーマにフレンテみえ職員の服部亜龍氏、金城学院大学
薬学部の大嶋耐之教授の講演を行う他、三重県男女共同参画連携映画祭上映前に
男女共同参画社会について解説を行った。
　さらに、男女共同参画審議会にて「多様な性 親の願い」をテーマにNPO法人LGBTの
家族と友人をつなぐ会理事の浦狩知子氏を招いて委員研修会を行った。

　男女共同参画社会実現に向けてのチェックリストやコラムまた、DV、セクシャルハラス
メント防止啓発などの男女共同参画情報誌や市広報などへの掲載、男女共同参画週
間の啓発パネルやのぼり旗の設置により、固定的性別役割分担意識解消に向けた啓発
や男女共同参画意識の醸成とハラスメント等あらゆる暴力の根絶に向けての啓発を図
ることができた。
　また、「亀山市ワーク・ライフ・バランス推進週間」を設け、市民講座を行うことで、仕事
と仕事以外の生活の両方が充実した働き方や生き方を目指す意識啓発につながった。
男女共同参画市民養成講座を開催することで、生涯にわたる健康づくり支援や男女共
同参画の視点に立った防災体制の確立に寄与した。
　さらに、男女共同参画連携映画祭の開催や上映前の解説により、男女共同参画への
意識高揚を図るとともに、男女共同参画審議会委員研修会を通して、性の多様性に関
する理解を促進することができた。

　男女共同参画情報誌の発行や男女共同参画週間をはじめとした市広報や市ホーム
ページへの記事掲載を通して、情報発信やハラスメント根絶の推進等の意識啓発を図
るとともに、男女共同参画市民養成講座や県連携映画祭の開催により、男女共同参画
の推進に寄与した。
 また、男女共同参画審議会委員研修会を実施することにより、多様な性のあり方につ
いての理解促進と啓発につながった。
　さらに、ワーク・ライフ・バランス週間の市民講座の開催を通してワーク・ライフ・バランス
に対する機運の醸成に寄与した。

　人権尊重の意識や男女共同参画意識の高揚を図るため、継続して、あらゆる機会を
通じて啓発を図っていく必要がある。
　また、各種審議会の女性登用率や自治会長に占める女性の割合の向上など、目標
達成に向けて全庁的に取り組む必要がある｡

　人権尊重の意識醸成や性別による固定的役割分担意識の解消に向けて、引き続き、
研修会や講座等あらゆる機会と広報等様々な手段を活用し啓発していく。
　また、女性活躍の推進のための支援事業等、広く市民に向けた取組を推進していく。今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

別紙のとおり

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名
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■成果指標

1 ―

2 ―

3 ―

4 ―

5 1４校/１４校

6 35.1

7 ―

8 4

9 ―

10 6.8

11 27.7

12 32.3

13 42.9

14 12.2

15 25

16 13.7

17 1

18 ―

19
子宮がん：20.8
乳がん：27.2

20 ―

21 16 増加18人女性消防団員数

DV防止法認知度 ％ 51.4 60

性的マイノリティに関する理解促進のための学習を
行った市内小中学校の数

校 11校/１４校 全校

各種審議会等における女性の登用率（4月1日現在
で算出）

％ 33.5 40

成果指標名 現状値
(計画策定時)

目標値
(R7)単位

「男女共同参画社会」という言葉の認知度 ％ 55.6 100

実績値
（R4）

固定的性別役割分担意識について「同感しない」と
答えた人の割合

％ 61.0 80

男性のうち、子育てに関する地域活動に参加したこと
がある人の割合

％ 39.6 45

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉の認知度 ％ 33.9 20

ワーク・ライフ・バランスに積極的な取り組みを行う事
業所数（累計）

社 60

マタニティ・ハラスメント及びパタニティ・ハラスメントの
認知度

％
ﾏﾀﾊﾗ：67.8
ﾊﾟﾀﾊﾗ：31.8

ﾏﾀﾊﾗ：80
ﾊﾟﾀﾊﾗ：40

市内全単位自治会長に占める女性の割合 ％ 5.3 増加

市内幼稚園・小中学校の単位PTA会長に占める女
性の割合

％ 27.7 増加

本市における女性管理職の割合 ％ 30.5
40
(R6)

市男性職員の育児休業取得率 ％ 11.1
20
(R6)

市職員１人当たりの年次有給休暇の年間取得日数 日 12.8
12
(R6)

放課後児童健全育成事業の設置施設総数 箇所 22 24

商工会議所加入企業のうち女性の経営者の割合 ％ 13.0 増加

認定農業者のうち家族経営協定の締結者数 件 1 増加

健康診断受診率 ％
男性：76.5
女性：72.8

男性：86.5
女性：76.0

女性特有のがん検診受診率 ％
子宮がん：19.8
乳がん：25.4

子宮がん：23.0
乳がん：28.5

運動習慣のある人の割合 ％
男性：60.6
女性：49.0

増加
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基本目標　１　男女の人権尊重の推進

基本施策　１　男女共同参画を実現するための意識づくり

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和４年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和５年度の具体的な取り組み内容


「一人ひとりの人権が尊重される亀山市を

つくる条例」や「亀山市人権施策基本方

針」に基づき、市民の人権感覚が身に付く

よう、「ヒューマンフェスタin亀山」の開

催など、様々な取り組みを行います。

人権・ダイ

バーシティG

引き続き「ヒューマンフェスタin亀山」を開催し、

人権について考えてもらう機会を設ける。

１２月３日に「平和について考えよう！～『過去』『現

在』の戦争と向き合い、平和な「未来を」～」をテーマ

に開催した。ジャーナリストの志葉玲さんによる人権講

演会、ゴスペル歌手TAEKO GLORYさんRENさんによるゴス

ペル公演や市内の「平和」に関する取り組み紹介、人権

に関わる活動を行う団体の取り組み紹介・市内小中学生

の人権ポスターの展示等を行った。

フェスタ本来の趣旨に沿って広

く啓発するためにも、幅広い年

齢層に参加してもらえる開催方

法を検討していく必要がある。

引き続き「ヒューマンフェスタin亀山」を

開催し、人権について考えてもらう機会を

設ける。

市民の人権尊重の意識を育むため、あらゆ

る場や機会を通じて人権啓発に取り組むと

ともに、人権学習の機会や場の提供・充実

に努めます。

人権・ダイ

バーシティG

広く市民が、人権について正しい理解ができるよう

に、学習会や研修会などの機会を設ける。

広く市民が、人権について正しい理解がで

きるように、人権にかかわる行政出前講座

を保育園、学校、職員団体、自治会など計

１０回、計４６１名に行った。

市民の人権尊重の意識を育むた

め、人権啓発の場や機会を充実

させていく必要がある。

広く市民が、人権について正しい理解がで

きるように、学習会や研修会などの機会を

積極的に設ける。

市広報紙や市ホームページ、行政情報番組

など、あらゆる情報媒体を活用した情報発

信において、人権意識に配慮した発信に努

めます。

広報G
人権・ダイバーシティ

G

市広報、ホームページ、行政情報番組など各種広報

媒体を活用し、身近でタイムリーな話題に関連した

情報発信を行う。

広報紙では、人権に関するコラムや人権週間の啓

発記事を掲載した。ホームページでは、人権・共

生に分類される既存ページの更新を随時行った。

行政情報番組では、毎月の人権相談の開催日を周

知するため文字情報を放送した。

人権について正しく理解しても

らえるよう、各種広報媒体を活

用した情報発信が引き続き必要

である。

市広報、ホームページ、行政情報番組など

各種広報媒体を活用し、身近でタイムリー

な話題に関連した情報発信を行う。

学校、幼稚園、保育所などにおいては、人

権教育を全ての教育活動の根底に据え、教

育活動全体を通して人権に関する正しい理

解と認識を深めます。

教育研究G 教育支援G

亀山市人権教育推進協議会、各中学校区ネットワー

クの活動を通して、人権教育の系統的な取組を進め

る。

亀山市人権教育推進協議会では、幼稚園・保育

園、小学校、中学校、高等学校の代表者が子ども

たちの現状や課題を交流することで、人権教育の

系統的な取組を進めることができた。また、学校

教育部会が中心となって各中学校のネットワーク

の方向性について確認し合うほか、亀山市人権教

育担当者会にて具体的な人権教育の取組を共有し

ながら進めることができた。

幼稚園・保育園、小学校、中学

校、高等学校の代表者が集う亀

山市人権教育推進協議会を子ど

もたちの実態の交流だけの会で

終わらず、系統的な取組を進め

る必要がある。

亀山市人権教育推進協議会、各中学校区

ネットワークの活動を通して、人権教育の

系統的な取組を進める。

家庭は、人に対する思いやりの心を育むな

ど、人権尊重の心を育むための基本の場と

なるため、家庭教育を支援します。

社会教育G
保育所・幼稚園・認

定子ども園関係

第一次かめやまお茶の間10選（実践）推進活動計画

に基づき、「かめやまお茶の間10選（実践）」の強

化週間を設け取り組みを進める。 家庭においての

「あいさつ」「食事」「読書」「家庭内の対話」等

による実践により、 さらなる浸透・定着に向け啓

発活動を行う。

第二次推進活動計画（令和4～6年度）に基

づき「かめやまお茶の間10選（実践）」に

積極的に取り組んでもらうため、市内の全

小中学校及び幼・保・認定こども園におい

て、1学期と2学期にそれぞれ強化週間を設

け、家庭教育の啓発に努めた。また、強化

週間に関するアンケート等を実施し、成果

や課題の抽出にも取り組んだ。

アンケート等の回収にあたり、

回答フォーマットへアクセスす

るURLを掲載したメールの配信に

協力いただくなど、新しい手法

を試みたものの、依然として回

収率が低いため、回答方法の周

知にも工夫が必要である。

「かめやまお茶の間10選（実践）」の強化

週間を設定するなど、浸透に向け持続的に

意識啓発を進めていく。

企業等においては、国際化が進む中、より

人権への理解や対応が求められており、職

場における人権教育が進むよう支援しま

す。

商工業振興G
各種団体が開催するイベントなどで、団体と連携を取り

ながら、職場における人権教育が進むよう啓発を行う。

研修会や会議等様々な機会を捉えて、企業へ

各種案内をする際にチラシを同封するなど、文

化共生Gと連携して周知に努めた。

職場における人権教育が進むよ

う、イベントや研修等を通じて継続

した啓発活動が必要である。

企業内における人権教育が進むよう、研修

等の機会を通じて、企業へ継続した啓発を

図る。

困難をかかえる人々に対して、関係機関と

連携し、人権尊重の視点に立った相談や支

援を行います。

人権・ダイ

バーシティG

人権擁護委員による人権に関する専門的な相談につ

いて、広く市民に周知する。

窓口のパンフレット設置や市広報誌にて、

常設・特設相談等の人権相談の周知を図っ

た。関支所での特設相談において、電話で

の対応を開始した。

人権尊重の視点に立った相談や

支援をおこなうため、関連機関

との連携を図っていく。

令和５年度から本庁にて電話相談を開始す

るので、引き続き、人権擁護委員による人

権に関する専門的な相談について、広く市

民に周知する。

子ども支援G

女性相談窓口、三重県男女共同参画センターの相談

窓口等の情報に関して、市広報紙、市ホームページ

などの各種媒体を活用して広く情報提供を行い、

様々な困難を抱えた女性等が相談できる環境整備を

図ります。

女性相談窓口、三重県男女共同参画セン

ター「フレンテみえ」の相談窓口等の情報

に関し、市広報紙・ホームページに掲載

し、情報提供を行った。

相談窓口や支援制度等の周知の

ため、継続して情報提供してい

く必要がある。

女性相談に係る関係機関、相談窓口等の情

報を市広報紙・ホームページなど、各種媒

体を活用し周知することで、困難を抱えた

女性等が相談しやすい環境づくりを促進す

る。

人権・ダイ

バーシティG

様々な媒体を通じて人権擁護委員による人権相談や

各種相談窓口の周知を図るとともに、鈴鹿防災総合

事務所や人権センター、三重県男女共同参画セン

ター等の関係機関と連携していく。

市の人権啓発チラシ及び男女共同参画情報誌で

は、人権擁護委員の相談窓口をはじめ、子ども・

外国人・女性などの相談窓口について周知した。

また、市広報誌、市ホームページ、ZTVなど様々

な媒体で広く周知した。

相談窓口や支援制度等の周知の

ため、継続して情報提供してい

く必要がある。

様々な媒体を通じて人権擁護委員による人

権相談や各種相談窓口の周知を図るととも

に、鈴鹿防災総合事務所や人権センター、

三重県男女共同参画センター等の関係機関

と連携していく。

相談者の立場に立って、的確な助言や支援

ができるよう相談員等の資質の向上や体制

の充実に努めます。

人権・ダイ

バーシティG

人権センターが開催するスキルアップ講座（無料）

に、担当グループの職員が１人１講座以上受講する

ように取り組む他、市職員研修の機会を設ける。

三重県人権大学講座に市職員１名が参加し

た。そして、担当グループの職員をはじめ

市職員３名がスキルアップ講座を受講し、

部落解放研究第２８回三重県集会に人権施

策関係課職員が参加した。また、市職員の

主事級・主任主事級職員５２名に対象を、

人権研修を実施した。

市職員の人権研修について引き

続き、機会を確保していく必要

がある。

人権センターが開催するスキルアップ講座

（無料）に、担当グループの職員が１人１

講座以上受講するように取り組む他、人権

研修市職員研修（主査級）の機会を設け

る。

（１）人権啓

発・人権教育の

推進

（２）人権相

談・支援体制の

充実

人権擁護委員による人権相談や女性相談窓

口、三重県男女共同参画センターの相談窓

口等の情報に関して、市広報紙、市ホーム

ページなどの各種媒体を活用して広く情報

提供を行い、様々な困難を抱えた女性等が

相談できる環境づくりに努めます。
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相談された人権問題が早期に解決できるよ

う、津地方法務局、三重県人権センター、

鈴鹿地域防災総合事務所、人権擁護委員な

どの機関と各関係部署間で連絡を密にしな

がら連携して支援できるよう体制の充実を

図ります。

人権・ダイ

バーシティG

津人権擁護委員協議会亀山地区委員会と引き続き連

携を図るため、月１回開催されている委員会に職員

も可能な範囲で出席する。

津人権擁護委員協議会亀山地区委員会や津

地方法務局との連携等、市民への相談体制

の充実に努めた。

各関係機関で連絡を密にしなが

ら、連携して支援できるよう体

制を強化していく必要がある。

津人権擁護委員協議会亀山地区委員会と引

き続き連携を図るため、月１回開催されて

いる委員会に職員も可能な範囲で出席す

る。

民生委員・児童委員や保護司など、地域に

おける見守りや支援活動を行っている団体

等と連携し、住民の悩み事や人権問題を早

期に発見し解決につなげられる体制づくり

を進めます。

福祉総務G

民生委員児童委員協

議会連合会

保護司会

地域まちづくり協議

会（福祉委員）など

世代や属性を問わず、住民の課題を集約するしくみ

づくりとともに、必要に応じて支援プランを作成

し、多機関の連携が可能となる会議体を設置・運営

する。

住民が抱える課題を市と社会福祉協議会に

集約する支援体制づくりを地域まちづくり

協議会等の会議の場で周知した。また、支

援の必要性に応じて世帯の支援の方向性を

示したトータルケアプランを作成・管理す

る会議体を設置・運営した。

既存の参加支援に向けた事業で

は対応できない本人や世帯の狭

間の個別ニーズに対応するた

め、地域の社会資源などを活用

した社会とのつながりづくりに

向けた支援が必要である。

既存の社会資源への働きかけや事業活動を

支援できる体制づくりに向け、支援ニーズ

や状態に合った支援が可能となるプランを

作成・管理する場の設置を検討する。

（２）人権相

談・支援体制の

充実
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基本目標　１　男女の人権尊重の推進
基本施策　２　男女共同参画の視点に立った慣行等の見直し

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和４年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和５年度の具体的な取り組み内容


様々な媒体を活用して、市民の固定的性別

役割分担意識の解消に向けた啓発を推進し

ます。

人権・ダイ

バーシティG

男女共同参画に関する講座として、料理や家事、介

護など女性の仕事として考えられがちな役割を、男

性が体験できるような講座等を検討し実施する。

１１月２０日に「亀山市ワーク・ライフ・バラン

ス市民講座」としてグーウェン代表　深谷　百合

子氏を講師に招き「『自分の道』を決めるのは自

分～自分らしく生きるとは～」をテーマに講演を

いただき、その後「鈴鹿友の会」の方によるカ

ジュアル（家事やる）講座と題して、洗濯物や掃

除などの家事体験を行った。

働き方に対する意識や、仕事と仕事

以外の生活との両立など、一人ひと

りの意識啓発を進めるとともに、長

時間労働の是正や休暇取得の奨励な

ど、事業所の取組を推進する必要が

ある。

今後も男女共同参画に関する講座として、料理や

家事、介護など女性の仕事として考えられがちな

役割を、男性が体験できるような講座等を検討し

実施する。

社会教育G
今後もリーダーとして女性の参画を促進するよう各

団体に働きかける。

市内幼稚園、小中学校の単位PTA会長に占め

る女性の割合は、27.7％（5人/18人）で

あった。

継続的かつ積極的に女性の参画

について呼びかけていく必要が

ある。

参加を呼び掛けるにあたり、PTAの活動内容

について、広く周知していく。

地域まちづく

りG

自治会長研修のほか、地域担当職員が各地域まちづ

くり協議会の会議等で男女共同参画の視点の必要性

について周知する。

地域担当職員が各地域まちづくり協議会の

会議等で男女共同参画の視点の必要性につ

いて周知を行った。

引き続き、男女共同参画の視点

に立って取り組みを行うよう、

さまざまな機会をとらえて促し

ていく必要がある。

自治会長研修のほか、引き続き、地域担当

職員が各地域まちづくり協議会の会議等で

男女共同参画の視点の必要性について周知

する。

あらゆる組織・団体・企業等において、個

人の能力にも十分留意しながら、女性の会

長、女性の管理職、女性のリーダー等を積

極的に起用したり、慣例では男性が務める

ことが多かった役割などを女性が担ったり

することを意識的に行い、人々の意識を変

えることができるような取り組みを推進し

ます。

人権・ダイ

バーシティG

慣例として男性が務めることが多くなっている役職

に、女性も男性と同じように就いてもらう意識を

持ってもらうため、市の広報のコラム等で、啓発を

行う。

審議会等の女性登用率の調査をはじめ、市

の広報（５月号）にて「家事・育児・介

護」の男女の取組時間をグラフで示し、女

性も男性も同じ意識を持ってもらうための

啓発を行った。

情報を発信し、人々の意識を変

えることができるような取り組

みを推進します。

慣例として男性が務めることが多くなって

いる役職に、女性も男性と同じように就い

てもらう意識を持ってもらうため、男女共

同参画情報誌や市の広報のコラム等で、啓

発を行う。

市が作成・発行する文書（チラシ、パンフ

レット、冊子、その他一般文書等）や市

ホームページ等での情報発信において、無

意識のうちに固定的な性別役割分担意識を

根付かせたり助長したりするような表現や

イラスト等の掲載をしないよう、全庁的に

意識した文書や資料作成に取り組みます。

広報G 文化共生G、法務G
各種広報媒体における情報発信時に、表現方法や使

用イラスト等が適切であるかを確認する。

各課から合議される広報紙、ホームページ

および行政情報番組などの決裁時に、固定

的性別役割分担意識を助長する表現やイラ

スト等がないよう意識して内容を確認し

た。

広報紙やホームページ、行政情

報番組など各種広報媒体におい

て、固定的性別役割分担意識を

助長するような表現がないか引

き続き確認していく必要があ

る。

各種広報媒体における情報発信時に、表現

方法や使用イラスト等が適切であるかを確

認する。

男性が子育てに参画しやすくなるため、公

共施設における環境整備（ベビーベッド付

男性トイレの整備等）に努めるとともに、

民間施設にも波及するよう啓発に努めま

す。

住まい推進G 施設管理部署

建物改修等予算が減少傾向にある中、十分な機能を

有するための予算確保が課題となっており、改修の

必要性について認識してもらう必要がある。

亀山公園庭球場便所新築工事において、女

性だけでなく男性が子育てに参画しやすく

なるよう、ベビーベッド、ベビーチェア及

びフィッティングボードなど乳幼児連れ対

応機能を備えた多機能トイレを設計した。

建物改修等予算の減少、建築資

材の高騰の中、十分な機能を備

えた公共施設における環境整備

のための予算確保が課題となっ

ている。

不特定多数の人が使用する公共施設の設計

にあたっては、男性トイレにベビーベッド

を整備するなど、男性が子育てに参画しや

すくなるよう環境整備に努める。

教育研究G 委員構成に応じて、参加しやすい会議設定を行う。

だれもが参加しやすい会議とするため、オ

ンライン会議を併用し、時間や場所形態等

を工夫しながら行った。

今後も、固定的性別役割分担の

意識の解消に努めるとともに、

多くの市民が会議に参加しやす

いよう開催時間や参加形態を考

えていく必要がある。

委員構成に応じて、参加しやすい会議設定

を行う。

子ども総務G
これまでの時間設定を基本に、委員構成を見なが

ら、全体として参加しやすい会議設定を行う。

換気などの新型コロナウイルス感染症対策

を取りながら、可能な限り短時間で会議を

開催した。

会議に出席する委員構成によ

り、参加しやすい時間帯が異な

る。

これまでの時間設定を基本に、委員構成を

見ながら、全体的に参加しやすい会議設定

を行う。

地域まちづく

りG

自治会長研修のほか、地域担当職員が各地域まちづ

くり協議会の会議等で男女共同参画の視点の必要性

について周知する。

地域担当職員が各地域まちづくり協議会の

会議等で男女共同参画の視点の必要性につ

いて周知を行った。

引き続き、男女共同参画の視点

に立って取り組みを行うよう、

さまざまな機会をとらえて促し

ていく必要がある。

自治会長研修のほか、引き続き、地域担当

職員が各地域まちづくり協議会の会議等で

男女共同参画の視点の必要性について周知

する。

（１）固定的性

別役割分担意識

の解消に向けた

広報・啓発

（２）固定的性

別役割分担意識

の解消に向けた

環境の整備

自治会、地域まちづくり協議会、PTA等、

地域に根差した組織・団体の活動に、男女

とも多様な住民が参加できるよう意識改革

を図ります。

自治会、地域まちづくり協議会、PTA等、

地域に根差した組織・団体の会議、あるい

は市民活動団体や各種審議会・委員会等の

会議について、平日の昼間だけでなく、夜

間、休日等に開催するなど、男女とも多様

な住民が参加しやすい環境となるよう意識

改革を図ります。
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基本目標　１　男女の人権尊重の推進
基本施策　３　ハラスメント等、あらゆる暴力の根絶

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和４年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和５年度の具体的な取り組み内容


女性等に対する暴力の問題は、人権意識の

希薄（欠如）から生じることから、これら

の問題に対する市民の認識を深めるため、

人権啓発・人権研修等を進めます。

子ども支援G

女性に対するあらゆる暴力を許さない社会意識を高

めるため、女性に対する暴力抑制などのDV防止の周

知活動を行う。

亀山市二十歳の集いにデートＤＶに係る啓

発チラシを配布した。また、かめやま出前

トークにおいて「女性が抱えるさまざまな

困難や悩み、生き方について一緒に考えま

しょう。」との内容で「女性が自分らしく

生きるために」をテーマ掲載を行った。

若年層への啓発強化のため、対

象を学生（高校生など）に広げ

るとともに、配偶者や恋人な

ど、女性に対する暴力をなくす

意識を高めるため、男性への理

解を深める必要がある。

若年層（学生）への啓発を行うとともに、

「かめやま出前トーク」などにより、女性

への暴力は許さない認識を深める啓発活動

を行う。

「女性に対する暴力をなくす運動」期間な

どの時期を捉えて、市広報紙への記事掲

載、カード型チラシの配布、街頭啓発など

により、女性等に対するあらゆる暴力を許

さない社会意識の醸成や被害の未然防止、

市や県等の相談窓口や支援制度等の周知の

ための情報発信・啓発を行います。

子ども支援G

「女性に対する暴力をなくす運動」期間にあわせ、

市広報紙にDV防止啓発の記事を掲載したり、DV防止

のパンフレット等を配布したりする。市内の不特定

多数の人が立ち寄る店舗等に市や県等の相談窓口が

掲載されたカード型チラシの設置依頼を行う。

女性に対する暴力をなくす運動期間にあわ

せ、11月1日号市広報紙にＤＶ防止啓発の特

集記事を掲載し、市内公共施設にＤＶ防止

のチラシを設置した。また、市内コンビニ

エンスストアにＤＶ相談カードやチラシの

設置を依頼した。

女性等に対するあらゆる場面で

の暴力を許さない社会意識を醸

成し、被害の未然防止及び市や

県の相談窓口等周知するため、

啓発活動を継続する。

女性に対する暴力をなくす運動期間にあわ

せ、市広報紙等でのＤＶ防止啓発記事の掲

載や新型コロナウイルス感染症の対応動向

等を注視しつつ、ＤＶ防止のパンフレット

等の街頭での配布を含め検討する。また、

市内の不特定多数の人が立ち寄る店舗等に

市や県等の相談窓口が掲載されたカード型

チラシなどの設置依頼を行う。

相談窓口に専任の女性相談員を配置し、被

害者の保護や自立等のため、被害者の心身

のケアや継続した相談・支援、あるいは医

療機関や行政手続等への同行等の支援を行

います。

子ども支援G

相談窓口に専任の女性相談員を配置し、被害者の保

護や自立等のため、被害者の心のケアや継続した相

談・支援や医療機関及び行政手続等への同行等の支

援を行う。

専任の女性相談員が、被害者の保護や自立

等のため、主に心のケアや継続的な相談な

ど被害者に寄り添った支援を行い、行政手

続等の同行支援も行った。

・相談実人員185人、延べ件数1,594件

被害者の保護や自立等のため、

心のケアや継続した相談を行う

とともに、被害者に寄り添い各

ケースに応じた的確な支援を行

う必要がある。

専任の女性相談員等により、被害者の保護

や自立等のため、心のケアや継続的な相談

等支援を行うとともに、必要に応じ行政手

続等へ相談員等が同行するなど、関係機関

と連携し、被害者に寄り添った支援を行

う。

各関係機関等で構成する「亀山市要保護児

童等・DV対策地域協議会」において、DV被

害者の適切な保護のために必要な情報の交

換や被害者に対する支援の内容を協議する

など、各関係機関等が連携して被害者を支

援する体制づくりを推進します。

子ども支援G

DV被害者の適切な保護のために必要な情報の交換や

被害者に対する支援の内容を協議し、各関係機関等

が連携して被害者を支援するため、亀山市要保護児

童等・DV対策地域協議会（代表者会議年１回、実務

者会議２カ月１回、個別ケース会議週１回以上）を

開催していく。

ＤＶ被害者の適切な保護等に必要な情報の

交換や被害者に対する支援の内容を協議

し、各関係機関等が連携して被害者支援実

施のため、亀山市要保護児童等・ＤＶ対策

地域協議会を開催した。

・代表者会議　1回　・実務者会議　6回

・個別ケース会議　78回

ＤＶ被害者の適切な保護・支援

等のため、情報共有を密に行

い、各関係機関等が共通認識の

うえ連携していく必要がある。

ＤＶ被害者への適切な対応のために必要な

情報共有と支援の内容等を協議し、各関係

機関等が連携して被害者を支援できるよ

う、亀山市要保護児童等・DV対策地域協議

会（代表者会議年１回、実務者会議２カ月

１回、個別ケース会議週１回以上）を開催

するとともに、関係機関間での情報共有を

密にする。

被害者に子どもが同伴する場合には、子ど

もの心のケアも必要なため、女性相談員と

家庭相談員等が連携を図るほか、「亀山市

要保護児童等・DV対策地域協議会」の枠組

みも活用し、被害者と子どもの支援を行い

ます。

子ども支援G

DV被害者に同伴している子どもに対し、女性相談員

と家庭相談員が連携し、子どもの心のケアなど支援

を行う。また、亀山市要保護児童等・DV対策地域協

議会の枠組みも活用し、学校・園、警察や児童相談

所など関係機関との連携も行う。

ＤＶ被害者に同伴している子どもに関し、

女性相談員と家庭相談員が連携し、子ども

の心のケアなど支援を行った。また、亀山

市要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会の関

係機関、学校・園、児童相談所、警察など

と連携し支援を行った。

引き続き女性相談員と家庭相談

員が連携するとともに、学校・

園、児童相談所、警察など関係

機関との連携強化を図る。

ＤＶ被害者に同伴している子どもへの対応

について、女性相談員と家庭相談員が連携

し、子どもの心のケアなど支援を行うとと

もに、亀山市要保護児童等・ＤＶ対策地域

協議会の枠組みを活用し、学校・園、児童

相談所、警察（所轄署、中勢少年サポート

センターなど）等関係機関と連携し支援を

行う。

被害者が早期に生活を再建できるよう、関

係機関との連携を図り、経済的な自立も含

めた就労支援等、自立支援及び心理的支援

に努めます。

子ども支援G

専任の女性相談員が中心となり、被害者が早期に生

活を再建できるよう、三重県配偶者暴力相談支援セ

ンターなど関係機関との連携を図り、経済的な自立

も含めた就労支援等、自立支援及び心理的支援を行

う。

専任の女性相談員を中心に、被害者への支

援等について、みえ犯罪被害者総合支援セ

ンターなど関係機関と連携により、生活を

再建できるよう、心理的な支援や経済的自

立に向けた支援を行った。

被害者が早期に生活を再建でき

るよう、女性相談所などその

ケースに応じて各関係機関との

連携を的確に行う必要がある。

専任の女性相談員を中心に、被害者が早期

に生活を再建できるよう、市関係部署及び

女性相談所など関係機関との情報共有を強

化し、心理的支援、経済的な自立も含めた

就労支援等自立支援を的確に行う。

高齢者支援G

高齢者に対する暴力については、必要に応じて地域

包括支援センター等の関係機関とのケース会議を開

催するとともに、相談窓口等について周知を行う。

高齢者のパートナーに対する暴力について

は令和４年度は無かった

相談窓口や支援制度等の周知の

ため、継続して情報提供してい

く必要がある。

高齢者虐待についての相談窓口として、地

域包括支援センター等について周知をおこ

なって行く。

障がい者支援

G

亀山市高齢者・障がい者虐待防止対策代表者会議に

おける高齢者等の虐待に関する情報共有を継続的に

行うとともに、虐待防止に向けた啓発活動や虐待の

早期発見発見や被虐待者の保護を図るため、身近に

相談できる窓口の周知に取り組む。

亀山市高齢者・障がい者虐待防止対策代表

者会議において障害者の虐待に関する情報

共有を行った。

虐待防止に係る啓発活動や身近

に相談できる窓口の周知・啓発

が必要である。

虐待防止、早期発見、被虐待者の保護等に

係る周知方法の検討や三重県高齢者・障が

い者虐待防止チームの派遣・助言事業の活

用を図る。

女性相談員等が、被害者の相談を聞くこと

により被害者と同様の心理状態（代理受

傷）になったり、相談員がバーンアウト

（燃え尽き）したりするのを防止するた

め、またスキルアップのため、研修の機会

を設けるなど相談体制の整備を図ります。

子ども支援G

女性相談員自身の精神的なフォローのため、またス

キルアップのために、県内で行われる各種研修や、

県婦人相談員連絡協議会へ積極的に参加するととも

に、全国婦人相談員連絡協議会にも参加する。

女性相談員のスキルアップ等のため、新型

コロナ感染症防止対策によるWeb開催を含

め、東海ブロック婦人相談員の研修会、人

権に係る相談担当者の研修会等に参加し

た。

相談員の資質と知識の向上を図

るため、県内のみならず県外へ

の研修参加の機会を設けていく

必要がある。

女性相談員自身への精神的なフォローやス

キルアップのため、新型コロナウイルス感

染症対応の動向等に配慮しつつ、県内で行

われる各種研修や県婦人相談員連絡協議会

等だけでなく、全国婦人相談員連絡協議会

にも参加する。

（１）パート

ナーに対する暴

力の防止・根絶

及び被害者の保

護等の推進

外国人や障がい者、高齢者の暴力被害者に

ついて、各関係部署・機関等が連携し、支

援に努めます。
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DV被害者を保護するため、被害者への市営

住宅の提供について、法令等に基づき柔軟

に対応します。

住まい推進G 子ども支援G

令和3年6月より国の通達に基づき、DV被害者保護の

観点から市営住宅1戸に優先的に入居を行い、現在

も入居中である。DV被害者保護のため、関係部署と

常に情報共有を図ると共に緊急時には法令や国の通

達に基づき四家い住宅への緊急入居に努めていく。

国の通達に基づき、DV被害者保護の観点か

ら令和4年8月から新たにDV被害者の母子に

ついて、緊急避難措置として市営住宅1戸に

目的外使用により入居させた。また、その

後の生活状況を鑑み、一時使用期間延長許

可のうえ現在も入居中である。

住宅に困窮している低額所得者

が多数いる中で、緊急避難措置

としてDV被害者に提供する市営

住宅の空き家の確保が困難であ

る。

DV被害者の情報については福祉部局に集約

されることが多いことから、今後も情報共

有など連携強化に努める。

セクシュアル・ハラスメントは、女性の尊

厳を不当に傷つけ能力の発揮を妨げる人権

侵害であり、雇用の場だけでなく、あらゆ

る場面での未然防止のための啓発に努めま

す。

子ども支援G

女性に対する暴力をなくす運動期間にあわせ、市広

報紙にDV防止啓発の記事を掲載する。また、DV防止

のチラシ等を配布する。市内の不特定多数の人が立

ち寄る店舗棟に市や県等の相談窓口が掲載された

カード型チラシの設置依頼を行う。

市ホームページにセクシュアルハラスメン

トに係る関係機関の窓口を掲載するととも

に、女性に対する暴力をなくす運動期間に

あわせ11月1日号市広報紙にＤＶ防止啓発の

特集記事を掲載し、市内公共施設にＤＶ防

止のチラシを設置するなど啓発に努めた。

女性等に対するあらゆる場面で

のセクシュアル・ハラスメント

や暴力を許さない社会意識を醸

成し、被害の未然防止及び市や

県の相談窓口等周知するため、

啓発活動を継続する。

女性に対する暴力をなくす運動期間での市

広報紙等へのＤＶ防止啓発記事の掲載や市

内の不特定多数の人が立ち寄る店舗等への

市、県等の相談窓口が掲載されたカード型

チラシなどの設置依頼に合わせセクシュア

ル・ハラスメントに係る啓発を行う。

適正な性教育の実施及び性犯罪等について

の学習機会の提供等により、生命を尊厳あ

るものと実感し、男女が互いに尊重して認

め合う意識を醸成します。

教育研究G

保健の授業、特別の教科道徳、総合的な学習の時間

等の時間を活用しするとともに、各校の人権教育の

カリキュラムに学習を位置付け、意識の醸成を図

る。

人権教育や道徳の授業を通して、あらゆる

暴力を許さない姿勢と、暴力に依存せずに

対等な人間関係の構築の仕方を学ぶことが

できた。

日常生活場面において実践でき

る児童生徒の育成が必要であ

る。

保健の授業、特別の教科道徳、総合的な学

習の時間等の時間を活用しするとともに、

各校の人権教育のカリキュラムに学習を位

置付け、意識の醸成を図る。

（１）パート

ナーに対する暴

力の防止・根絶

及び被害者の保

護等の推進

（２）セクシュ

アル・ハラスメ

ント、ストー

カー事案、性犯

罪、売買春、人

身取引等の対策

の推進
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基本目標　１　男女の人権尊重の推進
基本施策　４　誰もが安心して暮らせる環境の整備

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和４年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和５年度の具体的な取り組み内容


ひとり親家庭に対し、就学援助費や児童扶

養手当、技能訓練促進給付などの各種手当

等を支給するとともに、医療費の助成や相

談事業など、ひとり親家庭等の生活の安定

と自立を支援します。

子育てサポー

トG

保健給食G

医療年金G

ひとり親家庭を対象とした手当等を適正に支給する

とともに、ひとり親世帯等への様々な制度の情報提

供を行う。また、国の制度を利用し、経済的に困窮

するひとり親世帯への生活支援を行う。

ひとり親家庭に対する就学援助費として249

件を認定し、支給を行った。

一人親家庭等医療費受給資格者の健康保険

適用の医療費の自己負担分を的確に助成し

た。

対象者：931人（令和5年3月末時点）

令和4年度助成総額：26,723,489円

ひとり親家庭を対象とした手当等を適正に

支給するとともに、児童扶養手当の現況届

時などにひとり親世帯等の状況に応じた情

報提供を行った。また、国の制度を利用

し、経済的に困窮するひとり親世帯への生

活支援を行った。

就学援助の件数と支給額が増加

する可能性がある。

受給資格を有する者が確実に必

要な医療費助成を受けられるよ

う、対象者を的確に把握・資格

認定し、医療費助成につなげる

ことが必要である。

物価高騰等の影響を特に受ける

ひとり親世帯等に対し支援を行

う必要がある。

制度の周知に努め、適正な認定を行う。

対象者を的確に把握・資格認定するととも

に、令和５年度も引き続き県の助成基準の

所得額を80万円上回る所得がある者までを

助成対象とし、健康保険適用の医療費の自

己負担分を的確に助成する。

保護者の疾病やその他の理由により、家庭

において一時的に児童の養育が困難となっ

た場合等に、子育て短期支援事業（ショー

トステイ）を提供できるよう環境を整備し

ます。また、社会的擁護施策として、教育

家庭制度（里親制度）の普及を進めます。

子ども支援G

子育て短期支援事業（ショートスティ）を提供でき

るよう近隣施設と契約を締結する。また、社会的養

護施策として、教育課程制度（里親制度）の普及啓

発に努める。

子育て短期支援事業（ショートステイ）を

提供できるよう近隣８施設と契約を締結

し、２世帯、３人、１６日の利用があっ

た。また、里親制度の普及について、県主

催の里親説明会（鈴鹿市）を市広報に掲載

し周知を図った。

子育て短期支援事業（ショート

ステイ）の利用希望の際の情報

提供とショートステイを利用し

やすいように相談時の支援を的

確に行う。

子育て短期支援事業（ショートスティ）を

利用しやすく提供できるよう、引き続き近

隣施設と契約を締結する。また、里親制度

の普及啓発のため、三重県主催の説明会を

亀山市で開催する。

特に支援につながりにくい、高齢女性にお

ける認知症を伴うDV被害（身体的、心理

的、経済的、介護・世話の放棄・放任）等

について、市民の理解を深めるため啓発に

努めます。

高齢者支援G

虐待の予防・早期発見のため、高齢者虐待にかかる

啓発活動に努め、関係期間と連携し、虐待防止に努

める。

子ども総合相談５９５件の対応と、集団で

の療育相談７０回、保護者のつどい１回を

実施し、児童や保護者への支援を行った。

療育相談事業では、一人一人の

特性などに合わせ、関係機関と

連携し支援を行うことで、母親

や家族の不安が解消できるよう

対応する必要がある。

専門スタッフによる子ども総合相談や支援

を行うとともに、療育相談事業では関係機

関と連携し、発達段階に合わせた対応等に

より、母親等の育児不安が解消できるよう

支援を行う。

障がい者支援

G

該当者に対し制度の紹介を行いつつ、特別児童扶養

手当や障害児福祉手当等の各種手当の適正な支給を

行い経済的な支援を行う。

福祉総務グループに常駐する通訳者を介

し、障害福祉の制度・サービス利用を支援

した。

制度・サービスに係る案内や冊

子の多言語化など

市の障がい福祉制度・サービスをわかりや

すく紹介できる手引き等の検討を行う。

子ども支援G
専門スタッフによる子ども相談や支援、療育相談事

業等により保護者の育児不安の解消に努めます。

子ども総合相談５９５件の対応と、集団で

の療育相談７０回、保護者のつどい１回を

実施し、児童や保護者への支援を行った。

療育相談事業では、一人一人の

特性などに合わせ、関係機関と

連携し支援を行うことで、母親

や家族の不安が解消できるよう

対応する必要がある。

専門スタッフによる子ども総合相談や支援

を行うとともに、療育相談事業では関係機

関と連携し、発達段階に合わせた対応等に

より、母親等の育児不安が解消できるよう

支援を行う。

日本語の理解が難しい外国人市民のため

に、各種行政サービスや制度等に関する外

国人向けの多言語情報の提供に努めます。

人権・ダイ

バーシティG

多言語版「かめやまニュース」を引き続き発行するととも

に、やさしい日本語の普及を図る。緊急性の高い情報等

を市民活動団体等と協力し多くの外国人市民に提供で

きるよう努める。

令和3年度に引き続き、多言語版「かめやまニュース」

を毎月作成し、配布及びホームページに掲載した。ま

た、12言語に対応した外国人生活相談窓口で外国人

の様々な生活課題に寄り添うことで、外国人市民の支

援をすることが出来た。

やさしい日本語の普及や多言語への対

応が進み、多くの外国人に対して対応

できる体制は整いつつあるが、それらを

さらに利活用していただくよう、在住外

国人への周知・啓発が必要である。

多言語版「かめやまニュース」を引き続き

発行するとともに生活相談窓口において、

多言語情報の提供に努める。また、市消防

イベントでの外国人向けブースを企画し、

他部署間との連携を図りながら、外国人に

対して防災等の情報を周知する。

「亀山市犯罪被害者等支援条例」に基づ

き、犯罪被害者等を支援し、犯罪被害者等

を支える社会の形成を通じ、誰もが安心し

て暮らせる環境の整備に努めます。

防災安全G

犯罪被害者等が求める多様なニーズに対応するた

め、体制の整備や継続した職員研修の実施に努め

る。

相談件数はなかった。

被害者相談は二人一組で対応す

る事を原則としているが、担当

課には女性職員が一人のため被

害者が女性職員による対応を求

めた場合、二人一組での対応が

難しくなる。

ワンストップ支援体制の更なる継続のた

め、年一回関係部署を対象とした研修会を

開催予定

LGBTQを含む多様な性自認・性的指向につ

いての理解を深めるための啓発に努めま

す。

人権・ダイ

バーシティG

性の多様性に関する理解を深めるため、市ホーム

ページやコラム等の様々な情報媒体を通して啓発を

行う。

男女共同参画審議会の委員を対象に性の多様性の

理解を増進させるための研修会を行った。

性の多様性の理解が促進されるよう

な啓発を行う必要がある。

性の多様性に関する理解を深めるため、市

ホームページやコラム等の様々な情報媒体

を通して啓発を行う。

LGBTQを含む多様な性自認・性的指向につ

いての理解を深めるための教育を推進しま

す。

教育研究G

すべての子どもが安心して過ごせる学校環境づくり

をすすめるとともに、個別的な人権問題の取り組み

の一つとしてカリキュラムに沿った学習を進める。

総合的な学習の時間を活用した出会い学習

や、道徳や人権学習においても、性別にか

かわらない、それぞれの存在を尊重できる

ような取組を進めることができた。

引き続き、総合的な学習の時間

を活用した出会い学習や、道徳

や人権学習においてもそれぞれ

の存在を尊重し、互いを認め合

う意識を育成する必要がある。

すべての子どもが安心して過ごせる学校環

境づくりをすすめるとともに、個別的な人

権問題の取り組みの一つとしてカリキュラ

ムに沿った学習を進める。

（１）ひとり親

家庭等の親子が

安心して暮らせ

る環境づくり

障がいのある子どもを持つ家庭に対し、特

別児童扶養手当や障害児福祉手当等、各種

手当の支給などの経済的支援を行うととも

に、専門性の高いアドバイスや支援、療育

相談事業等により、母親等の育児不安の解

消に努めます。

（２）高齢者、

障がい者、外国

人等が安心して

暮らせる環境の

整備

（３）性の多様

性に関する理解

の促進
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LGBTQを含む多様な性自認・性的指向につ

いての理解の促進のため、国・県をはじめ

関係機関との連携により、行政サービスに

おける対応の推進に努めます。

人権・ダイ

バーシティG

国・県・関係機関と連携し、公営住宅及び公立病院

等における対応など、必要な対応の推進に努める。

県・市担当課と連携し、公営住宅の入居及

び公立病院における対応等について、確認

を行うとともに、県が発行する「みえにじ

いろハンドブック」を窓口に配架した。

「性の多様性を認め合い、誰も

が安心して暮らせる三重県づく

り条例」及び「三重県パート

ナーシップ宣誓制度」にかか

る、パートナーが利用可能な

サービスの拡充について、市担

当課と連携して検討していく必

要がある。

今後も、国・県・関係機関と連携し、公営

住宅及び公立病院等における対応など、必

要な対応の推進に努める。

（３）性の多様

性に関する理解

の促進
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基本目標　２　あらゆる分野における女性活躍の推進
基本施策　５　政策・方針決定過程への女性の参画拡大

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和４年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和５年度の具体的な取り組み内容


本市の各種審議会等における女性の登用を

推進するとともに、各種審議会委員等を選

出する様々な選出母体の役員等の構成につ

いても、男女の比率が同程度となるよう、

選出母体を所管する部署等から働きかけを

行います。

人権・ダイ

バーシティG

審議会委員等を構成する選出母体の男女比率につい

て、できる範囲で所管部署から働きかけてもらえる

よう依頼していく。

亀山市の各種審議会等における女性の登用率の調

査を行うとともに、市の各担当部署に第４次亀山

市男女共同参画基本計画において各種審議会等の

女性登用率４０％を掲げていることや委員選定時

の留意点を示す等により、女性登用の意識付けを

行った。

各種審議会委員等を選出する様々な

選出母体には、男性の割合が高い団

体や職種もあるが、所管する部署等

からの積極的な働きかけを今後も

行っていく必要がある。

審議会委員等を構成する選出母体の男女比率につ

いて、できる限り所管部署から働きかけてもらえ

るよう依頼していく。

女性の登用が進まない分野については、委

員の公募制の導入や、選出規定の見直し、

充て職等の慣例にとらわれない選出などに

ついて、積極的に検討します。また、女性

登用が進まない根本の要因や背景を調査研

究し、それらを解消できるよう取り組みま

す。

人権・ダイ

バーシティG

女性登用率の調査時に、登用率が２０％以下の審議

会等については、その理由と今後の改善方策を検討

するよう所管部署に依頼する。

登用率が２０％以下の審議会等については、その

理由と今後の改善方策の記入を行ってもらい、必

要に応じてヒアリングを行うなど女性登用率の偏

りを減らすための意識づけにつなげてきた。

各種審議会委員等を選出する様々な

選出母体には、男性の割合が高い団

体もあり、女性登用率の向上につな

がらない審議会等があるので、引き

続き啓発が必要である。。

今後も、女性登用率の調査時に、登用率が２０％

以下の審議会等については、その理由と今後の改

善方策を検討するよう所管部署に依頼する。

女性の比率が偏って高い審議会等について

は、その選出母体も含めて男女の割合が同

程度となるよう働きかけます。

人権・ダイ

バーシティG

女性登用率の調査時に、女性の比率が偏って高い審

議会等について確認し、委員の改選時に合わせて働

きかけを行う。

登用率が２０％以下の審議会等については、その

理由と今後の改善方策の記入を行ってもらい、必

要に応じてヒアリングを行うなど女性登用率の偏

りを減らすための意識づけにつなげてきた。

各種審議会委員等を選出する様々な

選出母体には、男性の割合が高い団

体もあり、女性登用率の向上につな

がらない審議会等があるので、引き

続き啓発が必要である。。

今後も、女性登用率の調査時に、登用率が２０％

以下の審議会等については、その理由と今後の改

善方策を検討するよう所管部署に依頼する。

本市の各種審議会等を所管するそれぞれの

部署において、女性の参画の重要性を認識

できるよう、職員に対する意識啓発や研修

等を行います。

人事給与G

新規採用職員の庁内研修のカリキュラムにおいて男

女共同参画に関する研修を実施し、女性参画の重要

性について意識付けを行う。

新規採用職員の庁内研修において男女共同

参画についての研修を実施した。

各種審議会等への女性の参画の重要

性を認識できるよう、職員に対する

意識啓発や研修等を継続して実施す

る必要がある。

新規採用職員の庁内研修のカリキュラムに

おいて継続して男女共同参画に関する研修

を実施し、女性参画の重要性について意識

付けを行う。

亀山市特定事業主行動計画に基づく市役所

の女性職員の積極的な登用、職域拡大を図

ります。

人事給与G

目標達成に向けて、マネジメント能力向上のための

研修を実施するとともに、管理職やＧＬへ女性職員

を積極的に配置する。

組織・機構改革に伴い、女性職員の管理職

への配置を増やしたが、全体的に管理職が

増加したため、令和４年４月１日現在で女

性職員の管理職への登用率が3２.３％とな

り昨年度より減少した。

令和２年２月に策定した第４次亀山

市特定事業主行動計画において女性

管理職員の割合を４０％に設定した

ことから、目標達成に向けて引き続

きマネジメント能力向上のための研

修の実施や管理職やＧＬへ女性職員

を積極的に配置する必要がある。

引き続き目標達成に向けて、マネジメント

能力向上のための研修を実施するととも

に、管理職やＧＬへ女性職員を積極的に配

置する。

市が推薦して国等が委嘱する各種委員等に

ついても、地域が抱える実情などに配慮し

ながら、可能な限り構成員の性別に偏りが

生じないよう努めます。

福祉総務G

亀山市民生委員児童

委員協議会連合会

保護司会

民生委員・児童委員、主任児童委員の改選時等や保

護司の選任時において、女性の参画を促進する。

民生委員等の改正時（令和4年12月）におい

て、女性選出の協力を依頼するなどによ

り、改選前52.1％であったものが、53.6％

に向上した。

改正高年齢者雇用安定法の影響

による定年の高年齢化などを背

景として、男女問わず、担い手

の確保が困難である。

担い手の確保が困難な中、市と社会福祉協

議会の支援体制を周知するなど、女性の参

画の促進につながる取組を進めていく。

政策・方針決定過程への女性の参画拡大の

重要性について、市民の意識を醸成するた

め市広報紙等の様々な媒体を通じて啓発を

図ります。

人権・ダイ

バーシティG

市の施策等において女性参画の視点を取り入れ、情

報誌や広報等による情報発信を行う。

男女共同参画情報誌や広報を通して女性参

画の重要性について市民の意識啓発を行っ

た。

市民の意識を醸成するため、情

報誌や広報等の工夫が必要であ

る。

引き続き、市の施策等において女性参画の

視点を取り入れ、情報発信していく。

社会教育G
今後もリーダーとして女性の参画を促進するよう各

団体に働きかける。

市内幼稚園、小中学校の単位PTA会長に占め

る女性の割合は、27.7％（5人/18人）であ

り、女性の更なる参画を呼びかけた。

継続的かつ積極的に女性の参画

について呼びかけていく必要が

ある。

参加を呼び掛けるにあたり、PTAの活動内容

について、広く周知していく

地域まちづく

りG

自治会長研修のほか、地域担当職員が各地域まちづ

くり協議会の会議等で男女共同参画の視点の必要性

について周知する。

地域担当職員が各地域まちづくり協議会の

会議等で男女共同参画の視点の必要性につ

いて周知を行った。

引き続き、男女共同参画の視点

に立って取り組みを行うよう、

さまざまな機会をとらえて促し

ていく必要がある。

自治会長研修のほか、引き続き、地域担当

職員が各地域まちづくり協議会の会議等で

男女共同参画の視点の必要性について周知

する。

企業等における女性役員や女性管理職の育

成、女性の能力開発・発揮、女性の起業等

に関する各種セミナーや低利融資等の情報

発信を行います。

商工業振興G

啓発活動を継続して実施するとともに、若者・女性が市

内で創業しやすくなるよう空き店舗等活用支援補助制度

の周知やこれまでの創業者の紹介をHPなどで行う。ま

た、創業にチャレンジできる環境整備に向けて調査・研究

を行う。

空き店舗等活用支援補助制度のについては、

関係機関と連携し、ＨＰやＺＴＶなどでＰＲを行っ

た結果、女性２名に対して交付することができ

た。また、経営のノウハウを学べる創業セミナー

については、広報や新聞折込に加え、専門学校

等へチラシを配付するなどＰＲの充実に努めた

結果、定員上限の２０人（うち女性１１名）が参

加し、女性の起業等の支援を図ることができた。

就労の多様性が進む中、女性の起

業に結びつけられるよう、創業セミ

ナーの工夫や空き店舗等活用支

援補助金の周知を積極的に行って

いく必要がある。

引き続き、女性が思い描くライフワークが

支援できるよう、創業セミナーの工夫や空

き店舗等活用支援補助金の周知に努める。

（１）行政分野

における女性の

参画拡大

自治会や地域まちづくり協議会、PTA等、

地域に根差した組織・団体の役員への女性

の参画が促進されるよう意識改革を図りま

す。

（２）地域、企

業、その他の分

野における女性

の参画拡大
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経済団体、労働組合、職能団体、職業団

体、NPO、市民活動団体、社会教育団体

（文化関係団体、スポーツ関係団体、青少

年健全育成団体等）、政治分野等、あらゆ

る分野への女性の参画気運の醸成のため、

情報発信・啓発を行います。

人権・ダイ

バーシティG

各種団体が開催するイベントなど、団体と連携を取

りながら啓発を行う。

亀山市商工会議所や雇用対策協議会と連携

し、市の男女共同参画に関する市民講座等

について周知を行うとともに、市広報等で

市民の意識啓発を行った。

各種団体と連携し、様々な機会

をとらえて、啓発に取り組んで

いく必要がある。

各種団体が開催するイベントなど、団体と

連携を取りながら啓発を行う。

農林業等の分野の各種組合等において、女

性の政策・方針決定過程への参画拡大が促

進されるよう広く啓発を図ります。

農林政策G

鈴鹿川等源流の森林

（もり）づくり協議

会

地域の人・農地プランに女性の意見や視点が生かさ

れるよう、プランの作成過程への女性の参画を促し

ます。鈴鹿川等源流の森林（もり）づくり協議会活

動に広く女性の視点が活かされるよう、女性の活動

計画への参画を図る。

令和４年度は人・農地プランの策定過程で

女性農業者の参画があった。また、鈴鹿川

等源流の森林（もり）づくり協議会のイベ

ントの開催時に女性の活躍が見られた。

鈴鹿川等源流の森林（もり）づ

くり協議会のイベントの開催時

女性の政策・方針決定過程への

参画拡大が促進されるよう支援

を行う。

地域の人・農地プランに女性の意見や視点

が生かされるよう、プランの作成過程への

女性の参画を促します。鈴鹿川等源流の森

林（もり）づくり協議会活動に広く女性の

視点が活かされるよう、女性の活動計画へ

の参画を図る。

（２）地域、企

業、その他の分

野における女性

の参画拡大
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基本目標　２　あらゆる分野における女性活躍の推進
基本施策　６　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和４年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和５年度の具体的な取り組み内容


ワーク・ライフ・バランスの重要性や「働

き方」について、市民に考えてもらう機会

とするため、様々な手法により情報発信・

啓発します。

人権・ダイ

バーシティG

ワーク・ライフ・バランス推進週間を設定し、重点

的に啓発活動を行い、情報発信を行う。

１１月１３日から２９日までの１７日間を亀山市

ワーク・ライフ・バランス推進週間として位置づ

け、グーウェン代表　深谷　百合子様を講師にお

招きし「『自分の道』を決めるのは自分～自分ら

しく生きるとは～」をテーマに講演をいただき、

仕事と家庭の両立に向けた意識の醸成を図った。

今後もワーク・ライフ・バランスや

働き方改革について考える機会を設

ける必要がある。

今後も、ワーク・ライフ・バランス推進週間を設

定し、市民・企業等に対して積極的に啓発活動及

び情報発信を行う。

ワーク・ライフ・バランスの重要性や企業

の取り組みの優良事例等を、亀山商工会議

所や亀山市雇用対策協議会などの関係機関

等と連携し、様々な機会を捉えて事業所に

対し情報発信・啓発を行います。

商工業振興G

ワーク・ライフ・バランス推進週間において、地域活動団

体等が実施する各事業やイベント等と連携を図り、重点

的に啓発を行う。

ワーク・ライフ・バランス推進週間において、文

化課と連携して啓発に努め、市内企業へPRチラシ

を配付した。また、市内の事業所や労働団体等で

構成される働く環境づくり懇談会を開催し、地域

産業の発展とより良い働く環境づくりを目指して

協議を行った。

今後もワーク・ライフ・バラン

ス推進週間の機会をとらえて、

関係機関と連携し、啓発に取り

組んでいく必要がある。

ワーク・ライフ・バランス推進週間の機会

をとらえて、関係機関と連携し、企業への

チラシ配付など啓発に取り組んでいく。

休暇取得の推進などワーク・ライフ・バラ

ンスの推進や女性の活躍に取り組む企業や

自営業者、個人等を顕彰します。

人権・ダイ

バーシティG
商工業振興G

関係各課と連携して、ワーク・ライフ・バランスの

推進や女性の活躍推進に取り組む企業の顕彰方法に

ついて検討します。

ワーク・ライフ・バランスの推進や女性の

活躍推進に取り組む企業の顕彰方法につい

て関係各課と協議を行った。

ワーク・ライフ・バランスや女

性活躍推進に積極的に取り組む

企業等を広く紹介する必要があ

る。

関係各課と連携して、ワーク・ライフ・バ

ランスの推進や女性の活躍推進に取り組む

企業を広く紹介する手法を検討します。

夏の時期に「朝方勤務」や「フレックスタ

イム制」を推進し、夕方早くに職場を出る

という生活スタイルに変えていく国民運動

「ゆう活（夏の生活スタイル変革）」、フ

レックスタイム制度等について、啓発に努

めます。

商工業振興G
関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に配置す

るなど啓発を図る。

関係機関と連携し、パンフレットやチラシ

を窓口に配置するなど情報発信に努めた。

各種団体と連携し、様々な機会

をとらえて、啓発に取り組んで

いく必要がある。

各種団体と連携し、様々な機会をとらえ

て、啓発に取り組んでいく。

企業等において、男女の労働者が、仕事と

育児・介護等を両立できるようにするた

め、長時間労働の解消、短時間勤務やフ

レックスタイム勤務等の多様な働き方の推

進、育児・介護等に対応するための柔軟な

働き方の導入や育休取得後の中長期的な

キャリア形成支援等に関して企業等に働き

かけを行います。

商工業振興G

ウィズコロナ・アフターコロナによるニューノーマルな働き

方やワークライフバランスの推進に対して意欲的に取組

めるよう、引き続き雇用対策協議会の参加企業を中心に

研修会や啓発活動を行う。

市内の事業所や労働団体等で構成される働

く環境づくり懇談会や雇用対策協議会の実

務研修会において、育児・介護休業法の改

正について学び、労働者が仕事と育児・介

護等を両立できるよう働きかけを行った。

各種団体と連携し、様々な機会

をとらえて、啓発に取り組んで

いく必要がある。

労働者が仕事と育児・介護等を両立できる

よう、研修会等で多様な働き方や柔軟な働

き方を学べる機会を設ける。

公共調達において、将来の担い手不足が課

題となっている建設業のワーク・ライフ・

バランス等を推進する制度の導入を検討し

ます。

契約管財G

建設業におけるワーク・ライフ・バランス等を推進

する取組として、月２回土日完全週休２日制工事の

定着や工事の平準化に向けた取り組み。

工期の制約条件が比較的少ない工事を選定

し、月２回土日完全週休2日制工事（2件）

を実施した。

引き続き、ワーク・ライフ・バ

ランス等を推進するための取り

組みの検討するともに、普及啓

発を行なう必要がある。

昨年度に引き続き月２回土日完全週休２日

制工事を試行実施するとともに、制度の普

及啓発に努める。

女性の活躍推進に向け、企業の取り組みを

促すインセンティブとして、公共調達にお

いて、生産性、持続可能性等の高いワー

ク・ライフ・バランスの推進企業をより幅

広く評価する制度の導入を検討します。

契約管財G

企画競争方式（プロポーザル）において、ワーク・

ライフ・バランス等推進企業を加点評価する制度の

導入に向けて、亀山市業務委託等プロポーザル方式

契約実施要領の改訂などの検討。

企画競争方式（プロポ―ザル）における評

価制度の導入について、具体的な検討には

至っていない。

市の入札制度として、総合評価

落札方式を導入していないこと

から、企画競争方式（プロポー

ザル）における評価制度の導入

について研究する必要がある。

企画競争方式（プロポーザル）において、

ワーク・ライフ・バランス等推進企業を加

点評価する制度の導入などについて、他市

事例等を参考に研究を行う。

保護者になる方を対象として「パパ・ママ

教室」を開催するなど、男女が共に子育て

に参画するよう取り組みを進めます。

健康づくりG

（母子保健

G）

パパ・ママ教室を開催する。また、教室に参加した

いが参加が難しい夫婦がいた場合は、夫婦での来所

相談に応じる。

パパママ教室を４回開催し、２４組参加が

あり、子育てに参加する意識を高めること

ができた。

妊娠・出産・子育て等におい

て、男女共に参加する意識を高

めていく必要がある。

パパママ教室を継続して開催し男女共に育

児に参画する重要性について周知する。

未婚率の減少や晩産化の解消のため、若者

等の結婚支援に努めます。
政策調整G

婚活支援事業補助金の交付と、三重県が取り組む

「みえ出逢いサポートセンター事業」への積極的な

参画を通じて、情報発信やイベント等を行うことと

し、継続した婚活支援事業に取り組む。

みえ出逢いサポートセンターや本市及び北

勢市町が参画するみえ結婚支援プロジェク

トチーム【北勢地域】が主催となって、２

月１８日、１９日に婚活イベントを開催し

たほか、情報発信等を行った。

コロナ禍によって、減少した出

会いの機会を確保する必要があ

る。

引き続き三重県が取り組む「みえ出逢いサ

ポートセンター事業」への積極的な参画を

通じて、情報発信やイベント等を行うこと

とし、継続して婚活支援事業に取り組む。

若者が住み慣れた地域で結婚し、安心して

妊娠・出産・育児ができるよう、子育てに

関する情報を一元的に発信・提供し、子育

てしやすい環境整備に努めます。

子育てサポー

トG

子育て支援セン

ター、児童セン

ター、ファミリー・

サポート・センター

引き続き、「子育てガイドブック」を作成し、転入

者への提供するとともに「亀山市　かめやま子育

て」LINEなど様々なツールによりタイムリーに子育

てに関する情報を発信する。

「子育てガイドブック」を作成し、転入者

への提供するとともに「かめやま子育て

LINE」など様々なツールにより、季節の行

事や食事に関することなど子育てに関する

情報をタイムリーに発信した。

「子育てガイドブック」や「か

めやま子育てLINE」による情報

をより充実して情報発信を行

う。

「子育てガイドブック」のサイズを見直す

など子育て世帯がより使いやすいよう工夫

する。また、かめやま子育てLINE」による

タイムリーな情報発信を引き続き行う。

（１）市民・企

業等に対する啓

発・取り組み

（２）仕事と家

庭の両立のため

の環境整備
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（３）市役所内

における取り組

み

亀山市特定事業主行動計画に基づき、市女

性職員並びに男性職員の育児休業の取得を

促進するとともに、男性職員の育児短時間

勤務や育児部分休業など、育児に関するそ

の他の休暇制度の取得を推進します。ま

た、同行動計画に基づき、市職員の時間外

勤務時間の削減や、年次有給休暇の取得推

進、臨時・非常勤職員の「介護休暇・病気

休暇制度」の新設など、市職員のワーク・

ライフ・バランスの推進を図ります。

人事給与G

時間外勤務時間の削減については、年度当初（５

月）の部長級ヒアリングにおいて、新たな目標に対

する時間外勤務時間目標数値を設定し、半期で実績

を取りまとめ、進捗管理を行う。また、時間外勤務

時間の上限を原則として１月４５時間かつ１年３６

０時間と定めたことから、これらの時間を超える時

間外勤務について要因の整理等を行う。年次有給休

暇の取得促進については、夏季休暇取得期間におけ

る計画的な取得などに取り組み、取得状況について

半期で実績を取りまとめ、進捗管理を行う。

令和４年度の時間外勤務の実績は、44,293

時間であり、令和４年度の目標である

41,000時間を達成できなかった。また、年

間の時間外勤務時間が３６０時間を超える

職員数を「０人」とするについても、目標

を達成できなかった。

令和４年の年次有給休暇については、職員

一人当たりの取得日数が「1２.2日」となり

亀山市特定事業主行動計画の年間目標取得

日数を達成できたが、全職員の年次有給休

暇の年間目標取得日数を「５日以上」につ

いては、達成できなかった。

令和２年２月に策定した第４次

亀山市特定事業主行動計画にお

いて、時間外勤務については年

間の時間外勤務時間数の目標値

を「40,000時間」に設定すると

ともに年間の時間外勤務時間が

360時間を超える職員数を「０

人」と設定し、有給休暇につい

ては職員一人当たりの年次有給

休暇の年間目標取得日数を「12

日」かつ全職員の年次有給休暇

の年間目標取得日数を「５日以

上」と設定したことから、令和

６年度の目標達成に向けて取り

組む必要がある。

時間外勤務時間の削減については、年度当

初の部長級ヒアリングにおいて、新たな目

標に対する時間外目標数値を設定し、四半

期ごとに実績を取りまとめ、進捗管理を行

う。また、時間外勤務時間の上限である月

４５時間かつ年３６０時間を超える時間外

勤務について要因の整理等を行う。

年次有給休暇の取得促進については、コロ

ナ禍において取り組んだ取得促進を継続す

るとともに、夏季休暇取得期間における計

画的な有給取得などに取り組み、部長級ヒ

アリングにおいて、取得状況について取り

まとめ、進捗管理を行う。
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基本目標　２　あらゆる分野における女性活躍の推進
基本施策　７　働く場における男女共同参画の推進

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和４年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和５年度の具体的な取り組み内容


男性中心型労働慣行や男性労働者の意識を

変革できるよう、また女性労働者も、補助

的な業務や結婚を機に退職といった意識を

変革できるよう、様々な機会を捉えて啓発

します。

商工業振興G
関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に設置

し、情報発信を行う。

関係機関と連携し、パンフレットやチラシ

を窓口に配置するなど情報発信に努めた。

継続した情報発信が必要であ

る。

各種団体と連携し、パンフレットやチラシ

を窓口に配置したり、様々な機会をとらえ

て啓発に取り組んでいく。

長時間労働の削減や転職のあり方、勤務

地・職務・勤務時間を限定した多様な正社

員制度等に関する制度等を広報・啓発しま

す。

商工業振興G
関係機関と連携し、イベント参加の呼び掛け、及びパンフ

レットやチラシを窓口に設置するなど情報発信を行う。

パンフレットやチラシを窓口に設置した

り、企業へ各種案内をする際にチラシを同

封するなど周知に努めた。また、市内の事

業所や労働団体等で構成される働く環境づ

くり懇談会において、長時間労働について

協議を行い、意識啓発に努めた。

関係機関と連携し、様々な機会

をとらえて、継続して啓発に取

り組んでいく必要がある。

引き続き、パンフレットやチラシを窓口に

設置したり、企業等へチラシを配付するな

ど啓発を図る。

出産・育児、介護等と両立するための転職

や、それらを機に退職した女性などの再就

職や起業を支援するため、ハローワークの

「マザーズコーナー」や職業訓練等の情報

提供を行います。

商工業振興G

関係機関と連携してパンフレットやチラシを窓口に設置

する。また、事業所等に専門員の話が聞ける機会を提供

し、周知を行う。

市内の事業所や労働団体等で構成される働

く環境づくり懇談会や雇用対策協議会の実

務研修会において、育児・介護休業法の改

正について学び、労働者が仕事と育児・介

護等を両立できるよう働きかけを行った。

各種団体と連携し、様々な機会

をとらえて、啓発に取り組んで

いく必要がある。

労働者が仕事と育児・介護等を両立できる

よう、研修会等で多様な働き方や柔軟な働

き方を学べる機会を設ける。

関係機関等の連携を図り、女性の職業生活

における活躍の推進に関する情報を共有

し、その取り組みについて協議を行う、事

業主団体や労働組合、その他の有識者等で

組織する等（女性活躍推進法第23条に基づ

く協議会）の組織化について検討する。

商工業振興G
関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に設置

し、情報発信を行う。

市内の事業所や労働団体等で構成される働

く環境づくり懇談会において、最近の男女

共同参画に関する意識調査や非正規雇用労

働者の現状などをもとに、働きやすい職場

について協議を行い、意識啓発に努めた。

また、関係機関と連携し、パンフレットや

チラシを窓口に配置するなど情報発信に努

めた。

今後も働く環境づくり懇談会に

おいて研修や情報交換を行うな

ど、情報発信に努める必要があ

る。

引き続き、チラシを窓口に設置したり、働

く環境づくり懇談会において研修や情報交

換を行うなど、企業や市民の意識啓発に努

める。

男女間や正規雇用者・非正規雇用者間の賃

金格差や企業内での性別による固定的な職

種への配置・採用等、雇用に関する様々な

問題について情報発信し、企業や市民の意

識啓発を図ります。

商工業振興G
関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に設置

し、情報発信を行う。

「働く人の相談窓口」として、労働条件や

労働環境における相談があり、関係部署へ

つなぐことができた。

今後も相談窓口として、チラシ

を窓口に設置し、情報発信を行

う必要がある。

今後も相談窓口として、チラシを窓口に設

置し、情報発信に努める。

農林業等の経営において、女性が男性の対

等なパートナーとして経営等に参画できる

ようにするため、家族経営協定の普及、農

業経営改善計画の共同申請、女性の集落営

農への参画等を促進します。

農林政策G

家族農業で農業経営改選計画認定申請を行う農業者

に対し、家族経営協定について啓発を行うととも

に、女性を積極的に雇用する農業経営体を支援しま

す。

農業経営改善計画の認定において、必要に

応じて家族経営協定について説明したほ

か、女性農業者の増加につながる施策につ

いて検討を行った。

認定農業者における家族経営協

定の締結の補助や女性農業者の

増加につながる支援を行う。

家族農業で農業経営改選計画認定申請を行

う農業者に対し、家族経営協定について啓

発を行うとともに、女性を積極的に雇用す

る農業経営体を支援します。

男女が共に子育てしながら働き続けること

ができるよう、認定子ども園・幼稚園・保

育所、地域型保育事業等の充実を図るとと

もに、保護者の就業状況に応じて、延長保

育・休日保育事業、一時預かり事業などを

利用できるよう体制を整備します。また、

小規模保育事業の提供や低学年児童の保育

等の体制整備に努めます。

子ども総務G

保護者の就業状況に応じた各種の保育サービスが提

供できるよう、適切な人員配置に努めるとともに、

私立園への補助金等による支援を実施する。また、

新たな保育サービスの提供については、拡大等に向

けた検討を行う。

保育所等の安定的な運営と必要な保育サー

ビスの提供ができるよう、公立園において

は必要な人員配置を行い、私立園において

は各種事業の補助を行うことで、保護者の

ニーズに合わせた延長保育・休日保育・一

時保育事業などの提供を行うことができ

た。

土曜保育・休日保育の利用申請

が増加傾向にあり、今後の保護

者ニーズの動向によって、事業

の拡大や手法の検討が必要であ

る。

今後も、保護者ニーズに沿った各種保育

サービスの提供ができるよう、適切な人員

配置に努めるとともに、私立園への補助金

等による支援を実施する。

子育てサポー

トG

放課後児童クラブの利用についてアンケートなどにより把

握し、整備を進めるともに、運営支援を行うことにより小

学生が安心できる遊び及び生活の場の充実を図る。

放課後児童クラブ（２4支援単位）に対し運

営費補助等を行うとともに、放課後児童ク

ラブが設置されていない小学校区から通学

区域外のクラブへ通所する児童の送迎事業

を実施した。また、利用希望に関するアン

ケートの結果、放課後児童クラブの新設は

行わなかったが、児童数の増加に伴い、定

員を増員するための既存施設の改修に係る

費用を補助した。

市全体での少子化の傾向は続く

と考えられるが、小学校区によ

り、ニーズが増加する可能性が

ある小学校区と減少する可能性

がある小学校区があることか

ら、今後の利用ニーズの動向に

留意が必要な状況である。

引き続き国・県の交付金を基準とし、放課

後児童クラブへの運営費の支援などを行

い、利用ニーズの動向により必要に応じ放

課後児童クラブの新設の検討を行う。

男女が共に子育てしながら働き続けること

ができるよう、放課後児童クラブ、放課後

子ども教室等、放課後の子どもの居場所づ

くりを推進します。

（１）男性中心型

労働慣行等の変革

に向けた啓発

（２）女性活躍の

推進に向けた環境

整備
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社会教育G
今後も持続的な放課後子ども教室の実施を行ってい

く。

すべての小学校区において放課後子ども教

室を実施し、子どもたちが安心・安全に過

ごせる環境づくりに努めた。しかし、コロ

ナ禍の情勢を鑑みた結果、計画よりも少な

い開催回数となった。

※年間開催回数：1,096回

　参加児童数：13,123人

地域の中で子どもが安心して過

ごすことができる環境づくりの

ために、大人が何をすべきであ

るか意識を共有していく、その

ために意見を交換する場を設け

る必要がある。

引き続き、全小学校区で放課後子ども教室

を実施していく。

男女が共に子育てしながら働き続けること

ができるよう、放課後児童クラブ、放課後

子ども教室等、放課後の子どもの居場所づ

くりを推進します。

（２）女性活躍の

推進に向けた環境

整備
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安心して子育てができる環境整備を図るた

め、おおむね小学校卒業までの児童を対象

とした亀山市ファミリー・サポート・セン

ター事業により、市民がお互いに助け合う

子育て支援事業と併せて、軽い病後児の預

かり等により子育てをサポートします。

子育てサポー

トG
かめのこ

ファミリー・サポート・センター事業を継続して実

施する。

ファミリー・サポート・センター事業を継

続して実施し、安心して子育てができる環

境を整備した。

ファミリー・サポート・セン

ター事業においてニーズが増加

している送迎について、円滑に

実施できるよう対応する必要が

ある。

ファミリー・サポート・センター事業を継

続して実施し、送迎事業が円滑に実施でき

るよう取り組む。

保護者が性別にかかわらず主体的に子育て

に参画できるよう、市広報紙や市ホーム

ページ、ケーブルテレビの行政情報番組等

を活用して、子育てに関する情報を発信し

ます。

子育てサポー

トG

子育て支援センターにおいて保護者が性別にかかわ

らず参加できるような講座を実施する。

新型コロナウイルス感染症の影響により実

施が難しかった運動講座などの子育て講座

を実施した。

感染症対策を徹底し、子育て講

座を実施する必要がある。

運動講座など子育て世帯のニーズに合った

子育て講座を定期的に実施する。

出産に伴う女性の負担軽減のため、妊産婦

等に対する相談・支援体制の充実に努めま

す。

健康づくりG

（母子保健

G）
妊産婦に対し訪問、来所での相談支援を行う.

産前産後の子育て家庭へのアウトリーチに

よる相談を行った。

（電話相談45件　来所相談82件）延べ相談

件数

妊産婦を取り巻く環境も複雑化

し、相談支援を求める人が増え

ている傾向である。

個々のニーズに応じた相談支援を継続して

実施していく。

男女が共に介護をしながら働き続けること

ができるよう、家族の介護を支援します。
高齢者支援G

介護者へ相談窓口の周知や情報提供の充実を図ると

ともに、介護者同士が情報交換や交流の機会がつく

れるよう努める。

介護者のつどいを２回開催し、介護者同士

の情報交換や交流の機会を設けた。

介護者のニーズに合った内容の

つどい開催を検討し、参加者を

増やす。

介護者のつどいを３回開催し、介護者同士

の情報交換や交流の機会を設ける。

セクシュアル・ハラスメント、パワーハラ

スメント、マタニティ・ハラスメント及び

パタニティ・ハラスメント等、雇用の場に

おける各種ハラスメントの防止に向け、企

業内における研修の開催を働きかけ、支援

するとともに、これらの問題の解消のため

に広く啓発します。

商工業振興G

ハラスメントに対する理解を深めるため、引き続き雇用対

策協議会の参加企業を中心に研修会や啓発活動を行

う。

関係機関と連携し、働きやすい職場環境の

重要性についてパンフレットやチラシを窓

口に配置するなど情報発信に努めた。ま

た、市内の事業所や労働団体等で構成され

る働く環境づくり懇談会において、ハラス

メント防止に向けた協議を行い、意識啓発

に努めた。

事業所に、ハラスメントに対し

て問題意識を持ってもらい、現

場での見直しを行っていただく

必要がある。

引き続き、チラシを窓口に設置したり、働

く環境づくり懇談会において研修や情報交

換を行うなど、企業の意識啓発に努める。

労働条件・労働環境、各種ハラスメント

等、雇用に関する相談窓口である「働く人

の相談窓口」の充実とその存在の周知を図

ります。

商工業振興G
関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に設置

し、情報発信を行う。

「働く人の相談窓口」として、労働条件や

労働環境における相談があり、関係部署へ

つなぐことができた。

今後も相談窓口として、チラシ

を窓口に設置し、情報発信を行

う必要がある。

今後も相談窓口として、チラシを窓口に設

置し、情報発信に努める。

男性も女性も働きやすい職場環境、施設・

設備の整備（男女別更衣室やトイレの設置

等）の重要性等について、特に女性の参画

が進んでいない業種や中小企業等を意識し

ながら、情報発信に努めます。

商工業振興G
関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に設置

し、情報発信を行う。

関係機関と連携し、働きやすい職場環境の

重要性についてパンフレットやチラシを窓

口に配置するなど情報発信に努めた。

継続して、関係機関と連携し、

パンフレットやチラシを窓口に

配置するなど情報発信に努める

必要がある。

今後も相談窓口として、パンフレットやチ

ラシを窓口に設置し、情報発信に努める。

「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行

動計画の策定について普及啓発するととも

に、行動計画の策定・届出を行った企業の

うち、女性の活躍推進に関する取り組みの

実施状況等が優良な企業を認定する「える

ぼし」認定等についても周知・啓発を図り

ます。

商工業振興G
関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に設置

し、情報発信を行う。

女性が能力を発揮しやすい職場環境が作れ

るよう、関係機関と連携し、パンフレット

やチラシを窓口に配置するなど情報発信に

努めた。

女性が能力を発揮しやすい職場

環境が作れるよう、「えるぼ

し」認定について、更なる周

知・啓発を図る必要がある。

女性の活躍推進に関する取り組みにつなが

るよう、「えるぼし」認定を含めた情報発

信に努める。

（２）女性活躍の

推進に向けた環境

整備
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基本目標　３　身近な暮らしの場における男女共同参画の推進
基本施策　８　教育や啓発による意識改革、理解の促進

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和４年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和５年度の具体的な取り組み内容


児童・生徒が、お互いの個性や違いを認め

合えるとともに、それぞれが自分の個性や

能力を理解し尊重できるような教育を進

め、性別にかかわらない多様な勤労観や職

業観を身に付け、将来の就労につなげるよ

う、幼児期から発達段階に応じた計画的な

キャリア教育を推進します。

教育研究G

男性の職業、女性の職業といった固定的な考え方に

とらわれず、能力に応じた職業選択ができる力を人

権教育、道徳科、社会科、総合的な学習の時間を活

用し、取組を進めます。

人権教育・社会科・総合的な学習の時間を

通して、働く意味や労働者を支える仕組

み、現代の問題などについて考えることが

できた。

引き続き、人権教育・社会科・

総合的な学習の時間のなかで学

習の機会をつくる必要がある。

男性の職業、女性の職業といった固定的な

考え方にとらわれず、能力に応じた職業選

択ができる力を人権教育、道徳科、社会

科、総合的な学習の時間を活用し、取組を

進める。

次代の保護者にもなる生徒等に対し、性に

関する正しい知識の普及啓発、学習機会の

充実を図ります。

教育研究G
人権教育、道徳科、社会科、総合的な学習の時間を

活用し、取組を進めます。

人権教育・保健体育・社会科・総合的な学

習の時間のなかで性に関する正しい知識の

学習を子どもの発達段階に応じて行った。

引き続き、人権教育・保健体

育・社会科・総合的な学習の時

間のなかで学習の機会をつく

る。

人権教育、道徳科、社会科、総合的な学習

の時間を活用し、取組を進める。

中学生や高校生と乳幼児とのふれあい体験

などを通して、子どもを産み育てることや

家庭の大切さなどについて考える機会を提

供します。

教育研究G

中学校「家庭科」の学習において、保育実習等の体

験的な学習を通じて家庭の大切さについて考える機

会を設けます。

中学校「家庭科」の学習を中心に、家庭の

大切さについて考える機会を設けた。

引き続き、人権教育・家庭科・

総合的な学習の時間のなかで学

習の機会をつくる。

中学校「家庭科」の学習において、保育実

習等の体験的な学習を通じて家庭の大切さ

について考える機会を設ける。

社会問題化している長時間労働や過労、賃

金不払い等の問題に関して、必要な知識を

身に付けるため、働く人たちを守る労働法

制や労使間のトラブルの解決策等について

の教育に努めます。

教育研究G
人権教育、社会科、総合的な学習の時間等を活用

し、取組を進めます。

人権教育、社会科、総合的な学習の時間等

を活用し、労働法制やトラブルの解決策等

について考える機会を設けた。

引き続き、人権教育社会科、総

合的な学習の時間のなかで、学

習の機会をつくる。

人権教育、社会科、総合的な学習の時間等

を活用し、取組を進める。

家庭における性別による固定的な役割分担

を解消するよう働きかけるとともに、男女

共同参画の視点に立った家庭教育を促進す

るため、保護者への意識啓発を図ります。

社会教育G
保育所・幼稚園・認

定子ども園関係

第一次かめやまお茶の間10選（実践）推進活動計画

に基づき、「かめやまお茶の間10選（実践）」の強

化週間を設け取り組みを進める。 家庭においての

「あいさつ」「食事」「読書」「家庭内の対話」等

による実践により、 さらなる浸透・定着に向け啓

発活動を行う。

第二次推進活動計画（令和4～6年度）に基

づき「かめやまお茶の間10選（実践）」に

積極的に取り組んでもらうため、市内の全

小中学校及び幼・保・認定こども園におい

て、1学期と2学期にそれぞれ強化週間を設

け、家庭教育の啓発に努めた。また、強化

週間に関するアンケート等を実施し、成果

や課題の抽出にも取り組んだ。

アンケート等の回収にあたり、

回答フォーマットへアクセスす

るURLを掲載したメールの配信に

協力いただくなど、新しい手法

を試みたものの、依然として回

収率が低いため、回答方法の周

知にも工夫が必要である。

引き続き、「かめやまお茶の間10選（実

践）」の強化週間を設定するなど、浸透に

向け持続的に意識啓発を進めていく。

子どもが、将来にわたって個性や能力を十

分発揮できる人生を歩めるよう、保護者等

が持つ、子どもの性別による固定的な進

学、進路、最終学歴、将来就く職種等に関

する意識を変革するよう情報発信・啓発し

ます。

社会教育G

第一次かめやまお茶の間10選（実践）推進活動計画

に基づき、「かめやまお茶の間10選（実践）」の強

化週間を設け取り組みを進める。 家庭においての

「あいさつ」「食事」「読書」「家庭内の対話」等

による実践により、 さらなる浸透・定着に向け啓

発活動を行う。

第二次推進活動計画（令和4～6年度）に基

づき「かめやまお茶の間10選（実践）」に

積極的に取り組んでもらうため、市内の全

小中学校及び幼・保・認定こども園におい

て、1学期と2学期にそれぞれ強化週間を設

け、家庭教育の啓発に努めた。また、強化

週間に関するアンケート等を実施し、成果

や課題の抽出にも取り組んだ。

アンケート等の回収にあたり、

回答フォーマットへアクセスす

るURLを掲載したメールの配信に

協力いただくなど、新しい手法

を試みたものの、依然として回

収率が低いため、回答方法の周

知にも工夫が必要である。

引き続き、「かめやまお茶の間10選（実

践）」の強化週間を設定するなど、浸透に

向け持続的に意識啓発を進めていく。

男女共同参画に関する講演会等の開催、市

広報紙への記事掲載、SNSでの啓発メッ

セージの発信等、様々な機会や媒体を通し

て、男女共同参画の推進について啓発を行

います。

人権・ダイ

バーシティG

ワーク・ライフ・バランス推進週間を設け、重点的

に啓発等を行うことで、仕事と仕事以外の生活の両

方が充実した働き方や生き方を目指す意識啓発につ

なげる。

１１月１３日から２９日までの１７日間を

亀山市ワーク・ライフ・バランス推進週間

と設定し、亀山市ワーク・ライフ・バラン

ス市民講座を開催した。

本市のワーク・ライフ・バラン

スの取り組みについて、より多

くの人に知っていただけるよ

う、各種広報媒体を活用した情

報発信が必要である。

今後も、ワーク・ライフ・バランス推進週

間を設け、重点的に啓発等を行うことで、

仕事と仕事以外の生活の両方が充実した働

き方や生き方を目指す意識啓発につなげ

る。

「男は仕事、女は家庭」といった固定的性

別役割分担意識を解消し、男女共同参画意

識の向上を図るため、講演会や研修会を開

催します。

人権・ダイ

バーシティG

男女共同参画に関するイベント・講演会等を通し

て、誰もが働きやすい環境づくりについて考える機

会を設け、固定的性別役割分担意識の解消につなげ

る。

グーウェン代表　深谷　百合子氏を講師に招き

「『自分の道』を決めるのは自分～自分らしく生

きるとは～」をテーマに講演をいただき、固定的

性別役割分担意識の解消と男女共同参画意識の向

上を図った。

男女共同参画に関するイベントを開

催し、誰もが働きやすい環境づくり

について考える機会を設け、固定的

性別役割分担意識の解消につなげ

る。

男女共同参画リーダー養成講座・講演会等

を通して、誰もが働きやすい環境づくりに

ついて考える機会を設け、固定的性別役割

分担意識の解消につなげる。

6月の男女共同参画週間の機会を捉えて、

国が毎年選定する男女共同参画のキャッチ

フレーズも含めた男女共同参画に関するこ

と全般について、啓発パネルの展示やのぼ

り旗の設置、市広報紙や市ホームページへ

の記事掲載等により広く啓発します。

人権・ダイ

バーシティG

啓発パネルの展示やのぼり旗の設置、市ホームペー

ジへの記事掲載等により、広く啓発を行う。

6月の男女共同参画週間に合わせて、啓発パ

ネルの展示やのぼり旗の設置、市広報や市

ホームページへの記事掲載等を行った。

啓発の効果が上がるよう、男女

共同参画週間の機会を捉えた集

中的に啓発を行うとともに、男

女共同参画情報誌や市広報コラ

ム等で定期的な啓発を行ってい

く必要がある。

引き続き、男女共同参画週間等の機会をと

らえ、啓発パネルの展示やのぼり旗の設

置、市ホームページへの記事掲載等によ

り、広く啓発を行う。

（１）学校・幼稚

園・保育所におけ

る男女共同参画教

育の充実

（２）家庭・地域

における男女共同

参画に関する啓

発・学習の推進
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日本女性会議や各種の男女共同参画に関す

る県内研修等に、市職員・教職員、市民等

を派遣するなど、研修の機会を設けます。

人権・ダイ

バーシティG

人事給与G

教育研究G

令和４年度の日本女性会議、及び県内で開催される

研修等に積極的に参加する。

１０月に行われた「日本女性会議２０２２

in鳥取くらよし」に市職員１名、市民１名

で参加した。

男女共同参画の理解を深めるた

め、職員が参加できるよう、総

務課と連携を図っていく必要が

ある。

今後も、県内外で開催される研修等に積極

的に参加する。なお、次回の日本女性会議

は、令和７年に奈良県で開催される見通し

である。

男女共同参画を推進する市民活動団体と協

働し、様々な機会を捉えた啓発活動や男女

共同参画情報誌の発行等により啓発の推進

を図ります。

人権・ダイ

バーシティG

男女共同参画に関するイベントの開催、啓発グッズ

の配布、男女共同参画情報誌の発行等により広く啓

発を行う。

男女共同参画情報誌２０２２を発行し、イ

ベント開催の周知等、啓発を行った。

男女共同参画を推進する市民活動団

体が令和３年１０月に解散したこと

から、今後の市民活動団体の育成を

支援するとともに、様々な手法によ

り啓発の推進を図っていく必要があ

る。

男女共同参画リーダー養成講座を開催し男

女共同参画を推進する市民の育成に努める

とともに、引き続き様々な機会を捉えた啓

発活動や情報発信を行う。

自治会などでの行政出前講座など、地域で

の男女共同参画の普及啓発に取り組みま

す。

人権・ダイ

バーシティG

地域で開催されるイベント等と連携を取り、啓発活

動を行う。

自治会のサロンの場で人権・男女共同参画に関す

る行政出前講座を実施し、地域での男女共同参画

の普及啓発に取り組んだ。

生活のいろいろな分野で男女共同参

画が進むよう、さまざまな団体と連

携して、地域での啓発に取り組んで

いく。

自治会などでの出前講座など、地域での男

女共同参画の普及啓発に取り組みます。

（２）家庭・地域

における男女共同

参画に関する啓

発・学習の推進
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基本目標　３　身近な暮らしの場における男女共同参画の推進
基本施策　９　生涯にわたる健康づくり支援

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和４年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和５年度の具体的な取り組み内容


男女の健康保持増進のため、性差医療に関

する普及啓発、性差を踏まえた心身の健康

維持支援や生活習慣病の予防施策等につい

て広く情報発信を行います。

健康づくりG

女性の健康習慣（３月１日～８日）について啓発

し、女性特有のライフステージにおける健康課題や

生活習慣病について周知する。

女性の健康週間（３月１日～８日）につい

て広報、ケーブルテレビ文字情報等で周知

を行った。窓口にパンフレット・ポスター

を掲示し、女性の健康週間、女性特有の症

状、生活習慣病等についての周知を行っ

た。

心身の健康維持や生活習慣病予

防のため、女性の健康習慣等の

限られた期間以外も、広く情報

発信していく必要がある。

女性の健康週間（３月１日～８日）につい

て広報、ケーブルテレビ文字情報等に加

え、健康教室等の機会においても周知をし

ていく。

男女とも健康診断の受診率の向上につなげ

るため、健康診断の受診について啓発を行

います。

健康づくりG
広報や健康づくりのてびき等で健康診断の大切さや

受診方法について周知する。

広報５月１日号で健診に関する特集記事を

掲載した。広報、ケーブルテレビ文字情

報、健康教室でも周知を行った。また「健

康づくりのてびき」や個別通知等の検診案

内を改善し、啓発を行った。

継続して検診を受診する人だけ

でなく、受診歴のない人が受診

につながるように啓発していく

必要がある。

広報や健康づくりのてびき等で健康診断の

大切さや受診方法について周知を行う。

イベントや教室などの機会を活用し、早期

発見と予防の重要性について啓発を進め、

女性特有のがん検診等の受診勧奨を行いま

す。

健康づくりG
イベントや教室等の機会において、女性特有のがん

に関する啓発を行う。

あいあい運動教室、市民伝達講習会、地域

での健康教育等の機会を利用し、女性特有

のがん検診について周知を行った。

女性特有のがんとがん検診につ

いて、わかりやすい周知に努め

ていく必要がある。

あいあい運動教室、市民伝達講習会、地域

での健康教育等の機会を利用して、女性特

有のがんとがん検診について、わかりやす

い周知を行う。

妊娠・出産時の健康支援のため、妊娠届に

基づき母子健康手帳を交付するとともに、

妊娠中の疾病や異常の早期発見をはじめ、

妊婦の健康管理を目的とする妊婦一般健康

診査を実施します。また、出産に向けて

「妊婦教室」や「パパ・ママ教室」を開催

するなど、出産を支援します。

健康づくりG

（母子保健

G）

母子手帳の交付、妊婦一般健康診査・産婦健康診査

の実施、妊婦教室・パパママ教室の開催を行い出産

育児を支援する。

母子健康手帳の交付　286人

妊婦一般健康診査受診延べ件数（県外助成

等件数含む）　3,377件

産婦健康診査延べ件数（県外助成等件数含

む）　520件

妊婦教室　7回開催　25人

パパママ教室　4回開催　24組

妊産婦を取り巻く環境も複雑化

し、相談支援を求める人が増え

ている傾向である。

従来からの健診・教室・相談支援を継続し

て実施すると共に、安心して妊娠・出産が

できる環境整備の一環として、低所得妊婦

初回産科受診費助成を新たに実施してい

く。

新生児訪問や赤ちゃん訪問を実施し、育児

の情報提供や個別相談等、個々のニーズに

応じた育児支援を行います。

健康づくりG

（母子保健

G）

新生児訪問や乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤

ちゃん事業）を実施し、育児支援を行う。

新生児訪問　28人、赤ちゃん訪問　297人、

未熟児訪問　14人に訪問実施した。

妊産婦を取り巻く環境も複雑化

し、相談支援を求める人が増え

ている傾向である。

訪問事業を継続して実施し、個々のニーズ

に応じた支援を実施していく。

不妊・不育症等の治療を支援するため、治

療費の一部を助成するほか、不妊・不育症

治療などに対する正しい理解の普及啓発に

努めます。

健康づくりG

（母子保健

G）

不妊・不育症治療費の一部助成を実施する。不妊・

不育症治療などに対する正しい知識の普及について

広報などに掲載する。

特定不妊治療費助成（先進医療分）40件

不妊治療費助成金（こうのとり）　22件

不育症治療費助成金　8件

特定不妊治療費助成金上乗せ事業　17件

正しい知識の普及が必要であ

る。

正しく理解いただけるよう広報等で周知を

図っていく。

スポーツの楽しさ・素晴らしさ等を情報発

信するなどして、女性がより一層スポーツ

活動に親しむよう呼びかけます。

スポーツ推進

G

各種スポーツ団体等と、スポーツ活動の機会がない

女性でも参加したくなるような情報提供を検討す

る。

各種スポーツ団体と連携して、女性のス

ポーツの普及啓発に関する情報を、広報・

HPを通じて情報提供に努めた。また、女性

バレーボール大会を計画した（※大会は中

止）。

スポーツ活動の機会がない女性

でも参加したくなるような情報

提供の検討が必要である。

各種スポーツ団体等と、スポーツ活動の機

会がない女性でも参加したくなるような情

報提供を検討する。

親子で参加できる教室・イベントの開催支

援や、託児サービスの併設など、子育て中

の女性などが参加しやすいスポーツ環境づ

くりに努めます。

スポーツ推進

G

子育て中の女性などがスポーツ活動に参加できるよ

う、スポーツ実施機会、環境の整備について検討を

行う。施設の幼児室の存在を周知する。

親子で一緒に参加できるよう、ニュース

ポーツ大会を計画、実施した。

子育て中の女性などがスポーツ

活動に参加できるよう、スポー

ツ実施機会の整備について検討

を行う必要がある。

子育て中の女性などがスポーツ活動に参加

できるよう、スポーツ実施機会、環境の整

備について検討を行う。施設の幼児室の存

在を周知する。

女性がより一層スポーツ活動に親しむこと

ができるよう、家庭における家事・育児の

分担について、男女が共に協力し合えるよ

う啓発を図ります。

スポーツ推進

G

各種スポーツ団体等と、スポーツ活動の機会がない

女性でも参加したくなるような情報提供やスポーツ

大会の実施を検討する。また、男女の役割意識解消

を促進する。

運動施設指定管理者と連携して、スポーツ

機会のない女性が運動施設へ足を運んでも

らうことでスポーツへの興味関心を深める

きっかけづくりとなるよう、文化教室を開

催し、運動教室（ヨガなど）への参加を呼

び掛けた。

家事や育児は、女性の役割とし

て根強く認識されているため、

社会全体の意識改革が必要であ

るとともに、女性自身にも生活

におけるスポーツ活動の優先順

位をあげるべく啓発する必要が

ある。

各種スポーツ団体等と、スポーツ活動の機

会がない女性でも参加したくなるような情

報提供やスポーツ大会の実施を検討する。

また、男女の役割意識解消を促進する。

女性が、スポーツに関する各種委員やス

ポーツ団体の運営等に参画するよう呼びか

けます。

スポーツ推進

G

女性のスポーツクラブの運営やスポーツ推進委員

等、スポーツ行政への参画を促進する。

女性のスポーツクラブの運営やスポーツ推

進委員等スポーツ行政への参画を促進し

た。

女性が、主体的にスポーツクラ

ブの運営やスポーツ行政へ参画

するよう促進する必要がある。

女性のスポーツクラブの運営やスポーツ推

進委員等スポーツ行政への参画を促進す

る。

女性のスポーツ活動を理解し、適切な指

導・支援が行える指導者の養成や活動の支

援等に努めます。

スポーツ推進

G

各種スポーツ団体に働き掛け、講習会や研修会など

の機会を通じて、指導者育成に努める。

各種スポーツ団体と連携し、講習会や研修

会の情報提供を行い、指導者の育成を支援

した。

各種スポーツ団体と連携し、講

習会や研修会を通じた指導者の

育成について、細やかに支援す

る必要がある。

各種スポーツ団体に働き掛け、講習会や研

修会などの機会を通じて、指導者育成に努

める。

（１）生涯にわた

る男女の健康の包

括的な支援

（２）スポーツ分

野への女性の参画
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基本目標　３　身近な暮らしの場における男女共同参画の推進
基本施策　１０　男女共同参画の視点に立った防災体制の確立

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和４年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和５年度の具体的な取り組み内容


防災に関する政策及び方針決定過程におけ

る、女性の参画を推進します。
防災安全G

自治会や自主防災組織等対象の出前講座及び地域防

災訓練にて、避難所運営や地区防災計画の作成にお

ける女性の参画の必要性を求める。

継続的に自主防災組織等を対象とした出前

講座にて、避難所運営や地区防災計画の作

成における女性の参画の必要性について説

明を行った。

自主防災組織等の活動状況につ

いては、地域によって差があ

り、全地域にて女性参画の理解

を得るのに時間を要する。

防災出前講座や自治会等防災訓練への女性

への参加を呼び掛けるとともに、防災講座

においては、女性が関心を持つ話題をテー

マに選定する等して、女性の参画意欲の促

進を図る。

災害に関する各種対応マニュアルなどにつ

いて、男女共同参画の視点を踏まえ作成し

ます。

防災安全G

随時各種マニュアルについて修正を行い、地域防災

計画における女性参画の必要性の記述を基に、修正

案について検討を行っていく。

避難所運営マニュアル（自治会・自主防災

組織）の修正時に、男女共同参画の視点を

踏まえて検討を行った。

各種マニュアルに女性の活用・

役割等を明確に記述する等、実

効性の向上を図る必要がある。

各種マニュアルの普及とマニュアルに基づ

く訓練の実施の推奨を図る。

防災知識の普及啓発や防災訓練において

は、男女双方の視点を十分に取り入れた内

容となるよう、工夫します。

防災安全G

総合防災訓練において女性の視点を取り入れた避難

所運営、プライバシーの保護等の観点を取り入れた

避難スペース作成訓練等の計画を行っていく。

総合防災訓練において女性等に配慮した避

難所設定について実践した。

地域限定の防災訓練であったた

め、広く周知することができな

かった。

自主防災組織の出前講座等を活用して、広

く周知を行う。

応急手当の知識の習得・指導・啓発活動を

はじめとする地域の防災活動に、女性なら

ではの視点を生かしてもらえるよう、女性

消防団員の入団促進と活動支援に努めま

す。

総務・消防団

G

　今後も継続した応急手当普及員の育成、各種救急

講習等への派遣及び防災活動への指導・支援を行

い、各種行事に積極的に女性の観点を取り入れて、

地域の防災分野への女性の参画・活躍の重要性を意

識付けていき、女性分団員の確保についても継続し

て検討を行う。

女性消防団員の活動として、各種行事や普

通救命講習に参画し、女性の観点を取り入

れた防災体制の充実を図った。また、女性

消防団員を起用した入団促進リーフレット

等を作成して各種行事で配布し、女性も含

めた消防団員の加入促進に努めた。

女性消防団員の確保が課題であ

るとともに、更なる地域防災力

の強化のため、活躍の場を検討

する必要がある。また、各種行

事への参画を更に推進して、女

性の視点を取り入れた防災体制

の充実を図る必要がある。

今後も継続した応急手当普及員の育成や各

種行事等への派遣及び防災活動への指導・

支援を継続し、積極的に女性の観点を取り

入れて、地域の防災分野への女性の参画・

活躍の重要性を意識付けつつ、女性分団の

インスタグラムを開設して活動内容を周知

するなどして、女性消防団員の加入促進に

ついても継続して実施していく。

発災時の避難所の運営のあり方について、

平常時から男女共同参画の視点からも検討

し、各施設ごとの避難所の運営体制の強化

を図ります。

防災安全G

総合防災訓練等において地域の方々を中心に女性の

視点を取り入れた避難所運営の体制を考え、各施設

ごとの避難所運営マニュアルの作成へのステップと

する。また、作成の際に女性の参画を求める。

総合防災訓練において女性等に配慮した避

難所設定について実践した。

地域限定の防災訓練であったた

め、広く周知することができな

かった。

防災出前講座等の場を活用して、総合防災

訓練成果や男女共同参画の視点の必要性に

ついて、更なる促進を図る。

避難所運営においては、女性や子ども、高

齢者、障がい者等、多様な人々のニーズを

汲み取れるよう、女性等の参画を推進しま

す。

防災安全G

総合防災訓練等において地域の方々を中心に女性等

の視点を取り入れた避難所運営の体制を考え、各施

設ごとの避難所運営マニュアルの作成へのステップ

とする。また、作成の際に女性等の参画を求める。

総合防災訓練において、女性や障がい者等

に配慮した避難所の設定について実践し、

地域の理解を得ることができた。

地域限定の防災訓練であったた

め、広く周知することができな

かった。

避難行動要支援者、特に障がい者の防災訓

練への参加について、関係団体と調整す

る。

生理用品や乳幼児のための粉ミルク等、性

別等によるニーズの違いに配慮した物資の

備蓄について、内容の検討や更新・充実等

を行います。また避難所内におけるプライ

バシーの確保や女性の安全確保等、避難所

の体制整備を図ります。

防災安全G

生理用品やミルク等備蓄については定期的な入替を

行い、適正に管理を行っていく。また、適宜内容を

検討する。

生理用品や乳児のためのミルク等備蓄につ

いても、亀山市備蓄・調達基準に基づき入

替を行い、適正に管理を行った。

引き続き、備蓄品の定期的な入

替による適正な管理を行うとと

もに、受援計画に基づく内容と

調整を図りながら備蓄品目・数

量について検討を行う必要があ

る。

備蓄品の確実な在庫管理と、適時の更新に

より備蓄計画基準の備蓄を達成する。

（２）災害に備え

た避難所運営体制

の構築

（１）災害に備え

た体制の整備
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（ ）

■計画の基本情報

H 29 ～ R 58

公共施設等総合管理計画に関する実績等報告書（令和4年度）

位置付け

  本計画は、必要な公共施設等を適切に維持・管理するための基本方針を定めた
もので、施設マネジメントの基本計画として位置付けている。また、第2次亀山市総
合計画後期基本計画との関連は、基本施策「(2)財産・情報の適正な管理・活用」
と深く関わり、②公有財産の効率的・効果的な活用の部分を補完するものである。

総務財政部 財務課

目的・概要

計画期間 年度

  公共施設等については、施設の老朽化や更新、維持・管理への財政負担、施設
利用需要の変化など、それらへの対策が課題である。本計画は、課題分析を的確
に行い、将来費用を試算した上で、利便性や安心・安全に利用できる環境など利用
者の視点に立ち、更新や統廃合、長寿命化など総合的な管理を行うものである。

計画の骨格

  将来にわたって持続的な行政サービスを維持するため、60年後のあるべき姿を描
きながら、公共施設やインフラの計画的な維持管理と施設総量の削減を行うこと
で、１年あたりの投資的経費を直近５ヵ年の平均である22億7千万円（将来費用の
25％削減）に近づけることを目標に取り組む。
  この目標を達成するため、「維持管理経費の削減と長寿命化の推進」「将来費用
の確保」「施設総量の削減」の３つの基本方針と７つの実施方針、17の施設類型ご
との基本方針を基に実行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

将来費用 

年間 30.4 億円 

 

 

 

現在 

維持管理経費の削減 

長寿命化 

施設総量の削減 

施設・インフラの 

老朽化 

厳しい財政状況 

人口減少 

少子高齢化 

公共施設等 

 

 

投資可能額 

年間 22.7 億円 

 

 

 

60 年後 

25％削減 

将来費用の確保 

①集約化 
②複合化（多機能集約） 
③転用 
④一部利用停止 
⑤廃止 
⑥民間施設の利用 
⑦民間活力の活用 
⑧広域化 
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名

将来費用の削減（60年間で25％） 億円 1362.01823.1

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

・学校教育系施設では、小中学校の長寿命化計画策定に着手するとともに、中学
校給食調理施設の整備について検討を行った。また、行政系施設については、老
朽化が進む本庁舎について、分散する行政庁舎を新庁舎に集約することを基本と
する「新庁舎整備基本計画」の骨子案を取り纏めた。
・令和４年度から３箇年をかけて実施する公共施設ＬＥＤ化推進事業において、本
庁舎、関支所、道路照明灯のＬＥＤ化を図った。
・計画策定から６年が経過する中、これまでの取組実績やユニバーサルデザインの
推進に関する項目の追記、今後想定される施設整備に関する修正など計画の軽
微な見直しを行った。

・行政庁舎の集約化や長寿命化計画に基づき小中学校の建物や設備を良好に保
つことにより、公共施設の更新や維持管理に係る財源負担の軽減や平準化に繋が
る。
・照明のLED化により、電気料金や修繕費などの維持管理経費の削減に繋がる。
・計画の時点修正によって、計画的な施設管理の推進に繋がる。

 本計画及び公共建築物個別施設計画の推進により、効率的・効果的な施設の維
持・管理が可能となることから、持続可能な財政運営の確保と総合計画の推進につ
ながる。

  施設の活用や統合、複合化に当たっては、計画で定めた個別施設の方向性を
ベースとして、関係部局において具体的な検討を行う必要がある。

　施設の再編等については、公共建築物個別施設計画の方針をベースとして、老
朽化が進む教育施設や地区コミュニティセンターの整備をはじめ、新図書館の開館
や新庁舎整備に伴う跡地利用等について、庁内横断的な調整を図りながら具体的
な検討を行う。
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（ ）

■計画の基本情報

R 4 ～ R 8

亀山市行政DX推進計画に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

本計画は、デジタル社会形成基本法及び官民データ活用推進基本法に基づき、デジタ
ル社会の形成や官民データ活用の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、市
域の特性を生かした自主的な施策等を策定し実施するための分野別計画として、行政
DXの推進を図るもの。

政策部　DX・行革推進室

目的・概要

計画期間 年度

デジタル技術を積極的に活用することによって、人々の生活をより良い方向に変化させ
るため、「利用者中心の行政サービス」への変革を図る。

計画の骨格

本計画は、「人々の生活をより良い方向に変化させるため、利用者中心の行政サービス
へ変革します」を基本理念として、３つの基本方針及び基本方針に基づく２４の重点施策
を設定し、実施計画に８５の具体的な取組を掲げています。

基本理念
人々の生活をより良い方向に変化させるため、
利用者中心の行政サービスへ変革します

基本方針 重点施策

１　行政サービスのDX (１) 行政手続のオンライン化の推進

(２) マイナンバーカードの普及促進

(３) 問い合わせの自動応答環境の整備

(４) 住民情報系システムの充実と窓口のデジタル化の推進

(５) 公金収納のデジタル化の推進

(６) 情報発信の多様化の検討

２　行政経営のＤＸ (１) 情報システムの標準化・共通化の推進

(２) タブレット端末の活用の推進

(３) ＡＩ・ＲＰＡの活用の拡充

(４) テレワークの推進

(５) ＷＥＢ会議の推進

(６) 文書等のデジタル化の推進

(７) 内部情報系システムの充実と内部事務のデジタル化の推進

(８) クラウド化の推進

(９) データ活用の推進

(１０) 庁内無線ＬＡＮの拡充

(１１) 学校・保育現場等のデジタル化の推進

(１２) 情報セキュリティ対策の強化

３　市民・地域のＤＸ （１）地域のデジタル化の促進

(２) オープンデータ化の推進

(３) サテライトオフィス 等の検討

(４) Ｗｉ－Ｆｉ 環境の整備

(５) 防災や被災者支援の仕組みの構築

(６) 情報格差への対応
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名

設定なし

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

【令和４年度に実施した主な取組】
・行政手続きのオンライン化の拡充
・マイナンバーカードの普及促進
・総合住民情報システムの更新
・図書館情報システムの整備（図書のICタグ管理化、座席予約システム導入等）
・預貯金照会業務の電子化（pipitLINQ）
・校務支援システムの試行運用開始
・食品ロス削減マッチングサービス「タベスケ」の導入

・行政手続きのオンライン化について、マイナンバーカードを活用したオンライン申請
等が可能な手続きを拡充した。
・マイナンバーカード普及促進に資する方策として、夜間・休日窓口の開設や出張申
請受付を実施し、申請率・交付率が向上した。
・総合住民情報システムの更新等により、住民サービスの維持及び充実を図ること
ができた。
・亀山市立図書館の駅前移転に合わせて、ICタグによる図書管理や電子図書の貸
出のほか、座席予約システム、貸出タブレット端末、フリーWi-Fiの導入等により、利
用者の利便性の向上等を図ることだできた。
・税金滞納者の預貯金照会業務の電子化により、照会の回答期間や郵送業務等に
係る時間を短縮できた。
・校務支援システムの試行運用を開始し、各校への研修を実施するなど、システム
活用に向けて必要な準備を進めることができた。
・食品ロス削減を目的としたマッチングサービス「かめやまタベスケ」の導入により、デ
ジタル技術を活用した食品ロス削減に取り組むことができた。

総合住民情報システムの更新や、その他の主要な情報システム等の適切な保守等
の実施により、システムの安定稼働を図るなど、行政DXの推進基盤の整備につなげ
ることができた。また、マイナンバーカード普及促進に資する方策による申請率・交付
率の向上に加え、当該カードを活用した行政手続きのオンライン化を拡充したほか、
図書館の駅前移転に合わせたICタグ等のデジタル技術の活用による利用者の利便
性の向上など、行政DXによる市民サービスの向上に寄与することができた。

令和４年度に計画していた情報システム等の導入・更新等について、概ね計画どお
りに実施できたが、こうしたシステムの維持・継続に当たり、関連する制度改正やデジ
タル技術の進展等、社会情勢の変化に柔軟に対応していく必要がある。また、今後
計画している、情報システム等の導入・更新について、円滑に実施する必要がある。

令和７年度を目標時期とする地方公共団体情報システム標準化への対応や統合
型内部情報システム等の更新等を円滑に実施する一方で、マイナンバーカードの申
請機会の拡充を図るとともに、当該カードを活用した行政手続きのオンライン化の拡
充のほか、市公式LINEを導入するなど、行政DXの一層の推進を図る。
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亀山市行政DX推進計画　令和４年度実績一覧

第１節　行政サービスのDX
No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 担当

取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

①

（1）

1

(１) 行政手続

のオンライン

化の推進

全庁的な行政

手続のオンラ

イン化推進

利用者の利便性向上と業務の

効率化を図るため、マイナン

バーカードを用いて申請を行

うことが想定される手続につ

いて、マイナポータルからマ

イナンバーカードを用いたオ

ンライン手続を拡充する。ま

た、その他の手続等について

も、可能なものからオンライ

ン化を検討する。

オンライン手続の拡充

R3　6件→R8　20件

拡充に向け

た検討

オンライン

手続の拡充

オンライン

手続の拡充

オンライン

手続の拡充

オンライン

手続の拡充

国が指定している「特に国民

の利便性向上に資する手続」

のうち、新たに4手続きのオン

ライン申請を可能とし、合計

11手続まで拡充した。また、

引越しワンストップサービス

の運用を開始したほか、新た

に申請管理システムを導入し

た。

「特に国民の利便性向上に資

する手続」について、順次オ

ンライン化を進めるほか、そ

の他の手続きにおいても、オ

ンライン化を検討する必要が

ある。

A

順調に進んだ

「特に国民の利便性向上に資

する手続」について、順次オ

ンライン化を進める。

その他手続においても、他市

事例を研究するとともに、担

当課のニーズ把握や調整を行

い、オンライン化の検討を進

める。

政策部DX・

行革推進室

①

（1）

2

(１) 行政手続

のオンライン

化の推進

行政手続のオ

ンライン化推

進

（消防）

デジタル・ガバメント実行計

画（R2.12.25閣議決定）にお

いて、オンライン化を実現す

べき行政手続とされた消防法

令に規定する申請等のオンラ

イン化を進めることで利用者

の利便性を高める。

オンライン手続の導入

（10様式）

関係課と協

議

オンライン

手続の導入

（8様式）

オンライン

手続登録様

式の追加

（2様式）

継続 継続 継続

火災予防分野の8様式につい

て、ぴったりサービスへ様式

の登録を行い、テスト申請の

確認も終えているが、最終手

続きの段階で問題が発生した

ため導入まで至っていない。

電子申請導入マニュアルを確

認しながら作業を行ったが、

初めて行う手続であるため、

円滑に進めることができな

かった。また、業務多忙のた

めぴったりサービスへの様式

登録開始が遅れた。

C

あまり進まな

かった

ぴったりサービスでの受付開

始が遅れている8様式につい

て、早急に問題を解決し、オ

ンライン手続を可能にする。

また、令和5年度に予定してい

る2様式の追加登録も進める。

消防本部予

防課予防グ

ループ

①

（1）

3

(１) 行政手続

のオンライン

化の推進

マイナンバー

カード所有者

の転出・転入

手続ワンス

トップサービ

スの導入

マイナポータル等を通じたオ

ンラインによる転出届・転入

（予約）のサービスを令和5年

2月に開始する。住民への効果

として、転出手続きのための

来庁が不要となること及び転

入予約となることで手続きに

かかる所要時間が短縮され

る。

市民の利便性の向上及び安定

的な運用

利便性の積

極的な周知

及び安定的

な運用

継続 継続 継続 継続

転出届についてマイナポータルを

通じたオンラインでの届出が可能

になったことを広報紙等で周知し

たことにより、月平均35人の利用

があり、市民の利便性向上に繋

がっている。また、転出者は原則

来庁不要となり転入者は事前に予

約となることで準備を行い待ち時

間の短縮が図れた。

転出においては、オンライン

で一括手続きが出来ない業務

もあるため、関連部署との綿

密な連携や市民に直接連絡を

とる必要が出て来る場合があ

るため、庁舎や部署を超えて

ワンストップで一括した手続

きが出来るようなシステムを

導入することが望ましい。

B

まずまず進ん

だ

市民の利便性の向上を図るた

め、市広報、ホームページ等

で積極的な周知を行い、ワン

ストップサービスの利用促進

を図る。

市民文化部

市民課戸籍

住民グルー

プ

①

（1）

4

(１) 行政手続

のオンライン

化の推進

図書館情報シ

ステムの運用

図書館利用者が、図書館情報

システムのweb機能により、

資料の検索・予約、確保連絡

をメールで受け取ることがで

きる。

（令和元年からクラウドサー

ビスである図書館情報システ

ムを使用している）

利用案内を進め、web予約等

の利用の件数・割合を増や

し、図書利用を促進する。

図書館情報

システムの

運用管理

継続 継続 継続 継続

新図書館開館に合わせて、予

約・リクエストにかかる書式

の整理・変更し、業務の合理

化を行った。

図書館における電子サービス

の利用方法の講座を開催し

た。

以前から、機能・サービスと

して行っているが、一部の方

にしか認知されていない様子

である。

A

順調に進んだ

もっと多くの方に知っていた

だき、活用できるように利用

案内を進める必要がある。

利用案内を進め、web予約等

の利用の件数・割合を増や

し、図書利用を促進する。

教育委員会

事務局図書

館

①

（2）

1

(２) マイナン

バーカードの

普及促進

マイナンバー

カードの出張

申請受付会場

の拡充及び新

規申請者にク

オカードの進

呈

市民の利便性向上及び事務の

効率化を図る。施設等で出張

申請を行うとともに出張会場

や窓口で申請後郵送で受け取

る方法で一括手続きをされた

方を対象に1,000円分のクオ

カードを進呈しマイナンバー

カードの普及促進に努める。

市民の利便性の向上及び安定

的な運用

積極的な周

知及び申請

機会の提供

市内4郵便

局で申請受

付が出来る

よう申請機

会の拡充

継続 継続 継続

マイナンバーカードの申請及び交

付については積極的に事業所や各

地域に出張申請を行うとともに、

第2.4日曜日及び毎週火曜.木曜日

の夜間に窓口を開設した。また、

クオカードを進呈し、インセン

ティブを図り普及促進に努めたこ

とにより申請率・交付率が向上し

た。

マイナンバーカードの申請及び交

付については、今後も継続した勧

奨を行う必要がある。一方で出張

申請等申請機会の拡充を図るには

これに対応出来る職員体制が必要

である。また利便性や安全性、仕

組み等新たな情報について広く周

知していくことも重要である。

A

順調に進んだ

利便性の向上と安定した運用

を行うため、地域に根差した

郵便局と連携し申請機会の拡

充を図るなど、継続しマイナ

ンバーカードの普及促進に努

める。

市民文化部

市民課戸籍

住民グルー

プ
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亀山市行政DX推進計画　令和４年度実績一覧

第１節　行政サービスのDX
No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 担当

取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

①

（2）

2

(２) マイナン

バーカードの

普及促進

マイナンバー

カードを活用

した各種証明

書のコンビニ

交付の導入

マイナンバーカードを利用し

て全国のコンビニで住民票の

写し・印鑑登録証明書等を発

行できるコンビニ交付サービ

スを継続し市民の利便性の向

上を図る。また、サービスの

継続と、マイナンバーカード

の普及促進に努める。

市民の利便性の向上及び安定

的な運用

利便性の積

極的な周知

及び安定的

な運用

継続 継続 継続 継続

コンビニ交付サービスについて、わ

かりやすいチラシを作成し、窓口や

マイナンバーカード申請及び交付時

に配布したり、広告付窓口案内シス

テム等で周知を行い、利用率の向上

を図った。

コンビニ交付サービス証明書発行部

数（年間） 9,501部（全体の

19.6％）（R3　5,855部　全体の

14.7％）前年度より発行部数約1.6

倍増加した。

マイナンバーカードを利用して全

国のコンビニで、土日祝日に関係

なく早朝から深夜までいつでもど

こでも証明書が取得出来ること等

利便性について幅広く多くの市民

に周知し、さらにコンビニ交付や

マイナ保険証などマイナンバー

カードの利便性を広く周知し普及

促進に努めた。

A

順調に進んだ

法の改正によりマイナンバーカードの

交付を受けた人は、利用者証明用電子

証明書をスマートフォン（移動端末

機）に記録させることが可能となるこ

とから、これを用いてコンビニエンス

ストア等に設置されたマルチコピー機

を使用し、印鑑登録証明書の交付申請

が可能となるよう条例改正等を行う。

また、法改正等によるコンビニ交付の

利便性向上を周知する。

市民文化部

市民課戸籍

住民グルー

プ

①

（2）

3

(２) マイナン

バーカードの

普及促進

図書館テーマ

展示

担当部署の協力の下、マイナ

ンバーカードの普及啓発のた

め、広報ポスターの掲示、関

連図書の紹介・展示を行う。

マイナンバーカードやマイナ

ンバー制度に関する情報を提

供し、普及促進につなげる。

図書館テー

マ展示の実

施

継続 継続 継続 継続

年度末から次年度に掛けて、

新生活を行う人向けの展示を

行い、マイナンバー制度やマ

イナンバーカードに関連する

図書やポスター等による啓発

を行った。

効果測定は難しい。

法改正などに対応した図書館

資料の充実を図る必要があ

る。

A

順調に進んだ

制度改正などを考慮しなが

ら、引き続き関連資料の紹介

や展示、出張申請会場など普

及促進につなげていく。「亀

山市立図書館管理運営の基本

的な方針」に基づき、マイナ

ンバー制度の図書館活用の研

究のための情報収集を行って

いく。

教育委員会

事務局図書

館

①

（3）

1

(３) 問い合わ

せの自動応答

環境の整備

チャットボッ

トによる自動

応答環境の整

備

各種手続きや質問などに時間

や場所にとらわれることなく

対応できるよう、日本での利

用率が高いSNS「LINE」を導

入し、チャットボットによる

自動応答環境を整備する。

市公式LINE登録者数

R8：5,000人
検討

市公式LINE

の導入

（チャット

ボットの活

用）

市公式LINE

の運用管理

（チャット

ボットの活

用）

市公式LINE

の運用管理

（チャット

ボットの活

用）

市公式LINE

の運用管理

（チャット

ボットの活

用）

市の持つ広報媒体の特性と

LINE導入時のメリットを整理

したほか、次年度の公式LINE

アカウントの開設に向けて、

工程案を作成した。

公式LINEアカウントの開設に

向けて、初期構築メニュー等

の検討作業を庁内で行う必要

がある。また、既存のLINEア

カウントとの統合を図るた

め、関係課との協議を行う必

要がある。

A

順調に進んだ

庁内での検討作業を経て、初

期構築メニュー等を決定し、

公式LINEアカウントの開設業

務を計画的に進める。

政策部広報

秘書課広報

グループ

①

（4）

1

(４) 住民情報

系システムの

充実と窓口の

デジタル化の

推進

住民情報系シ

ステムの運用

住民情報系システムは、税・

住民記録・国保等を取り扱う

総合住民情報システムと福祉

関係を取り扱う総合保健福祉

システムから成り立ってお

り、これらのシステムを安定

稼働させることにより、住民

サービスの維持及び充実を図

る。（総合住民情報システ

ム、総合保健福祉システム）

システムの安定稼働と適切な

更新

重大なインシデント件数：0件

総合住民情

報システム

更新

機器及びシ

ステムの管

理

機器及びシ

ステムの管

理

機器及びシ

ステムの管

理

機器及びシ

ステムの管

理

システム標

準化の実施

機器及びシ

ステムの管

理

総合住民情報システム及び総

合保健福祉システムについ

て、データセンターにおける

監視や保守の適切な実施によ

り、安定してシステムを稼働

させることができたほか、総

合住民情報システム更新等に

より、住民サービスの維持及

び充実を図ることができた。

引き続きシステムの適切な保

守等により、安定稼働を図る

ほか、令和７年度までに国が

策定する標準仕様に準拠した

システムへ移行するための準

備を進める必要がある。

A

順調に進んだ

システムの適切な保守等の実

施により、安定稼働を図るほ

か、令和７年度までに国が策

定する標準仕様に準拠したシ

ステムへ移行するための準備

として、標準仕様と現行シス

テムとの比較分析を行う。

政策部DX・

行革推進室

①

（4）

2

(４) 住民情報

系システムの

充実と窓口の

デジタル化の

推進

申請管理シス

テムの導入

ぴったりサービスにおいてオ

ンラインで申請されたデータ

を住民情報系システムへ自動

で取り込むことで、業務の効

率化・迅速化を図る。

オンライン申請データ自動取

込による業務効率化・迅速化

申請管理シ

ステムの検

討及び導入

システムの

管理

システムの

管理

システムの

管理

システムの

管理

引越しワンストップサービス

やぴったりサービスで申請の

あったデータを住民情報系シ

ステムへ自動で取り込む「申

請管理システム」を導入し、

業務の効率化・迅速化につな

がる環境を構築した。

申請管理システムの保守等を

適切に実施し、安定稼働を図

るほか、ぴったりサービスの

拡充を検討する必要がある。

A

順調に進んだ

申請管理システムの保守等を

適切に実施し、安定稼働を図

るほか、ぴったりサービスの

拡充を検討する。

政策部DX・

行革推進室
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①

（4）

3

(４) 住民情報

系システムの

充実と窓口の

デジタル化の

推進

確定申告オン

ライン予約受

付

現在、確定申告相談の受付は

来庁のうえ、税務課窓口受付

付近に設置してある受付簿に

氏名を記載して受付を行って

いるが、スマートフォン等か

らインターネットを利用して

相談希望日、相談希望時間の

事前予約を可能とすることで

順番待ちの混雑緩和や待ち時

間の短縮に繋げる。

順番待ちの混雑緩和

順番待ち時間の短縮

相談職員の適正配置の柔軟化

導入

前年度の反

省点を踏ま

えたうえで

継続

継続 継続 継続

インターネットを利用した事

前予約を可能としたが、令和

４年度の申告会場利用者数は

2,720件に対して、内イン

ターネットを利用しての事前

予約は51件と実績が少なかっ

た。そのため混雑緩和、待ち

時間の短縮にはあまりつなが

らなかった。

対象をスマホ申告に限定した

ことも実績が少なかった要因

と考えられるが、継続してい

くことにより、申告者自身に

よる電子申告を促進してい

く。

A

順調に進んだ

事前予約の周知を強化しメ

リットを実感していただくこ

とで、順番待ちの混雑緩和や

電子申告の普及によるデジタ

ル化を進めていく。

総務財政部

税務課市民

税グループ

①

（4）

4

(４) 住民情報

系システムの

充実と窓口の

デジタル化の

推進

図書館情報シ

ステム

（座席予約シ

ステム）

亀山市立図書館の駅前移転

(R5.1開館)に合わせ、座席予

約システムの整備を行う。

利用者がインターネットや館

内端末で、図書館の座席等の

予約・利用受付を行うセルフ

化及び利用開始と終了の自動

化、管理端末からの集中管理

機能の構築を行うことで、利

用者の利便性の向上を図ると

ともに図書館職員の業務効率

化を実現させる。（イニシャ

ルのみ生涯学習課の主要事

業）

利用者にとって、公平な利

用、手続きの効率化による利

便性向上。

図書館利用の促進。

窓口業務等の効率化し、移転

に伴い増加する窓口業務等に

対応する。

整備 継続 継続 継続 継続

亀山市立図書館の駅前移転

(R5.1開館)に合わせ、座席予

約システムの整備を行った。

多くの方に利用いただき、窓

口での手続等を省いて席を予

約いただいている。

利用者自らが座席予約システ

ムを使うことで、自動化され

たプロセスにより人的ミスな

どによる手間や対応の増加を

抑えることができた。

初めて利用される人には、利

用方法に戸惑いがある場合が

あるため、利用方法などの案

内を継続的に行っていかなけ

ればならない。

円滑な利用促進のため、引き

続き利用案内や利用方法の周

知を行う。

A

順調に進んだ

窓口対応で積極的に案内と説

明を行っていく。

システム運用を安定的に提供

する。

利用方法の案内を継続して行

う。利用状況を見て、予約席

の設定や使用時間範囲などを

見直していく。

教育委員会

事務局図書

館

①

（4）

5

(４) 住民情報

系システムの

充実と窓口の

デジタル化の

推進

図書館情報シ

ステム

（図書のICタ

グ管理化）

亀山市立図書館の駅前移転

(R5.1開館)に合わせ、ICタグ

による図書管理を開始し、自

動貸出機・自動返却機による

利用者の利便性向上、セキュ

リティゲートによる不明本・

不正持出防止、IC蔵書点検機

による図書館職員の業務効率

化を実現させる。（イニシャ

ルのみ生涯学習課の主要事

業）

利用者にとって、利便性向

上、プライバシーの確保。

図書館利用の促進。

蔵書管理を効率化し、移転に

伴い増加する窓口業務等に対

応し、レファレンスサービス

等を強化する。

整備 継続 継続 継続 継続

亀山市立図書館の駅前移転

(R5.1開館)に合わせ、図書へ

のICタグ貼付、自動貸出機・

自動返却機、セキュリティ

ゲート、IC蔵書点検機等の整

備を行った。ICタグによる図

書管理を開始し、貸出や返却

の手間を軽減し、効率的な図

書管理が可能となった。

自動貸出機や自動返却機は新

たなサービスであるため、利

用案内を継続的に行っていか

なければならない。

レファレンスサービスの強化

に努める。

A

順調に進んだ

図書館情報システムについて

は、運用を安定的に提供す

る。

手軽に利用できることを理解

してもらえるように、利用方

法の案内を継続して行ってい

く。

教育委員会

事務局図書

館
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①

（4）

6

(４) 住民情報

系システムの

充実と窓口の

デジタル化の

推進

都市計画関連

情報発信の拡

充

都市計画情報について、公開

型GISを活用し、最新の情報

を提供する。

適時最新情報の提供を行う

都市計画変

更に伴い、

公開情報の

更新を行う

継続 継続 継続 継続

公開型GISの都市計画情報に

ついて、追加された情報の更

新を実施した。

閲覧者がわかり易く、操作し

易いよう、メニュー画面の再

構築、印刷設定の追加、凡例

の改良等を実施した。

また、誤った記述等の有無を

定期的に確認し、迅速に修正

等を行った。

担当課で作成した最新情報の

データを、公開型GIS更新委

託業者により更新作業を行う

際に時間を要し、最新情報の

発信が遅延してしまう。

A

順調に進んだ

公開型GIS更新委託業者との

調整、作業進捗確認等を密に

行い、早期の情報発信に努め

る。

建設部都市

整備課都市

計画グルー

プ
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①

（4）

7

(４) 住民情報

系システムの

充実と窓口の

デジタル化の

推進

登山者との双

方向の情報共

有

亀山７座登山道等の適正な管

理を行うことを目的とし、主

に登山者が登山道の問題を写

真に撮って位置情報と共にレ

ポート投稿することにより、

迅速な問題解決につなげる。

投稿されたレポートへ迅速に

対応することによる事故等の

未然防止

投稿された

レポートへ

の対応

投稿された

レポートへ

の対応

投稿された

レポートへ

の対応

投稿された

レポートへ

の対応

投稿された

レポートへ

の対応

投稿されたレポートに対し

て、調査・修繕等を行うとと

もに、必要に応じて他課と情

報共有するなど、迅速に対応

した。

年々、Fix My Streetの利用が

減っており、効果は限定的で

ある。また、モバイルメッセ

ンジャーアプリ（ライン）の

導入など、他のツールとの調

整も必要である。

B

まずまず進ん

だ

他課で導入を計画しているモ

バイルメッセンジャーアプリ

（ライン）の機能と比較しな

がら、集約も含めて検討を行

う。

産業環境部

商工観光課

観光・地域

ブランドグ

ループ

①

（5）

1

(５) 公金収納

のデジタル化

の推進

多様な収納の

連携

共通納税システムの活用が拡

充されていく中、クレジット

収納やスマホアプリ収納など

多様な手段を連携させ、電子

納付の利便性を高める。

令和5年度から税目拡大（固定

資産税、軽自動車税）

システム改

修

共通納税シ

ステム税目

拡大稼働

（固定資産

税、軽自動

車税）

継続 継続 継続

eLTAXを活用した電子納税を

可能とした地方税共通納税シ

ステムにおいて、税目拡大に

対応できるようにシステム改

修を行った。また、納付書へ

統一規格QRコード印刷に対応

するため、テスト帳票等の確

認を行った。

納税者に対し、共通納税シス

テムでの納付への広報・周知

が必要である。

A

順調に進んだ

共通納税システムの進捗状況

を注視しながら、税目の拡大

を検討する。

総務財政部

税務課収納

対策グルー

プ

①

（6）

1

(６) 情報発信

の多様化の検

討

ホームページ

による情報発

信

市の施策や事業などについ

て、いつでも、どこでも、誰

でも取得できるようホーム

ページを通じた情報発信に取

り組む。

PV数

R3：2,863,545件

R7：2,910,000件

ホームペー

ジの運営管

理

ホームペー

ジの運営管

理

ホームペー

ジの運営管

理

ホームペー

ジの運営管

理

保守管理等

の更新

ホームペー

ジの運営管

理

年間を通じて、ホームページ

の更新を2,334件行い、適時

的確に情報発信したことで、

年間2,923,748件（前年比

+60,203件）の閲覧（ページ

ビュー）数を得ることができ

た。また、ホームページを通

じた情報発信に必要なサーバ

の賃借やシステムの保守を

行った。

引き続き、タイムリーに行政

情報を提供する必要がある。

また、ホームページを活用し

た情報発信について、ウェブ

アクセシビリティの向上のた

めの職員研修を実施する必要

がある。

A

順調に進んだ

市内外の人が市の施策や事

業、お知らせなどを必要な時

にどこでも取得できるよう、

ホームページにより情報を発

信する。また、ウェブアクセ

シビリティ向上に向けた職員

研修を行う。

政策部広報

秘書課広報

グループ

①

（6）

2

(６) 情報発信

の多様化の検

討

シティプロ

モーション専

用ページによ

る情報発信

定住・交流・関係人口の増加

につながるよう、まちのさま

ざまな魅力について、シティ

プロモーション専用ホーム

ページを通じた情報発信に取

り組む。

PV数

R3：114,131件

R7：125,000件

シティプロ

モーション

専用ページ

の運営管理

シティプロ

モーション

専用ページ

の運営管理

シティプロ

モーション

専用ページ

の運営管理

シティプロ

モーション

専用ページ

の運営管理

シティプロ

モーション

専用ページ

の運営管理

専用ページのイベント情報を

842件、ニュース情報を194件

更新するとともに、令和5年1

月に開館した市立図書館を紹

介するプロモーション動画を

制作し、専用ページに掲載し

たことで、年間134,025件

（前年比+19,894件）の閲覧

（ページビュー）数を得るこ

とができた。

新型コロナの影響で、まちの

魅力を市民自ら語ってもらう

フリップサポーターや個性的

な暮らしを紹介するライフス

タイルインタビューの取材を

実施することができなかっ

た。また、職員自身がシティ

プロモーションの担い手であ

るという意識の醸成につなげ

る職員研修ができなかった。

B

まずまず進ん

だ

本市の暮らしやすさや魅力を

知ってもらうため、イベント

やニュース、動画などの情報

を引き続き発信するととも

に、市民の声や生活の様子な

ど共感性の高い情報発信を行

う。職員一人ひとりがシティ

プロモーションの担い手であ

る意識を高めるため、庁内職

員向け研修を行う。

政策部広報

秘書課広報

グループ
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亀山市行政DX推進計画　令和４年度実績一覧

第１節　行政サービスのDX
No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 担当

取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

①

（6）

3

(６) 情報発信

の多様化の検

討

SNS等による

情報発信

効果的な情報発信やコミュニ

ケーションの強化を図るた

め、SNS等を通じた情報発信

に取り組む。

利用SNS等の種類

R3：2

R8：3

SNS等の運

用管理、拡

充の検討及

び方向性の

決定

SNS等の拡

充、運用管

理

SNS等の運

用管理

SNS等の運

用管理

SNS等の運

用管理

facebookへ年間147件の記事

（文章と写真等）を投稿し、

市内外へ情報発信を行った。

また、市の持つ広報媒体の特

性とLINE導入時のメリットを

整理したほか、次年度の公式

LINEアカウントの開設に向け

て、工程案を作成した。

facebookについて、写真を多

用するなど共感性や拡散性の

高い記事を作成する必要があ

る。また、さまざまな機会を

捉えてfacebookを活用した情

報発信を行う必要がある。公

式LINEアカウントの開設に向

けて、既存SNSである

facebookとの連携について検

討を行う必要がある。

A

順調に進んだ

引き続き、facebookの特性を

踏まえた情報発信を行う。ま

た、公式LINEアカウントの開

設までの作業において

facebookとの連携について検

討を行う。

政策部広報

秘書課広報

グループ

①

（6）

4

(６) 情報発信

の多様化の検

討

ケーブルテレ

ビ行政情報番

組による情報

発信

まちへの愛着や誇りの醸成と

市民のまちづくりへの参画に

つながるよう、動画の特性を

生かし、ケーブルテレビを通

じた情報発信に取り組む。

市民参画による番組制作数

R3：54件

R7：65件

ケーブルテ

レビによる

情報発信

ケーブルテ

レビによる

情報発信

ケーブルテ

レビによる

情報発信

ケーブルテ

レビによる

情報発信

ケーブルテ

レビによる

情報発信

番組放送機

器の更新

年間53週分の番組を制作・放

送する中で、広報サポーター

（市民、学生等）の出演によ

り、市民参画による番組を69

件制作することができた。駅

前再開発事業の完成や亀山ブ

ランド第2弾の決定とともにそ

れらに関わる人々の姿やコメ

ントを紹介する特集番組を制

作し、市民や関係者に親しま

れる番組制作ができた。

市民参画・交流活動の促進に

向けて、広報サポーターや学

生などの出演による番組づく

りを継続し、幅広い世代に親

しまれる番組放送を行う必要

がある。また、コロナ禍から

の環境の変化に対応し、地域

での行事や祭りなどの取材を

通じて、本市の魅力である人

同士のつながりを感じてもら

えるような番組を制作する必

要がある。

A

順調に進んだ

引き続き、広報サポーターの

募集を行い、市民参画による

番組制作を行う。また、コロ

ナ禍を経て活動が再開される

納涼大会など地域の行事を取

材し、地域資源や人同士のつ

ながりなどをまちの魅力とし

て発信する。

政策部広報

秘書課広報

グループ

①

（6）

5

(６) 情報発信

の多様化の検

討

議会映像等イ

ンターネット

配信事業

市民の利便性の向上を図り、

積極的な情報公開に努め、議

会に対する関心を高めるた

め、議会の会議（本会議・委

員会）の映像及び議会報告番

組のインターネット配信を行

う。

広く市民に議会に対する関心

を持ってもらい、透明性が確

保された議会を維持する。

議会の会議

（本会議・

委員会）の

映像及び議

会報告番組

のインター

ネット配信

を行う。

継続 継続 継続 継続

市議会の本会議と定例会中の

常任委員会の中継映像を、イ

ンターネットによりライブ及

び録画配信を行った。

また、議会報告番組をイン

ターネットにより録画配信を

行った。

議会中継等を配信することに

より、議会活動の積極的な情

報発信ができた。

【アクセス件数】

・議会映像（ライブ）27,009

件

・議員別配信（録画）19,870

件

・議会報告番組（録画）

1,149件

「議会の見える化」を一層推

進するため、引き続き積極的

な情報発信を行う必要があ

る。

A

順調に進んだ

議会の映像配信については、

議員や職員だけでなく市民か

らのニーズがあり、積極的な

議会の情報の公開に対する要

請は今後も高まっていくこと

が想定されるため、継続して

実施する。

議会事務局

議事調査課

議事調査グ

ループ
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亀山市行政DX推進計画　令和４年度実績一覧

第２節　行政経営のDX
No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 担当

取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

②

（1）

1

(１) 情報シス

テムの標準

化・共通化の

推進

自治体情報シ

ステムの標準

化・共通化対

応

行政サービスの利用者の利便

性向上と行政の効率化を図る

ため、地方公共団体情報シス

テムの標準化に関する法律に

基づき、システムの標準化・

共通化を進める。

住民情報系システム標準化の

実施

システムの

標準化の調

査・検討

準備作業 準備作業
システム標

準化の実施

令和７年度末を目標時期とし

た標準準拠システムへの移行

に向けて、研修会へ参加し他

自治体の状況を確認するな

ど、情報収集を行った。ま

た、現行システムのベンダー

と打合せを行い、移行に向け

てスケジュール調整等を行っ

たほか、各担当課において、

標準化に対応する業務担当者

を選定した。

情報システム標準化につい

て、国の動向を注視しつつ、

情報収集に努めるとともに、

システム保守委託業者との調

整を綿密かつ円滑に行い、標

準準拠システムへの移行対応

を進める必要がある。

B

まずまず進ん

だ

情報システム標準化に向け、

国の動向を注視しつつ、情報

収集に努める。また、標準準

拠システムへ移行するための

準備として、標準仕様と現行

システムとの比較分析を行

う。

政策部DX・

行革推進室

②

（1）

2

(１) 情報シス

テムの標準

化・共通化の

推進

国税庁との確

定申告書デー

タ連携

現在、市で作成した確定申告

書は紙ベースで税務署へ引渡

しをおこなっているが、作成

した確定申告書の内容を国税

庁へ電子データ送信を行う。

税務署受付後、当市への確定

申告書に係るデータ連携の早

期化

申告者への還付手続期間の早

期化

次期申告支

援システム

における国

税庁との

データ連携

の検討、調

整

継続 継続

自治体情報

システム標

準化対応に

伴う現行の

総合行政シ

ステム更新

に伴い導入

継続 取組実績：0件

国税庁と電子データ連携につ

いて検討したところ、現時点

で確定申告書の電子データ送

信を行うには、当市のシステ

ムを改修する必要があり、多

額の費用負担を伴うこととな

る。

総務省が令和７年度に全ての

市町村を対象に自治体情報シ

ステムの標準化を進めてお

り、現時点で導入しても再度

システムの改修が必要となる

可能性がある。

B

まずまず進ん

だ

令和7年度の基幹システムの改

修に併せて、電子データ送信

システムも導入を予定。

総務財政部

税務課市民

税グループ

②

（1）

3

(１) 情報シス

テムの標準

化・共通化の

推進

国民健康保険

広域化事業

国民健康保険広域化に伴う制

度改正に対応した資格管理、

給付管理等を適切に行うた

め、総合住民情報システムの

改修を行う。

資格管理、給付管理等の適切

な管理

検討(システ

ム導入に向

けての検

討）

検討(システ

ム改修等）
導入 継続 継続

令和６年３月より次期国保情

報集約システムへの移行・切

替に伴う業務において、三重

県国民健康保険団体連合会よ

り示された日程に従い、個人

情報ファイル簿を作成した。

また、令和６年１月の運用テ

スト前までにPIAを実施する必

要があるため、PIAの内容につ

いて検討し、導入に備えた。

運用テスト前までに、PIA実

施、電子証明書更新作業、二

要素認証装置の設置・設定を

行う必要がある。

　集約システムの改修に伴

い、オンライン資格確認等シ

ステムに影響があるかどうか

を確認し、引き続き資格管

理、給付管理等を適切に管理

していく。

B

まずまず進ん

だ

PIA実施、電子証明書更新作

業、二要素認証装置の設置・

設定について、三重県国民健

康保険団体連合会と連携し、

導入に備えて準備していく。

総合住民情報システムの改修

の有無については、ベンダー

に確認し、改修が必要であれ

ば、導入に備えて準備してい

く。

オンライン資格確認等システ

ムについても、集約システム

の改修に伴い影響がないか確

認をする。

市民文化部

市民課国民

健康保険グ

ループ
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亀山市行政DX推進計画　令和４年度実績一覧

第２節　行政経営のDX
No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 担当

取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

②

（2）

1

(２) タブレッ

ト端末の活用

の推進

タブレット端

末の活用と電

子会議システ

ムの拡充

会議のペーパーレス化を図る

ため、幹部職員において引き

続きタブレットを活用するほ

か、電子会議システムの利用

者を拡充する。

ペーパーレス会議等による業

務効率化

タブレット

端末及び電

子会議シス

テムの活用

タブレット

端末の活用

電子会議シ

ステム利用

者拡充

タブレット

端末及び電

子会議シス

テムの活用

タブレット

端末及び電

子会議シス

テムの活用

タブレット

端末及び電

子会議シス

テムの活用

幹部職員へ配布したタブレッ

ト端末を活用し、各種会議資

料を電子会議システムを用い

て配布したことにより、業務

の効率化とペーパーレス化に

よる人的・財政的な資源を創

出することができた。

一層のペーパーレス化や業務

効率化のため、幹部職員に加

え、課長級職員等へ電子会議

システムを拡充する必要があ

る。

A

順調に進んだ

一層のペーパーレス化や業務

効率化のため、幹部職員に加

え、課長級職員等への電子会

議システムの拡充を図る。

政策部DX・

行革推進室

②

（2）

2

(２) タブレッ

ト端末の活用

の推進

タブレット端

末活用事業

（道路）

道路パトロールにおいて、タ

ブレット端末及び

FixMyStreet Japanを活用し

パトロールにおける異常個所

の逐次共有、データ保存を行

う。（タブレット端末につい

てはDX・行革推進室から試行

で仮受ける）

タブレット端末の活用によ

り、道路パトロールなどの事

務効率化に繋がる。

準備（導入

に向けDX・

行革推進室

と調整）

導入 継続 継続 継続

準備（導入に向けDX・行革推

進室と令和5年度から導入で調

整済）

通信契約が締結できず、令和5

年度当初からの導入が出来な

かった。

B

まずまず進ん

だ

令和5年度当初からの導入は出

来なかったものの、早期に通

信契約を締結し道路パトロー

ルなどの事務効率化を図りた

い。

建設部建設

管理課道路

保全グルー

プ

②

（2）

3

(２) タブレッ

ト端末の活用

の推進

タブレット端

末活用事業

（農業）

農業者の高齢化や人口減少が

本格化する中、農地の集約等

を加速させることが求められ

おり、農地の出し手・受け手

の意向等を迅速かつ効率的に

情報収集して、農業の担い手

の確保に繋がるよう推進す

る。

令和４年度はタブレット端末

の導入年度であり、端末活用

の試行期間として、効率化に

繋がる事務内容を検討する。

タブレット端末の活用によ

り、農地パトロールなどの事

務効率化に繋がり、農地の出

し手・受け手の意向を迅速に

把握し、農地のマッチングを

志向する。

新規 継続 継続 継続 継続
国費にてタブレット端末１０

台を導入した。

タブレット端末は導入に至ったも

のの、農地パトロールを実施する

農地利用最適化推進委員の人数は

２０名であり、半分の１０台では

効率的な情報収集を行っていくに

は難しい部分がある。

また、タブレット端末の導入が年

度末となり、国が開発している現

地確認アプリの利用開始時期も当

初の予定より遅れ、令和５年度か

らの利用となったこともあり、活

用の試行までには至らなかった。

B

まずまず進ん

だ

国が開発した現地確認アプリの使

用時期が当初より遅れたこともあ

り、使い勝手等がわからない状況

であるため、試行期間を１年延長

し、活用に向けて検討していく。

また、当面は１０台での運用を検

討していくが、効率的な情報収集

を行っていくために、追加導入の

方向性も検討し、農地のマッチン

グができるような環境を整備して

いく。

産業環境部

農林振興課

農林政策グ

ループ（農

業委員会事

務局）

②

（2）

4

(２) タブレッ

ト端末の活用

の推進

図書館貸出タ

ブレット端末

整備

亀山市立図書館の駅前移転

(R5.1開館)に合わせ、利用者

の利便性向上と教養、調査研

究、レクリエーションの目的

ため、タブレット端末(iPad

10台)を整備し、館内貸与及び

レファレンスサービスを行

う。（イニシャルのみ生涯学

習課の主要事業）

情報社会に即し、レファレン

スなど図書館サービスの基本

を行うための環境を整備す

る。

整備 継続 継続 継続 継続

亀山市立図書館の駅前移転

(R5.1開館)に合わせ、タブ

レット端末(iPad 10台)を整備

し、館内貸与を行っている。

利用者への館内貸出は、利用

が進んでいるが、レファレン

スへの活用につながっていな

い。

A

順調に進んだ

引き続き運用を行っていく。

職員が行うレファレンスや図

書館情報システムの利用案内

などの活用を進め、サービス

の向上を行っていく。

教育委員会

事務局図書

館
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②

（2）

5

(２) タブレッ

ト端末の活用

の推進

多職種連携情

報共有システ

ムの運用

多職種間の情報共有の円滑化

を実現し、厚みのある地域医

療体制を構築することを目的

とし、多職種連携情報システ

ム（バイタルリンク）を活用

する。

システム登録事業所が増加

し、医療介護の連携に繫が

る。

多職種連携

情報共有シ

ステムの運

用管理

継続 継続 継続 継続

令和4年度は新たに20事業所

が登録し、合計244事業所が

バイタルリンクを活用してい

る。このことにより、多職種

間の情報共有を円滑かつ迅速

に行い、厚みのある地域医療

体制を構築することができ

た。

情報共有は簡易化し、迅速に

行うことが可能となった。し

かし、共有できる情報量及び

発信回数の増加に伴い、必要

な情報が埋もれるという課題

が生じた。

A

順調に進んだ

バイタルリンク内の種々の機

能を活用し、必要な時に必要

な情報に迅速にアクセスでき

るよう、内規等を整備する。

地域医療部

地域医療課

地域連携グ

ループ

②

（2）

6

(２) タブレッ

ト端末の活用

の推進

議会タブレッ

ト端末の活用

議会基本条例に基づき、積極

的にタブレット端末を活用

し、議員間の情報共有システ

ムの導入の検討を進める等、

議会の情報化を推進する。

タブレット端末を使用する機

会を増加させ、議員の活用頻

度を向上させる。

議会タブ

レット端末

の活用

継続 継続 継続 継続

議会改革の一環として、議員

のスケジュール管理をタブ

レット端末を用いて行うこと

ができないか等、他市事例を

参考にしつつ、事業者のデモ

を受けた。

スケジュール管理について

は、紙媒体で管理しているこ

とにより生じる課題もあるた

め、システムの早期の導入が

求められる。

B

まずまず進ん

だ

引き続きスケジュール管理に

ついて他市事例や事業者から

の情報を収集し、早期の導

入、運用開始に向けて検討す

る。

議会事務局

議事調査課

議事調査グ

ループ

②

（3）

1

(３) ＡＩ・Ｒ

ＰＡの活用の

拡充

ＡＩ・ＲＰＡ

の活用の拡充

行政サービスの更なる質の向

上を図るため、AI・RPA の対

象業務の拡充など、デジタル

技術

を活用した業務の効率化・迅

速化に努め、人的資源を注力

するべき業務に振り向ける。

導入済みのシナリオの稼働、

新規シナリオ作成による業務

効率化・迅速化

シナリオ作成：20件（累計）

RPAシナリ

オ作成研修

の実施

RPA対象業

務の拡充

RPA対象業

務の拡充

RPA対象業

務の拡充
効果検証

職員によるRPAシナリオ作成

技術の向上を図るため、住民

情報系システムを扱う職員の

一部へ実業務を想定したシナ

リオ作成研修を行った。な

お、これまでのシナリオを作

成の累計は15業務で、うち7

業務を本格運用している。

RPAのシナリオの維持管理を

行うに当たっては、対象業務

の拡大や業務フローの変更な

どに応じて、実務を担当する

職員自らが、RPAのシナリオ

の作成や変更ができるスキル

が求められることから、RPA

を十分に活用することができ

るデジタル人材の育成が必要

である。

B

まずまず進ん

だ

職員に対するRPAシナリオ作

成研修を実施するなど、デジ

タル技術の特性を理解し、効

果的に利活用することができ

るデジタル人材を育成しつ

つ、順次、RPAの対象業務の

拡充を図る。

政策部DX・

行革推進室

②

（4）

1

(４) テレワー

クの推進

テレワークシ

ステムの活用

感染症の拡大時や災害発生時

等の業務継続性の確保と、職

員の多様で柔軟な働き方を選

択できる環境の充実に向け、

テレワークシステムを活用す

る。

柔軟な働き方を選択できる環

境の充実

テレワーク

システムの

活用

テレワーク

システムの

活用

テレワーク

システムの

活用

テレワーク

システムの

活用

テレワーク

システムの

活用

テレワークシステムを活用し

たテレワークの試行運用を継

続したことにより、職員が柔

軟な働き方を選択できる環境

の充実に寄与するとともに、

新型コロナウイルス感染症対

策として職員同士の接触の低

減を図ることができた。

また、のべ78件のテレワーク

を実施することができた。

本格運用に向けて実施状況を

正確に把握するため、テレ

ワーク試行実施要領の適正な

運用を図る必要がある。

また、時間外勤務時間の取扱

いなどの勤怠管理、各種手

当、自宅にテレワーク環境を

持たない職員への対応など、

円滑にテレワークを実施する

ための環境を整備する必要が

ある。

B

まずまず進ん

だ

テレワーク試行運用における

課題点等を検証し、本格運用

に向けた環境整備を進める。

政策部DX・

行革推進室

総務財政部

総務課人事

給与グルー

プ

②

（5）

1

(５) ＷＥＢ会

議の推進

ＷＥＢ会議シ

ステムの活用

非接触型の会議等を推進する

ことで、感染症の感染拡大防

止や移動時間の削減を図ると

ともに、会議等のペーパーレ

ス化を進めるため、WEB 会議

システムを積極的に活用す

る。

オンライン会議による移動時

間等の削減

ペーパーレスの推進

ＷＥＢ会議

システムの

活用

ＷＥＢ会議

システムの

活用

ＷＥＢ会議

システムの

活用

ＷＥＢ会議

システムの

活用

ＷＥＢ会議

システムの

活用

WEB会議システムの運用によ

り、移動時間削減による職員

の負担軽減や新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止を

図ることができた。また、

Web会議システムを活用した

ライブ配信等、新たな活用手

法を実践した。

引き続き感染症拡大の防止や

移動時間の削除を図るととも

に、新たな活用手法の実施等

を検討する必要がある。

A

順調に進んだ

Web会議システムの活用を継

続するほか、職員用マニュア

ル等の充実や新たな活用手法

の研究等に努め、一層のシス

テム活用を図る。

政策部DX・

行革推進室
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②

（6）

1

(６) 文書等の

デジタル化の

推進

電子決裁の導

入に伴う文書

等のデジタル

化

電子決裁の導入に伴い、これ

に係る文書等についてデジタ

ル化を行う。

管理コストの削減 準備
対象文書の

選定

対象文書の

拡大
継続 継続

導入に向けた道筋を整備

・電子化を進めると効果に比

して事務の負担が大きく増え

る文書（契約等）等の対象外

とする文書の検討

・文書取扱規定等の関係規定

の精査及び見直しの検討

・実効性を高めるため、文書

管理システムだけでなく、併

せて電子掲示板、ライブラ

リ、共有フォルダ等の活用を

検討

・契約書等の電子決裁に添付

することが困難であり、紙で

の保管が基本である文書につ

いては、回付及び保管に工夫

が必要である。

・原本保管が必要となる許認

可に係る申請等については、

保管に工夫が必要である。

B

まずまず進ん

だ

・原本を紙で保管することが

前提である契約書、申請書等

については、適正な管理だけ

でなくアクセスも容易となる

ような保管を検討する。

・併せて、今後は、契約書に

ついては電子契約に、申請書

等についてはオンライン申請

等に対応できるようにする。

総務財政部

総務課法務

統計グルー

プ
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②

（6）

2

(６) 文書等の

デジタル化の

推進

タブレット端

末の活用と電

子会議システ

ムの拡充

【再掲】

会議のペーパーレス化を図る

ため、幹部職員において引き

続きタブレットを活用するほ

か、電子会議システムの利用

者を拡充する。

ペーパーレス会議等による業

務効率化

タブレット

端末及び電

子会議シス

テムの活用

タブレット

端末の活用

電子会議シ

ステム利用

者拡充

タブレット

端末及び電

子会議シス

テムの活用

タブレット

端末及び電

子会議シス

テムの活用

タブレット

端末及び電

子会議シス

テムの活用

幹部職員へ配布したタブレッ

ト端末を活用し、各種会議資

料を電子会議システムを用い

て配布したことにより、業務

の効率化とペーパーレス化に

よる人的・財政的な資源を創

出することができた。

一層のペーパーレス化や業務

効率化のため、幹部職員に加

え、課長級職員等へ電子会議

システムを拡充する必要があ

る。

A

順調に進んだ

一層のペーパーレス化や業務

効率化のため、幹部職員に加

え、課長級職員等への電子会

議システムの拡充を図る。

政策部DX・

行革推進室

②

（6）

3

(６) 文書等の

デジタル化の

推進

議会資料の

ペーパーレス

化

事務の効率化を図るため、議

会の会議（本会議・委員会

等）において電子会議システ

ムを利用し、会議資料のペー

パーレス化を推進していく。

電子会議システムを使用する

会議を増加させる。

電子会議シ

ステムの活

用

継続 継続 継続 継続

本会議や各種委員会等の公開

会議の会議資料は、タブレッ

ト端末を活用することで、全

ての資料をペーパーレス化す

ることができた。これによ

り、事務の効率化や議員への

迅速な情報提供を行うことが

できた。

今後も各議員のタブレット端

末のさらなる活用に向けて、

端末操作の習熟度を高める必

要がある。

A

順調に進んだ

電子会議システムの利用につ

いて、議会と執行部がさらに

連携を強化し、さらなる事務

の効率化のため、分かりやす

いフォルダ構成とする等、工

夫していく。

議会事務局

議事調査課

議事調査グ

ループ

②

（6）

4

(６) 文書等の

デジタル化の

推進

介護保険料算

定に伴う所得

照会の情報連

携推進

市外から転入してきた被保険

者の介護保険料を算定するに

あたり、所得情報が必要とな

る。所得情報を効率的に取得

するため所得照会の情報連携

を推進する。

所得照会の情報連携の実現 導入 継続 継続 継続

介護保険料算定に関する所得

照会の情報連携に向けて、鈴

鹿亀山地区広域連合、DX行革

推進室と協議を行った。

鈴鹿亀山地区広域連合、DX行

革推進室との協議の結果、情

報連携を推進することとなっ

たため、引き続き関係部署と

連携して令和5年度中の実現を

目指す。

A

順調に進んだ

令和5年度中に情報連携できる

環境を整備し、情報連携を用

いて介護保険料算定のための

所得照会を行う。

市民文化部

市民課医療

年金グルー

プ

②

（6）

5

(６) 文書等の

デジタル化の

推進

河川・都市下

水路・調整池

等台帳システ

ム運用管理

河川・都市下水路・調整池の

管理を適正に行うため、管理

すべき水路等の所在の整理。

施設維持管理に係る業務の効
率化

河川・都市

下水路・調

整池等台帳

システム運

用管理

継続 完了

以前から管理整備されている

施設（河川、都市下水路、調

整池等）の各台帳を収集、整

理し、市が管理する準用河

川、普通河川の所在地等の確

認を行ったことにより一部、

整理が出来た。

既に管理システムに入力され

ている河川の所在地（起点、

終点等）の誤差が生じている

ため、再度、正確な所在地の

確認を行い修正作業が必要と

なる。

B

まずまず進ん

だ

市内の管理する施設（河川、

都市下水路、調整池）が数多

くあり、以前から管理整備さ

れている施設の所在地等の確

認に時間を要するため、完了

時期が令和７年度に遅れる見

込みである。このことから外

部委託も視野に入れ、早期整

備に努めていきたい。

建設部土木

課河川流域

グループ

②

（6）

6

(６) 文書等の

デジタル化の

推進

水道施設台帳

整備

水道法改正に伴い作成した水

道施設台帳を活用し情報の共

有化を図り、属人的な情報管

理からの脱却を行っていく。

また、工事等により水道施設

が変更していくことから、

データ更新を継続的に行って

いく。

水道施設の図面や写真等の情

報を速やかに取得できるよう

工事等において変更した水道

施設の継続的な更新を行い、

情報を共有化し、窓口業務等

の効率化を図る。

水道施設台

帳のデータ

更新

継続 継続 継続 継続

適切に水道施設台帳（管路・

施設）を運用していくため、

令和３年度に変更があった記

載事項について、水道施設の

データ更新作業を行なった。

水道施設台帳の適切な運用を

図るため、記載事項に変更が

あった場合は、水道施設デー

タの更新を継続的に行ってい

く必要がある。

A

順調に進んだ

水道施設台帳の適切な運用を

図るため、記載事項に変更が

あった場合は、水道施設デー

タの更新を継続的に行ってい

く。

上下水道部

上水道課上

水道工務グ

ループ
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取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

②

（6）

7

(６) 文書等の

デジタル化の

推進

下水道台帳シ

ステム運用管

理事業

公共下水道・農業集落排水施

設の管理を適正に行うため、

工事等により変更される下水

道管情報を毎年度更新する。

工事等において変更した下水

道施設の継続的な更新を行い

窓口業務等の効率化を図る。

下水道台帳

システム運

用管理

継続 継続 継続 継続

工事等を行った箇所の下水道

管情報を更新し、窓口対応や

現場確認資料として適切に使

用できるように努めた。ま

た、機器が老朽化したため更

新を行った。

窓口において下水道台帳の交

付事務を行っているが、事務

量が多く、他の業務を圧迫し

ている。

A

順調に進んだ

今後も下水道整備区域が拡大

されることから、窓口対応や

現場確認資料のための更新を

行う必要がある。

また、窓口における事務量削

減のため、下水道台帳を市HP

上で公開することを検討して

いる。

上下水道部

下水道課下

水道工務グ

ループ

②

（6）

8

(６) 文書等の

デジタル化の

推進

三重医療安心

ネットワーク

の運用

転院の際の物理データの減少

及び情報共有の迅速化を目的

とし、三重県内の医療機関と

システム上（ID-LINK）で患

者データを共有する。

県内医療機関における安心・

安全かつ切れ目のない医療提

供体制の充実

三重医療安

心ネット

ワークの運

用

継続 継続 継続 継続

ID-Link上で県内他院と患者情

報を共有できるよう、体制を

整備した。

システム（ID-Link）による他

院との情報共有体制を整備し

たが、実務段階においてシス

テムを使用した情報共有方法

が定着せず、活用がない。開

示病院としてシステム更新す

る場合は年間経費が必要とな

り、システム更新するメリッ

トがない。

A

順調に進んだ

他医療機関との連携（患者の

診療情報共有）については、

紹介状やＣⅮ-Ｒの持参で足り

ていることから、開示病院か

ら閲覧病院（費用負担無し）

へ変更する。

地域医療部

地域医療課

地域連携グ

ループ

②

（7）

1

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

内部情報系シ

ステムの運用

市職員が庁内事務等に使用す

るシステムや機器類の維持管

理に努め、安定稼働させるこ

とにより、行政事務の効率

化・迅速化を図る。

（統合型内部情報システム、

GIS、人事給与システム、プ

リンター制御システム、内部

情報ネットワーク、行政施設

ネットワーク、グループウェ

アパソコン）

システムの安定稼働と適切な

更新

重大なインシデント件数：0件

統合型内部

情報システ

ム更新準備

機器及びシ

ステムの管

理

統合型内部

情報システ

ム更新

機器及びシ

ステムの管

理

統合型地理

情報システ

ム更新

内部情報

ネットワー

ク更新検討

機器及びシ

ステムの管

理

グループ

ウェアパソ

コン更新

機器及びシ

ステムの管

理

プリンター

制御システ

ム更新

機器及びシ

ステムの管

理

内部情報系システムについ

て、データセンター及び市庁

舎において、監視や保守を適

切に実施し、システムを安定

稼働させることができ、行政

事務の効率化・迅速化を維持

することができた。また、制

度改正等に伴うシステム改修

等を円滑に実施し、適切な事

務運用を継続することができ

た。

令和５年度に保守期限が到来

する統合型内部情報システム

及び統合型地理情報システム

について、障害なく更新を実

施し、行政事務の効率化・迅

速化を維持する必要がある。

A

順調に進んだ

システムの適切な保守等の実

施により、安定稼働を図るほ

か、統合型内部情報システム

及び統合型地理情報システム

の更新に当たっては、システ

ム導入業者との調整を綿密に

行い、円滑に実施する。

政策部DX・

行革推進室

②

（7）

2

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

職員コミュニ

ケーションの

デジタル化

職員間のリアルタイムな情報

共有やコミュニケーションの

活性化・円滑化による、迅速

な意思決定と業務効率化を図

るため、職員コミュニケー

ションのデジタル化を進め

る。

職員間コミュニケーションの

デジタル化による迅速な意思

決定と業務効率化

ビジネス

チャット

ツールの試

行導入

ビジネス

チャット

ツールの導

入

ビジネス

チャット

ツールの管

理

ビジネス

チャット

ツールの管

理

ビジネス

チャット

ツールの管

理

前年度に引き続き、ビジネス

チャットツールの試行運用を

実施し、令和４年9月から12

月の使用状況調査において、

登録者約400人のメッセージ

のやり取りは、累計約25,000

件あり、情報共有やコミュニ

ケーションの活性化・円滑化

を図ることができた。

ビジネスチャットツールの本

格運用を実施し、一層の情報

共有やコミュニケーションの

活性化・円滑化による、迅速

な意思決定と業務効率化を図

る必要がある。

A

順調に進んだ

ビジネスチャットツールの本

格運用を実施し、本市職員間

や他自治体の職員とのリアル

タイムな情報共有やコミュニ

ケーションの活性化・円滑化

による、迅速な意思決定と業

務効率化を図る。

政策部DX・

行革推進室
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亀山市行政DX推進計画　令和４年度実績一覧

第２節　行政経営のDX
No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 担当

取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

②

（7）

3

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

例規集等管理

システムの運

用

例規執務業務を総合的にサ

ポートし、業務の効率化を図

る。

条例等の改正に伴うデータ修

正などを行うとともに、シス

テムの維持管理を行う。

条例等の改正に伴う的確な

データ修正の実施

条例等の改

正に伴う

データ修正

例規集等管

理システム

の管理

条例等の改

正に伴う

データ修正

例規集等管

理システム

の管理

条例等の改

正に伴う

データ修正

例規集等管

理システム

の管理

条例等の改

正に伴う

データ修正

例規集等管

理システム

の管理

条例等の改

正に伴う

データ修正

例規集等管

理システム

の管理

例規集システム管理業務委託

契約を締結し、システムの維

持管理に努め、例規の制定・

改廃に伴う更新データのシス

テム反映等により、業務の効

率化を維持することができ

た。

引き続き、システムの維持管

理に努め、例規に関する業務

の効率化を図る必要がある。

A

順調に進んだ

システムの維持管理に努め、

的確なデータ修正を実施し、

例規に関する業務の効率化を

図る。

政策部DX・

行革推進室

②

（7）

4

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

CADシステム

の運用

設計・製図業務の効率化や正

確さの向上に資するCADシス

テムの安定稼働を図る。

システムを安定稼働と適切な

更新

重大なインシデント件数：0件

CADシステ

ムの管理

CADシステ

ムの管理

CADシステ

ムの管理

CADシステ

ムの管理

CADシステ

ムの更新及

び管理

CADシステムの保守・管理を

実施し、安定稼働させること

ができた。

引き続き、システムの安定稼

働を図るため、機器及びシス

テムの管理、保守が必要であ

る。

A

順調に進んだ

CADシステムの保守・管理を

継続し、安定稼働を図る。

政策部DX・

行革推進室

②

（7）

5

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

工事積算シス

テムの運用

積算業務の効率化、積算ミス

の防止に資する工事積算シス

テムの安定稼働を図る。

工事積算システムの活用によ

る積算業務の効率化と積算ミ

スの防止

工事積算シ

ステムの管

理

工事積算シ

ステムの管

理

工事積算シ

ステムの管

理

工事積算シ

ステムの管

理

工事積算シ

ステムの管

理

R8.9現行協

定終了

三重県と締結している「三重

県自治体共同積算システム」

に係る協定に基づき、運用を

安定して継続することができ

た。

引き続き、工事積算システム

の活用による、積算業務の効

率化と積算ミスの防止を図る

必要がある。

A

順調に進んだ

「三重県自治体共同積算シス

テム」に係る協定基づき、工

事積算システムの活用を継続

する。

政策部DX・

行革推進室

②

（7）

6

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

三重県・市町

DX推進協議会

への参画

三重県と県内市町間の連携を

強化し行政におけるＤＸと社

会全体のＤＸの推進を図るた

め設置された、三重県・市町

ＤＸ推進協議会へ継続して参

画する。

課題の共有やデジタルサービ

ス・ツール等の共同調達・運

用、人材育成等、県・市町の

連携強化

三重県・市

町DX推進協

議会への参

画

三重県・市

町DX推進協

議会への参

画

三重県・市

町DX推進協

議会への参

画

三重県・市

町DX推進協

議会への参

画

三重県・市

町DX推進協

議会への参

画

三重県・市町DX推進協議会に

参画することにより、県・市

町間で情報システム等の共同

利用の検討のほか、デジタル

関連施策の課題解決に向け、

共通の認識を持つことができ

た。また、共同調達として一

部のツールを効率的に導入で

きた。

三重県及び県内市町共通のデ

ジタル関連施策の課題解決等

のため、引き続き協議会に参

画する必要がある。

A

順調に進んだ

三重県・市町DX推進協議会に

参画し、共同調達やDX推進施

策の実現に向けて、三重県及

び県内市町との連携強化を図

る。

政策部DX・

行革推進室

②

（7）

7

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

デジタルアド

バイザリ委員

会の設置

デジタル技術を積極的に活用

し、スマート自治体への転換

を図り、一人ひとりのニーズ

に合った「利用者中心の行政

サービス」につなげるため、

デジタルアドバイザリ委員会

を設置する。

アドバイザリ委員からの助言

による行政DXの推進

デジタルア

ドバイザリ

委員会の設

置検討

要綱改正

デジタルア

ドバイザリ

委員会の設

置

助言による

行政DXの推

進

アドバイザ

リ委員から

の助言によ

る行政DXの

推進

アドバイザ

リ委員から

の助言によ

る行政DXの

推進

アドバイザ

リ委員から

の助言によ

る行政DXの

推進

委員改編

ICT利活用アドバイザリ委員

会の後継組織として、デジタ

ルアドバイザリ委員会を行政

DX推進計画に位置づけ、設置

に向けた検討を行った。

従前のICT利活用アドバイザ

リ委員の委嘱期限が到来する

ことから、後継組織としてデ

ジタルアドバイザリ委員会を

設置し、行政DXを推進するた

めの体制を整える必要があ

る。

B

まずまず進ん

だ

行政DX推進計画に基づき、デ

ジタルアドバイザリ委員会に

係る要綱を整備し、委員の委

嘱を行う。

政策部DX・

行革推進室

②

（7）

8

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

デジタルリテ

ラシー・情報

セキュリティ

研修の実施

行政DXを推進するため、デジ

タル技術の特性を理解し、効

果的に利活用することができ

る人材を育成する。

DX推進のためのマインドセッ

トの醸成

デジタルリテラシーの向上

情報セキュリティ意識の向上

デジタルリ

テラシー・

情報セキュ

リティ研修

の実施

デジタルリ

テラシー・

情報セキュ

リティ研修

の実施

デジタルリ

テラシー・

情報セキュ

リティ研修

の実施

デジタルリ

テラシー・

情報セキュ

リティ研修

の実施

デジタルリ

テラシー・

情報セキュ

リティ研修

の実施

RPAシナリオ作成研修、オ

フィスソフトの操作研修及び

情報セキュリティ研修等を実

施することにより、職員のデ

ジタルリテラシーの向上を

図った。

引き続きデジタルリテラシー

研修と情報セキュリティ研修

の実施を継続し、デジタル人

材の育成を図る必要がある。

A

順調に進んだ

デジタルリテラシー・情報セ

キュリティ研修等を継続し、

デジタル人材の育成を図る。

政策部DX・

行革推進室
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亀山市行政DX推進計画　令和４年度実績一覧

第２節　行政経営のDX
No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 担当

取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

②

（7）

9

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

電子決裁の導

入

文書管理システムにおいて管

理する文書について、同シス

テムを利用して電子的に決裁

し、又は収受供覧を行う。

決裁等に要する時間の削減 準備 導入 検証 継続 継続

　現行の手続を踏襲しつつ、

電子決裁とするメリットを生

かすため、手続の細部までブ

ラッシュアップした上で、導

入に向けた計画を作成した。

　時期については、文書管理

システムのバージョンアップ

を控えており、旧バージョン

では差し障りがある取扱いが

散見されたことから、新バー

ジョンへのアップデートに合

わせた導入とした。

・全ての職員の日常業務に影

響することから、十分な操作

研修等が必要である。

・文書管理システムを利用し

ている決裁について電子決裁

を導入することとなっている

が、これを利用していない決

裁についても電子決裁とする

メリットが大きいものがあ

る。

B

まずまず進ん

だ

・円滑に導入できるよう、事

前の周知、操作研修等を行

う。

・導入後についても、職員に

対するバックアップに努め、

実施状況の検証を行う。

・簡易決裁等のうち電子決裁

によるメリットが大きいもの

については、通常の決裁への

移行を検討する。

総務財政部

総務課法務

統計グルー

プ

②

（7）

10

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

国民健康保険

資格適正管理

事業

国民健康保険の加入及び脱退

の資格情報を三重県国民健康

保険団体連合会が管理する国

保情報集約システムに自動で

連携できるよう、自庁システ

ムの改修を行う。

資格の適切な管理

検討(システ

ム導入に向

けての検

討）

検討(システ

ム導入に向

けての検

討）

検討(システ

ム改修等）
導入 継続

令和6年３月から次期国保情報

集約システムへ移行されるた

め、その仕様及び様式に基づ

いた国保資格情報の自動連携

に向けて、ベンダーと国保連

合からの情報収集に努めた。

次期国保情報集約システムの

詳細について、情報資料等が

少なく、システム導入につい

ては、まだ検討が進んでいな

い状況である。今後、情報収

集に努め、導入に向けて計画

的に業務を進めていく。

C

あまり進まな

かった

今後次期国保情報集約システ

ムの詳細が決まり次第、再度

ベンダー・三重県国民健康保

険団体連合会で協議を行い、

引き続きシステム導入に向

け、検討を行う。

市民文化部

市民課国民

健康保険グ

ループ

②

（7）

11

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

預貯金照会業

務の電子化

（pipitLINQ）

現在郵送にて実施している金

融機関への滞納者の預貯金照

会業務をＬＧ-ＷＡＮ回線を利

用して、電子的に実施するこ

とで、調査・回答期間の短

縮、業務の効率化を図りま

す。

回答期間30日程が2日程に短

縮、郵送業務等に費やす時間

が30％程短縮

新規

拡充（調査

可能な金融

機関の追

加）

拡充（調査

可能な金融

機関の追

加）

拡充（調査

可能な金融

機関の追

加）

拡充（調査

可能な金融

機関の追

加）

金融機関に預貯金照会を依頼

して回答を得るまでに長時間

を要し、効率的ではなかっ

た。導入後、2日程度での回答

になり調査・回答期間の短

縮、郵送業務等に費やす時間

の軽減になった。

調査件数：935件

調査可能な金融機関が追加さ

れれば、更に利便性が向上す

る。

A

順調に進んだ

今後も預貯金照会業務の電子

化（pipitLINQ）を活用する。

総務財政部

税務課収納

対策グルー

プ

②

（7）

12

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

口座振替デー

タ授受のデジ

タル化推進

口座振替データを安全かつ効

率的に授受するため、指定金

融機関に委託して、一括で

データを伝送し、指定金融機

関が各収納代理金融機関と

データの授受を行う。振替結

果についても指定金融機関が

各収納代理金融機関の口座振

替データを集約し、口座振替

結果データを会計課パソコン

に一括送信する。

事務の効率化

2024年1月

にISDN回

線のサポー

トが終了す

るため、そ

の後の取扱

いについて

の検討

データ伝送

の回線変更
継続 継続 継続

口座振替及び口座振込のデー

タ伝送の際に使用している

ISDN回線が、2024年1月に廃

止されることに伴い、個人情

報の流出など安全面を重視

し、LG-WAN回線を使用した

AnserDATAPORTの方式で

データ授受を行うことができ

るよう、各金融機関へ聞き取

り、予算化へ反映させた。

現在はISDN回線使用料のみの

負担だが、AnserDATAPORT

の方式へ変更後は、各金融機

関それぞれへの当初契約料と

月額利用料が発生し、負担額

が増大する。今後、金融機関

によっては、利用料の値上げ

も考えられる。

B

まずまず進ん

だ

市税等の収納や支払に支障が

出ないようデータ伝送の回線

の切替を確実に行い、金融機

関等と連携のうえ、個人情報

の安全性を確保し、適切に

データ授受を行う。

会計課出納

グループ
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②

（7）

13

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

公共料金の支

払い事務のデ

ジタル化推進

公共料金の支払いについて、

会計事務の効率化を図るた

め、各課の公共料金の明細

データを財務会計システムに

取り込み、一つの部署で一括

起票して支払う。

事務の効率化

令和５年の

財務会計シ

ステムの更

新と合わせ

て導入でき

るように、

関係課、業

者と協議

開始 継続 継続 継続

各種公共料金の件数等を把握

し予算化に反映させるため、

令和４年８月１月分の公共料

金について、種別、件数、金

額等の洗い出しを行い、令和

５年度からの実施に向けたス

ケジュールを確率した。

検討段階においては特に問題

はないが、導入後の公共料金

の支払について、一括起票を

行う部署や新規及び解約分に

ついて、把握する方法を検討

する必要がある。

B

まずまず進ん

だ

令和５年１０月の財務会計シ

ステム更新にあわせて、公共

料金の明細データを財務会計

システムに取り込み、一括起

票して支払うことで、各所属

の事務負担の軽減及び支出命

令書や納付書等の書類整理に

かかる事務の効率化を目指

す。

会計課出納

グループ

②

（7）

14

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

建築積算シス

テムの導入

物価スライドや週休二日制へ

の対応など、複雑化する積算

業務の合理化・省力化を行

う。また、積算業務のテレ

ワーク対応化も可能になる。

積算業務の効率化 検討、調整 導入 継続 継続 継続

建築積算システムの導入に向

けて、複数社の積算システム

の試験導入、見積り徴収を

行ったが、週休二日制やR5年

度に行われる国土交通省の共

通費積算基準の改正に対応し

ているシステムが見つからな

かったため、R5年度での導入

を見送った。

三重県、県内の多数の市が導

入し、国内シェア1位の

「RIBIC2」という積算システ

ムは、比較的高価で、試験導

入もできないため検討から外

していたが、他市にヒアリン

グ等を行うなどして候補とし

て検討していく。

D

進まなかった

R5年度及びR6年度を検討期間

とする。導入した他市にヒア

リングを実施するなど、メ

リット・デメリットを整理

し、R7年度の導入を目指す。

建設部建築

住宅課住ま

い推進グ

ループ

②

（7）

15

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

企業会計シス

テム運用管理

事業（下水

道）

経理事務を効率的に行うた

め、企業会計システムの適切

な運用・維持管理を行う。

適正な事務処理及び安定的な

運用

企業会計シ

ステム運用

管理

継続 継続 継続 継続

農業集落排水事業の企業会計

化に伴い、令和３年度に更新

した企業会計システムを適切

に運用・維持管理し、効率的

に経理事務を行うことができ

た。

適切な仕訳や集計が行われて

いるかどうか、随時確認する

必要がある。

A

順調に進んだ

経理事務を円滑に進めるた

め、想定通りの処理が行われ

ているか随時確認・修正を行

い、適切な維持管理に努め

る。

上下水道部

下水道課下

水道管理グ

ループ

②

（7）

16

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

救急出動の記

録データベー

ス化による業

務効率の向上

救急出動の記録をデータベー

ス化することで、救急出動報

告書の作成、各種統計・調査

及びデータ抽出をデジタル化

し、業務の効率化・迅速化を

図る。

救急業務の効率化

救急出動記

録データ

ベースの運

用

継続 継続 継続 継続

年間２０００件を超える救急

活動記録をデータベース化す

ることにより、救急出動報告

書の作成をはじめ、統計事

務、各種調査などを円滑に処

理することができた。

令和8年度に予定されている津

市、鈴鹿市との3市による消防

指令センターの共同運用開始

に伴い、現行システムから新

システムへ移行する可能性が

ある。

A

順調に進んだ

消防指令共同センターの共同

運用開始を見据えて、令和5年

度に分科会を設置し、救急OA

システムに関する検討を進め

る。

消防本部消

防総務課消

防救急グ

ループ

②

（7）

17

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

防火対象物・

危険物施設

データベース

化による業務

効率の向上

防火対象物・危険物施設の

データをデータベース化し、

統計、検索及び各種様式作成

等の作業を行えるシステムを

使用することで、事務の効率

化・迅速化を図る。

予防業務の効率化

防火対象

物・危険物

施設データ

ベースの運

用

継続 継続 継続 継続

危険物施設管理システムにつ

いては、データベースが完成

しており、各種統計、調査等

で業務の迅速化が図れてい

る。防火対象物管理システム

については、一部未入力施設

があるものの報告書等で業務

の円滑化に貢献している。

防火対象物管理システムは、

データの一部未入力があるた

め、統計・調査で活用できて

いない。

B

まずまず進ん

だ

今年度中に防火対象物管理シ

ステムのデータベースを完成

させて、統計・調査において

も当該システムを活用する。

消防本部予

防課予防グ

ループ
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②

（7）

18

(７) 内部情報

系システムの

充実と内部事

務のデジタル

化の推進

病院総合情報

システム更新

事業

病院総合情報システムの更新

により、システムの安定的稼

働を確保し、医療業務の円滑

化と患者サービスの向上を図

る。

窓口業務に支障を来すような

システム障害件数　0件

業者選定、

契約、

システム移

行作業

システム移

行作業、

システム稼

働

継続 継続 継続

令和5年10月の新システム稼

働に向け、現行システムの課

題等を洗い出すとともに、各

部署等と協議・検討を重ね仕

様書を作成し、令和5年1月に

業者を選定、同年2月に新シス

テムの購入契約を締結した。

また、契約締結後は、業者と

連絡・調整を密にし、機器の

搬入及びシステムの構築等の

準備を進めた。

新システムが計画どおり稼働

できるよう、スケジュールの

管理及び人員を確保し、計画

的に更新作業を行う必要があ

る。

A

順調に進んだ

新システムの稼働に向け、業

者及び関係部署と連携を密に

し、業務に支障をきたすこと

の無いよう、計画的に更新作

業を遂行する。また、更新後

は、診療報酬・制度改正等の

対応により医療業務の円滑化

を図るとともに、システムの

状況等を随時把握し、安定的

な稼働を確保する。

地域医療部

病院総務課

医事グルー

プ

②

（8）

1

(８) クラウド

化の推進

自治体クラウ

ドの運用

システム導入時における費用

負担の軽減や導入時間の短縮

に資するとともに、保有する

情報を

守り、業務を継続するため、

クラウド・バイ・デフォルト

の原則に基づき、クラウド

サービスの利用を第一候補と

して検討するともに、一部の

システムについては、他自治

体と情報システムの共同利用

を行う自治体クラウドの運用

を継続する。

自治体クラウドの運用による

サポート体制の強化とシステ

ム運用コストの削減

自治体クラ

ウドの運用

延長に係る

協定の締結

自治体クラ

ウドの運用

自治体クラ

ウドの運用

地方公共団

体システム

標準化対応

本市と同じ総合住民情報シス

テムを利用している朝日町と

「亀山市・朝日町情報システ

ムの共同化に関する協定」を

延長する協定を締結し、引き

続き共同運用することによ

り、サポート体制の強化やシ

ステム運用コストの削減を継

続した。

サポート体制の強化や運用コ

ストの削減を図るため、総合

住民情報システムの自治体ク

ラウドでの運用を継続する必

要がある。

A

順調に進んだ

総合住民情報システムの自治

体クラウドでの運用を継続す

る。

政策部DX・

行革推進室

②

（8）

2

(８) クラウド

化の推進

図書館情報シ

ステムの運用

【再掲】

図書館利用者が、図書館情報

システムのweb機能により、

資料の検索・予約、確保連絡

をメールで受け取ることがで

きる。

（令和元年からクラウドサー

ビスである図書館情報システ

ムを使用している）

利用案内を進め、web予約等

の利用の件数・割合を増や

し、図書の利用を促進する。

図書館情報

システムの

運用管理

継続 継続 継続 継続

図書館における電子サービス

の利用方法の講座を開催し

た。

資料の他館取り寄せに関する

パスファインダーを作成し

た。

web機能による、資料の検

索・予約、確保連絡をメール

で受け取ることができる便利

な機能は、多くの方に喜ばれ

るサービスであるが、認知度

が低く、一部の人の利用にと

どまっている。

A

順調に進んだ

利用案内を進める。web予約

等の利用の件数・割合を増や

し、図書の利用を促進する。

教育委員会

事務局図書

館

②

（8）

3

(８) クラウド

化の推進

住民情報系シ

ステムの運用

【再掲】

住民情報系システムは、税・

住民記録・国保等を取り扱う

総合住民情報システムと福祉

関係を取り扱う総合保健福祉

システムから成り立ってお

り、これらのシステムを安定

稼働させることにより、住民

サービスの維持及び充実を図

る。（総合住民情報システ

ム、総合保健福祉システム）

システムの安定稼働と適切な

更新

重大なインシデント件数：0件

総合住民情

報システム

更新

機器及びシ

ステムの管

理

機器及びシ

ステムの管

理

機器及びシ

ステムの管

理

機器及びシ

ステムの管

理

システム標

準化の実施

機器及びシ

ステムの管

理

総合住民情報システム及び総

合保健福祉システムについ

て、データセンターにおける

監視や保守の適切な実施によ

り、安定してシステムを稼働

させることができたほか、総

合住民情報システム更新等に

より、住民サービスの維持及

び充実を図ることができた。

引き続きシステムの適切な保

守等により、安定稼働を図る

ほか、令和７年度までに国が

策定する標準仕様に準拠した

システムへ移行するための準

備を進める必要がある。

A

順調に進んだ

システムの適切な保守等の実

施により、安定稼働を図るほ

か、令和７年度までに国が策

定する標準仕様に準拠したシ

ステムへ移行するための準備

として、標準仕様と現行シス

テムとの比較分析を行う。

政策部DX・

行革推進室
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②

（8）

4

(８) クラウド

化の推進

内部情報系シ

ステムの運用

【再掲】

市職員が庁内事務等に使用す

るシステムや機器類の維持管

理に努め、安定稼働させるこ

とにより、行政事務の効率

化・迅速化を図る。

（統合型内部情報システム、

GIS、人事給与システム、プ

リンター制御システム、内部

情報ネットワーク、行政施設

ネットワーク、グループウェ

アパソコン）

システムの安定稼働と適切な

更新

重大なインシデント件数：0件

統合型内部

情報システ

ム更新準備

機器及びシ

ステムの管

理

統合型内部

情報システ

ム更新

機器及びシ

ステムの管

理

統合型地理

情報システ

ム更新

内部情報

ネットワー

ク更新検討

機器及びシ

ステムの管

理

グループ

ウェアパソ

コン更新

機器及びシ

ステムの管

理

プリンター

制御システ

ム更新

機器及びシ

ステムの管

理

内部情報系システムについ

て、データセンター及び市庁

舎において、監視や保守を適

切に実施し、システムを安定

稼働させることができ、行政

事務の効率化・迅速化を維持

することができた。また、制

度改正等に伴うシステム改修

等を円滑に実施し、適切な事

務運用を継続することができ

た。

令和５年度に保守期限が到来

する統合型内部情報システム

及び統合型地理情報システム

について、障害なく更新を実

施し、行政事務の効率化・迅

速化を維持する必要がある。

A

順調に進んだ

システムの適切な保守等の実

施により、安定稼働を図るほ

か、統合型内部情報システム

及び統合型地理情報システム

の更新に当たっては、システ

ム導入業者との調整を綿密に

行い、円滑に実施する。

政策部DX・

行革推進室

②

（9）

1

(９) データ活

用の推進

行政情報オー

プンデータ化

の推進

市が保有する公共データは、

市民共有の財産であるとの認

識に立ち、行政の透明性・信

頼性の向上を図るとともに、

市民や地域、事業者が、公共

データを活用して新たな事業

創造や課題解決ができるよ

う、個人情報の保護を念頭に

置きつつ、オープンデータ・

バイ・デザインの考え方に基

づき、オープンデータ化を拡

充します。

国が推奨するデータセットの

拡充

オープン

データ化を

拡充の検討

オープン

データ化を

拡充

オープン

データ化を

拡充

オープン

データ化を

拡充

オープン

データ化を

拡充

住居番号と土地の地番の対照

表のデータを最新のものに更

新したほか、国が公開を推奨

する「自治体標準オープン

データセット」のうちオープ

ンデータ一覧のオープンデー

タ化を実施した。

引き続き、国が公開を推奨す

る「自治体標準オープンデー

タセット」の拡充を図るほ

か、利用者の利便性向上に資

するサイトの構築等を検討す

る必要がある。

B

まずまず進ん

だ

国が公開を推奨する「自治体

標準オープンデータセット」

の拡充を図るほか、利用者の

利便性向上に資するサイトの

構築等を検討する。

政策部DX・

行革推進室

②

（9）

2

(９) データ活

用の推進

共有デジタル

地図共同整備

運営検討委員

会への参画

法定地図やGISなど多様な業

務で利用されている地図整備

について、整備費用の縮減、

市町と県との情報共有、住民

サービスの向上、定期的な地

図更新等を推進する。県内市

町と県によるデジタル地図

（共有デジタル地図）の共同

整備、運用にかかる事業を実

施するため、共同整備運用検

討委員会へ参画する。

共有デジタル地図の活用

共有デジタ

ル地図共同

整備運営検

討委員会へ

の参画

共有デジタ

ル地図共同

整備運営検

討委員会へ

の参画

共有デジタ

ル地図共同

整備運営検

討委員会へ

の参画

共有デジタ

ル地図共同

整備運営検

討委員会へ

の参画

共有デジタ

ル地図共同

整備運営検

討委員会へ

の参画

第４期共有デジタル地図更新

事業の開始に向けて、共有デ

ジタル地図整備運営検討委員

会に参画し、地図の整備等に

係る情報共有を図ることがで

きた。

第４期共有デジタル地図整備

事業に係る動向を注視し、庁

内関係部署との情報共有を図

る必要がる。

A

順調に進んだ

第４期共有デジタル地図更新

に向け、共有デジタル地図共

同整備運営検討委員会及び関

連する技術部会へ参画する。

政策部DX・

行革推進室

- 197 -



亀山市行政DX推進計画　令和４年度実績一覧

第２節　行政経営のDX
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②

（9）

3

(９) データ活

用の推進

データ分析に

基づく高齢者

の保健事業と

介護予防の一

体的実施の推

進

高齢者の保健事業と介護予防

の一体的実施を推進し、健康

寿命の延伸を図るため、KDB

（国保データベース）システ

ム等のデータを活用した健康

課題の分析、支援対象者の抽

出を行う。

（R5年度～主要事業予定）

KDBデータを活用した効率的

かつ効果的な保健事業の実施
準備

関係部署間

でのデータ

の活用

（地域の健

康課題の把

握や支援対

象者抽出）

継続 継続 継続

R5年度開始の「高齢者の保健

事業と介護予防の一体的実施

事業」にむけて、関係部署の

担当者でKDBデータを活用し

た健康課題を分析するために

協議を行った。また、担当者

を対象としたKDBデータ活用

の勉強会を開催した。

健康課題については市全体の

分析とともに地域別の健康課

題も把握する必要がある。現

在活用しているKDBデータを

地域別単位で活用していく必

要があるが、現在は対応でき

る地区コード分類が異なるた

め効果的な活用ができていな

い。

A

順調に進んだ

KDBで地域別データを効率よ

く活用できる方法を検討す

る。

市民文化部

市民課医療

年金グルー

プ

②

（9）

4

(９) データ活

用の推進

障害福祉サー

ビスデータ

ベースへの接

続・運用

障害福祉関係データの有効活

用により効果的・効率的な制

度運用等に資するため、令和

５年度から運用が開始される

障害福祉サービスデータベー

スへの接続を可能とするため

システム改修を行い、運用し

ていく。

厚生労働省との円滑なデータ

のやりとり

システム改

修

（委託契

約、改修作

業、稼働）

運用 運用 運用 運用

障害福祉業務に係るシステム

（MCWELL）を改修して障害

福祉サービスデータベースへ

の接続を可能とすることで障

害福祉関係データの有効活用

による効果的・効率的な運用

を図った。

当初予定通り改修でき、課題

はない。

A

順調に進んだ

令和７年に国が示す基幹業務

システムのガバメントクラウ

ド移行に関わるシステム改修

について、ベンダーと情報共

有していく。

健康福祉部

地域福祉課

障がい者支

援グループ

②

（10）

1

(10) 庁内無線

LANの拡充

庁内無線LAN

の拡充

ペーパーレス会議等、柔軟か

つ効率的な働き方を推進する

ため、内部事務用に庁内に整

備しているネットワークの無

線 LAN化を拡充する。

庁内無線LAN環境の拡充によ

る効率的な働き方の実施

庁内無線

LAN環境の

調査・検討

庁内無線

LAN環境の

拡充

庁内無線

LAN環境の

拡充

本庁舎３階及び西庁舎３階会

議室に構築した庁内無線LAN

の活用により、ペーパーレス

化を推進したほか、新型コロ

ナウイルス感染症対策として

実施した会議室での分散勤務

を円滑に実施できた。

本庁執務室や総合保健福祉セ

ンターへ無線LAN環境を拡充

する必要がある。なお、無線

LAN環境拡充の際には、各職

員への対応等を円滑に行うほ

か、各アクセスポイントを適

正に管理するための無線LAN

コントローラーの導入を検討

する必要がある。

A

順調に進んだ

内部事務用に庁内に整備して

いるネットワークの無線 LAN

化を拡充するほか、各アクセ

スポイントを適正に管理する

ための無線LANコントロー

ラーの導入を検討する。

政策部DX・

行革推進室

②

（11）

1

(11) 学校・保

育現場等のデ

ジタル化の推

進

GIGAスクール

構想推進事業

令和の日本型教育が目指す

「個別最適な学び」と「協働

的な学び」の実現に向け、国

が示したロードマップに沿っ

た環境の整備を行うととも

に、教員のICTを使った授業

の指導力向上を図り、子ども

たちの情報活用能力を育成す

る。

ICT機器の活用を学習の成果

につなげる

GIGAス

クール構想

推進事業の

継続実施

継続 継続 継続 継続

・R4年8月サーバ機器の更新

・管理職・非常勤講師等用

iPadを73台追加購入

・端末活用のための研修会の

開催

・Wifi環境が整っていない家

庭へのモバイルWiFiルーター

端末の貸与1台

・1人1台端末の活用が進んだ

が、教員間での活用の差があ

る。

・端末の有効的な活用の実践

を蓄積する必要がある。

・各教室に整備されている大

型テレビや教師の校務用パソ

コンの追加更新に向けて調査

をする必要がある。

・ICT支援員配備数を増加す

る。（亀山市：14校に1人

国の目標値：4校に1人）

A

順調に進んだ

国が示すロードマップに沿っ

た環境整備を引き続き行う。

具体的には、以下を取り組

む。

・教師用端末の更新（50台予

定）

・ロイロスクールの更新

・情報通信技術支援員（ICT

支援員）の契約更新

教育委員会

事務局学校

教育課

教育研究グ

ループ
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②

（11）

2

(11) 学校・保

育現場等のデ

ジタル化の推

進

デジタル教科

書の導入と活

用

文部科学省では、2024年度の

教科書改訂を契機として、デ

ジタル教科書の本格的導入を

目指している。現在は、その

実証実験として、市内児童生

徒を対象に無償配布が始まっ

ている。本格導入に向けた態

勢づくりが求められている。

デジタル教科書効果的活用 実証実験
実証実験

導入検討
導入予定 継続 継続

・小学校（8校）５・６年生児

童において、外国語活動のデ

ジタル教科書を活用した。

・また、小学校（7校）５・６

年と小学校（1校）全学年児童

において、算数科のデジタル

教科書を活用した。

・デジタル教科書を使った効

果的な指導法を研究していく

必要がある。

A

順調に進んだ

市内全小学校５・６年外国語

科、小学校（6校）５・６年算

数科、全中学校全学年英語

科、中学校（1校）数学科にお

いてデジタル教科書を導入す

る。（令和5年度「学びの保

障・充実のための学習者用デ

ジタル教科書実証事業」参加

校）

教育委員会

事務局学校

教育課教育

支援グルー

プ

②

（11）

3

(11) 学校・保

育現場等のデ

ジタル化

校務支援シス

テム事業

統合型校務支援システムを活

用し、教職員の業務の軽減と

効率化を図ることにより、教

職員が児童生徒と向き合う時

間や教材研究の時間を確保す

る

教職員の時間外勤務の縮減

※初年度は研修・習熟期間の

ため目標時間の設定なし

システムの

導入と設定

職員研修実

施・試験的

な運用開始

継続 継続 継続 継続

令和5年1月よりシステムの試

行を開始するとともに、本格

実施に向け、各校にて基礎情

報の登録作業等を行った。

　また、システム導入に係る

研修を3回、システム活用に係

る研修を14回（各校1回）実

施した。研修会では様々な機

能の説明とその活用方法につ

いて研修を深め、実際の活用

に向けて必要な準備を進める

ことができた。

今後も、教職員向けの研修会

を実施しながら、教職員の業

務改善につながるよう、成績

処理や保健関係、その他デー

タ処理を行う上での基本設

定、基礎情報の入力、出力方

法について、委託業者と細か

な調整が必要である。

B

まずまず進ん

だ

教職員研修の継続。委託業者

との調整を速やかに進めると

ともに、活用事例等を市内小

中学校で共有し、業務の効率

化に進める。学校文書のデー

タ化を進め、その他の校務で

システムにより効率化を図れ

る業務の検討を進める。

教育委員会

事務局学校

教育課学事

教職員グ

ループ

②

（12）

1

(12) 情報セ

キュリティ対

策の強化

EDRの導入

端末の処理を常時監視して不

審な挙動をいち早く検知し、

記録を取って管理者に通報す

る仕組であるEDR（Endpoint

Detection and Response）

を導入し、サイバー攻撃を阻

止するだけでなく、内部に侵

入された場合を想定し、迅速

な対応によって被害の拡大を

防ぐ。

高度なサイバー攻撃への対策

の実施

EDR試行導

入
EDR導入

EDR運用管

理

EDR運用管

理

EDR運用管

理

令和５年度本格導入に向けて

EDRの情報収集に努めたほ

か、一部の端末へ試験的に導

入し、EDRソフトの挙動等を

確認する運用テストを実施し

た。

令和５年６月末に既存ウイル

ス対策ソフトのライセンス期

限が到来するため、内部情報

ネットワークに接続する全端

末へEDRソフトをインストー

ルする必要がある。また、監

視体制が外部の専門機関へと

移行することから、インシデ

ント対応のフローを見直す必

要がある。

A

順調に進んだ

サイバー攻撃を阻止するだけ

でなく、内部に侵入された場

合を想定し、迅速な対応に

よって被害の拡大を防ぐた

め、新たにEDRを導入し運用

を開始する。

政策部DX・

行革推進室

②

（12）

2

(12) 情報セ

キュリティ対

策の強化

DXリーダーの

設置

行政DX推進計画の推進に当た

り、各所属に一人、所属長か

ら推薦を受けたDXリーダーを

置き、行政 DX 推進活動を行

うほか、所属のパソコンやソ

フトウェア等の管理・設定、

所属職員に対する情報セキュ

リティの徹底等を行う。

各所属のパソコンやソフト

ウェアの管理

情報セキュリティの徹底

各所属のＤＸを推進

DXリーダー

の設置

DXリーダー

の設置

DXリーダー

の設置

DXリーダー

の設置

DXリーダー

の設置

令和４年度の人事異動に伴

い、所属長から推薦を受けた

DXリーダーを各グループに設

置した。DXリーダーの設置に

より、各所属のパソコンの管

理やプリンタの設定等を円滑

に実施することができた。

DXリーダー間でも、デジタル

技術の活用能力に差異がある

ため、各DXリーダーのデジタ

ルリテラシ―の一層の向上を

図る必要がある。

A

順調に進んだ

DXリーダーのデジタルリテラ

シーの向上に努め、各所属の

行政 DX 推進活動の活性化を

図る。

政策部DX・

行革推進室
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②

（12）

3

(12) 情報セ

キュリティ対

策の強化

デジタルリテ

ラシー・情報

セキュリティ

研修の実施

【再掲】

行政DXを推進するため、デジ

タル技術の特性を理解し、効

果的に利活用することができ

る人材を育成する。

DX推進のためのマインドセッ

トの醸成

デジタルリテラシーの向上

情報セキュリティ意識の向上

デジタルリ

テラシー・

情報セキュ

リティ研修

の実施

デジタルリ

テラシー・

情報セキュ

リティ研修

の実施

デジタルリ

テラシー・

情報セキュ

リティ研修

の実施

デジタルリ

テラシー・

情報セキュ

リティ研修

の実施

デジタルリ

テラシー・

情報セキュ

リティ研修

の実施

RPAシナリオ作成研修、オ

フィスソフトの操作研修及び

情報セキュリティ研修等を実

施することにより、職員のデ

ジタルリテラシーの向上を

図った。

引き続きデジタルリテラシー

研修と情報セキュリティ研修

の実施を継続し、デジタル人

材の育成を図る必要がある。

A

順調に進んだ

デジタルリテラシー・情報セ

キュリティ研修等を継続し、

デジタル人材の育成を図る。

政策部DX・

行革推進室

②

（12）

4

(12) 情報セ

キュリティ対

策の強化

電子行政情報

セキュリティ

ポリシーの運

用

市が保有する電子行政情報資

産を積極的に活用しながら、

その管理を徹底し、情報セ

キュリティの確保に最大限に

取り組む。

情報セキュリティの確保

電子行政情

報セキュリ

ティポリ

シーの運用

電子行政情

報セキュリ

ティポリ

シー改定検

討

電子行政情

報セキュリ

ティポリ

シー改定検

討・調整

電子行政情

報セキュリ

ティポリ

シー調整・

改定作業

電子行政情

報セキュリ

ティポリ

シー改定

電子行政情報セキュリティポ

リシーに基づき、情報セキュ

リティを徹底した上で、電子

行政情報資産の活用を図っ

た。

情報セキュリティを取り巻く

環境の変化に対応するため、

本市の電子行政情報セキュリ

ティポリシーの改定を検討す

る必要がある。

A

順調に進んだ

電子行政情報セキュリティポ

リシーの改定に向け、国が策

定した「地方公共団体におけ

るセキュリティポリシーに関

するガイドライン」の調査・

研究等を進める。

政策部DX・

行革推進室
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③

（1）

1

(１) 地域のデ

ジタル化の促

進

市民・地域・

行政間相互情

報交流推進事

業

地域まちづくり協議会のホー

ムページによる情報発信を促

進する。また、情報共有シス

テムのさらなる活用を促すと

ともに、地域まちづくり協議

会関係事務の効率化に寄与す

るシステムの導入を実現す

る。

地域まちづくり協議会関係事

務の効率化
調査・検討

調査・検討

導入・運用

調査・検討

導入・運用

調査・検討

導入・運用

調査・検討

導入・運用

ホームページについては、運

用方法の見直しによって更新

の頻度が増加した地域や、

YouTube、Instagramなどの

SNSとの関連付けを行うこと

で、内容の充実が図れた地域

があった。情報交流の仕組み

については、情報共有システ

ムaipoの活用の充実に努め

た。地域まちづくり協議会関

係事務の効率化に寄与するシ

ステムについて、地域の意見

の聞き取りを行った。

ホームページについては、更

新頻度や内容の充実が図れた

地域がある一方、いまだ活用

が停滞している地域もあり、

引き続き支援を行う必要があ

る。情報共有システムaipoに

ついては、事務職員等の理解

度に差があるため、平準化を

図る必要がある。また、地域

まちづくり協議会関係事務の

効率化に寄与するシステムの

導入については、地域のニー

ズに応じたシステムを導入す

る必要がある。

B

まずまず進ん

だ

SNSを活用するなど情報発信

手段の多様化が進む中、ホー

ムページを含めた総合的な情

報発信の手法について、各地

域まちづくり協議会に展開で

きるよう情報の提供を行うと

ともに、活用が停滞している

地域には更なる人的支援を行

う。情報共有システムaipoに

ついては、事務職員等の理解

度の平準化を図るため支援を

行う。また、地域まちづくり

協議会関係事務の効率化に寄

与するシステムについては、

地域の意見を踏まえたシステ

ムの導入に向け調査・検討を

行う。

市民文化部

まちづくり

協働課地域

まちづくり

グループ

③

（1）

2

(１) 地域のデ

ジタル化の促

進

多言語情報

メール配信事

業

日本語の情報が理解できない

外国人に対し、日常生活に必

要な情報を提供する

多様な媒体を介した情報発信

の充実

手法の検

討、内容の

作成

継続 継続 継続 継続

外国人相談窓口を増設し、映

像及び電話通訳による多言語

対応を充実させた。また、多

言語版広報紙を毎月発行する

とともにメール配信を行っ

た。

外国語版広報の情報をメール

で配信したが、外国人の情報

収集の方法がSNS等多様化し

ており、様々な広報手段を検

討する必要がある。

B

まずまず進ん

だ

引き続き映像及び電話通訳に

よる多言語対応を充実させる

とともに、新たな広報手段に

ついて調査検討する。

市民文化部

文化課人

権・ダイ

バーシティ

グループ

③

（1）

3

(１) 地域のデ

ジタル化の促

進

「タベスケ」

事業

食品ロス削減を目的に消費者

と協力店（食品販売）をマッ

チングさせるサービス「かめ

やまタベスケ」を実施する。

食品ロス削減
「タベス

ケ」導入

「かめやま

タベスケ」

実施

「かめやま

タベスケ」

実施

「かめやま

タベスケ」

実施

「かめやま

タベスケ」

実施

令和4年9月から食品ロス削減

マッチングサービス「かめや

まタベスケ」を導入し、サー

ビスを開始することができ

た。

なし
A

順調に進んだ

引き続き円滑な運用を進める

とともに、サービス会社と連

携してサービス内容を充実さ

せていく。

産業環境部

環境課廃棄

物対策グ

ループ

③

（1）

4

(１) 地域のデ

ジタル化の促

進

オンライン会

議ツールを活

用したオンラ

イン講座の実

施

公民館講座やかめやま人キャ

ンパス講座において、オンラ

イン受講可能な講座を実施す

る。

ICTを活用した講座の開催数

R８　20回

オンライン

会議ツール

を活用した

オンライン

講座の実施

継続 継続 継続 継続

かめやま人キャンパス講座に

おいて、活動報告、学びのガ

イドブックへの掲載内容につ

いての意見交換をハイブリッ

ド方式で行った。

公民館講座については、多く

の講座を青少年研修センター

会議室で開催している。オン

ラインでの開催ができる環境

にないことから、施設の整備

が必要である。また会場を環

境が整った新図書館とするな

どの工夫を継続して行うこと

が必要となる。

C

あまり進まな

かった

誰もが学べるような環境が整

備できるよう、オンラインで

の受講可能な講座の開催を今

後も継続して検討していく。

教育委員会

事務局生涯

学習課社会

教育グルー

プ
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③

（2）

1

(２) オープン

データ化の推

進

行政情報オー

プンデータ化

の推進

【再掲】

市が保有する公共データは、

市民共有の財産であるとの認

識に立ち、行政の透明性・信

頼性の向上を図るとともに、

市民や地域、事業者が、公共

データを活用して新たな事業

創造や課題解決ができるよ

う、個人情報の保護を念頭に

置きつつ、オープンデータ・

バイ・デザインの考え方に基

づき、オープンデータ化を拡

充します。

国が推奨するデータセットの

拡充

オープン

データ化を

拡充の検討

オープン

データ化を

拡充

オープン

データ化を

拡充

オープン

データ化を

拡充

オープン

データ化を

拡充

住居番号と土地の地番の対照

表のデータを最新のものに更

新したほか、国が公開を推奨

する「自治体標準オープン

データセット」のうちオープ

ンデータ一覧のオープンデー

タ化を実施した。

引き続き、国が公開を推奨す

る「自治体標準オープンデー

タセット」の拡充を図るほ

か、利用者の利便性向上に資

するサイトの構築等を検討す

る必要がある。

B

まずまず進ん

だ

国が公開を推奨する「自治体

標準オープンデータセット」

の拡充を図るほか、利用者の

利便性向上に資するサイトの

構築等を検討する。

政策部DX・

行革推進室

③

（2）

2

(２) オープン

データ化の推

進

農業委員会サ

ポートシステ

ム

農地台帳の項目のうち公表項

目をインターネットの利用に

より一般に公開する。

これにより、担い手への農地

の利用集積を推進するととも

に、新規就農希望者、参入希

望法人などに必要となる農地

情報を提供し、農地の利用促

進・保全や耕作放棄地の解消

と発生防止を図る。

令和４年度より「農地情報公

開システム」から「農業委員

会サポートシステム」へ移行

することにより、eMAFF地図

において適正な農地情報を公

開するよう努める。

農業委員会が整備している農

地台帳に基づく農地情報を電

子化・地図化して公開するこ

とで、担い手への農地の利用

集積を推進し、農地の利用促

進を図る。

農業委員会

サポートシ

ステムの運

用

継続 継続 継続 継続

農業委員会サポートシステム

への移行に伴う情報収集に務

めた。

また、国が進めるeMAFF上の

地番と農地台帳や地番図等を

紐づける事業において、デー

タ提供の準備を進めた。

農地台帳や地番図データが提

供できていないところもあ

り、次年度において再度調整

が必要となった。

C

あまり進まな

かった

eMAFF上の地番と農地台帳等

の紐づけができるようになれ

ば、国が開発した現地確認ア

プリやワンデスクシステム

（農地の意向調査等の活用が

できるシステム）が活用で

き、現状の農地情報をより正

確に把握できるようになり、

担い手への農地の利用集積

や、新規就農希望者、参入希

望法人などに必要となる農地

情報を提供し、農地の利用促

進・保全や耕作放棄地の解消

と発生防止を図ることが容易

となる。

産業環境部

農林振興課

農林政策グ

ループ（農

業委員会事

務局）

③

（2）

3

(２) オープン

データ化の推

進

亀山市史

（ウェブ版）

の普及拡大事

業

亀山市史のセキュリティの考

え方やシステムが影響し、強

いセキュリティを設定してい

る外部機関では亀山市史を利

用できない。亀山市史のセ

キュリティの考え方やシステ

ムを見直し、同時に利用しや

すいウェブページへと再編

し、さらなる利活用の普及拡

大を図る。

ウェブページの改修

R5　１件

ウェブペー

ジ改修のた

めの仕様策

定及び設計

ウェブペー

ジの改修

ウェブページ改修のための仕

様策定及び設計を実施し、令

和５年度の改修実施に向けて

の改修規模の確認と仕様作成

の準備をした

ウェブページのコンテンツ数

が非常に多く（特に市史に関

するデータが多い）以降には

時間と費用が多く必要であ

る。

B

まずまず進ん

だ

令和５年度にウェブページの

改修及び移行（サーバーと歴

史博物館のホームページ）を

行い、令和６年度以降に市史

等のデーターの移行を準日

行っていく。

市民文化部

歴史博物館
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③

（3）

1

(３) サテライ

トオフィス等

の検討

テレワーク環

境の整備検討

地方移住やテレワークへの関

心が高まる中、都市部からの

移住や仕事を通じた交流の促

進に向け、市域におけるテレ

ワーク環境整備の可能性やそ

の手法について検討する。

方向性の決定 検討 検討
方向性の決

定

方向性に基

づく取り組

み

方向性に基

づく取り組

み

県内で唯一、国のテレワーク

交付金を活用しテレワーク施

設を整備した名張市を訪問

し、事業立案の経緯や事業の

現状を確認するとともに施設

を見学し、事業化に向け検討

を行う上での参考とした。

事業化に当たっては、事前に

運営主体の確保について一定

の目途を立てるとともに、利

用者を想定した施設整備目的

の設定等を十分に検討してい

く必要がある。

B

まずまず進ん

だ

運営主体となり得る法人等を

模索しながら、事業化に向

け、利用ニーズ等も踏まえた

検討を行う。

政策部政策

推進課政策

調整グルー

プ

③

（3）

2

(３) サテライ

トオフィス等

の検討

地方型サテラ

イトオフィス

誘致の検討

サテライトオフィスの誘致を

目的に、空き家活用など他市

の事例の情報収集及びニーズ

の把握を行う。

・空き家、空き店舗活用

・雇用創出

他市の事例

収集等

・視察を含

めた研究

・方向性を

決定

方向性に基

づき実施

方向性に基

づき実施

方向性に基

づき実施

地方創生テレワーク交付金活

用事例や他市の事例の情報収

集を行った。

空き家、空き店舗の状況把握

や企業のニーズ把握を行う必

要がある。

C

あまり進まな

かった

引き続き、視察等を通して他

市の事例を研究するととも

に、空き家、空き店舗の状況

把握や企業のニーズ把握を行

う。

産業環境部

商工観光課

商工業振興

グループ

③

（4）

1

(４) Wi-Fi環境

の整備

図書館フリー

Wi-Fi整備

亀山市立図書館の駅前移転

(R5.1開館)に合わせ、利用者

の利便性向上と研究支援のた

め、館内利用フリーWi-Fiの整

備を行う。

レファレンスなど図書館サー

ビスの基本を実行するため、

情報社会に即した環境を整備

する。

整備 継続 継続 継続 継続

亀山市立図書館の駅前移転

(R5.1開館)に合わせ、館内利

用フリーWi-Fiの整備を行っ

た。

図書館利用者の利便性が向上

した。

回線の容量もあることから、

1日の利用時間を2時間までに

設定していることから、利用

者からは不十分という声をい

ただいている。

A

順調に進んだ

引き続き運用を行っていく。

利用状況を見て、使用時間設

定などを見直していく。

教育委員会

事務局図書

館

③

（4）

2

(４) Wi-Fi環境

の整備

公共施設への

Wi-Fi環境の整

備の検討

公共施設において、Wi-Fi で

のインターネット接続環境を

提供し、災害時の情報伝達手

段の確保と市民満足度の向上

を図る。

インターネット接続環境の提

供による市民満足度の向上

一部施設へ

導入

その他施設

への展開手

法の調査・

研究

手法の検討
整備計画作

成
整備

令和５年１月に開館した新図

書館において、利用者向けの

Wi-Fi環境の構築により、市民

満足の向上を図った。

他の公共施設におけるWi-Fiで

のインターネット接続環境の

整備について、導入手法や対

象施設等の検討を行う必要が

ある。

B

まずまず進ん

だ

公共施設におけるWi-Fi での

インターネット接続環境につ

いて、導入手法や対象施設等

の検討を進める。

政策部DX・

行革推進室

③

（5）

1

(５) 防災や被

災者支援の仕

組みの構築

防災情報伝達

システム構築

事業

南海トラフ地震や巨大化する

台風、集中豪雨が懸念される

中、行政として迅速かつ的確

な災害情報の収集及び伝達を

行うことで、市民の安心・安

全の基盤をつくり、災害に強

いまちづくりを推進する。

各種災害情報を幅広く収集

し、市民の安全を確保するた

めの情報を迅速に伝達すると

ともに、伝達手段の重層化等

により積極的な伝達するシス

テムを構築する。

方針決定

電波伝搬調

査

実施設計

システム整

備、

一部運用

システム整

備完了、運

用

運用

〇電波伝般調査

防災行政無線（同報系・移動

系）整備に必要である、市役

所本庁舎及び関支所からの市

内全域への電波・伝般状況を

調査し、整備が可能であるこ

とを確認した。

〇整備方針の決定

災害発生時の確実な情報発

信、情報弱者（避難行動要支

援者）への情報伝達及び収集

など基本方針を設定し、具体

的な整備項目や整備スケ

ジュール、システムの使用用

途などを決定した。

➀同報系屋外子局数の減少に

伴う情報伝達要領の具体化

②山間隘路部等、電波伝般が

比較的弱い地域への通信確保

と重層化

③上記を踏まえたDX化された

情報システムの具体化

④災害弱者への伝達手段の検

討

B

まずまず進ん

だ

令和5年度において実施設計、

令和6年度から２ヶ年計画で実

施設計に基づき防災情報伝達

システム整備施工

防災安全課

防災安全グ

ループ
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亀山市行政DX推進計画　令和４年度実績一覧

第３節　市民・地域のDX
No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 担当

取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

③

（5）

2

(５) 防災や被

災者支援の仕

組みの構築

メール配信シ

ステムの運用

安心で、安全なまちづくりに

向け、防災・防犯・気象警

報・市からのお知らせ等をあ

らかじめメールアドレスを登

録したユーザーに配信する。

また、非常時における職員参

集メールや、幼稚園、保育

園、小・中学校等において、

保護者等に連絡メールを配信

する。（安心めーる、幼・

保・学校メール 、職員参集

メール）

メール配信システムの運用に

よる安心・安全なまちづくり

メール配信

システムの

管理

かめやま・

安心めーる

の配信

メール配信

システムの

管理

かめやま・

安心めーる

の配信

メール配信

システムの

管理

かめやま・

安心めーる

の配信

メール配信

システムの

管理

かめやま・

安心めーる

の配信

メール配信

システムの

管理

かめやま・

安心めーる

の配信

「緊急情報、防犯情報、イベ

ント情報、お知らせ、気象情

報」等、121件の「かめや

ま・安心めーる」を配信し

た。なお、令和4年度末の登録

者数は、4,917人である。

今後運用が予定されている

「防災情報伝達システム」や

「公式LINE」等、他の情報伝

達手段に対する「メール配信

システム」の位置づけ等につ

いて、必要に応じて整理を行

う必要がある。

B

まずまず進ん

だ

安心で、安全なまちづくりに

向け、防災・防犯・気象警

報・市からのお知らせ等を配

信するほか、非常時における

職員参集メールや、小・中学

校等において、保護者等に連

絡メールを配信する。

政策部DX・

行革推進室

③

（5）

3

(５) 防災や被

災者支援の仕

組みの構築

津・鈴鹿・亀

山３市消防指

令業務共同運

用事業

津市・鈴鹿市・亀山市の３市

での法定協議会を設立し、消

防指令センターの共同運用に

向け、設計業務及び整備工事

を行う。

３市で消防指令センターを共

同運用することで、広域的な

災害対応や初動体制の強化、

人員の効率的な運用等、消防

行政サービスの向上を図ると

ともに、運営に係る経費の低

廉化を図る。

連携・協力

実施計画の

策定、

法定協議会

の設立

実施設計 整備工事 整備工事
本格運用開

始

津・鈴鹿・亀山消防連携・協

力実施計画を策定した。

津市、鈴鹿市及び亀山市消防

通信指令事務協議会を設置し

た。

今後の実施設計及び整備工事

については、多岐にわたる専

門性の高い事務を３市で調整

していく必要がある。

A

順調に進んだ

津市、鈴鹿市及び亀山市消防

通信指令事務協議会に分科会

を設置し、詳細な検討を進め

る。

消防本部消

防総務課総

務・消防団

グループ

③

（6）

1

(６) 情報格差

への対応

デジタル・

ディバイドを

解消するため

の学びの機会

の創出

公民館講座やかめやま人キャ

ンパス講座において、デジタ

ル・ディバイドを解消するた

めの講座を企画・実施する。

デジタル・ディバイドを解消

するための講座の開催数

R8　20回

デジタル・

ディバイド

を解消する

ための講座

の実施

継続 継続 継続 継続

かめやま人キャンパス講座に

おいて、活動報告、学びのガ

イドブックへの掲載内容につ

いての意見交換をハイブリッ

ド方式で行った。

公民館講座については、多く

の講座を青少年研修センター

会議室で開催している。オン

ラインでの開催ができる環境

にないことから、施設の整備

が必要である。また会場を環

境が整った新図書館とするな

どの工夫を継続して行うこと

が必要となる。

C

あまり進まな

かった

SNSを活用した情報発信やオ

ンライン講座など、ICTを活

用していく。

教育委員会

事務局生涯

学習課社会

教育グルー

プ

③

（6）

2

(６) 情報格差

への対応

図書館貸出タ

ブレット端末

整備

【再掲】

亀山市立図書館の駅前移転

(R5.1開館)に合わせ、利用者

の利便性向上と教養、調査研

究、レクリエーションの目的

ため、タブレット端末(iPad

10台)を整備し、館内貸与及び

レファレンスサービスを行

う。（イニシャルのみ生涯学

習課の主要事業）

レファレンスなど図書館サー

ビスの基本を実行するため、

情報社会に即した環境を整備

する。

整備 継続 継続 継続 継続

亀山市立図書館の駅前移転

(R5.1開館)に合わせ、タブ

レット端末を整備し、館内貸

与を行っている。

端末の貸出利用はあるが、レ

ファレンスにつながっていな

いため、活用を広げていく必

要がある。

A

順調に進んだ

引き続き館内貸出の運用を

行っていく。

レファレンスや図書館情報シ

ステムのweb機能の説明など

に活用の用途を広げていく。

教育委員会

事務局図書

館
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亀山市行政DX推進計画　令和４年度実績一覧

第３節　市民・地域のDX
No. 重点施策 取組名 目的・内容 目指す成果 R4 R5 R6 R7 R8 令和４年度 担当

取組実績・成果 課題・問題点 進捗度評価 今後の方向性

③

（6）

3

(６) 情報格差

への対応

電子図書館整

備

亀山市立図書館の駅前移転

(R5.1開館)に合わせ、利用者

の利便性向上と教養、調査研

究、レクリエーションのた

め、電子図書館を整備、電子

図書の貸与を行う。（イニ

シャルのみ生涯学習課の主要

事業）

利用者の利便性向上。

来館が困難である方などへの

サービスを充実させる。

利用者のパソコン・スマホ

や、館内貸出端末から電子図

書館にアクセス、電子図書を

借りることができるよう電子

図書館を整備する。

整備 継続 継続 継続 継続

亀山市立図書館の駅前移転

(R5.1開館)に合わせ、電子図

書館を整備し、電子図書の貸

与を行った。

利用案内(パスファインダー)

を作成し、図書館見学の小学

生などに配布、広報誌・行政

情報番組での広報を行い、利

用促進を行った。

電子図書館の認知度の向上及

び利用方法の周知。

A

順調に進んだ

電子図書の整備及び電子図書

館の運用を引き続き行ってい

く。

認知と利用が広がるように、

利用案内等資料の活用や利用

案内講座を行い、利用促進を

行っていく。

教育委員会

事務局図書

館
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（ ）

■計画の基本情報

R 2 ～ R 7

本大綱の体系は、「市民サービスの向上と次代を見据えたスマート自治体への転換」を
図っていくことを目的として、4つの目標及び15の重点方針を設定し、前期実施計画
（R2～R4）に82の具体的取組を掲げています。

第３次亀山市行財政改革大綱に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け
本大綱は、第2次亀山市総合計画前期基本計画及び後期基本計画の「行政経営　持
続性を保つ健全な財政運営」に向け、具体的な手法を示すものであり、第２次亀山市
行財政改革大綱の目標を継承し、開かれた市政を推進する。

政策部DX・行革推進室

目的・概要

計画期間 年度

『市民サービスの向上と次代を見据えたスマート自治体への転換』を図っていくことを目
的として、行財政運営上の問題を的確に把握し、その解決のためにスピードと成果を重
視しながら実行へと移していく。

計画の骨格
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等

令和４年度は、第３次亀山市行財政改革大綱（令和２年度～令和７年度）の最終
年度として、行財政改革大綱前期実施計画（令和２年度～令和４年度）の８２の具
体的取組の着実な推進を図るため、各取組状況を確認するなど進捗管理に努め
た。
また、行財政改革を一層推進し大綱の目的達成を図るため、前期実施計画期間
中の実績や課題、問題点等の整理や具体的取組の見直しを行い、後期実施計画
（令和５年度～令和７年度）の策定に向けた準備を進めた。

①行政システムの改革として、マイナンバーカードの取得促進の取組により、普及が
大きく拡大した。また、新たな行政評価システムを構築したほか、電子決裁の拡充
に向けた協議を進めた。
②財政運営の強化として、令和４年度末の財政調整基金の残高が中間目標値を
達成したほか、亀山・関テクノヒルズの区画が完売となるなど企業誘致が順調に進
捗した。
③既成概念からの脱却として、心身障害者医療費助成において所得制限を導入し
たことで、事業の持続性を確保した。また、官民連携の促進として、指定管理者制
度の更新に向けた協議を進めた。
④市民総活躍によるまちづくりとして、地域住民を対象とした研修を実施し人材育成
を図ったほか、協働事業提案制度を活用した協働事業を実施した。

行財政改革大綱取組の着実な推進により、財源確保と経費削減が図られたことか
ら、総合計画推進に寄与することができた。
【行財政改革による主な効果】
マイナンバーカード交付率の向上、収納率の向上、企業誘致の推進、心身障害者
医療費助成への所得制限導入、特定健康診査の受診率向上

デジタル技術の活用によって業務効率の向上を図り、人的な行政資源を職員でな
ければできない業務に再配分していく必要がある。
また、歳入確保の新たな取組や事務事業点検制度の実施などにより、健全な財政
状況を実現していく必要がある。

令和４年度実績及び前期実施計画期間中の実績や課題・問題点等を踏まえ、令
和５年４月に策定した後期実施計画に取り組み、大綱の目的達成に向けて行財政
改革を着実に推進する。今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

別紙「成果指標一覧」のとおり

目標値現状値
実績値
（R4）単位

成果指標名
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第３次行財政改革大綱に関する実績等報告書（令和４年度） 別紙

成果指標一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

32

85.2

0

4

90

3

17

5

協働事業提案制度を実施した件数（累計） 件 25 35

実績値
（R4年度末）

15
（本格運用７）

69.3

44,372

21.3

新たな自治体間連携の協議等を行った数（累計） 件 - 4

かめやま人キャンパスを修了した人数（累計） 人 -

病院事業会計への繰出金（法定外）の額 千円 94,332
50,000
以内

120

スクラップ＆ビルドの件数（累計） 件 - 8

民間賃貸住宅を活用した戸数（累計） 戸 74 134

地区防災計画を策定した地域まちづくり協議会等の
数（累計）

地区 -

財政調整基金の残高 億円 29.7
20.0
以上

経常収支比率（一般会計） ％ 86.5
85.0
以下

マイナンバーカードの交付率（累計） ％ 9.8 90.0

時間外勤務総時間 時間 42,328
40,000以

下

目標指標名
現状値
（H30）

目標値
（R7）単位

ＡＩ・ＲＰＡ等の導入件数（累計） 件 - 8
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具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２～４年度

No 名 称 正 副
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

進 捗 率 取組成果（総括）
目標指標の実績
（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価

1

全庁的なＡ

Ｉ・ＲＰＡ等

の導入推進

Ⅰ
行政システム

の改革
1

ＩＣＴを活用

した市民サー

ビスの提供

政策部長
DX・行革推進

室長

政策部DX・行

革推進室

少子化による人口減少

と高齢化が進み、今

後、行政サービスの多

様化・複雑化が予想さ

れるなか、的確にサー

ビスを提供し続けなけ

ればならない。そのた

めには、ＩＣＴを利活

用し、業務の効率化を

図る必要がある。

ＡＩやＲＰＡ等のＩＣ

Ｔの利活用を検討し、

効果の高い定型的作業

において、業務工程の

一部への導入を図る。

ＡＩ・ＲＰＡ

等の導入件

数：５件

一部の課税業務（個人

住民税関係の４業務

と、固定資産税関係、

軽自動車税関係の計６

業務）にＡＩ・ＲＰＡ

を導入し、業務工程の

一部自動化を図った。

また、本市を含む県内

４市町が、総務省実施

のプロジェクトに選定

され、その中で、固定

資産税の登記済通知書

の入力にＲＰＡを導入

した。

昨年度実施した一部の

課税業務に加え、ワク

チン接種業務、収納業

務、生活保護業務でシ

ナリオ作成を行った。

継続及び更なる検

討

職員によるＲＰＡシナ

リオ作成技術の向上、

デジタル技術への意識

改革のため、住民情報

系システムを扱う職員

の一部へ実務を想定し

たシナリオ作成研修を

行い、本格運用に向け

た準備を行った。

100%

住民情報系システムに

おいて、ＲＰＡのシナ

リオを１５本作製し

た。その中で複数の業

務でＲＰＡを本格稼働

させることができ、業

務の効率化を図ること

ができた。

ＡＩ・ＲＰＡ等の導入

件数：１５件（うち、

本格運用７件）

実務を担当する職員自

らが、ＲＰＡのシナリ

オの作成や変更ができ

るよう、ＲＰＡを活用

できるデジタル人材の

育成、確保が必要であ

る。

A

十分な成果が得ら

れた

2

課税業務への

ＡＩ・ＲＰＡ

等の導入

Ⅰ
行政システム

の改革
1

ＩＣＴを活用

した市民サー

ビスの提供

総務財政部長 税務課長

総務財政部税

務課市民税グ

ループ、資産

税グループ

個人市民税、軽自動車

税、固定資産税等にお

いて、基幹系システム

への入力の件数など定

型的業務により、多く

の時間を要しているこ

とから業務の効率化が

求められている。

基幹系システムへの入

力作業や定型的業務な

ど、業務プロセスをＡ

Ｉ・ＲＰＡ等により自

動化を図ることで作業

時間の削減を図る。

ＡＩ・ＲＰＡ

等の本格導入

個人市民税の事業所宛

名新規登録、個人宛名

新規登録、給与支払報

告書登録、０円申告登

録及び軽自動車税の廃

車登録、固定資産税の

償却資産異動登録のＲ

ＰＡを導入した。

令和２年度導入の市民

税関係業務について

は、検証環境での動作

確認を行った結果、現

時点においてRPA導入

は効果的でないことが

判明した。一方、軽自

動車税及び固定資産税

関係については、検証

環境で動作確認が取れ

たため本番環境で作業

を行った。

・本格導入

・新たな導入事例

の検討

令和４年度中の軽自動車税

の廃車登録は、約1,600件、

約40時間の作業時間の短

縮、また、固定資産税の償

却資産の入力については、

約700件、約24時間の作業

時間の短縮につなげること

ができた。

個人市民税関係について

は、令和４年１２月から特

別徴収に係る異動届出書の

RPAを導入したが、事業所

からの提出書類に不備が多

く実用には至らなかった。

また、新規取組として毎月

の税額変更に伴う確認作業

に係る変更前税額の抽出作

業のシナリオ作成を行っ

た。

75%

固定資産税及び軽自動車税

関係の入力作業について

は、RPAにより入力作業時

間の短縮化を図ることがで

きた。

また、個人市民税関係につ

いては、①事業所宛名新規

登録、②個人宛名新規登

録、③給与支払報告書登

録、④０円申告書登録の４

項目を導入したが、RPAに

は効果的でないことが判明

したため、新たに特別徴収

に係る異動届出書の入力作

業を導入したが、提出書類

に不備が散見されたため、

本番環境での作業まで至ら

なかった。

軽自動車税：令和3年10

月、廃車登録に係るRPAを

本番環境で作業を実施。

令和3年度実績　約300件、

約５時間短縮

令和4年度実績　約1600

件、約40時間短縮

固定資産税：令和3年1月、

償却資産申告書入力に係る

RPAを本番環境で作業を実

施。

令和３年度実績　約500

件、約16時間短縮

令和４年度実績　約700

件、約24時間短縮

個人市民税：令和4年12

月、特別徴収異動事務に

RPAを導入

令和４年度実績　０件

軽自動車税については、廃車事

務において活用をしているが、

最も事務量が多い車両登録等の

事務でも活用したい。そのた

め、名義変更や車両の使用者課

税、所有者課税等申告書ごとの

作業内容を判読しシナリオを検

討していく必要がある。

固定資産税については、問題な

く順調である。

また、個人市民税の特別徴収事

務については、提出された書類

の修正や事業所への確認を要す

ることも多いことから今後十分

な検証を行う必要がある。

新規導入事例については、今後

動作確認や検証を行っていく。

B

まずまず成果を得

られた

3

マイナンバー

カードの交付

率の向上

Ⅰ
行政システム

の改革
1

ＩＣＴを活用

した市民サー

ビスの提供

市民文化部長 市民課長

市民文化部市

民課戸籍住民

グループ

「デジタルガバメント

閣僚会議」において、

令和４年度中にほとん

どの住民がマイナン

バーカードの保有する

ことを想定し、全市区

町村において「交付円

滑化計画」の策定を推

進することなどが盛り

込まれた国の方針が決

定されたことに伴い、

マイナンバーカードの

交付率の向上に努める

必要がある。

令和元年度中に策定す

る予定の「マイナン

バーカード交付円滑化

計画（仮称）」に基づ

き、マイナンバーカー

ドの交付率の向上に努

める。

マイナンバー

カードの交付

率：８０．

０％

毎月第２・４日曜日の

午後、毎週木曜日の夜

間等時間外交付窓口を

開設、本庁に専用窓口

新設、統合端末２台増

設、行政専門員３名へ

増員、商業施設等へ出

張申請、本庁特設会場

で申請受付実施、行政

情報番組、市広報等で

取得促進に取り組ん

だ。

毎月第２・４日曜午

後、毎週木曜夜間等に

時間外で交付受付、申

請者に1,000円分のクオ

カード進呈キャンペー

ンを実施し、各地区・

学校、期日前投票所等

で特設申請受付を行う

とともに、あいあい施

設内及び新型コロナウ

イルスワクチン接種会

場へのパンフレット、

ポスター設置、行政情

報番組、市広報等で周

知し取得促進に取り組

んだ。

・交付率向上に向

けた取組

・目標指標の達成

毎月第２・４日曜日の午

後、毎週木曜日の夜間等時

間外交付窓口による交付受

付実施、申請者に1,000円分

のクオカードを進呈する

キャンペーンを実施、積極

的に事業所や各地区・まち

づくり協議会等へ出張申請

受付、チラシ配布、ポス

ター設置、行政情報番組、

市広報等で周知し取得促進

に取り組んだ。

75%

積極的に事業所や各地域に

出張申請を行ったことやク

オカード進呈キャンペーン

の案内を行ったことで申請

率・交付率が向上した。ま

たマイナンバーカードを利

用しコンビニで証明書が交

付出来る、保険証として利

用出来るなど利便性が高

く、多くのメリットがある

ことを広く周知したことで

交付率向上に繋がった。

マイナンバーカードの

交付率：６９．３％

「マイナンバーカード交付円滑化

計画」に基づき取り組みを進めた

が、令和５年３月末現在で申請率

は81.78％であったが、交付率は

69.30％で計画値に至らなかっ

た。マイナンバーカードの申請及

び交付については、今後も継続し

た勧奨と、申請機会の拡充に努め

る必要がある。一方で出張申請に

ついては、これに対応出来る職員

体制が必要である。またマイナン

バーカードの利便性や安全性、仕

組み等、新たな情報について広く

周知していくことが重要である。

B

まずまず成果を得

られた

4

保育現場への

ＩＣＴ機器等

の導入

Ⅰ
行政システム

の改革
1

ＩＣＴを活用

した市民サー

ビスの提供

健康福祉部長
子ども未来課

長

健康福祉部子

ども未来課子

ども総務グ

ループ

幼児教育・保育の無償

化がスタートし、保育

所等の利用意向の高ま

りが予想されるなか、

保育士不足の深刻化な

ど、保育現場で働くこ

とへの負担軽減が求め

られる。

保育現場へのＩＣＴ機

器等の導入により効率

的な業務管理を行うこ

とで、保育士の労働環

境の改善を図るととも

に、労働時間の短縮を

目指す。

保育準備等に

要する時間外

勤務の削減

（Ｒ１年度

比：１０％削

減）

内部での保育システム

の研究を行い、選定準

備を進めた。

昨年度に引き続き、保

育システム選定のため

の研究を行い、保育現

場の労働環境向上に向

けた検討を行ってい

る。

導入機能による実

践

令和５年度からの本格

稼働に向け、各園の環

境整備を行い、公立全

園へのシステム導入を

完了した。

100%

令和４年度は、導入シ

ステムの決定、ネット

環境整備、タブレット

端末などの備品購入及

び職員向けのシステム

研修を実施した。また

他園に先駆けて、関認

定こども園アスレにお

いて、令和５年３月か

ら試験運用を開始し、

システムの動作確認等

を行い、令和５年度か

らの全園運用開始の準

備を整えた。

先行運用開始園アスレ

における時間外勤務の

削減（R１年度比：10％

削減）

令和２年３月分：18H

令和５年３月分：34H

システム導入月の時間

外勤務の削減は図れて

いないが、今後のシス

テムの運用状況によ

り、経過を見ていく必

要がある。また、他園

についても、システム

運用による削減を見込

んでいる。

令和５年度当初から、

登降園管理や保護者と

の連絡等の基本的な機

能から運用を開始して

いくが、今後は運用状

況を確認しながら、さ

らなる保育士の業務効

率化が図れるよう、導

入機能の拡大をしてい

く必要がある。

A

十分な成果が得ら

れた
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具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２～４年度

No 名 称 正 副
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

進 捗 率 取組成果（総括）
目標指標の実績
（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価
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5

図書館整備に

おけるＡＩ・

ＲＰＡ等の導

入

Ⅰ
行政システム

の改革
1

ＩＣＴを活用

した市民サー

ビスの提供

教育部長 生涯学習課長

教育委員会事

務局生涯学習

課社会教育グ

ループ

昭和５５年の開館以

来、施設総体の老朽

化、学習室の不足、図

書館サービスの制約、

アクセスの悪さ等の

様々な課題があるにも

関わらず、最先端技術

等の導入による利便性

充実や効率化が進んで

いない。

駅前に整備する新図書

館において、ＡＩ・Ｒ

ＰＡ等を導入すること

で膨大なデータの蓄積

が可能となり、利用者

からのレファレンスへ

の対応など利便性充実

を図る。

また従来、職員が手作

業で実施していた蔵書

点検などの効率化を図

る。

新図書館への

ＡＩ・ＲＰＡ

等の導入実現

令和２年３月に策定し

た「亀山市立図書館管

理運営の基本方針」に

おいて定めた『先進技

術導入による省力化』

のＩＣＴ化の取組に基

づき、新図書館整備に

伴うシステム整備の検

討を行った。

令和２年３月に策定し

た「亀山市立図書館管

理運営の基本方針」に

おいて定めた『先進技

術導入による省力化』

のＩＣＴ化の取組に基

づき、新図書館整備に

伴うシステム整備の検

討を行い、新年度にお

いて必要な予算措置を

行った。

供用開始

令和４年５月に業務委

託契約を締結し、ＩＣ

タグ導入に伴う自動貸

出機、ＢＤＳ（盗難防

止装置）等システム機

器を導入するととも

に、座席管理システム

と電子図書の導入を進

め、事務の効率化や図

書館利用者の利便性向

上を図った。

100%

新図書館において、Ｉ

Ｃタグの導入、自動貸

出機、ＢＤＳ（盗難防

止装置）等最新機器を

導入し、システム整備

を進めることにより、

蔵書管理の効率化が図

れるとともに、図書館

利用者の利便性が向上

する。

令和５年１月２６日の

図書館開館に伴うＩＣ

タグ導入に伴う自動貸

出機、ＢＤＳ等の機器

導入、座席管理システ

ム、電子図書の導入に

より、蔵書管理の効率

化及び図書館利用者の

利便性が向上した。

システムの導入及び運

用経費については、一

般財源であるため、財

源の確保が課題であ

る。

A

十分な成果が得ら

れた

6
行政評価シス

テムの再構築
Ⅰ

行政システム

の改革
2

事務事業構築

手法の確立
政策部長 政策推進課長

政策部政策推

進課政策調整

グループ

平成２０年度から行政

評価システムを運用す

るなか、これまでも施

策・事業の効果的かつ

効率的な推進に向け

て、システムの見直し

や充実を図ってきたと

ころであり、今後にお

いても、手段が目的化

することのないよう継

続的な検証と見直しが

必要である。

現行の行政評価システ

ムを検証し、事務量と

効果のバランスも踏ま

えた上で、評価システ

ムを改訂する。

行政評価シス

テムの改訂

現行の評価システムに

ついて、システム運用

上の課題や今後も継続

していくべき事項等に

ついて、洗い出しを

行った。

ＰＤＣＡサイクルにお

けるＣ（チェック）か

らＡ（アクション）へ

の効果的な展開が図れ

る評価システムとなる

よう、再構築に向けた

検討を行った。

行政評価システム

の改訂

現行の行政評価システ

ムの課題等を整理した

上で、より簡素で効果

的なシステムを構築す

ることができた。

100%

「評価に必要な情報量

の確保やその精度の向

上」と「評価システム

の簡素化」とのバラン

スを出来る限り考慮し

た行政評価システムを

再構築することができ

た。

令和5年3月に行政評価

システムを改訂した。

後期基本計画の効率的

な推進を図る観点か

ら、社会情勢等が目ま

ぐるしく変化する中、

事業の必要性や市民

ニーズとの整合性等を

考慮しながら、システ

ムを運用していく必要

がある。

A

十分な成果が得ら

れた

7

事務事業の採

択及び再編手

法の検討

Ⅰ
行政システム

の改革
2

事務事業構築

手法の確立
政策部長 政策推進課長

政策部政策推

進課政策調整

グループ

持続可能な行財政運営

にあたり、事務事業の

妥当性等を検証し、

「選択と集中」による

事務事業の効率化・重

点化を進める必要があ

る。

第２次総合計画後期基

本計画第１次実施計画

の策定に向けて、施策

推進に寄与する効率

的・効果的な事務事業

の採択や再編手法を確

立し、新規事業の採択

等に活用する。

事業の採択・

再編手法の確

立

第１次実施計画に位置

付ける主要事業の採択

に当たり、事前評価工

程を見直すことにより

事務事業の重点化等を

図ることができる手法

について、その可能性

を検討した。

実施計画を構成する主

要事業の要求時に、事

業毎に必要性、適時性

等の５項目による事前

評価を行うとともに、

継続的に取り組む事業

については、事業の見

直し及び事務事業評価

結果の活用について確

認した。

後期基本計画実施

計画に位置付けた

事業の推進

第２次総合計画後期基

本計画実施計画の策定

に当たり、該当する主

要事業の事前評価を行

い、事業の規模及び手

法の適正化を図ること

ができた。

100%

第２次総合計画後期基

本計画実施計画におい

て、該当する主要事業

の事前評価を行い、事

業の規模及び手法の適

正化を図ることができ

た。

第2次総合計画後期基本

計画実施計画の策定に

合わせて、事業の採

択・再編手法を確立す

ることができた。

事業の必要性や有効性

等を適切に評価し、事

業の規模や手法の適正

化を図る必要がある。

A

十分な成果が得ら

れた

8
亀山版ＳＤＧ

ｓの確立
Ⅰ

行政システム

の改革
2

事務事業構築

手法の確立
政策部長 政策推進課長

政策部政策推

進課政策調整

グループ

持続可能なまちづくり

の実現に向けて、世界

水準のＳＤＧｓ（持続

可能な開発目標）を本

市の実情に沿った形に

適応させながら今後の

政策展開に活用してい

く必要がある。

本市の状況を考慮した

目標（ゴール）設定や

ＳＤＧｓの重要な側面

である「経済・環境・

社会」を統合的に捉え

た全体最適の考え方な

どＳＤＧｓの視点も踏

まえた計画・事業立案

の在り方を確立する。

「亀山版ＳＤ

Ｇｓ」の確立

本市におけるＳＤＧｓ

の取組方向等を整理す

るに当たり、前期基本

計画の「施策の方向」

ごとにＳＤＧｓのゴー

ル等との関連を検証す

るとともに、他自治体

の事例等も踏まえつ

つ、後期基本計画等へ

の展開方策について検

討を行った。

自治体ＳＤＧｓの確立

に向け、後期基本計画

素案に基本施策毎のＳ

ＤＧｓ達成目標を明示

し、総合計画上の位置

付けを行った。

「亀山版ＳＤＧ

ｓ」の確立及び推

進

第２次総合計画後期基

本計画の策定に当た

り、「ＳＤＧｓの達

成」を、まちづくりを

展開する上で総体的に

重視すべき視点のひと

つに据え、総合計画に

ＳＤＧｓを亀山版とし

て組み入れながら、本

市のまちづくりが目指

す方向とＳＤＧｓの国

際目標との関係性を明

確にし、将来都市像の

実現に向けた持続可能

なまちづくりを展開す

ることとした。

100%

ＳＤＧｓと総合計画を

関連付け、一体的に推

進することにより、総

合計画の推進がＳＤＧ

ｓの達成に資するとと

もに、本市のまちづく

りが目指す方向とＳＤ

Ｇｓの国際目標との関

係性を明確にすること

で、将来都市像の実現

に向けた持続可能なま

ちづくりの展開に繋げ

ることができた。

令和4年6月の第2次総合

計画後期基本計画の策

定に合わせて、「亀山

版ＳＤＧｓ」の考え方

を確立した。

総合計画とＳＤＧｓを

一体的に推進すること

としたため、ＳＤＧｓ

の視点を踏まえた上

で、総合計画の進捗管

理を行う必要がある。

A

十分な成果が得ら

れた

9
働き方の意識

改革
Ⅰ

行政システム

の改革
3

働き方改革の

推進
総務財政部長 総務課長

総務財政部総

務課人事給与

グループ

職員のワーク・ライ

フ・バランスの更なる

推進に向け、労働時間

の長さよりも業績や業

務効率化を重視する職

場環境へ転換を図るこ

とが必要とされる。

各所属において業務に

係るマニュアルを作成

し、共有する。

全職場におい

てマニュアル

作成

令和２年２月１８日付

けで通知した「令和元

年度定期監査結果に基

づく措置に係る業務マ

ニュアルの作成につい

て」により、様式例を

示した。各所属におい

ては、それぞれの業務

に合ったマニュアルの

作成を進めているとこ

ろである。

各所属においては、そ

れぞれの業務に合った

マニュアルの作成を進

めている。

作成したマニュア

ルの見直し及び充

実

各所属においてマニュ

アルを作成し、見直し

及び充実が図られてい

る。

100%

各所属においてマニュ

アルを作成し、見直し

充実が図られている。

各所属においては、そ

れぞれの業務に合った

マニュアルの作成され

ている。

各所属において継続的

にマニュアルを見直す

とともに、新たな業務

が発生した場合など随

時作成を必要とする。

B

まずまず成果を得

られた
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具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２～４年度

No 名 称 正 副
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

進 捗 率 取組成果（総括）
目標指標の実績
（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価

第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画　令和４年度取組実績及び前期実施計画総括評価

①4年度末実績見込みを詳①4年度末実績見込みを詳

10
時間外勤務時

間の削減
Ⅰ

行政システム

の改革
3

働き方改革の

推進
総務財政部長 総務課長

総務財政部総

務課人事給与

グループ

時間外勤務について

は、特定事業主行動計

画に全体の目標値を定

めて取り組んできたと

ころであるが、働き方

改革法により、職員一

人当たりの時間外勤務

時間の上限が規定され

たことから、業務の効

率化・平準化を図る必

要がある。

職員一人当たりの時間

外勤務時間の上限が月

４５時間、年間３６０

時間と規定されたこと

から、これらを越えな

いようマネジメントを

実施する。

年間時間外勤

務時間３６０

時間超え：０

人

平成３１年４月１５日

付けで通知した「時間

外勤務の取扱いについ

て」により、各所属に

おいて職員の労働時間

管理を行っている。令

和２年度は、新型コロ

ナウイルス感染症対策

の影響により業務の

減った部署がある反

面、業務が増大した一

部の部署においては労

働時間の管理が難しく

なった。

令和３年８月２日付け

で通知した「令和３年

度時間外勤務削減計画

の実施について」によ

り、各所属において職

員の労働時間管理を行

い、設定された目標達

成に向けて取り組ん

だ。

取組の継続

令和４年７月７日付け

で通知した「令和４年

度時間外勤務削減計画

の実施について」によ

り、各所属において職

員の労働時間管理を行

い、設定された目標達

成に向けて取り組ん

だ。

75%

新型コロナウイルス感

染症対策の影響により

業務の減った部署があ

る反面、業務が増大し

た一部の部署において

は労働時間の管理が難

しくなった。

年間時間外勤務時間360

時間越えの職員数。

令和2年度：11人

令和3年度：27人

令和4年度：36人

新型コロナウイルス感

染症の感染症法の位置

付けが変わったことに

より、中止や延期をし

ていた事業が再開し、

業務が増大する可能性

があるため、マネジメ

ントを強化する必要が

ある。

C

あまり成果を得ら

れなかった

11
有給休暇の取

得促進
Ⅰ

行政システム

の改革
3

働き方改革の

推進
総務財政部長 総務課長

総務財政部総

務課人事給与

グループ

民間労働法制の改正に

より、民間企業におい

ては、平成３１年４月

から労働者に対して年

間５日の年次有給休暇

を取得させることが義

務付けられ、国家公務

員においても、職員の

年５日以上の年次有給

休暇取得を確実にする

ための取組を行ってい

る。市職員についても

ワーク・ライフ・バラ

ンス推進の観点から年

次有給休暇の取得を促

進する必要がある。

亀山市特定事業主行動

計画を改訂し、ワーク

ライフバランス推進の

観点から、計画に基づ

いた年次有給休暇の取

得促進に取り組む。

全職員の年次

有給休暇の取

得日：５日以

上

令和２年６月１０日付

けで通知した「夏季休

暇及び年次有給休暇の

取得促進について」に

より、夏季休暇及び年

次有給休暇の取得につ

いて促進した。

　さらに、本年度は、

新型コロナウイルス感

染症の拡大防止のため

の取組として、積極的

に年次有給休暇の取得

を促進した。

令和３年６月１１日付

けで通知した「夏季休

暇及び年次有給休暇の

取得促進について」に

より、夏季休暇及び年

次有給休暇の取得につ

いて促進した。

　さらに、本年度も、

新型コロナウイルス感

染症の拡大防止のため

の取組として、積極的

に年次有給休暇の取得

を促進した。

・年次有給休暇計

画表による取得促

進

・記念日休暇の導

入の検討

令和４年６月７日付け

で通知した「夏季休暇

及び年次有給休暇の取

得促進について」によ

り、夏季休暇及び年次

有給休暇の取得につい

て促進した。

　さらに、本年度も、

新型コロナウイルス感

染症の拡大防止のため

の取組として、積極的

に年次有給休暇の取得

を促進した。

75%

新型コロナウイルス感

染症の拡大防止のため

の取組みとして、積極

的に年次有給休暇の取

得を促進したが、新型

コロナウイルス感染症

の影響で業務が増大し

た部署では年次有給休

暇の取得が困難となっ

た。

依然として年次有給休

暇取得日数が５日未満

の職員がいることか

ら、記念日休暇の導入

の検討には至らなかっ

た。

年次有給休暇取得日数

５日未満の職員数。

令和2年：16人

令和3年：18人

令和4年：23人

参考：令和元年：51人

新型コロナウイルス感

染症の感染症法の位置

付けが変わったことに

より、中止や延期をし

ていた事業が再開し、

業務が増大する可能性

があるため、マネジメ

ントを強化する必要が

ある。

B

まずまず成果を得

られた

12
定員適正化の

推進
Ⅰ

行政システム

の改革
3

働き方改革の

推進
総務財政部長 総務課長

総務財政部総

務課人事給与

グループ

厳しい財政状況が続く

ことが見込まれるな

か、市民のニーズに対

応した行政サービスを

行うため、職員の適正

な定員管理を行うとと

もに必要な労働力を確

保する必要がある。

第４次亀山市定員適正

化計画を策定し、真に

正規職員の配置が必要

な職については、計画

に基づき正規職員の配

置を実施し、適正な定

員管理を行う。

また、会計年度任用職

員についても効果的な

配置を実施する。

定員適正化計

画に基づく職

員の適正な定

員管理と配置

定員適正化計画に基づ

き、計画的に職員採用

を行った。

また、本年度は、新型

コロナウイルス感染症

対策に関する業務が増

大したことから、ＰＴ

及び新型コロナワクチ

ン接種室を設置した

が、正規職員を増やす

ことなく対応した。

定員適正化計画に基づ

き、計画的に職員採用

を行った。

また、令和３年度も、

新型コロナウイルス感

染症対策に関する業務

が増大したことから設

置したＰＴを継続し

た。

業務内容や業務量

の変化を把握し、

適切な人員配置を

行う

正規職員の配置につい

ては、定員適正化計画

に基づき、計画的に職

員採用を行った。ま

た、緊急対応を要する

場合に適切な人員配置

を行った。

100%

正規職員の配置につい

ては、定員適正化計画

に基づき、計画的に職

員採用を行った。ま

た、新型コロナウイル

ス感染症対策など緊急

対応を要する業務に適

切な人員配置を行っ

た。

新型コロナウイルスワ

クチン接種室の設置

保育士・幼稚園教諭や

保健師の増員

新型コロナウイルス感

染症対策など緊急対応

を要する業務への人員

的な措置が課題であ

る。

A

十分な成果が得ら

れた

13
人事評価制度

の再構築
Ⅰ

行政システム

の改革
3

働き方改革の

推進
総務財政部長 総務課長

総務財政部総

務課人事給与

グループ

人事評価制度は、評価

結果を給与、昇格等に

反映させることによ

り、職員のモチベー

ション向上に繋げるも

のであることから、評

価結果の正確性を担保

する制度を構築し、評

価結果を処遇に反映す

る必要がある。

人事評価制度の評価結

果の正確性を担保する

ための制度を検討のう

え、運用を実施し、評

価結果を処遇に反映す

る。

評価結果の処

遇反映の実施

令和２年９月に県内各

市の状況を調査し、そ

の状況を踏まえ、本市

の制度設計に着手し

た。

人材育成等専門家によ

る人事評価結果の活用

に係る研修に参加し、

人事評価の課題につい

て専門家と意見交換を

行った。

処遇反映

令和５年度の処遇反映

に向けて効果的で実効

性のある人事評価制度

とするため、処遇反映

や人材育成プログラム

などを含む、包括的な

制度としている。

50%

令和５年度の処遇反映

に向けて効果的で実効

性のある人事評価制度

とするため、人材育成

プログラムなどを含

む、包括的な制度構築

を進めている。

人事評価結果の活用に

ついて、制度設計に着

手し、研修や専門家と

の意見交換を実施し、

処遇反映に向けて取り

組んだが、反映には至

らなかった。

人事評価の調整会議を

行う等、公正性を担保

する取組が必要であ

る。

D

成果を得られな

かった

14

職務に必要な

資格保持者の

養成

Ⅰ
行政システム

の改革
3

働き方改革の

推進
消防部長 消防総務課長

消防本部消防

総務課総務・

消防団グルー

プ

職員構成の若年化に伴

い、組織力、現場対応

力の低下が懸念される

なか、多種多様化する

災害へ的確な対応を継

続していくためには、

職務に必要な資格保持

者を確保し、適正な人

員配置をしていくこと

が必要である。

職員に中型・大型免許

を計画的に取得させ、

消防車両の機関員を養

成する。

また、救急救命士の救

急車搭乗率を低下させ

ないよう、継続して救

急救命士を養成する。

資格保持者を

養成し、適正

な人員配置が

できている

職員２人が中型免許を

取得し、消防車両の機

関員が養成できた。一

方、救急救命士の養成

については、予定して

いた研修所派遣による

救急救命士の養成は不

可能となったが、国家

試験の受験資格を有す

る職員１人が受験し合

格した。

職員１人が大型免許

を、職員２人が中型免

許をそれぞれ取得し、

消防車両の機関員が養

成できた。また、救急

救命士の養成について

は、職員１人が研修を

修了するとともに、国

家試験に合格し、養成

が図れた。

消防車両機関員、

救急救命士の養成

職員１人が大型免許

を、職員２人が中型免

許をそれぞれ取得し、

消防車両の機関員が養

成できた。また、救急

救命士の養成について

は、職員１人が研修を

修了するとともに、国

家試験に合格し、養成

が図れた。

75%

計画どおり資格保持者

の養成が図れなかった

年度もあったが、概ね

適正な人員配置ができ

た。

消防車両の機関員を養

成した。（8名）

・大型免許取得　２名

・中型免許取得　６名

救急救命士を養成し

た。（２名）

消防車両機関員、救急

救命士とも、継続的に

養成を続ける必要があ

る。

B

まずまず成果を得

られた
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具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２～４年度

No 名 称 正 副
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

進 捗 率 取組成果（総括）
目標指標の実績
（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価

第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画　令和４年度取組実績及び前期実施計画総括評価

①4年度末実績見込みを詳①4年度末実績見込みを詳

15

学校における

「統合型校務

支援システ

ム」の導入

Ⅰ
行政システム

の改革
3

働き方改革の

推進
教育部長 学校教育課長

教育委員会事

務局

学校教育課

学事教職員グ

ループ、

教育研究グ

ループ

学校における働き方改

革を進めているが、現

状、教員の多忙化の改

善は難しく、喫緊の課

題である。また、文部

科学省策定の「教育の

ＩＣＴ化に向けた環境

整備５箇年計画（２０

１８～２０２２年

度）」の中で、教職員

の業務負担軽減と教育

の質的向上を目指して

「統合型校務支援シス

テム」の１００％整備

が掲げられており、学

校におけるＩＣＴ環境

の整備は県内を含め全

国的に加速している。

学校における各種集計

作業・帳簿作成作業等

の効率化、情報の一元

管理や共有に資する

「統合型校務支援シス

テム」に関して、他県

他市町における導入・

活用状況、費用・効果

等について情報収集

し、導入に向けた検

討・準備を進める。

市内各小中学

校における

「統合型校務

支援システ

ム」の導入

率：１００％

令和２年５月より、Ｐ

Ｃログを活用した教職

員の勤務状況の把握を

開始、毎月個々の勤務

時間等を確認してい

る。統合型校務支援シ

ステムに関しては、県

内の導入状況及び使用

するソフトウエアにつ

いて情報収集を行っ

た。

令和３年度も引き続き

ＰＣログによる教職員

の在校時間の客観的な

把握を行っている。ま

た、学校における各種

集計作業・帳簿作成作

業等の効率化、情報の

一元管理や共有に資す

る統合型校務支援シス

テムの導入に向け、情

報を集め、本市におい

て具体的に必要なシス

テムの検討を行った。

・統合型校務支援

システムの導入

・システム活用に

関する研修の実施

１０月に入札及び契約

をおこない、システム

の試行を実施した。教

職員研修はシステム導

入に係る研修を3回、シ

ステム活用に係る研修

を14回（各校1回）実施

した。研修会では様々

な機能の説明とその活

用方法について研修を

深め、実際の活用に向

けて必要な準備を進め

ることができた。

75%

令和５年度の本格運用

に向けて校務支援シス

テム導入ワーキンググ

ループを立ち上げ、ソ

フトウエアについて検

討を実施した。教職員

研修も段階的に実施で

きたことで1月からの試

行運用もスムーズで

あった。4月からは基礎

データ等の入力作業を

進め、本格稼働に向け

ての準備を進めること

ができている。

市内各小中学校におけ

る校務支援システムの

導入率：100％

文部科学省は、次年度

予算の概算要求で、数

年後には全国で校務支

援システムの仕様を統

一し、子どもが転校す

る際も迅速にデータを

引き継ぐ事ができるよ

う調査研究費用を要求

しているため、今後の

展開に注意が必要であ

る。

A

十分な成果が得ら

れた

16

モチベーショ

ンを高める職

場環境の推進

Ⅰ
行政システム

の改革
4

人財育成シス

テムの改革
総務財政部長 総務課長

総務財政部総

務課人事給与

グループ

平成３０年度実施の３

層体制による組織・機

構については、中間層

であるグループリー

ダーの育成に繋がって

いるが、組織全体にお

ける「仕事のやりが

い」や「モチベーショ

ン向上」について、更

に高めていく必要があ

る。

グループリーダーを始

めとする中間層に対す

るマネジメント能力向

上の研修及び組織全体

のコミュニケーション

を高めるため、管理職

員に対する研修を実施

する。

また、組織・機構につ

いても継続して検証を

実施する。

「自己申告」

における「仕

事のやりがい

がある・コ

ミュニケー

ションが取れ

ている」：６

０％

グループリーダーにつ

いては昨年度に引き続

き人事評価研修を実施

した。しかし、管理職

及びグループリーダー

への市独自研修は、新

型コロナウイルス感染

症の影響により実施で

きなかった。組織・機

構についての検証は、

所属長に対するヒアリ

ングを行った。

組織・機構の改革につ

いては、各所属にヒア

リングを実施するな

ど、検証結果を踏まえ

て見直しを行った。

研修については、課長

級やＧＬを対象とした

研修を実施できなかっ

た。

・職員研修の実施

・組織機構改革の

検証

組織・機構の改革の結

果について所属長への

ヒアリングを実施し検

証を行った。また、管

理職やＧＬに研修を実

施し、組織全体におけ

るやりがいやモチベー

ションの向上を図っ

た。

75%

令和３年度に組織・機

構改革を行い、令和４

年度から新たな組織を

スタートさせた。その

中で、課長級やグルー

プリーダーの育成に取

り組んだが、新型コロ

ナウイルス感染症の影

響で研修が実施出来な

い年度があった。

令和３年度に組織・機

構改革を行った。

新型コロナウイルス感

染症の影響から、研修

の対象人数を減らして

の実施、オンライン研

修を導入するなど工夫

して研修を実施した。

「自己申告」における

「仕事のやりがいがあ

る・コミュニケーショ

ンが取れている

令和2年度：52.3％

令和3年度：52.5％

令和4年度：50.6％

令和３年度に実施した

組織・機構について継

続して検証を行う必要

がある。

研修については、対面

研修だけでなく、オン

ライン研修を活用する

等、研修の在り方を検

討していく必要があ

る。

B

まずまず成果を得

られた

17
構想力を高め

る研修の実施
Ⅰ

行政システム

の改革
4

人財育成シス

テムの改革
総務財政部長 総務課長

総務財政部総

務課人事給与

グループ

人口減少と高齢化が

益々進展していくこと

が予想される中で、自

治体職員については分

野横断的に、地域や組

織の枠を超えて、行政

の在り方を見直す構想

力を身に付けることが

求められることから、

そのための人材を育成

する必要がある。

多様化する行政ニーズ

に対応できる情報発信

力、企画提案力、分野

横断的に施策を創造で

きる構想力を高める研

修を実施する。

各種研修の実

施

新型コロナウイルス感

染症の影響により、階

層別研修（三重県市町

総合事務組合主催）や

広域・派遣研修などは

中止又は人員を減らし

ての実施となった。

新型コロナウイルス感

染症の影響により、能

力向上研修（三重県市

町総合事務組合主催）

が延期や人数を減らし

ての実施、広域・派遣

研修などが中止となっ

たものもあった。

研修の実施及び検

証

新型コロナウイルス感

染症の状況を勘案し、

研修の対象人数を減ら

して主任主査級に政策

形成研修を実施した。

50%

新型コロナウイルス感

染症の影響から、階層

級の研修や広域・派遣

研修が中止となった

が、研修形態の見直し

を行い、人数をへらし

ての実施やオンライン

研修の実施等、工夫し

て研修を実施した。

新型コロナウイルス感

染症の影響から、コロ

ナ禍前のような研修を

実施することができな

かった。

研修については、対面

研修だけでなく、オン

ライン研修を活用する

等、研修の在り方を検

討していく必要があ

る。

C

あまり成果を得ら

れなかった

18

階層別研修体

系の構築・充

実

Ⅰ
行政システム

の改革
4

人財育成シス

テムの改革
総務財政部長 総務課長

総務財政部総

務課人事給与

グループ

人材育成基本方針に基

づき研修を実施してい

るが、職員一人ひとり

がいつまでにどのよう

なスキルを身に付ける

必要があるのかを、体

系的に把握できていな

い。

職員に実施する研修

が、キャリア形成に繋

がるよう体系的なもの

として構築し、その上

で、職員自身が受講し

ていくべき研修が分か

るように見える化を図

る。

また、男女の区別なく

管理職を目指す意識醸

成のための研修を実施

する。

キャリア形成

に繋がる研修

体系の構築及

び研修の実施

人材育成基本方針に規

定されている研修体系

の階層別研修につい

て、現在実施している

研修を分類した。

新型コロナウイルス感

染症の影響により、階

層別研修（三重県市町

総合事務組合主催）が

延期や人数を減らして

の実施となった。

研修体系に基づく

研修の実施

階層別研修（三重県市

町総合事務組合主催）

を受講し、階級ごとに

必要なスキルを身に付

けることができるよう

取り組んだ。

50%

階層別の研修について

は、三層制に対応した

研修としているものの

見える化を図ることが

できなかった。

新型コロナウイルス感

染症の影響により、管

理職を目指す意識醸成

に繋げる研修を十分す

ることができなかっ

た。

新型コロナウイルス感

染症の影響から、コロ

ナ禍前のような研修を

実施することができな

かった。

研修については、対面

研修だけでなく、オン

ライン研修を活用する

等、研修の在り方を検

討していく必要があ

る。

C

あまり成果を得ら

れなかった
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19

行政課題に対

応できる人材

育成研修の実

施

Ⅰ
行政システム

の改革
4

人財育成シス

テムの改革
総務財政部長 総務課長

総務財政部総

務課人事給与

グループ

急速にＩＣＴ技術が発

展する状況の中で、今

後予測されるＡＩの利

活用が一般化する時代

において、職員として

求められる能力を身に

付ける必要がある。

コミュニケーション能

力やコーチングなどの

対人関係能力などを身

に付ける研修を実施す

る。

また、人材育成基本方

針の見直しを実施す

る。

各種研修の実

施

新型コロナウイルス感

染症の影響により、階

層別研修（三重県市町

総合事務組合主催）や

広域・派遣研修などは

中止又は人員を減らし

ての実施となった。ま

た、人材育成基本方針

の見直しに着手した。

新型コロナウイルス感

染症の影響により、能

力向上研修（三重県市

町総合事務組合主催）

が延期や人数を減らし

ての実施となった。

デジタルツールの

導入状況に応じ、

人材育成基本方針

の見直し

研修のオンライン化に

より受講しやすい環境

下で、受講者の増加を

図った。

人材育成基本方針の見

直しには至らなかっ

た。

25%

新型コロナウイルス感

染症の影響から、対人

関係能力などを身に付

ける研修を実施できな

かった。

また、人材育成基本方

針の見直しには着手し

たが、見直しには至ら

なかった。

新型コロナウイルス感

染症の影響から、十分

な研修を実施すること

ができなかった。

新型コロナウイルス感

染症の影響から、オン

ライン研修が進んだこ

とにより、職員が研修

に参加できる機会を創

出する必要がある。

C

あまり成果を得ら

れなかった

20

コンプライア

ンス意識の徹

底

Ⅰ
行政システム

の改革
4

人財育成シス

テムの改革
総務財政部長 総務課長

総務財政部総

務課法務統計

グループ

職員の公務員倫理や法

令遵守を推進するため

の環境づくりや体制を

整備することにより、

透明で市民から信頼さ

れる市政を確立するた

め、職員コンプライア

ンス条例等を制定し制

度を構築した。そのた

め、この制度の運用を

徹底する必要がある。

職員コンプライアンス

に関する研修を実施す

るとともに、職員コン

プライアンスに関する

状況及び講じた措置に

ついて公表する。

定期的な状況

公表の実施

コンプライアンス推進

会議の開催を行った。

また、亀山市職員コン

プライアンス条例等を

運用する中で、問題が

あったため、亀山市職

員コンプライアンス条

例施行規則の一部改正

及び亀山市職員コンプ

ライアンスハンドブッ

クの見直しを行った。

職員のコンプライアン

スに関する状況を調査

し、結果を組織内部に

公表した。

・職員研修の実施

・コンプライアン

ス推進会議の開催

・職員のコンプラ

イアンスに関する

状況等の公表

・主幹級職員を対象に

研修を実施した。

・取組状況等を報告

し、意見等を運用に反

映させるため、推進会

議を開催した。

・前年度のコンプライ

アンスに関する状況等

について市のホーム

ページで公表した。

100%

職員コンプライアンス

に関する研修、意識調

査等の実施並びに職員

コンプライアンスに関

する状況及び講じた措

置の公表を通じて、職

員のコンプライアンス

に関する意識が高まっ

た。

・職員研修の実施（全

職員を対象とするため

幹部から開始し、令和

４年度では主幹級まで

進んでいる）

・毎年度、職員のコン

プライアンスに関する

状況等を公表してい

る。

必要な取組は確実に実

施しており、数字にも

表れているが、その成

果については可視化が

難しく、今後、マンネ

リ化による意識の低下

を防ぐためにも、手法

の見直しが必要であ

る。

B

まずまず成果を得

られた

21

コンプライア

ンス制度の適

正な運用

Ⅰ
行政システム

の改革
4

人財育成シス

テムの改革
総務財政部長 総務課長

総務財政部総

務課法務統計

グループ

職員の公務員倫理や法

令遵守を推進するため

の環境づくりや体制を

整備することにより、

透明で市民から信頼さ

れる市政を確立するた

め、職員コンプライア

ンス条例等を制定し制

度を構築した。そのた

め、この制度の運用を

徹底する必要がある。

職員コンプライアンス

制度の浸透を図るた

め、働きかけ行為（要

望等及び不当要求）に

関する記録と上司への

報告の実施について、

定期的に周知を行う。

働きかけ行為

に関する報告

件数：１０件

以上／年

働きかけ行為に関する

報告は、０件であった

（明らかに働きかけ行

為ではないと判断でき

るものだけであっ

た。）。

上半期と下半期にわけ

て、働きかけ行為の記

録の有無について調査

を行った。

働きかけ行為等に

関する周知と取り

まとめ

本年度については、四

半期ごとに調査を実施

している。なお、第４

四半期については、翌

年度の実施となる。

75%

働きかけ行為に関する

記録と上司の報告につ

いて確認する回数を４

半期ごととすることに

より、当該記録と報告

に対する意識が高ま

り、これにより今後の

検証に必要な事例収集

が進むことが見込まれ

る。

働きかけ行為であるこ

とが疑われるとして報

告があった件数は令和4

年度に１件あるだけで

あるが、働きかけ行為

に該当しないとして記

録だけに止めた件数を

含めた件数は増加して

いる。後の検証のため

に記録を残すという意

識は浸透してきてお

り、数字にも現れてい

る（令和4年度の記録件

数は、25件）。

働きかけ行為の報告件

数を数値目標として掲

げていることに問題が

ある。働きかけ行為で

あることが疑われる事

案があるにもかかわら

ず報告がないのあれば

問題であるが、働きか

け行為そのものは、む

しろ減少していくこと

が望ましい。

B

まずまず成果を得

られた

22

効率的・効果

的な教職員研

修システム改

革

Ⅰ
行政システム

の改革
4

人財育成シス

テムの改革
教育部長 学校教育課長

教育委員会事

務局

学校教育課

教育研究グ

ループ

亀山市教育関係職員の

研修方針に沿って、

「教職員の資質・指導

力の向上」「今日的教

育課題に対応した実践

力の向上」を一層行

い、新学習指導要領改

訂に合わせた授業改革

等に取り組む必要があ

る。

各学校個別のテーマ、

あるいは全学校共通の

テーマなど、学校や

個々の教職員の研修

ニーズを把握し、より

多くの教職員が多様な

研修を受けられるよ

う、外部講師の効率的

な招聘計画立案や、学

校の枠を超えた研修会

の相互乗り入れの機会

づくり等、効率的・効

果的な教職員研修の在

り方の検討を行う。

各校及び市教

委の外部講師

招聘研修会等

への教職員の

参加機会や選

択幅の拡大

各校区別の研修主題を

設定することができ

た。また、学校間の研

修会の情報共有を行う

ことで、他校の研修会

に参加することができ

る体制づくりを行っ

た。

各校区別の研修主題を

設定することができ

た。また、中学校区別

の研修計画の作成を

行った。学校間の研修

会の情報共有を行うこ

とができた。

・中学校区別の研

修計画の作成

・外部講師招聘に

よる研修会の整理

（先進校視察）

中学校区別の研修計画

を作成し、計画に基づ

いた研修が行われた。

外部講師の研修につい

ても、拠点校等から情

報発信し、どこの学校

の研修にも参加できる

体制づくりが行われ

た。

75%

学校や個々の教職員の

研修ニーズを把握し、

より多くの教職員が多

様な研修を受けられる

よう、外部講師の効率

的な招聘計画立案や、

学校の枠を超えた研修

会の相互乗り入れの機

会づくりを行うこと

で、効率的により効果

的な研修を受けること

ができる体制が整備で

きた。また、Zoom等を

使った遠隔研修の体制

整備も行うことができ

た。

各校及び市教委の外部

講師招聘研修会等への

教職員の参加機会や選

択幅の拡大:令和4年度：

基本研修11回・授業力

向上研修11回・教育課

題別研修13回

令和3年度：基本研修20

回・授業力向上研修9

回・教育課題別研修9回

教員免許更新制度の廃

止に伴う、新たな研修

制度の内容に合わせ

て、研修の機会確保や

記録について対応して

いく必要がある。

A

十分な成果が得ら

れた
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具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２～４年度

No 名 称 正 副
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

進 捗 率 取組成果（総括）
目標指標の実績
（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価

第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画　令和４年度取組実績及び前期実施計画総括評価

①4年度末実績見込みを詳①4年度末実績見込みを詳

23

公文書のライ

フサイクルに

合わせた適正

な管理

Ⅰ
行政システム

の改革
5

新たな公文書

管理の改革
総務財政部長 総務課長

総務財政部総

務課法務統計

グループ

公文書のライフサイクルご

との課題についての洗出し

を行ったところ、メール文

書の取扱いについて文書取

扱規程うえ、明確でない状

態にあり、規程の見直しも

含めて検討が必要である。

また、職員の公文書管理に

対する意識や実態を把握す

るためアンケート及び調査

を行ったところ、各課保管

簿冊の管理が不十分な点が

あること及び保管スペース

が十分に確保できていない

状況にあったため、その改

善が必要である。

公文書管理に関する調

査等を実施し、結果を

踏まえた上で、公文書

のライフサイクルに合

わせた適正な管理手法

を構築する。

公文書のライ

フサイクルに

合わせた管理

手法の実施

率：１００％

公文書のライフサイク

ルごとの課題を洗い出

した。

公文書のライフサイク

ルごとの課題を洗い出

し、公文書の管理に関

する手法の見直しにつ

いて検討を行った。

公文書のライフサ

イクルに合わせた

管理手法の実施

令和５年度の実施に向

けて、電磁的に保管す

ることが可能な公文書

の範囲、収受起案の方

法、保管場所等につい

て、具体的な検討を進

めている。

50%

公文書を電磁的に保管

することなどにより、

保管スペースの確保が

見込まれる。

文書管理システムの

バージョンアップに合

わせて電子決裁を取り

入れるとともに、公文

書の電磁的な取扱いを

検討し、令和５年度か

らの導入に向け、その

見通しを立てた。

電子決裁の効果を高め

るためには、より多く

の公文書を電磁的な取

扱いとする必要があ

る。電磁的な取扱いが

適当である公文書と、

適当ではない公文書の

整理が必要となる。ま

た、電磁的な記録を公

文書とする場合の取扱

いを整備する必要があ

る。

B

まずまず成果を得

られた

24

公文書ペー

パーレス化の

推進

Ⅰ
行政システム

の改革
5

新たな公文書

管理の改革

政策部長、総

務財政部長

DX・行革推進

室長、総務課

長

政策部DX・行

革推進室、総

務財政部総務

課法務統計グ

ループ

毎年公文書の作成等の

ため使用する紙の量

は、廃棄書類を含め大

量に発生している。適

正な公文書の管理とと

もに省資源・コスト削

減の両面から、改善が

必要である。

公文書の電子化を進め

るためモバイル端末を

会議で活用することに

より、ペーパーレス化

を検討する。

ＯＡ用紙の使

用料：５％削

減

令和元年度に整備した

西庁舎３階の会議室に

加え、本庁舎３階及び

２階の一部会議室への

無線ＬＡＮ環境の構築

と、モバイル端末及び

電子会議システム導入

の準備を行った。

西庁舎３階会議室に加

え、本庁舎３階及び２

階の一部会議室への無

線ＬＡＮ環境の構築を

行った。また、市議会

の会議等のペーパーレ

ス化を推進するため、

議会参与発令者へのタ

ブレット端末を配付及

び電子会議システム導

入を行った。

モバイル端末活用

継続と検証

電子会議システムは、

経営会議をはじめ、指

名審査会、監査等でも

利用することとなり、

会議資料等の電子化が

可能となった。

100%

会議室等への無線LAN

環境の構築に加え、タ

ブレット端末や電子会

議システムの導入によ

り、会議資料等の電子

化が可能となった。

ＯＡ用紙の使用量：

12％削減

タブレット端末や電子

会議システムは、幹部

職員のみに配布してい

るため、一般職員の会

議は未だ紙での利用が

中心となっている。

引き続き、ペーパーレ

ス化を推進し、適正な

公文書の管理とともに

省資源・コスト削減の

両面から、改善してい

く必要がある。

A

十分な成果が得ら

れた

25
公文書の管理

の在り方検討
Ⅰ

行政システム

の改革
5

新たな公文書

管理の改革
総務財政部長 総務課長

総務財政部総

務課法務統計

グループ

事務事業に係る相手方

との協議内容等につい

て、公文書としてどの

ように管理するか明確

に規定されていない状

況にある。適切に公文

書として保管するた

め、一定のルールづく

りが必要となってい

る。

事業者及び市民等との

協議や相談内容に係る

記録について、公文書

として管理する規定を

整備する。

協議内容等の

文書に係る公

文書としての

規定整備

事業者及び市民等との

協議等を公文書として

取扱う範囲等を洗い出

している。

事業者及び市民等との

協議等を公文書として

取扱う範囲等について

検討した。

規定による運用

検討の結果、意思形成

の過程における文書の

取扱いについては、既

存のルールに従い、そ

れぞれの事務の執行に

適した取扱いをするこ

とが適当であるとの判

断に至った。

75%

それぞれの事務の執行

における協議の内容等

については様々であ

り、一律のルールを当

てはめると円滑な事務

の執行の妨げになるこ

とが想定されることか

ら、既存のルールに基

づき、それぞれの事務

の執行に適した取扱い

を徹底させることによ

り、適切な文書管理が

達成できると判断し

た。

当初の目標は、一律の

ルールを定めることに

より事務の改善を図る

ことにあったが、検討

を進めた結果、一定の

ルールを当てはめると

かえって円滑な事務の

執行を妨げるおそれが

あることが判明し、別

に最適解を求めた。

今回整理しようとした

事案については、それ

ぞれの事務の執行に適

した方法を取ることが

最適であるとなった

が、規定を整理するこ

とでより適正な管理が

できるものもあると考

えられるため、今後も

広く見直しを検討する

必要がある。

B

まずまず成果を得

られた

26
資金運用によ

る財源確保
Ⅱ

財政運営の強

化
6

歳入確保の推

進
総務財政部長 財務課長

総務財政部財

務課財政グ

ループ

市が保有する基金につ

いて、安全かつ効率

的・効果的な運用を図

ることで、財源確保の

拡大を図ることが必要

である。

平成３０年７月に改訂

した亀山市公金管理・

運用指針を遵守のも

と、地方債等債券によ

る運用収益の確保に努

める。

運用収益の確

保

債券を取り扱う証券会

社から市に有意な情報

の取集を行い、新たな

債券を購入した。

また、定期的に現価を

確認し、売却できる時

期を確認した。

３０億円で債券の運用

を行った。

地方債等債券によ

る資金運用

３０億円で債券の運用

を行い、債券の売却及

び新規の購入は行って

いないが、保有債券の

利息収入による運用収

益を得た。

100%

運用期間を長期とする

債券を保有することに

より、高金利で運用を

行い、運用収益の確保

に努め、令和2年度では

6,799千円、令和3年度

では8,591千円、令和4

年度は8,718千円の運用

収益を得た。

また、保有債券情報管

理システムの情報を定

期的に整理・確認する

ことで、保有債券の時

価評価額の把握・分析

を行った。

３０億円で債券の運用

を行い、債券の売却及

び新規の購入は行って

いないが、保有債券の

利息収入による運用収

益を得た。

利息収入以外の売却益

を得るためには、時価

評価額を適時把握する

必要がある。

購入時より債券利息が

上昇し続けていること

から、保有債券の価格

が下落しており、現状

では売却損が出る。

B

まずまず成果を得

られた

- 215 -



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２～４年度

No 名 称 正 副
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

進 捗 率 取組成果（総括）
目標指標の実績
（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価

第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画　令和４年度取組実績及び前期実施計画総括評価

①4年度末実績見込みを詳①4年度末実績見込みを詳

27
普通財産の有

効活用・売却
Ⅱ

財政運営の強

化
6

歳入確保の推

進
総務財政部長 財務課長

総務財政部財

務課契約管財

グループ

市が保有する普通財産

において草刈り等の維

持管理経費が必要であ

るため、その負担軽減

のために貸付や不要な

財産について処分が必

要である。

普通財産の内、未利用

地の貸付等の有効活用

と不要な財産の売却を

行う。

普通財産の貸

付・売却

公売により旧サカエ建

設（土地・建物）を売

却した。貸付（有償）

については、土地１０

件、建物１件の新規貸

付を行った。

未利用地の貸付を行う

とともに、山林及び建

物の新規貸付について

相手方と協議を行っ

た。また、旧市営住宅

跡地を普通財産に所管

替えするにあたり、関

係課と手続き等の協議

を行った。

未利用地の貸付、

不要財産の売却

民間事業者と協議を経

て、新たに「関ふるさ

と特産加工所」の貸し

付け等を行った。ま

た、市営住宅跡等の未

利用地活用について、

庁内検討委員会を開催

し、情報共有を図っ

た。

50%

普通財産として管理す

る未利用地や空き施設

を公募等により売却、

貸し付けることによ

り、維持管理経費の軽

減や財源確保につな

がった。

（令和2年度）

売却：6件（23,308千

円）

貸付：40件（5,446千

円）

（令和3年度）

売却：９件（5,443千

円）

貸付：36件（5,343千

円）

（令和4年度）

売却：7件（13,271千

円）

貸付：35件（5,310千

円）

未利用地の売却につい

ては、境界確定や既設

配管の撤去等の手続き

に費用や時間を要する

ケースが多い。

B

まずまず成果を得

られた

28
特別徴収事業

所の拡大
Ⅱ

財政運営の強

化
6

歳入確保の推

進
総務財政部長 税務課長

総務財政部税

務課市民税グ

ループ

地方税法第３２１条の

３給与所得に係る個人

の市町村民税の特別徴

収の規定により、所得

税の源泉徴収義務のあ

る事業所は、給与支払

の際、市・県民税の特

別徴収をしなければな

らないこととされてい

ることから特別徴収制

度の周知と義務の徹底

を図る必要がある。

現在、従業員３人以上

の事業所は原則特別徴

収義務者として指定し

ているが、今後も指定

の継続を行うとともに

従業員２人以上の事業

所への拡大検討を行

う。

従業員２人以

上の事業所へ

の特別徴収義

務者指定

・従業員3人以上の事業

所への特別徴収義務の

指定及び徹底を行っ

た。

・従業員2人以上の事業

所への拡大検討を行

い、普通徴収への切替

理由の基準を改正し、

特別徴収義務を拡大し

た。

普通徴収への切替理由

を県下統一の要件と整

合させるため、特別徴

収義務者の指定を従業

員２人以上の事業所に

拡大した。また、普通

徴収への切替理由書に

ついても普通徴収にで

きる理由の項目変更を

行った上で事業所に通

知した。

・従業員２人以上

の事業所への特別

徴収義務の指定及

び徹底

原則、従業員２人以上

の事業所に対して特別

徴収義務者とすること

で、県下統一要件で特

別徴収義務者の指定を

行うことができたが、

特別徴収の割合は令和

３年度比0.4ポイントの

減となった。

100%

普通徴収への切替理由を県

下統一の要件と整合させる

ため、特別徴収義務者の指

定を従業員２人以上の事業

所とした結果、給与所得者

に係る特別徴収の割合は、

令和２年度89.2%、令和3年

度90.5%、令和4年度90.1%

と推移している。割合の増

減の要因としては、特別徴

収義務の指定の徹底は行っ

ているが、中途退職や短期

雇用により年度当初には普

通徴収に変更となる場合も

あることから年度によって

は、割合の減少につながっ

ている。

従業員２人以上の事業

所への特別徴収義務者

指定を行った。

令和２年度特別徴収指

定事業所数　4,548事業

所

令和３年度特別徴収指

定事業所数　4,384事業

所

令和４年度特別徴収指

定事業所数　4,615事業

所

特に小規模事業者に対

して、今後も継続して

制度の周知と義務の徹

底を図っていく必要が

ある。

A

十分な成果が得ら

れた

29

市税（現年

分）の収納率

の向上

Ⅱ
財政運営の強

化
6

歳入確保の推

進
総務財政部長 税務課長

総務財政部税

務課収納対策

グループ

県内トップクラスの収

納率を目指し、納付者

の収納意識の向上や納

付環境の整備を一層行

い、収納率の向上に向

けて取り組む必要性が

ある。

県内トップクラスの収

納率に向け、加速する

キャッシュレス決済な

どの社会経済情勢の変

化に対応する納付環境

の整備や、納付者の意

識向上に向けた取り組

みを実施する。

収納率：９

９．２０％

４月１日よりスマート

フォンアプリ収納を開

始し、広報紙に掲載す

るなど周知に努めた。

クレジット収納につい

て検討し、令和４年以

降の継続を決めた。現

年収納率に関しては、

新型コロナウイルス感

染症の経済への影響な

どから、９７．９７％

となった。

令和４年度当初よりク

レジット収納事業者を

変更するため、収納シ

ステム事業者とも協議

を行い、システム改修

などの具体的な作業内

容を決定した。現年収

納率は、99.23％となっ

ており、順調に徴収で

きた。

収納率向上に向け

た取組

・キャッシュレス

社会に対応した新

たな収納方法の検

討

現年度収納率は前年度

を越える水準であり、

順調に推移している。

令和5年度から導入する

地方税統一QRコードを

使って納付するシステ

ムの改修を行った。

100%

口座振替、コンビニ収

納、クレジット収納に

加え、キャッシュレス

社会に対応する納付環

境の整備として、スマ

ホ収納を開始し、納税

環境（地方税統一QR

コード導入）の充実を

進めた。

また、催告書の送付を

強化するなど納付者の

意識向上に向けた取り

組みを実施し、令和4年

度についても前年度を

超える収納率である。

収納率：99.31％

今後も収納率の向上に

向け、納税者の納付意

識の向上や納付忘れと

思われる納税者に対し

て、催告書を送付する

等早期着手に努める。

また、令和5年度より地

方税統一QRコードでの

納付が可能となるた

め、今までの納税環境

との検証が必要とな

る。

A

十分な成果が得ら

れた

30
市の債権の適

正管理
Ⅱ

財政運営の強

化
6

歳入確保の推

進
総務財政部長 税務課長

総務財政部税

務課収納対策

グループ

債権回収の根拠となる

法律が異なるため、税

の滞納整理手法をその

まま用いることができ

ず、個人情報の共有も

難しいが、財政の健全

化を進めるうえで、全

庁的な債権の適正管理

に努め、公平な負担に

よる収入の確保をする

ことは必要である。

私債権対策会議(年３

回)、滞納整理機動班会

議(年３回)、滞納処分等

判定委員会(毎月)を実施

し、担当課の滞納整理

状況の情報交換及び滞

納整理方針等の検討を

行う。

検討結果に基

づき、市の債

権の適正管理

を実施

私債権対策会議(３回)、

滞納整理機動班会議(３

回)、滞納処分等判定委

員会(１２回)を開催し

た。次年度以降の会議

のあり方を見直し、滞

納処分等判定委員会を

中心に私債権部会、公

債権部会を設置し、そ

れぞれ年４回の開催と

した。

それぞれの会議の在り

方を見直し、私債権対

策会議を私債権部会

に、滞納整理機動班会

議を公債権部会とし、

滞納処分等判定委員会

の下部組織として位置

付けた。すべて年４回

会議を開催した。

私債権部会(年4

回)、公債権部会

(年4回)、滞納処分

等判定委員会(年4

回)の開催

左記の会議について、

予定回数を実施し、担

当部局での滞納整理状

況の情報提供、困難案

件の滞納整理方針の確

認・検討を行った。

100%

個別の会議であった私

債権対策会議、滞納整

理機動班会議を滞納処

分判定委員会の下部組

織とし、それぞれ私債

権部会（年4回）、公債

権部会（年4回）とし

た。各部会で債権回収

の問題点や困難案件に

ついて、協議できる体

制になり、情報共有が

図れた。また各担当課

が目標及び実績を判定

委員会で報告し進捗管

理することで、滞納整

理が図られた。

私債権部会（年４

回）、公債権部会（年4

回）、滞納処分等判定

委員会（年4回）の開催

各々の債権について、

引き続き徴収を行うも

のと徴収停止や債権放

棄を行うものの精査が

必要である。

A

十分な成果が得ら

れた
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具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２～４年度

No 名 称 正 副
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

進 捗 率 取組成果（総括）
目標指標の実績
（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価

第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画　令和４年度取組実績及び前期実施計画総括評価

①4年度末実績見込みを詳①4年度末実績見込みを詳

31

保育所等利用

者負担金（現

年分）の収納

率の向上

Ⅱ
財政運営の強

化
6

歳入確保の推

進
健康福祉部長

子ども未来課

長

健康福祉部子

ども未来課子

ども総務グ

ループ

幼児教育・保育の無償

化がスタートし、３歳

以上児の利用者負担金

が無償となるなど、徴

収対象者が大きく減少

しているが、引き続

き、適切な徴収対策が

必要である。

適切な滞納者への納付

勧奨等の対策を行い、

現年分の収納率向上を

図る。

収納率：９

９．８０％

徴収年間計画に基づ

き、滞納者への適切な

納付勧奨等の対策を講

じ、現年分の収納率向

上に取り組んだ。（収

納率：９９．１６％）

徴収年間計画に基づ

き、滞納者への適切な

納付勧奨等の対策を講

じ、現年分の収納率向

上に取り組んだ。（収

納率：９９．２３％）

収納率向上に向け

た取組

徴収年間計画に基づ

き、滞納者への適切な

納付勧奨等の対策を講

じ、現年分の収納率目

標達成に向けた取り組

みを行った。

75%

督促状、催告書の送付

の継続や、窓口や電話

での口頭催促などに加

え、児童手当を未納分

へ充当する同意書を送

付することにより、収

納率の向上につながっ

ているものの、目標指

標に掲げた収納率の達

成は困難な見込みであ

る。

収納率：９９．３５％

未納者に対しては、催

告書の送付等と併せ

て、児童手当を未納分

へ充当する同意書を送

付することにより、収

納率向上につながった

が、目標指標の達成ま

でには至らなかった。

今後も、未納者が納付

できない理由を分析

し、効果的な納付勧奨

等を検討していく必要

がある。

A

十分な成果が得ら

れた

32
企業立地の推

進
Ⅱ

財政運営の強

化
6

歳入確保の推

進
産業環境部長 商工観光課長

産業環境部商

工観光課商工

業振興グルー

プ

県内本線が開通した新

名神高速道路など高速

道路が結節する利便な

交通アクセス、さらに

はリニア駅の誘致な

ど、本市の立地環境に

おけるポテンシャルは

今後、さらに高まるも

のと考えられ、引き続

き、既存企業の事業拡

充への支援及び亀山・

関テクノヒルズ新分譲

地等への企業誘致を進

める必要がある。

企業情報等の把握に努

め、企業立地優遇制度

のＰＲ等を積極的に実

施し、企業誘致活動を

進める。

亀山・関テクノヒルズ

新分譲地１０区画につ

いては、令和元年度末

時点で、８区画の進出

が決定しており、残２

区画への企業誘致を推

進する。

亀山・関テク

ノヒルズ新分

譲地１０区画

完売

亀山・関テクノヒルズ

に進出した２社に対

し、奨励措置指定事業

者の指定を行った。ま

た、県や産業団地開発

主体等と連携し、産業

振興奨励制度をＰＲし

ながら、積極的に企業

誘致活動を図った。

県や産業団地開発主体

等と連携し、産業振興

奨励制度をＰＲしなが

ら、企業誘致活動を

図った。また、令和３

年度末で終了する同制

度の改正に向け検証を

行った。さらに、新た

な産業団地の開発に向

け、水運用調査を実施

した。

企業情報の把握や

新たな企業立地優

遇制度のＰＲ及び

実施

本市の高速道路が結節

する交通アクセスの良

さ等の強みや産業奨励

制度を活かし、積極的

な誘致を行った結果、

民間産業団地「亀山・

関テクノヒルズ」のう

ち新分譲地において、

令和４年４月及び５月

に２社と立地協定を締

結し、すべて完売と

なった。また、１社が

令和４年６月に操業を

開始し、１社が来年度

の操業に向け建設工事

を進めている。

100%

本市の地理的優位性や

高速道路が結節する交

通アクセスの良さ等の

強みに加え、産業振興

奨励制度を積極的に周

知しながら、多様な産

業の誘致に努めた結

果、民間産業団地「亀

山・関テクノヒルズ」

のうち新分譲地におい

ては、竣工後わずか４

年での早期完売となっ

た。

新分譲地10区画のう

ち、誘致企業数：7社

新分譲地１０区画のう

ち誘致件数は７社であ

るが、既に操業済みは

３社であり、残る４社

の操業に向けた支援が

必要である。

A

十分な成果が得ら

れた

33

地籍調査事業

等に係る補助

金等財源の確

保

Ⅱ
財政運営の強

化
6

歳入確保の推

進
建設部長 土木課長

建設部土木課

用地グループ

令和元年度において、

地籍調査事業での高い

内示率の補助が受けら

れないなど、国県の補

助金制度の変更によ

り、財源確保が減少し

てきている。

主要事業である地籍調

査事業と狭あい道路後

退用地整備事業の国・

県の補助金制度の変更

等の動きを敏速にとら

えて、より有利な補助

金制度を選択すること

により、財源確保に努

める。

有利な補助金

等の活用

令和元年度に配分率の

低い負担金（３，９０

６千円）に変更された

ことから、県への増額

要望の結果、令和２年

度においては、配分率

の高い交付金（１２，

１５３千円）が認めら

れ、補助率が大幅に増

加した。

補助金の追加交付を得

られたが、事業規模拡

大により事業費の全額

執行が年度内に執行が

できず、翌年度へ繰越

しとなった。

より有利な補助金

制度利用の検討

昨年度からの繰越し分

に加えて、今年度の社

会資本整備円滑化地籍

整備交付金（防安交付

金）による補助を受け

ることができ、十分な

財源が確保できた。

100%

基幹事業である狭あい

道路後退用地整備事業

と併せて地籍調査を行

うことで、内示率の高

い社会資本整備円滑化

地籍整備交付金（防安

交付金）を活用し、財

源を確保することがで

きた。

内示率の高い補助金

（交付金）を活用する

ことができた

　令和2年度：交付金

　令和3年度：交付金

　令和4年度：交付金

地籍調査事業は、狭あ

い道路後退用地整備事

業を社総金（防安交付

金）の基幹事業として

いるため、狭あい事業

と連携して補助メ

ニューに合った事業内

容とする必要がある。

A

十分な成果が得ら

れた

34

公営市営住宅

使用料（現年

分）の収納率

の向上

Ⅱ
財政運営の強

化
6

歳入確保の推

進
建設部長 建築住宅課長

建設部建築住

宅課住まい推

進グループ

市営住宅は、低額所得

者、高齢者、障がい者

などの住宅確保要配慮

者に対し供給してお

り、低所得で生活に困

窮している状況である

が、納付者の収納意識

の向上を図り、収納率

の向上に向けて取り組

む必要がある。

督促状、催告書の送付

の継続や各戸訪問な

ど、また、分割支払い

など柔軟な対応によ

り、収納率の向上を図

る。

収納率：

９７．００％

前年度は９５．５%の収

納率であり、今年度に

ついては９６．１%の収

納率であった。

定期的に、滞納者へ督

促状、催告書の送付、

各戸訪問を行い納付相

談や指導を行った。

収納率向上に向け

た取組の継続

市営住宅入居者に新た

な滞納が生じた事によ

り収納率は低下した

が、納付誓約等による

滞納者に係る納付履行

の管理や、督促状、催

告書の送付、臨戸訪問

数を増やし納付相談を

行うなど収納率向上に

努めた。

100%

督促状、催告書の送付

の継続や各戸訪問など

の取組を行った。ま

た、納付相談におい

て、生活に困窮してい

る世帯については分割

支払いなど柔軟な対応

を行い、収納率の向上

を図った。

令和4年度末の市営住宅

使用料の現年収納率は

95.54％となり、目標指

標である97.00％には

1.46%届かなかった。

市営住宅使用料を3月以

上滞納したときは市営

住宅条例の規定に基づ

き市営住宅の明渡しを

請求することができる

が、市営住宅は低額所

得者などの住宅確保要

配慮者に対して供給し

ていることから、分割

支払いなどにより滞納

額を増加させないよう

柔軟な対応を続ける必

要がある。

B

まずまず成果を得

られた
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具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２～４年度

No 名 称 正 副
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

進 捗 率 取組成果（総括）
目標指標の実績
（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価

第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画　令和４年度取組実績及び前期実施計画総括評価

①4年度末実績見込みを詳①4年度末実績見込みを詳

35
医業未収金の

徴収対策
Ⅱ

財政運営の強

化
6

歳入確保の推

進
地域医療部長 病院総務課長

医療センター

地域医療部

病院総務課

医事グループ

未納者に対し支払を促

す文書を送付するとと

もに、顧問弁護士に未

収金回収業務を引き続

き委託し、未収金の減

少に努めている。今後

は、顧問弁護士に回収

を委託する未収金につ

いて、従来は委託対象

としていなかった案件

も委託対象とするなど

の検討が必要である。

顧問弁護士に回収を委

託する未収金は、従来

は回収が困難な未収金

のうち過年度分のもの

を対象としていたが、

現年度分の未収金につ

いても委託対象とする

など見直しを進める。

収納率：９

０．００％

未納者に対して支払い

を促す文書を送付する

とともに、顧問弁護士

に回収業務を引き続き

委任することで未収金

減少に努めた結果、約

８０％の収納率を達成

した。

未納者に対し、積極的

に医療費のお知らせを

送付し、支払いを促し

た。また、感染防止の

ため後日支払いとして

いる運用方法の検証を

行うとともに、顧問弁

護士に回収を委託する

案件の検討を行った。

顧問弁護士に回収

を委託する未収金

の対象範囲の検討

及び見直し

未納者に対し、積極的

に医療費のお知らせを

送付し、窓口における

支払督促も行い、支払

いを促した。また、下

半期において、今まで

回収委託を行っていな

かった現年度分の未収

金についても、顧問弁

護士に回収委託を行

い、積極的な回収を行

うことで、収納率９

０％の達成に努めた

が、81.58％に留まり、

目標の達成には至らな

かった。

75%

未収金の回収につい

て、積極的な取組みを

行ってきたが、計画期

間内での目標達成には

至らなかった。その要

因として、新型コロナ

ウイルス感染症の流行

も一因ではあるが、従

来からの所在不明や金

銭的な理由等により過

年度未収金は増加して

いる。その対策とし

て、4年度には今まで

行っていなかった現年

度未収金の回収につい

ても顧問弁護士に回収

委託し、収納率９０％

の目標達成に努めた。

収納率：８１．５８％

未納者に対し、医療費

のお知らせの送付等の

取り組みを積極的に

行ったが、様々な理由

により過年度未収金が

増加している。また、

医療機関には応召義務

があり、診療費の支払

いが困難であることを

理由に診療を断ること

ができないため、生活

困窮者等が受診した場

合には、回収が困難と

なり未収金が増加して

しまう。

B

まずまず成果を得

られた

36

統一的な基準

による地方公

会計の活用

Ⅱ
財政運営の強

化
7

歳出の節減・

重点化
総務財政部長 財務課長

総務財政部財

務課財政グ

ループ

総務省から地方公共団

体に対して、平成２９

年度末までに作成を要

請されていた統一的な

基準による財務書類に

ついては、平成３０年

度分まで既に作成して

いるが、この財務書類

を今後の予算編成に活

用していく必要があ

る。

作成した財務書類の分

析を行い、将来負担等

を明らかにしたうえで

予算編成に活用する。

財務書類を予

算編成へ活用

統一的な基準による財

務書類を活用すること

で、将来負担等の比率

の分析を行った。

統一的な基準による財

務書類を用いて得られ

る指標を分析し、類似

団体との比較を行っ

た。

財務書類の分析と

予算編成への活用

統一的な基準による財

務書類を用いて得られ

る指標を分析し、類似

団体との比較を行っ

た。

100%

令和３年度決算の指標

を分析することで、平

成２９年からの５年分

の情報となり、精度を

高めた分析ができた。

統一的な基準による財

務書類を用いて得られ

る指標を分析し、類似

団体との比較を行っ

た。

令和４年度から農業集

落排水特別会計が企業

会計となることから、

改めて財務書類の作成

の整理が必要である。

また、固定資産台帳の

精度を高め、財務書類

に反映させる必要があ

る。

B

まずまず成果を得

られた

37

公共料金の支

払一元化の検

討

Ⅱ
財政運営の強

化
7

歳出の節減・

重点化
会計管理者 ー

会計課

出納グループ

公共料金の支払い方法

について、事業別予算

のため各課で執行して

おり、起票後会計課へ

回付し支払を行ってい

るため、各課での起票

及び会計課での審査に

時間を要している。ま

た、支払い後の伝票処

理や領収書貼り付け作

業などの会計事務の効

率化が必要である。

公共料金明細のデータ

を財務会計システムに

取り込み、１つの部署

で一括起票して支払う

ことによる事務の効率

化を検討する。

公共料金の支

払一元化の方

向性を決定

現在使用している財務

会計システムの次回更

新が令和４年１０月で

あることから、令和３

年中に事務フローの確

認と併せ部署の検討を

行うこととした。

現在使用している財務

会計システムの次回更

新が令和５年１０月ま

で延長されるため、令

和４年度に事務フロー

の確認を行うこととし

た。

財務会計システム

改修検討

各種公共料金の件数等

を把握し予算化に反映

させるため、令和４年

８月１月分の公共料金

について、種別、件

数、金額等の洗い出し

を行い、令和５年度か

らの実施に向けた具体

的なスケジュールを確

立した。

75%

各種公共料金の件数等

を把握し予算化に反映

させるため、令和４年

８月１月分の公共料金

について、種別、件

数、金額等の洗い出し

を行い、令和５年度か

らの実施に向けた具体

的なスケジュールを確

立した。

公共料金の支払方法の

一元化について、令和

５年度からの実施に向

けた具体的なスケ

ジュールを確認し、方

向性を決定することが

できた。

検討段階においては特

に問題はないが、導入

後の公共料金の支払に

ついて、一括起票を行

う部署や新規及び解約

分について、把握する

方法を検討する必要が

ある。

B

まずまず成果を得

られた

38

地域特産品発

掘等事業の見

直し

Ⅱ
財政運営の強

化
7

歳出の節減・

重点化
産業環境部長 商工観光課長

産業環境部商

工観光課

「地域特産品発掘等事

業」は、新たな地域特

産品となる農産物の発

掘、育成等の事業を行

う者に対し、地域特産

品の発掘、育成及び生

産販売の拡大を支援

し、地域の農業経営の

活性化を図ることを目

的としているが、生産

販売の拡大が進んでい

ないことから、新たな

事業への転換が必要で

ある。

産業振興の観点から、

地域特産品発掘等事業

の在り方を見直し、農

産物における特産品だ

けでなく、林産物、商

店における物産品も含

めた発掘から販路拡大

までの一連の支援策を

構築する。亀山市地域

ブランド推進協議会(仮

称)を設立し、市独自の

ブランド認定に取り組

み、その認定により亀

山市の特産品としての

ブランド力を高め、事

業者の販売促進につな

がる環境を整える。

より効果的・

効率的な事業

への見直し

亀山市地域ブランド推

進協議会を設立し、地

域ブランド創出事業の

推進体制を整えた。ま

た、地域ブランド名を

「亀山ブランド」と

し、令和３年度のブラ

ンド認定事業の準備を

進めた。

亀山ブランド認定事業

者・認定品の募集を行

い、１０事業者１７品

目を選定した。また、

広報やＨＰだけでな

く、新聞やラジオ等に

より広くＰＲに努め

た。さらに、全国展開

に向け、名古屋や東京

で開催される催事への

出展する。

検証及び見直し

新たに8社17品目を認定

し、百貨店及び関係自

治体等のPRイベントに

おいて、亀山ブランド

を含む地元産品のPR販

売を行うことで、本市

の魅力を発信した。ま

た、百貨店と連携して

特産品の発掘・磨き上

げを行った他、三重茶

農業協同組合と協働し

て亀山茶ペットボトル

を復活させた。

100%

亀山ブランド認定品目

数は、17事業者で34品

目となり、それらを認

定事業者や新たに設置

した亀山ブランドフォ

ロワーなどが一丸と

なってＰＲしたことに

よって、本市の魅力を

市内外に積極的に発信

するすることができ

た。また、百貨店との

連携や亀山茶ペットボ

トルの復活など更なる

取組を展開したことに

より、シビックプライ

ドの醸成や市のブラン

ド力の向上につながっ

た。

産業振興の観点から、

これまでの地域特産品

発掘等事業の在り方を

見直し、亀山ブランド

として、事業者と行政

が一体となって市の魅

力をＰRすることで、市

の知名度と生産者の生

産意欲・販売意欲の向

上に、効果的・効率的

に繋がる事業とした。

市外、県外はもとより

市民の認知度もまだま

だ低い状況であること

から、ブランド力を向

上させながら、亀山ブ

ランドを発展させてい

くため、継続して百貨

店等との連携による新

たな特産品の発掘や認

定品の磨き上げを行う

とともに、積極的にＰ

Ｒイベントに参加する

とともに、戦略的な情

報発信を行うことが必

要である。

A

十分な成果が得ら

れた
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具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２～４年度

No 名 称 正 副
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

進 捗 率 取組成果（総括）
目標指標の実績
（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価

第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画　令和４年度取組実績及び前期実施計画総括評価

①4年度末実績見込みを詳①4年度末実績見込みを詳

39

国民健康保険

税（現年分）

の収納率の向

上

Ⅱ
財政運営の強

化
8

特別会計・企

業会計等の経

営健全化

市民文化部長 市民課長

市民文化部市

民課国民健康

保険グループ

国民健康保険事業特別

会計の健全な運営のた

め、「三重県国民健康

保険運営方針」で設定

されている国民健康保

険税（現年分）の目標

収納率の達成に向け

て、収納率の向上に取

り組む必要がある。

年間徴収計画に基づく

収納率向上の取組を実

施することにより、目

標収納率の達成に努め

る。

目標収納率

（県運営方

針）の達成

納期内に国保税を納め

なかった者に対して、

督促状を発送するとと

もに、資格取得手続き

時の窓口や納税通知書

発送時に口座振替勧奨

を行い、収納率の向上

に努めた。

未納者に対して、督促

状を発送するととも

に、資格取得手続き時

の窓口や納税通知書発

送時に口座振替勧奨を

行い、収納率の向上に

努めた。また、催告書

発送の際には、納付書

を同封し収納率向上を

図った。

目標収納率（県運

営方針）の達成に

向けた収納率向上

の取組

　令和4年度から徴収業

務を収納対策Gへ一元化

し、財産調査、滞納処

分、回収機構への移管

等を行い収納率の向上

に努めた。

　また、資格重複者

（他の保険と亀山市国

民健康保険に加入者）

に資格喪失手続きの案

内文書を送付すること

により、未納分調定額

を減額し、収納率向上

に努めた。

100%

　県運営方針の目標収

納率達成に向け、年間

徴収計画に基づき収納

率向上に努めた。ま

た、令和４年度から市

における収納部門を一

元化し国保税徴収に取

り組むことにより、現

年分収納率が昨年度よ

り0.4ポイント上昇し

た。

県運営方針の目標収納

率：96.45％

現年分収納率：94.15％

　県運営方針の目標収

納率達成のため、更に

市の収納部門と連携し

国保税徴収に取り組む

必要がある。

B

まずまず成果を得

られた

40

国民健康保険

税の適正な負

担

Ⅱ
財政運営の強

化
8

特別会計・企

業会計等の経

営健全化

市民文化部長 市民課長

市民文化部市

民課国民健康

保険グループ

国民健康保険事業を持

続的に運営するため、

被保険者の高齢化や医

療の高度化による医療

給付等の増加に対し

て、国民健康保険税の

適正な負担を検討する

必要がある。

毎年度、県が示す国民

健康保険事業納付金及

び標準税率と現行税率

との比較を行い、税率

改正の必要性を検討す

る。

国民健康保険

税の適正な負

担運営

国民健康保険事業納付

金及び標準税率と現行

税率との比較検討し予

算編成に取り組んだ。

国民健康保険事業納付

金及び標準税率と現行

税率との比較検討し予

算編成に取り組み国保

財政の適正な運営に努

めた。

県が示す次年度の

国民健康保険事業

納付金及び標準税

率と現行税率との

比較検討

　

　国民健康保険事業納

付金及び標準税率の推

移を検証した。また、

令和6年度から激変緩和

措置が無くなることの

影響も考慮し税率改正

の検討資料を国保運営

協議会に提出し協議を

行った。

100%

　県が示す国民健康保

険事業納付金及び標準

税率と現行税率との比

較をし税率改正の必要

性を検討した。その結

果、現行税率で国保財

政の安定的運営ができ

ており、国民健康保険

事業運営基金を積立す

ることができた。

  税の適正な負担の面か

らも、税率改正の必要

性の検討をし、現行税

率を維持することによ

り、国保財政の安定的

な運営を図った。

　令和6年度から激変緩

和措置が無くなること

から税率改正検討の必

要があるが国民健康保

険被保険者は、退職者

や年金生活者が多く所

得水準が低いなど国保

財政の構造的課題があ

り税率改正は慎重に行

う必要がある。

A

十分な成果が得ら

れた

41

データヘルス

計画に基づく

保健事業の実

施

Ⅱ
財政運営の強

化
8

特別会計・企

業会計等の経

営健全化

市民文化部長 市民課長

市民文化部市

民課国民健康

保険グループ

国民健康保険事業の健

全な運営のため、平成

３０年３月に策定した

第２期データヘルス計

画に基づき、被保険者

の健康増進を目的とし

た保健事業を実施する

ことにより医療費の適

正化に努める必要があ

る。

第２期データヘルス計

画で取り組むこととし

ている特定健診未受診

者対策やジェネリック

医薬品の利用促進など

の保健事業を実施し、

医療費の適正化に努め

る。

特定健診受診

率：６５％、

ジェネリック

医薬品数量

シェア：８

０％（Ｒ５年

度）

特定健康診査の受診率

及び特定保健指導の利

用率向上に向けて、文

書による受診勧奨は

行ったが、コールセン

ターによる電話での勧

奨は新型コロナウイル

ス感染症の影響により

実施できなかった。

特定健診受診率等の向

上に向け、文書及び

コールセンターでの受

診勧奨等を行うととも

に、年齢別勧奨チラシ

を病院等で配布した。

また、職場等で人間

ドック受診後に結果を

市へ提供した場合、ク

オカードを贈呈するイ

ンセンティブを図っ

た。

ジェネリック医薬品利

用促進については被保

険者証を送付する際に

チラシやシール等を同

封して、利用促進を図

るとともに、利用差額

通知を送付した。

第２期データヘル

ス計画に基づく保

健事業の実施

・特定健診未受診

者対策

　特定健診受診率等の向上

に向け、令和３年度の特定

健康診査の自己負担金は、

集団健診300円及び個別健

診500円であったが、令和

４年度より無料とした。

　特定健診受診勧奨通知に

ついては、電子レセプト情

報と健診データを活用して

現状分析を行い、ナッジ理

論を活用した6種類の通知を

送付し特定健診未受診者対

策を図った。

　また、重複多剤状態にあ

る人を薬剤服用管理が出来

るようにすることを目的に

重複多剤服用対象者通知事

業等を実施するなどして医

療費適正化に努めた。

100%

　様々な方法で特定健康診

査の受診率及び特定保健指

導の利用率の向上に取り組

み、昨年度と比較し特定健

康診査の受診率が2.5ポイン

ト上昇した。

　ジェネリック医薬品利用

促進については被保険者証

を送付する際にチラシや

シール等を同封して、利用

促進を図るとともに、利用

差額通知を送付しシェア率

80％を達成した。

特定健診受診率：40.0％、

ジェネリック医薬品数量

シェア：82.4％

　40～59歳までの働き盛り

世代の受診率が高齢者と比

較し低い傾向にある。特定

健康診査の重要性をナッジ

理論を活用しつつ効果的な

周知等を更に行う必要があ

る。

　また、医療機関に通院中

で特定健診を受診されない

方を対象に、通院とは別に

定期的な特定健診の受診が

生活習慣病の早期発見につ

ながることを周知するなど

受診勧奨方法を検討する必

要がある。

B

まずまず成果を得られ

た

42

水道事業の健

全かつ安定的

な運営

Ⅱ
財政運営の強

化
8

特別会計・企

業会計等の経

営健全化

上下水道部長 上水道課長

上下水道部上

水道課上水道

管理グルー

プ、上水道工

務グループ

給水人口の減少ととも

に水道使用量が減少し

ていく中で、事業経営

の根幹をなす水道料金

収入を確保していく必

要がある。また、水道

管の老朽化とともに増

加する地中の漏水は、

発見が難しいため地表

に漏出してから修繕す

る場合が多いが、早期

発見・早期修繕により

漏水量を削減していく

必要がある。

督促、催告、戸別訪

問、停水等による未納

料金削減に取り組むと

ともに、適正な水道料

金の検証を行う。

また、年次計画により

漏水調査を行い、早期

発見・早期修繕に取り

組むとともに、漏水等

の緊急対応の方法につ

いて、専門業者への業

務委託を含め検討す

る。

健全経営の強

化

・督促・催告状の送

付、戸別訪問、滞納者

への給水停止により、

未納料金の削減に取り

組んだ。

・第１水源区域の漏水

調査業務委託を実施

し、漏水の早期発見に

努めた。

・漏水等対応について

は、他市への情報収集

を行った。

・督促・催告状等の送

付、滞納者への給水停

止による個別訪問によ

り、未納料金の削減に

取り組んだ。

・第４水源区域の漏水

調査業務委託を実施

し、漏水の早期発見に

努めた。

・訪問徴収、停水

等の取組

・適正な水道料金

の検証

・第５水源･野登水

源地区漏水調査

・滞納者への督促及び

催告状の送付、停水実

施に伴う個別訪問によ

り未納料金の削減に取

り組んだ。

・新水道ビジョンの進

捗状況の検証を行った

結果、実施事業及び財

政状況は概ね順調に進

んでいることを確認し

た。

・第５水源・野登水源

区域の漏水調査業務委

託を実施し、漏水の早

期発見に努めた。

100%

・督促・催告状等の送

付、滞納者への給水停

止による個別訪問の取

り組みで、収納率が一

定水準で維持され、健

全経営の強化に努め

た。

・年次計画に基づき、

区域的に漏水調査を完

成し、漏水箇所の早期

修繕により、有収率の

向上に努めた。

督促状発送：9,924件

催告状発送：4,796件

訪問：277回

停水執行：81件

収納率：99.46％

有収率：89.7％

・水道料金収納率向上

を目指すにあたり、督

促及び催告を行うに

も、業務体制が限られ

ていることから、人員

配置の適正化が必要で

ある。

・漏水調査を行うこと

により漏水への早期対

応は確立しているもの

の、見えない所で偶発

的に発生している漏水

対応も多く、有収率に

目立った向上が見られ

ない。

B

まずまず成果を得

られた

- 219 -



具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２～４年度

No 名 称 正 副
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

進 捗 率 取組成果（総括）
目標指標の実績
（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価

第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画　令和４年度取組実績及び前期実施計画総括評価

①4年度末実績見込みを詳①4年度末実績見込みを詳

43

水道施設の適

切な資産管理

の推進

Ⅱ
財政運営の強

化
8

特別会計・企

業会計等の経

営健全化

上下水道部長 上水道課長

上下水道部上

水道課上水道

工務グループ

平成３０年１２月の水

道法改正により、老朽

化等に起因する事故の

防止と安全な水の安定

供給のため、水道事業

者は施設の健全度を把

握する点検等の維持管

理及び定期的な修繕を

行うこと、並びに施

設・設備の諸元を詳細

に網羅した施設台帳の

整備を令和４年９月ま

でに行うことが義務付

けられた。

水道施設の適切な維持

管理と計画的な更新の

基礎とするため、令和

４年９月までに、水道

法施行規則に定められ

た水道施設台帳の整備

を行い、電子情報化に

取り組む。

水道施設台帳

の整備

令和２年８月２８日に

水道施設台帳作成業務

委託（２ヶ年契約）の

契約締結を行った。ま

た、貸与した資料及び

データから必要な資料

を情報収集し、ファイ

リング登録を行い、令

和３年度の後続作業が

円滑に進むよう整理を

行った。

昨年度から引き続き業

務を行い、水道施設

（施設・管路）におけ

る基礎情報の電子化を

図り、令和３年度に完

成した。

水道施設台帳の整

備

令和３年度に業務は完

了したが、適正に運用

を行っていくため、更

新作業を行なった。

100%

令和２年度から令和３

年度にかけて水道施設

台帳を整備した。

水道施設台帳の適切な

運用を図るため、変更

があった水道施設につ

いて、データ更新を

行った。

水道施設台帳の適切な

運用を図るため、記載

事項に変更があった場

合は、水道施設データ

の更新を継続的に行っ

ていく必要がある。

A

十分な成果が得ら

れた

44

農業集落排水

事業の健全か

つ持続可能な

経営

Ⅱ
財政運営の強

化
8

特別会計・企

業会計等の経

営健全化

上下水道部長 下水道課長

上下水道部下

水道課下水道

管理グルー

プ、下水道工

務グループ

農業集落排水事業の経

営の健全化を図るため

に、施設の適切な機能

保全とライフサイクル

コストを低減し、計画

的な更新を行うことで

費用の平準化を図り、

また、使用料収納など

財源確保に努めていく

必要がある。

また、令和５年度まで

に企業会計の導入を計

画している。

農業集落排水事業の経

営の計画性・透明性の

向上を図るために、令

和元年度に策定予定の

最適整備構想に基づ

き、施設を計画的に更

新していくとともに、

令和５年度までに企業

会計を導入することで

経営状況を明確化し、

使用料収納など財源確

保に努め持続可能な経

営を目指す。

経営基盤の強

化

最適整備構想に基づき

機能強化事業計画の策

定を行い,新年度の事業

採択に向け、県と協議

を進めた。農業集落排

水事業の企業会計導入

に向けて固定資産台帳

の整備を行うにあた

り、資料データの整理

を行った。また滞納者

へ電話、戸別訪問、督

促状の送付等により納

付勧奨を図り、収納率

の向上に取り組んだ。

機能強化事業計画に基

づく整備執行に向けた

詳細設計を完成させ、

令和３年度分の工事発

注を行った。

農業集落排水事業の企

業会計導入に向けた固

定資産台帳整備を完了

させ、令和４年度から

の企業会計に向け条例

改正やシステムの改修

を行った。

滞納者へ電話、戸別訪

問、督促状・催告状の

送付等の納付勧奨を図

り、収納率向上に取り

組んだ。

・事業計画に基づ

く整備執行

・企業会計導入に

向けた条例改正

事業採択を受けた機能強化

事業計画に基づき、令和３

年度に引き続き、第１期分

である辺法寺地区、白木地

区、上加太地区の機能強化

対策工事を行った。しか

し、新型コロナ関連による

資材の納期遅延等が発生し

て繰越工事となった。

令和３年度に条例改正を含

む企業会計導入の準備が完

了し、令和４年４月１日か

ら企業会計を導入したこと

で、資産及びコストを含む

経営状況を比較可能な形で

把握することができるよう

になった。

100%

最適整備構想を基に策

定した機能強化事業計

画により、老朽化など

で機能低下した施設の

更新工事を計画的に実

施することができた。

企業会計を導入したこ

とで経営状況が明確に

なり、使用料収納など

財源の確保に努め、持

続可能な経営に取り組

んだ。

取組成果にあるように

経営基盤を強化した。

機能強化対策工事につ

いて、新型コロナ関連

による工場稼働状況の

悪化などから資材の入

手に影響を及ぼしてお

り、納期遅延等が発生

しているため、事業の

完了が困難な状況と

なっている。

人口減少に伴うサービ

ス需要の減少や施設の

老朽化など経営環境が

厳しさを増す中にあっ

て、施設の更新費用が

今後ますます増加する

ことが見込まれる。

A

十分な成果が得ら

れた

45

公共下水道事

業の健全かつ

持続可能な経

営

Ⅱ
財政運営の強

化
8

特別会計・企

業会計等の経

営健全化

上下水道部長 下水道課長

上下水道部下

水道課下水道

管理グルー

プ、下水道工

務グループ

公共下水道施設整備事業に

おいて、国から令和８年度

末までに下水道整備率を９

５％以上にするよう目標が

設定され、下水道区域の見

直しが求められていること

から、亀山市公共下水道事

業計画を見直し、効率的な

整備を行っていく必要があ

る。

また、併せて下水道への接

続促進及び使用料収入など

財源確保に向けた取組や経

営戦略を見直すことで経営

の健全化を図っていく必要

がある。

下水道区域の見直しは

未普及地域を対象に検

討し効率的な整備を行

うとともに、下水道へ

の接続促進及び使用料

収入の確保に向け取り

組む。また、併せて経

営戦略を見直し持続可

能な経営を目指す。

経営基盤の強

化

効果的かつ適正な汚水

処理を実施するため、

生活排水処理アクショ

ンプログラムの見直し

業務を行った。戸別訪

問により接続促進の啓

発を行った。また小学

４年生を対象に下水道

のしくみが解る下敷き

を配布した。滞納者へ

電話、戸別訪問、督促

状送付等により納付勧

奨を図り、収納率の向

上に取り組んだ。

効率的に整備を進める

ため、公共下水道事業

計画の変更事業計画を

策定した。

企業会計の健全な運営

を図るため経営戦略の

見直しを行った。

未接続者に対し文書に

より接続促進の啓発を

行った。また、次世代

を担う小学４年生を対

象に下水道のしくみが

解る下敷きを配布し啓

発を行った。

・事業計画に基づ

く整備執行

・接続促進の取組

・使用料収入確保

への取組

公共下水道事業計画に

基づき、拡張した事業

区域の詳細設計業務を

実施するとともに、令

和３年度に引き続き、

未普及地域の下水道整

備工事を行った。

接続促進の取り組みと

して未接続者に対し文

書通知を行った。ま

た、電話や督促状送付

等により納付勧奨を図

り、収納率の向上に取

り組んだ。

100%

公共下水道事業計画の

変更事業計画を策定

し、効率的な下水道整

備を行い普及率の向上

を図った。

下水道への接続促進及

び使用料収納など財源

の確保に努め、持続可

能な経営に取り組ん

だ。

取組成果にあるように

経営基盤を強化した。

今後の未普及地域にお

いて、計画的に公共下

水道計画に推進してい

くには財源確保が必要

である。また、普及率

向上に向けて、説明会

等を開催し地域住民に

下水道への理解を深め

てもらう必要がある。

人口減少に伴うサービ

ス需要の減少や施設の

老朽化など経営環境が

厳しさを増す中にあっ

て、施設の更新費用が

今後ますます増加する

ことが見込まれる。

A

十分な成果が得ら

れた

46

学校給食費の

公会計化と円

滑な事務の執

行

Ⅱ
財政運営の強

化
8

特別会計・企

業会計等の経

営健全化

教育部長 教育総務課長

教育委員会事

務局教育総務

課保健給食グ

ループ

文部科学省が、教職員

の業務負担を軽減する

とともに長時間勤務の

縮減を図るため、地方

公共団体における学校

給食費の公会計化を促

進している。

本市は、この状況を鑑

み、令和３年度から学

校給食費の公会計化を

実施することとし、そ

の準備と実施後に適切

な事務を行う必要があ

る。

公会計化に向けて例規

整備、給食費徴収シス

テム導入、食材納入業

者登録制度を創設す

る。

給食費の公会

計化の実施

例規の整備と給食費シ

ステムの導入を完了す

るとともに必要事項を

定め、保護者及び学校

関係者への周知と必要

な手続、給食用物資納

入業者の登録を行っ

た。

４月から給食費システ

ムの運用を開始し、例

規に基づく給食費の徴

収管理事務を行った。

また、登録業者への食

材発注により、安全安

心な給食用食材の安定

的な調達を図った。

例規に基づく、給

食費徴収及び食材

発注

例規に基づき、給食費

徴収及び食材発注の事

務を行った。

100%

令和２年度中に導入準

備を完了し、令和３年

度から給食費の公会計

化を実施、給食費の適

正な管理を行うととも

に、学校における教職

員の業務負担を軽減す

ることができた。

給食費の公会計化を完

了した。

教育委員会事務局にお

ける学校給食費の賦課

徴収や食材の発注及び

支払等に関する業務、

学校給食費の滞納者に

対する督促等の業務が

増加した。

A

十分な成果が得ら

れた
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具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２～４年度

No 名 称 正 副
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

進 捗 率 取組成果（総括）
目標指標の実績
（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価

第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画　令和４年度取組実績及び前期実施計画総括評価

①4年度末実績見込みを詳①4年度末実績見込みを詳

47

経常収支比率

１００％及び

医業収支比率

８８％の達成

Ⅱ
財政運営の強

化
8

特別会計・企

業会計等の経

営健全化

地域医療部長 病院総務課長

医療センター

地域医療部

病院総務課

病院総務グ

ループ

平成３０年度決算にお

いては、経常収支比率

が９３．５１％、医業

収支比率が８３．６

９％であり、年々改善

しているが、一般会計

から法定外の補助金を

受けていることから、

鈴亀区域地域医療構想

に基づいた病院運営を

行いつつ、更なる収支

改善が必要である。

鈴亀区域地域医療構想

に基づいた病院運営を

行い、亀山市立医療セ

ンターアクションプラ

ン（新公立病院改革プ

ラン）における数値目

標の達成を目指すとと

もに、同プランの取組

を推進する。

経常収支比

率：１０

０％、医業収

支比率：８

８％

稼働率の高い地域包括

ケア病床を増床するこ

とで収益の改善を図っ

た。また、新型コロナ

ウイルス感染症の影響

により収益が落ち込む

なか、国及び県の補助

金等を有効活用し、財

政の安定に努めた結

果、経常収支比率が１

００．２０％、医業収

支比率が８７．１９％

となった。

急性期病棟と地域包括

ケア病棟の病床コント

ロールを適切に行うた

め、毎週ミーティング

を開催し、稼働率、回

転率の向上に努めた。

また、高騰する燃料費

等を抑制するため、適

切な設備運転を行い経

費の削減に努めた。

・病床稼働率の向

上

・費用削減のため

の取組

利用ニーズの高い地域包括

ケア病床のコントロールを

適切に行い、病床稼働率の

向上を図ったが、４月から

整形外科の常勤医が不在と

なったため、整形外科の入

院の受入れができなかった

ことに伴い、病床稼働率は

令和３年度の62.4％に対し

令和４年度は54.3％と減少

し、医業収益も減収となっ

た。

一方で、積極的な新型コロ

ナウイルス感染症対策を行

い、県からの補助金や委託

料の収入により医業外収益

が増加したこと、また、給

与費や材料費等の費用が縮

減できたことから、収支を

改善することができた。

75%

地域包括ケア病床の増床と

適切な病床コントロールに

よる病床稼働率の向上等に

より、医業収益の増収に努

め、令和２年度及び３年度

は目標を達成できたもの

の、４年度は整形外科の常

勤医不在の影響を受け、医

業収益の確保に苦慮した。

しかしながら、新型コロナ

対策への積極的な取組みに

よる補助金等の医業外収益

の増加により、経常収支比

率は３年連続で目標指標の

100％を達成できたほか、

４年度については、平成16

年度以来の当年度純利益を

計上し、収支の改善を図る

ことができた。

経常収支比率：108.7％

医業収支比率：84.5％

前期期間中は、新型コロナ

感染拡大の影響などによ

り、入院収益等の医業収益

が減少する中、積極的な新

型コロナ対策を行ったこと

による県の補助金等の収入

を確保することで、経常収

支比率の目標指標を達成す

ることができたが、これら

の収入は一時的なものであ

るため、アフターコロナを

見据えた医業収益の確保が

必要である。そのために

は、常勤医師の安定的な確

保に努め、診療体制の充実

を図る必要がある。

A

十分な成果が得ら

れた

48

公共施設等総

合管理計画の

推進

Ⅲ
既成概念から

の脱却
9

公有資産マネ

ジメントの推

進

総務財政部長 財務課長

総務財政部財

務課契約管財

グループ

本市では、旧亀山市、

旧関町のそれぞれが

「フルセット」で整備

してきた各公共施設を

引き継いだことから、

類似施設を保有してお

り、将来世代に過度な

負担を強いることがな

いよう、財政構造の変

化、公共施設への市民

ニーズの量や質の変化

を捉え、公共施設のマ

ネジメントを推進して

いく必要がある。

公共施設等総合管理計

画及び公共建築物個別

施設計画の進捗管理を

行うとともに、随時計

画の見直しを行う。

計画に定めた

進捗の推進

個別施設における具体

的な再編計画の内容や

施設整備に係る事業費

などの事項について計

画の見直を検討した。

公共施設等総合管理計

画の見直しに当たり、

国からの要請内容や今

後想定する施設整備事

業の位置付けについ

て、県や関係課と協議

を行った。

計画の進捗管理と

見直し

県や関係課と協議を行

い、国からの計画見直

しに係る要請事項等の

一部について、計画を

修正した。

50%

公共施設等総合管理計

画の見直しにより、総

合的かつ計画的な施設

管理の推進につなが

る。

公共施設総合管理計画

の一部修正。

各分野において、より

具体的な施設の再編計

画の策定が必要であ

る。

C

あまり成果を得ら

れなかった

49
観光施設の在

り方の検討
Ⅲ

既成概念から

の脱却
9

公有資産マネ

ジメントの推

進

産業環境部長 商工観光課長

産業環境部商

工観光課観

光・地域ブラ

ンドグループ

観光施設として、関宿

内には、駐車場、トイ

レ、足湯交流施設、ま

ちなみ文化センター等

があるが、施設の未利

用又は十分な活用がな

されずに存する施設が

ある。

また、駐車場は観光バ

スの往来で交通渋滞の

誘因となっている。

現在ある観光施設の在

り方を検討し、それぞ

れの施設の有効利用を

図り、もって観光客の

利便性の向上に結び付

ける。

観光入込客数

の増

足湯交流施設を亀山市

観光協会に目的外使用

許可し、観光案内機能

の充実を図るべく、修

繕等を実施した。関宿

内に新たに公衆無線Ｌ

ＡＮを設置した。まち

なみ文化センターの活

用のため再公募案を作

成した。

関宿の中心地にある

「まちなみ文化セン

ター」の事業者募集を

行った結果、３社から

応募があり、選考によ

り１店舗の入居を決定

した。また、関宿の公

衆トイレの設置、観光

駐車場の再整備の検討

を行った。

観光施設の再整備

の実施

「まちなみ文化セン

ター」の事業者募集を

再度行い、選考により

１店舗の入居を決定し

た。その結果まちなみ

文化センター2店舗共に

入居者が決定した。

適時老朽化した施設の

修繕を随時行った。

バス用観光駐車場につ

いて、コロナ禍の影響

を考え、再整備の必要

性について検討を行っ

た。

75%

・まちなみ文化セン

ターにおいては、令和

４年度に２店舗が開業

したことで、観光入込

客数の増に寄与。

・その他の観光施設の

修繕については、検討

の結果を予算に反映し

た。

主要施設の観光入込客

数の増：

R2年度183,001人

R3年度201,658人

R4年度207,428人

・令和４年度末に１店

舗が撤退したこと。

・観光施設及び指定管

理施設全体が老朽化し

おり、計画的に大規模

な修繕を行う必要があ

るため、大幅な予算増

が見込まれる。

・今後、コロナ禍の状

況と旅行者の移動手段

を注視し、必要な駐車

場整備を検討していく

こと。

B

まずまず成果を得

られた

50
市営住宅の統

廃合の推進
Ⅲ

既成概念から

の脱却
9

公有資産マネ

ジメントの推

進

建設部長 建築住宅課長

建設部建築住

宅課住まい推

進グループ

低額所得者、高齢者、

障がい者、外国人など

の住宅確保要配慮者に

対し、市営住宅を提供

しているが、耐用年数

を超過し老朽化が進ん

できており、需要に応

じた民間賃貸住宅を活

用した住宅の確保が必

要である。

民間賃貸住宅を活用し

た市営住宅を確保し、

耐用年数を超過し老朽

化が進んできている市

営住宅入居者の住み替

えを進め、用途廃止を

推進する。

市営住宅（城

山、和田）の

用途廃止

令和２年１０月に栄町

地内に、栄町北住宅と

して８戸を借上げた。

民間活用市営住宅とし

て、北町住宅８戸を借

上げた。また、老朽化

した和田住宅から、住

替えのための説明会や

個別相談を行った。

耐用年数が超過

し、老朽化が進ん

でいる市営住宅入

居者の住替えの促

進と用途廃止

耐用年数を超過し老朽

化した市営住宅（城

山、和田）の入居者の

住み替えを進め、それ

ぞれ令和4年度末で残り

1戸となり、令和5年度

に住み替える目途と

なった。

25%

民間賃貸住宅を活用し

た市営住宅について

は、計画年度内に16戸

を確保し、耐用年数を

超過し老朽化した市営

住宅の入居者の住み替

えを行うことができた

ため、用途廃止を促進

することができた。

耐用年数を超過し老朽

化した市営住宅（城

山、和田）について

は、令和5年度に住み替

える目途となったが、

計画年度内での用途廃

止には至らなかった。

耐用年数を超過し老朽

化した他の市営住宅か

ら入居者の住み替えを

促進するためには、住

み替え用の民間賃貸住

宅を活用した市営住宅

の戸数をさらに確保し

ていく必要がある。

C

あまり成果を得ら

れなかった
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（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
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進 捗 率 取組成果（総括）
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（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価
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①4年度末実績見込みを詳①4年度末実績見込みを詳

51
消防団施設の

見直し
Ⅲ

既成概念から

の脱却
9

公有資産マネ

ジメントの推

進

消防部長 消防総務課長

消防本部消防

総務課総務・

消防団グルー

プ

消防団は、地域におけ

る消防防災体制の中核

的存在として果たす役

割は大きく、「消防団

を中核とした地域防災

の充実強化に関する法

律」の趣旨を踏まえ、

施設の充実を推進する

必要があるが、長期的

な視点をもって、更

新・統廃合・長寿命化

などを計画的に行うこ

とにより、財政負担を

軽減・平準化するとと

もに適正な配置を実現

することが必要であ

る。

消防団詰所・消防車庫

については、老朽化に

伴う機能低下を防ぐた

め、とともに、人口減

少による地域の状況や

活動の効率性を考慮し

人口減少による地域の

状況や活動の効率性を

考慮し、消防団組織の

在り方も検討する中

で、再編も含めた施設

や設備の更新を計画的

に行う。

消防団施設が

適切に整備・

管理されてい

る

消防団詰所・消防車庫

の老朽化に伴う機能低

下を防ぐため、消防団

からの要望を踏まえ、

既決予算内で小規模な

修繕を進めた。また、

継続的に施設の長寿命

化が推進できるよう優

先順位を検討したうえ

で、改修に要する費用

を予算化した。

消防団詰所・消防車庫

の老朽化に伴う機能低

下を防ぐため、部分的

な改修を行ったほか、

継続的に施設の長寿命

化が推進できるよう優

先順位を検討したうえ

で、必要な費用を予算

化した。また、地域の

実情により、手引きポ

ンプ1台の運用を取りや

めた。

・長寿命化の推進

・個々の施設の方

向性の検討

消防団詰所・消防車庫

の老朽化に伴う機能低

下を防ぐため、消防団

からの要望を踏まえ、

既決予算内で小規模な

修繕を進めた。また、

継続的に施設の長寿命

化が推進できるよう優

先順位を検討したうえ

で、改修に要する費用

を予算化した。

25%

消防団詰所・消防車庫

の老朽化に伴う機能低

下を防ぐため、継続的

に部分的な改修を行

い、施設の長寿命化を

図ることができた。一

方で、人口減少による

地域の状況や活動の効

率性を考慮し、施設や

設備の廃止も行うこと

で、財政負担の軽減に

も努めた。

継続的に部分的な改修

を行い、消防団詰所・

消防車庫の長寿命化を

進めた。（5施設）

地域の状況や活動の効

率性を考慮し、施設を

廃止した。（2施設）

再編も含めた施設の更

新には至らなかった。

各分団の拠点となる施

設の長寿命化を推進す

る必要があるほか、

個々の施設の方向性の

検討を進める必要があ

る。

C

あまり成果を得ら

れなかった

52

小学校プール

施設の統廃合

検討

Ⅲ
既成概念から

の脱却
9

公有資産マネ

ジメントの推

進

教育部長 教育総務課長

教育委員会事

務局教育総務

課教育総務グ

ループ

各小学校のプール施設

について、学校規模の

大小に関わらず、ろ過

装置や温水装置のメン

テナンス並びに上水道

使用料等、多額の費用

が必要となっている。

また、新施設を除き施

設の老朽化が進んでお

り、更新費用も増大傾

向にある。

市内小学校のプール施

設を統廃合し、民間も

含めて受け入れ可能な

施設を利用することを

検討する。

民間を含めた

他のプール施

設を１校以上

利用

受け入れ先施設と対象

校について、新型コロ

ナウイルス感染症の影

響によりプール授業が

実施されなかったた

め、具体的な検討がで

きなかった。

プール統廃合に向けて

の施設の劣化状況の把

握、児童生徒数、プー

ル授業以外の使用状況

の洗い出しを行った。

結果、速やかな統廃合

ではなく、様々な調整

や調査を行う必要があ

ると判断している。

前年度の試験運用

結果に基づき実施

　施設の長寿命化計画

の策定について、委託

契約を行った。2か年事

業としてプールの劣化

状況の把握に努め、今

後のプール在り方につ

いての方向性について

検討を行っている段階

である。

50%

　施設の長寿命化計画

策定とともに、プール

施設の老朽化状況を把

握する。将来的に受け

入れ可能な民間施設の

現状把握を実施した。

　現に他施設のプール

利用にかかる実績はな

いが、施設の現状把握

内容を現在策定中の長

寿命化計画（Ｒ５まで

の2か年事業）に反映

し、今後の方向性につ

いて立案中である。

　民間受入れ施設が市

内に少なく、市内全児

童の受入れが困難であ

る。

　消防水利、災害時に

おける避難所対応等多

岐に渡り、調整が必

要。

B

まずまず成果を得

られた

53

既存図書館の

跡地利用の検

討

Ⅲ
既成概念から

の脱却
9

公有資産マネ

ジメントの推

進

教育部長 図書館長
教育委員会事

務局図書館

既存の図書館について

は駅前に整備する新図

書館の開館に伴い閉鎖

となる。

現在地の立地環境を生

かしつつ、閉鎖時期や

跡地の利活用について

検討する必要がある。

駅前に整備する新図書

館の開館時期を考慮に

入れて、現在の立地環

境を生かした、施設の

維持、活用を検討す

る。

既存図書館の

跡地利用の検

討

平成２９年７月に策定

した「亀山市立図書館

整備基本構想」におい

て、跡地利用の検討の

方向性に基づき、事務

レベルでの検討を行っ

た。

平成２９年７月に策定

した「亀山市立図書館

整備基本構想」におい

て、跡地利用の検討の

方向性に基づき、事務

レベルでの検討を行っ

た。

・跡地利用の検討

・活用例の調査

・選定の検討

令和３年度に跡地利用

の検討については、市

全体で検討することと

なったことに伴い、関

係部局と、所管部署や

跡地利用の課題等を協

議した。

50%

市全体で検討を進める

ことにより、より効果

的な跡地利用を進める

ことができる。

令和５年１月２６日の

図書館開館に伴い、旧

図書館の跡地利用につ

いて、総務財政部財政

課を中心に市全体で検

討を進めることとし

た。

亀山市公共施設跡地等

活用検討委員会にて市

全体で検討することと

なった。

B

まずまず成果を得

られた

54
図書館開館時

間の拡大
Ⅲ

既成概念から

の脱却
9

公有資産マネ

ジメントの推

進

教育部長 図書館長
教育委員会事

務局図書館

既存の図書館において

は、平成１９年４月か

ら平日の開館時間を午

後７時に延長している

が、利用者の利便性向

上のため、土日・祝日

を含めた開館時間の拡

大が必要である。

利用者の利便性向上の

ため、新図書館の開館

時間の拡大に向け取り

組みを行う。

開館時間の拡

大

新図書館整備に伴い、

現行の閉館時間を午後

７時から午後８時に延

長するため、例規整備

の検討を進めた。

新図書館整備に伴い、

現行の閉館時間を平日

午後７時、土日祝日は

午後５時を、一律午後

８時に延長するための

例規整備を進めた。

（全日）

午前９時から午後

８時

新図書館整備に伴い、

閉館時間を現行午後７

時から午後８時に延長

するための例規が整っ

た。

100%

新図書館開館に向けて

開館時間の拡大を周知

し、利用者の利便性向

上につなげた。

新図書館開館に伴い、

開館時間を全日午前９

時から午後８時に拡大

した。

引き続き、利用案内や

図書館ホームページ等

にて開館時間の周知を

行う。

A

十分な成果が得ら

れた

55
施設設備の長

寿命化計画
Ⅲ

既成概念から

の脱却
9

公有資産マネ

ジメントの推

進

地域医療部長 病院総務課長

医療センター

地域医療部

病院総務課

病院総務グ

ループ

平成３０年度に基幹的

設備であるボイラー及

び受変電設備の改修を

完了する等、施設設備

の長寿命化を図った

が、耐用年数を超え老

朽化が進む他の施設設

備についても、計画的

な改修等が必要であ

る。

給湯等配管設備、自家

発電設備、エレベータ

その他老朽化が進んだ

基幹的設備について、

企業債を積極的に利用

する等の資金計画を含

めた改修計画を立て施

設設備の長寿命化を

図っていく。

地下ピット等

の配管等緊急

度の高い改修

を実施

企業債を利用した自動

火災報知設備受信機等

更新工事など、老朽化

した設備の更新を行っ

た。

起債を利用し、防犯カ

メラ更新工事や病棟共

用トイレ改修工事等を

実施した。

次年度以降の改修につ

いて、エレベーターの

更新については、設備

の再調査、改修方法の

検討について関係業者

と協議した。

資金計画を含めた

改修計画に基づく

工事、修繕等の実

施

起債を利用し外壁等塗

装及び汚水配管改修工

事や冷温水発生器更新

工事を行った。

また、令和６年度にエ

レベータの更新を行う

ため、関係者と協議を

行った。

100%

企業債を活用し、防犯

カメラ更新工事や病棟

共用トイレ改修工事、

外壁等塗装及び汚水配

管改修工事、冷温水発

生器更新工事など、緊

急性の高い施設整備の

更新を行い、長寿命化

対策を進めることがで

きた。

企業債を活用し、外壁

等塗装及び汚水配管改

修工事や冷温水発生器

更新工事を行った。

また、令和６年度実施

予定のエレベーター改

修工事について、関係

者との協議を行うな

ど、緊急度の高い改修

を計画的に行った。

施設の築年数が３０年

以上経過し老朽化が進

んでおり、改修に多大

な費用を要するため、

病院の資金状況等を踏

まえ計画的に改修する

必要がある。

また、器械備品につい

ても、耐用年数を経過

している物が多く、使

用頻度等を考慮して計

画的に更新する必要が

ある。

A

十分な成果が得ら

れた
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具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２～４年度

No 名 称 正 副
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

進 捗 率 取組成果（総括）
目標指標の実績
（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価

第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画　令和４年度取組実績及び前期実施計画総括評価

①4年度末実績見込みを詳①4年度末実績見込みを詳

56

福祉医療費助

成事業の制度

見直し

Ⅲ
既成概念から

の脱却
10

事務事業のス

クラップ＆ビ

ルド

市民文化部長 市民課長

市民文化部市

民課医療年金

グループ

福祉医療費助成事業

は、県制度に加え、市

制度として、市独自に

対象者の拡大、所得制

限の緩和及び入院時食

事療養費の助成を実施

しているが、事業を持

続的に実施するために

は、市制度の見直しを

検討する必要がある。

事業を持続的に実施す

るため、事業の成果・

課題を整理し、市制度

の見直しを検討する。

市制度の見直

し

障がい者医療費助成の

み所得制限を設けると

ともに全ての公費の入

院時食事療養費を廃止

した場合の削減額等の

試算を継続的に実施し

ている。

令和４年度から福祉医

療費助成制度の見直し

を実施するための条例

や規則を改正した。

市助成制度の見直

し

市制度の見直しを検討

した結果、身体障害者

手帳４級所持者及び療

育手帳B1所持者の医療

費助成は今後も継続す

ることとした一方、令

和4年9月診療分から入

院時食事療養費の助成

を廃止し、心身障害者

医療費助成において所

得制限を導入した。

100%

市制度の見直しを検討

した結果、身体障害者

手帳４級所持者及び療

育手帳B1所持者の医療

費助成は今後も継続す

ることとした一方、令

和4年9月診療分から入

院時食事療養費の助成

を廃止するとともに、

心身障害者医療費助成

において所得制限を導

入し、今後も持続可能

な制度となるよう見直

しを行った。

市制度の見直し（完

了）

所得超過により対象外

となった方が、次年度

以降所得制限範囲内に

なった場合に再度申請

が必要となるため、市

民の方に周知を徹底す

る必要がある。

A

十分な成果が得ら

れた

57

総合防災情報

システムの構

築

Ⅲ
既成概念から

の脱却
10

事務事業のス

クラップ＆ビ

ルド

危機管理監 防災安全課長

防災安全課防

災安全グルー

プ

自然災害や国民保護法

に基づく市民への情報

伝達としては、緊急速

報メール、ケーブルテ

レビ、ホームページ、

かめやま安心メール、

防災行政無線での周知

等、様々なツールを利

用しているが、一元管

理ができておらず、そ

れぞれの部署の職員が

操作を行い情報伝達を

行っている。

既設システムと自動連

携した多様な情報伝達

を一元管理し、効率的

に迅速かつ正確に市民

へ情報伝達ができる、

総合防災情報伝達シス

テムを構築する。

実施設計等の

実施

災害時の市民への情報

伝達については、緊急

速報メール、防災行政

無線（同報系）、ＣＡ

ＴＶ、ホームページ

等、様々なツールを利

用しているが、総合的

な防災情報伝達システ

ムの構築に向けて、各

種技術等の情報収集・

研究に取り組んだ。

防災情報伝達システム

については基本の方向

性を整理した。

今後の事業化に向け検

討を進めた。

実施設計等

防災行政無線（同報

系・移動系）整備に必

要である、市役所及び

関支所から市内全域へ

の電波・伝般状況を調

査し、整備が可能であ

ることを確認した。一

方、災害発生時の確実

な情報発信、情報弱者

（避難行動要支援者）

への情報伝達及び収集

などの基本方針を設定

し、具体的な整備項目

やスケジュールの使用

用途などを決定した。

75%

防災情報伝達システム

構築の事業化を行い、

整備方針を決定した。

当初の計画どおり電波

伝般調達を実施し、市

の整備方針を決定後、

庁内及び議会にて合意

形成を図った。今後、

整備方針を基に具体化

していくとともに、災

害弱者対策等の課題に

ついて検討を重ねつつ

進める。

➀同報系屋外子局数の

減少に伴う情報伝達要

領の具体化

②山間隘路部等、電波

伝般が比較的弱い地域

への通信の確保と重層

化

③上記を踏まえ、DX化

された防災情報システ

ムの具体化

④災害弱者への伝達手

段の検討

B

まずまず成果を得

られた

58

総合福祉セン

ター機能の在

り方検討

Ⅲ
既成概念から

の脱却
10

事務事業のス

クラップ＆ビ

ルド

健康福祉部長 地域福祉課長

健康福祉部地

域福祉課福祉

総務グループ

総合保健福祉センター

あいあいは、２０００

年１２月(平成１２年)に

建てられ、１８年余り

が経過している。施設

内には、温泉施設を始

め、足湯、トレーニン

グ室、カラオケ室など

があり、今後の施設管

理を行うにあたり、社

会情勢や利用実態に合

わせた各施設の必要性

や在り方について検討

する必要がある。

温泉施設の今後の運営

の仕方や老朽化が進ん

でいる各施設の維持管

理について、利用者の

ニーズを把握する観点

から市民を含めたワー

キンググループを立ち

上げ、施設の見直しや

長寿命化について検討

する。

見直し案の作

成のための

ワーキンググ

ループ会議の

開催：４回／

年

機能見直しに必要な調

査を実施するため、施

設利用団体へのヒアリ

ングや施設利用者調査

などの実施に向けた予

算化を行った。

施設の利用実態などの

把握に向け、利用団体

ヒアリングを実施し

た。しかしながら、総

合保健福祉センターが

新型コロナウイルスワ

クチンの接種会場とな

り、温泉施設、足湯、

トレーニング室などが

休止となり、利用実態

調査は実施できなかっ

たが、令和４年度の実

施に向け予算化した。

施設の運営管理の

方向性について決

定

総合保健福祉センター

の機能見直しに向け、

ワーキンググループを

構成し、検討会議を開

催することにより、見

直し方針をとりまとめ

た。

100%

総合保健福祉センター

機能のあり方の検討に

向け、利用登録団体ヒ

アリング調査を実施

し、利用団体のニーズ

等を把握した。また、

市民と行政職員による

ワーキンググループ会

議を開催し、施設の機

能見直しの方針を策定

した。

見直し案の作成のため

のワーキンググループ

会議の開催：３回／年

総合保健福祉センター

の機能見直しについ

て、策定した方針に基

づき、具現化を進める

必要がある。

B

まずまず成果を得

られた
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具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２～４年度

No 名 称 正 副
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

進 捗 率 取組成果（総括）
目標指標の実績
（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価

第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画　令和４年度取組実績及び前期実施計画総括評価

①4年度末実績見込みを詳①4年度末実績見込みを詳

59

重度心身障害

者介助者手当

等の見直し

Ⅲ
既成概念から

の脱却
10

事務事業のス

クラップ＆ビ

ルド

健康福祉部長 地域福祉課長

健康福祉部地

域福祉課障が

い者支援グ

ループ

重度心身障がい者

（児）の介助者に介助

者手当を支給してい

る。近年、在宅での障

がい福祉サービス等が

充実し介助者の負担が

軽減され、介助者手当

の支給制度のあり方を

見直す必要がある。

障がい者等が安心して

地域で生活できるよう

障がい者やその家族の

ニーズを把握するとと

もに、重度心身障害者

介助者手当等の支給制

度を見直し、新たな事

業の構築を図る。

重度心身障害

者介助者手当

等の廃止及び

新たな事業の

実施

障がい者やその家族の

ニーズの把握や既存の

サービスの見直し等を

視野に入れ、第２次障

がい者福祉計画の見直

しに係るアンケート調

査分析委託の仕様等に

ついて検討を行った。

アンケート調査を実施

し、障がい者等を主に

介助している人のニー

ズを調査、分析した。

また、行財政改革ワー

キングにおいて、重度

心身障害者介助者手当

を廃止しようとする場

合の代替事業や参考と

する先行事例、手法等

について検討を行っ

た。

ニーズに対応した

施策の検討及び実

施

・令和３年度に実施し

たアンケート結果に基

づき、障がい者等を主

に介助している人の

ニーズの調査・分析。

・重度心身障害者介助

者手当を廃止しようと

する場合の代替事業や

参考とする先行事例、

手法等に関する検討。

25%

アンケート結果から、

障がい者等を介助して

いる人が希望する支援

のうち、移動に係る

サービスに関し、既存

制度の拡充等について

検討した。

移動に係るサービスに

関し既存制度の拡充等

について検討を行った

が、介助者手当等を廃

止しようとする場合の

代替事業に位置付ける

までに至らなかった。

介助者手当等の廃止に

ついては、物価高騰等

による市民生活の負担

増への配慮や、恒常的

な扶助費増に対する市

財政の健全性の確保等

を踏まえつつ、受給者

のサービス利用状況や

収入から給付の妥当性

を把握し、介助者の負

担が実質的に軽減でき

る制度となるよう検討

する必要がある。

D:成果が得られな

かった。

重度心身障害者介

助者手当等の廃止

及び新たな事業の

実施に関する具体

的な議論が進まな

かった。

60
事業の一体的

な取組
Ⅲ

既成概念から

の脱却
10

事務事業のス

クラップ＆ビ

ルド

健康福祉部長
地域福祉課長,

健康政策課長

健康福祉部地

域福祉課高齢

者支援グルー

プ、健康政策

課健康づくり

グループ

介護保険地域支援事業

の総合事業において、

鈴鹿市と協議のうえ、

広域連合に予算要求を

行っているが、事業に

よっては、利用対象者

が少なく、予算執行率

が８５％となってい

る。

介護保険地域支援事業

の総合事業において、

現在の取り組みについ

ての見直しを行うとと

もに、高齢者の保健事

業と介護予防事業の一

体的な取り組みを行

う。

予算執行率：

９０％

介護予防とともに住民

主体の生活支援サービ

スを進めるべく「ちょ

こボラ」を推進し、経

費の一部を補助した。

また、関係部署との協

議を重ね、既存事業の

洗い出しを行い、一体

的な取組の方向性につ

いて検討を行った。

総合事業の訪問サービ

ス提供に向けて取り組

むとともに、地域の身

近な通いの場であるサ

ロンへの専門職の派遣

により体操・口腔・栄

養などの指導を行い、

フレイル予防に取り組

んだ。また、国が進め

る「高齢者の保健事業

と介護予防の一体的な

実施事業」の実施に向

け取組の方向性につい

て検討を行った。

健康づくり事業と

介護予防事業の一

体的な取り組みを

行う

健康づくり事業と介護

予防事業の一体的な取

り組みについては、関

係部署と連携し、高齢

者の保険事業と介護予

防の一体的な実施事業

として令和５年度から

実施できるよう協議し

た。

75%

健康づくり事業と介護

予防事業を一体的に実

施し、「高齢者の保健

事業と介護予防の一体

的な実施事業」につい

ては、関係部署、関係

機関と協議し令和５年

度からの実施を目指し

ている。

予算執行率については

９０．１％を執行する

ことでき、介護予防な

どに取り組むことが出

来た。

一体的な事業の実施に

ついては、本来の目標

となる健康寿命の延伸

や疾病率の改善など直

ぐに成果がでないもの

が多く、目標や評価指

標の設定が難しい。そ

の為、事業評価や改善

策の検討の方法なども

課題である。

B

まずまず成果を得

られた

61

行政講座情報

の一元的な発

信

Ⅲ
既成概念から

の脱却
10

事務事業のス

クラップ＆ビ

ルド

教育部長 生涯学習課長

教育委員会事

務局生涯学習

課社会教育グ

ループ

平成３１年４月に、か

めやま人キャンパスの

内容や、公民館・歴史

博物館の講座情報、

市・県の出前トークな

どの情報を掲載した

「亀山学びのガイド

ブック」を発行した

が、行政で行われてい

る講座の一元化には

至っていない。

行政において行われて

いる講座等のさまざま

な学びについての情報

を集約して「亀山学び

のガイドブック」等で

一元的に発信すること

で、効率的な参加促進

を図るとともに、内容

や目的が重複する講座

等の整理検討に結び付

ける。

目的が重複す

る講座が整理

され、市民

ニーズに合っ

た学びを提供

２０２１年度版の亀山

学びのガイドブックを

発行し、学びの情報の

一元的な発信を行っ

た。環境創造Ｇ主催の

講座情報を新たに掲載

するなど、内容の充実

に努めた。

他部署が実施している

講座等の情報を集約

し、２０２２年版「学

びのガイドブック」を

発行した。

一元化した情報の

発信

他部署が実施している

講座等の情報を集約

し、２０２３年版「学

びのガイドブック」を

発行した。今年度から

新たに、市内運動施設

の事業の掲載、かめや

ま人の活動紹介の情報

を追加する。

100%

「学びのガイドブッ

ク」を発行することに

より、他部署が実施し

ている講座等の情報を

集約し、一元的に学び

の情報を発信すること

ができた。

「学びのガイドブッ

ク」を発行することに

より、他部署が実施し

ている講座等の学びの

情報を集約し、一元的

に発信することができ

た。また、昨年より４

ページ増やし、情報の

提供をすることができ

た。

公民館講座の受講者募

集期間の関係で、4月1

日号広報とともに配布

しているが、発行後に

決定された講座等の情

報更新が課題であるた

め、追補版発行の検討

や、HP等での情報更新

を行う必要がある。

A

十分な成果が得ら

れた

62
新たな官民連

携手法の検討
Ⅲ

既成概念から

の脱却
11

ＰＰＰ（官民

連携）の導入

促進

政策部長
DX・行革推進

室長

政策部DX・行

革推進室

これまでの国や県にお

ける民間活力の動向や

市の様々な取組状況を

踏まえて、必要に応じ

て「民間活力活用指

針」の見直しを行う必

要がある。

ＰＰＰ（官民連携）手

法の拡大を行い、民間

の持つ多種多様なノウ

ハウ・技術を活用する

ことで、市民サービス

の向上や経費の削減に

つなげていく。

新たな官民連

携手法の実施

みえ公民連携共創プ

ラットフォームセミ

ナーへの参加や、官民

連携オンラインセミ

ナーを受講した。

新たな官民連携手法を

検討するため、みえ公

民連携共創プラット

フォームセミナーやふ

るさと財団が開催する

官民連携セミナーへ参

加し、調査・研究を

行った。

新たな官民連携手

法の検討

新たな官民連携手法を

検討するため、関連す

るセミナーへ参加する

など、調査・研究を

行った。

75%

新たな官民連携手法の

調査・研究を進めるこ

とができた。

新たな官民連携手法の

調査・研究を進めるこ

とができた一方で、実

施に向けた具体的な検

討には至っておらず、

今後も、他の自治体の

事例等、調査・研究を

進める必要がある。

引き続き、新たな官民

連携手法の調査・研究

を進めるとともに、必

要に応じて「民間活用

指針」の見直しを検討

する必要がある。

B

まずまず成果を得

られた

63

指定管理者制

度の検証と見

直し

Ⅲ
既成概念から

の脱却
11

ＰＰＰ（官民

連携）の導入

促進

政策部長
DX・行革推進

室長

政策部DX・行

革推進室

平成２９年１０月に

「総務委員会所管事務

調査報告書」におい

て、指定管理者制度に

係る提言を受けたた

め、第２次行財政改革

大綱後期実施計画にお

いて、検証と見直しを

行った。

選定方法、モニタリン

グ調査方法、今後の管

理運営方法の再検討を

行い、検証結果に伴い

次期契約の内容を見直

す。

指定管理者制

度の検証と見

直しを実施

令和元年度に見直した

評価表に基づき、モニ

タリングを実施した。

また、検証結果報告書

において、各施設の実

情に応じた内容とした

ことで、施設毎の詳細

な検証を実施した

公募施設は年２回、非

公募施設は年１回のモ

ニタリングを実施する

とともに、検証結果報

告書を基に次期協定に

向け、検証を実施し

た。

見直した内容によ

り実施

公募施設は年２回、非

公募施設は年１回のモ

ニタリングを実施する

とともに、指定管理事

業検証結果報告書を基

に次期協定に向け、検

証を実施した。また、

エネルギーコスト等の

上昇により、施設運営

が困難になる恐れのあ

る施設については、協

議の上、年度協定の変

更を実施し、指定管理

者制度の維持に努め

た。

100%

令和元年度にモニタリ

ング評価書を見直し、

令和２年度から運用し

ている。公募施設は年

２回、非公募施設は年

１回のモニタリングを

継続的に実施した。ま

た、指定管理事業検証

結果報告書を基に次期

協定に向け、検証を実

施した。

令和２年度から新たな

評価書の運用を行うと

ともに、令和５年度以

降の協定に向けて制度

の検証を実施できた。

指定管理の導入フロー

等の検証を行うととも

に、必要に応じて「民

間活用指針」の見直し

を検討する必要があ

る。

A

十分な成果が得ら

れた
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（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
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第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画　令和４年度取組実績及び前期実施計画総括評価

①4年度末実績見込みを詳①4年度末実績見込みを詳

64
多文化共生の

推進
Ⅲ

既成概念から

の脱却
11

ＰＰＰ（官民

連携）の導入

促進

市民文化部長 文化課長

市民文化部文

化課人権・ダ

イバーシティ

グループ

亀山市は外国人住民人

口が全人口の約４％を

占め、県下において比

率が高い傾向にあり、

より充実した環境の整

備が必要である。

三者間通話が可能な電

話通訳システムやタブ

レット端末を活用した

映像通訳システムを導

入し、外国人の暮らし

に関わる相談に対して

対応できる体制を整備

する。

多言語での相

談体制の整備

令和２年２月から外国

人のための一元的相談

窓口を設置し、タブ

レット端末等を活用し

た多言語での相談体制

の整備を行った。ま

た、関連部署と連携し

て外国人の暮らしに関

わる案内や相談に対応

している。

タブレット端末等を活

用した多言語での相談

体制により、関連部署

と連携して外国人の暮

らしに関わる案内や相

談に対応することがで

きた。

検証

タブレット端末等を活

用した多言語での相談

体制により、関連部署

と連携して外国人の暮

らしに関わる案内や相

談に対応することがで

きた。

100%

タブレット端末等を活

用することで、ポルト

ガル語、英語の通訳不

在時にも１２言語で外

国人の相談や案内に対

応できるようになっ

た。

多言語での相談体制を

整備したことにより、

約５５０件の相談に対

応することができた。

通訳不在時にも、タブ

レット端末で相談に対

応することはできた

が、タブレット端末の

通訳時間が増えると、

委託料が増加する課題

がある。

A

十分な成果が得ら

れた

65

民間借上げ型

市営住宅の推

進

Ⅲ
既成概念から

の脱却
11

ＰＰＰ（官民

連携）の導入

促進

建設部長 建築住宅課長

建設部建築住

宅課住まい推

進グループ

低額所得者、高齢者、

障がい者、外国人など

の住宅確保要配慮者に

対し、市営住宅を提供

しているが、耐用年数

を超過し老朽化が進ん

できており、需要に応

じた住宅の確保が必要

である。

民間賃貸住宅を活用し

た市営住宅の確保を推

進する。

民間借上げ型

市営住宅戸

数：１１９戸

（※累計）

令和２年１０月に民間

借上げ型市営住宅とし

て栄町地内に、栄町北

住宅８戸を借上げた。

令和３年１０月に民間

借上げ型市営住宅とし

て北町地内に、北町住

宅８戸を借上げ、市営

住宅として提供した。

住生活基本計画に

基づき、民間借上

げ型市営住宅戸数

の確保を推進（１

５戸）

令和4年度中に東御幸町

地内にて民間賃貸住宅5

戸を市営住宅として応

募したい旨の相談は

あったが、年度計画の

15戸を借り上げること

はできなかった。

25%

計画年度内に栄町地内

に8戸、北町地内に8戸

の合計16戸を借上げ、

民間賃貸住宅を活用し

た市営住宅の確保を推

進した。

計画年度内に16戸を借

上げ、民間借上げ型市

営住宅戸数は累計で90

戸となったが、目標指

標の119戸には29戸届か

なかった。

現在90戸の民間賃貸住

宅の賃貸借契約をして

いるが、契約先は3社の

みである。民間賃貸住

宅を市営住宅として借

上げるにあたっては、

事業者の協力が不可欠

であることから、不動

産貸付業者を中心に、

幅広い事業者に向けて

事業の概要等を説明す

るなどの働きかけを強

化する必要がある。

C

あまり成果を得ら

れなかった

66
スクールバス

の在り方検討
Ⅲ

既成概念から

の脱却
11

ＰＰＰ（官民

連携）の導入

促進

教育部長 教育総務課長

教育委員会事

務局教育総務

課教育総務グ

ループ

スクールバスは、児童

の安全を最優先し、登

下校に際し適切に運行

しなければならず、さ

らに乗降時における安

全確保にも取り組む必

要がある。

一方、運転手の人材不

足と高齢化の課題があ

る。

専門性を有する事業者

への業務委託について

検討を行う。

業務委託によ

るスクールバ

ス運行

スクールバスを利用し

ている自治体（三重県

内市）を調査した結

果、当市以外の自治体

は、業務委託している

ことがわかった。委託

方法として、①車両も

含め全部委託する方法

②車両は自前で運行の

みの委託する方法が

あった。

現使用のスクールバス

に関する実態把握（距

離数、目視点検等）を

実施した。また、福祉

バスやスクールバス以

外の目的での活用に関

する内容を把握した上

で、業務委託について

検討を行った。

業務委託によるス

クールバス運行

　令和3年度に一定の方

向性を出したため、特

に実績なし。（児童の

安全確保の観点から、

スクールバスへの安全

装置の設置を行っ

た。）

100%

　状況把握を行った上

で、スクールバス運転

手の確保に課題が残る

ものの、現在の手法に

おいて一定期間は継続

することが望ましいと

の方向性を結論付け

た。

　令和3年度に一定の方

向性を出したため、特

に実績なし。（児童の

安全確保の観点から、

スクールバスへの安全

装置の設置を行っ

た。）

　安定したスクールバ

ス運転手の確保

C

あまり成果を得ら

れなかった

67
広域連携の検

討
Ⅲ

既成概念から

の脱却
12

新たな自治体

間連携の検討

政策部長、総

務財政部長

政策推進課

長、総務課長

政策部政策推

進課政策調整

グループ、総

務財政部総務

課人事給与グ

ループ

人口減少・税収減が見

込まれるなか、限られ

た経営資源を活用して

持続可能な行政サービ

スを提供していくため

には、自治体間の連携

協力により、市民サー

ビスの向上や業務の効

率化を進める必要があ

る。

鈴鹿亀山地区広域連合

と連携を図りながら、

広域的な取組を必要と

する事務事業について

検討を行う。

広域連携につ

いて具体的に

検討を行った

事務事業の

数：１業務

鈴鹿亀山地区広域連合

と連携を図りながら、

高齢者や障がい者等の

消費者被害を防ぐため

の鈴鹿亀山地区消費者

安全確保地域協議会の

設置について検討を

行った。

鈴鹿亀山地区広域連合

を通じて、消費者の相

談窓口機能となる鈴鹿

亀山消費生活センター

の移転による相談機能

の充実を進めた。

広域連携により効

率化が期待できる

具体的な取組につ

いて検討

鈴鹿亀山地区広域連合

を通じて、新たな分野

での広域連携について

検討することとした。

50%

広域連携による効率化

を図ることで、亀山・

鈴鹿両市民のサービス

向上につなげることが

できた。

鈴鹿亀山消費生活セン

ターの相談機能を充実

させることはできた

が、新たな分野におけ

る広域連携について

は、具体的な検討には

至っていない。

効率的・効果的な行政

経営を図るため、広域

連携を進める分野・取

組を検討する上で、３

者が共通認識を持つ必

要がある。

B

まずまず成果を得

られた

68

ＡＩ・ＲＰＡ

等のＩＣＴ利

活用の情報共

有と連携

Ⅲ
既成概念から

の脱却
12

新たな自治体

間連携の検討

政策部長、総

務財政部長

DX・行革推進

室長、総務課

長

政策部DX・行

革推進室、総

務財政部総務

課人事給与グ

ループ

ＡＩ・ＲＰＡ等のＩＣ

Ｔを利活用し、業務の

効率化を図るために

は、他自治体の効果的

な取組などの共有を図

る必要がある。

ＡＩ・ＲＰＡ等のＩＣ

Ｔの利活用の効果的な

手法等について、北勢

４市合同研修の場など

を活用し他自治体との

情報共有を図る。

また、ＡＩ・ＲＰＡ等

の効率的・効果的な導

入のため、他自治体と

の連携を図る。

新たにノウハ

ウを取得した

業務工程数：

２件

コロナ禍の影響で延期

となった北勢４市合同

研修に代えて､県主催の

スマート自治体推進検

討会議に参画し､ＡＩ・

ＲＰＡ導入に向けた研

究に加え､県内市町の事

例を学んだ｡また､本市

を含む県内４市町が､総

務省実施のプロジェク

トに選定され､その中

で､固定資産税業務の一

部にＲＰＡを導入した｡

令和３年６月に、これ

までのスマート自治体

推進検討会議にかわっ

て三重県・市町ＤＸ推

進協議会が設置され

た。本会議に参画し、

他自治体との情報共有

や連携を図るととも

に、デジタルツールの

共同整備に向け検討を

行った。また、県が実

施するデジタル技術活

用等に関する実証実験

に参加した。

デジタル技術の効

果的な活用ノウハ

ウが得られた場合

は、運用に向けた

事務手続きを開始

三重県・市町DX推進協

議会へ継続して参加す

るとともに、チャット

ツールを利用すること

により、県及び県内市

町との情報共有や連携

をよりスムーズに行う

ことができた。

100%

コロナ禍の影響で延期

となった北勢４市合同

研修に代えて､三重県・

市町DX推進協議会に参

画し､県内他市町との情

報共有や連携を図ると

ともに、デジタルツー

ルの共同整備に向け検

討を行うことができ

た。

新たにノウハウを取得

した業務工程数：２件

（RPAシナリオ導入：1

件（R2））、システム

共同調達：1件（R4））

本市を含む県内４市町

が､総務省実施のプロ

ジェクトに選定され､そ

の中で､固定資産税業務

の一部にＲＰＡを導入

した｡また、チャット

ツールやアンケート

フォーム作成システム

を県内他市町と共同調

達により通常より安価

に導入できる環境が

整った。

特になし。

A

十分な成果が得ら

れた
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具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２～４年度

No 名 称 正 副
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

進 捗 率 取組成果（総括）
目標指標の実績
（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価

第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画　令和４年度取組実績及び前期実施計画総括評価

①4年度末実績見込みを詳①4年度末実績見込みを詳

69

次期一般廃棄

物処理施設の

在り方検討

Ⅲ
既成概念から

の脱却
12

新たな自治体

間連携の検討
産業環境部 環境課長

産業環境部環

境課廃棄物対

策グループ

一般廃棄物処理施設

は、長寿命化計画に基

づく基幹的設備改良工

事や大規模整備工事、

年次計画に基づく定期

整備により延命化を

図っている。しかしな

がら、延命化工事によ

り延伸する施設の稼働

期間は令和１１年度以

降に満了する予定であ

ることから、これ以降

の一般廃棄物の処理を

どう進めるのか方針を

決定する必要がある。

次期一般廃棄物処理施

設の在り方について、

近隣市との間で処理の

広域化と処理施設の集

約化を図ることができ

ないか調査・研究し、

経済性や効率性、利便

性などの視点から本市

にとって最適な施設の

在り方を検討する。

次期一般廃棄

物処理施設の

在り方につい

て方向性を決

定

ごみ処理施設につい

て、近隣市の処理経

費、収集体制、保有施

設等を調査した。単独

での施設建設と広域

化・集約化をした場合

を整理し、教育民生委

員会に資料提出した。

令和3年11月～12月に近

隣市の環境部署と意見

交換し、保有施設の今

後の整備計画や稼働終

了時期の確認、次期一

般廃棄物処理施設の整

備方針等について聴き

取りした。

次期施設の在り方

について方針を決

定

近隣市と広域化の協議

を進めつつ、単独の場

合のごみ処理の在り方

（施設保有、民設民

営、委託）についても

検討を行った。

50%

近隣市の保有施設の整

理や、近隣市の環境部

署との意見交換により

課題を確認した。

次期施設の在り方につ

いては、広域化を含

め、単独の場合、施設

保有、民設民営、委託

などの方法があること

を確認し、検討を行っ

たが、どの方法でごみ

処理を行っていくのか

方向性を決定すること

ができなかった。

近隣市との協議や意見

交換などともとに課題

整理に取り組み共有す

る必要がある。溶融処

理施設だけでなく、粗

大ごみ処理施設などの

中間処理施設を含め、

次期施設の在り方を整

理する必要がある。

C

あまり成果を得ら

れなかった

70

はしご自動車

の共同整備・

共同運用

Ⅲ
既成概念から

の脱却
12

新たな自治体

間連携の検討
消防部長 消防総務課長

消防本部消防

総務課総務・

消防団グルー

プ

限られた財源の中で、

市民の生命・身体・財

産を守り、大規模火災

や地震等の多種多様化

する災害へ的確に対応

していかなければなら

ない。

このような状況のな

か、年間の災害出動回

数が少なく、整備・運

用費用が高額であるは

しご自動車は財政上大

きな負担となってい

る。

はしご自動車の更新時

期が近い本市と鈴鹿市

が、当該車両を共同整

備・共同運用すること

により、その財源を使

用頻度の高い資機材の

整備や現場要員の増強

などに充てることによ

り、両市の消防力を強

化する。

はしご自動車

に係る経費削

減及び消防体

制の強化

共同整備が完了し、令

和３年２月３日に共同

運用を開始した。

また、同年３月８日、

９日には、両市消防本

部合同の訓練を実施し

た。

両市で定めた運用要

綱・運用要領に基づく

管理サイクルで円滑に

運用できた。なお、両

市での合同訓練につい

ては、年２回の計画で

あったところ、新型コ

ロナウイルス感染症感

染拡大の影響により、

１回の実施となった。

共同運用の継続実

施

両市で定めた運用要

綱・運用要領に基づく

管理サイクルで円滑に

運用すると共に、計画

どおり両市での合同訓

練を２回実施した。

100%

はしご自動車に係る経

費削減及び両市の消防

体制の強化を図ること

ができた。

高額である整備・運用

経費を削減した。

計画に基づき、両市で

訓練を実施した。（4

回）

必要に応じて運用要

綱・運用要領を見直す

とともに、災害対応に

遺漏がないよう、両市

で定期的に合同訓練を

実施するなどの取組み

が必要である。

A

十分な成果が得ら

れた

71
消防指令業務

の共同運用
Ⅲ

既成概念から

の脱却
12

新たな自治体

間連携の検討
消防部長 情報指令課長

消防本部情報

指令課情報指

令第１・２グ

ループ

大規模地震、豪雨災

害、テロ災害や市街地

における大規模火災や

地震等の多種多様化す

る災害へ的確に対応し

ていくためには、人

的・財政的な資源を有

効活用し、将来にわ

たって持続可能な消防

体制を整備・確立して

いくことが必要であ

る。

社会経済情勢の変化、

各般の技術の進展に応

じて、より高度・専門

的な活動を実施できる

ようにしていく必要が

ある。

「消防の連携・協力の推進

について」(平成２９年４月

１日付け消防消第５９号消

防庁官通知)に基づき、津市

消防本部、鈴鹿市消防本部

及び亀山市消防本部は、平

成３１年２月に「津・鈴

鹿・亀山消防連携・協力勉

強会」を設立した。

今後も１１９番通報受付及

び出動指令、また、常備消

防の部隊運用管理並びに消

防救急無線など、消防指令

業務の共同運用(自治体間の

連携)に向け検討を進めてい

く。

消防指令業務

共同運用に関

する方向性の

決定

「津・鈴鹿・亀山消防

連携・協力勉強会」に

おいて、諸課題の調

査・研究を進めるとと

もに、基本的な考え方

や方向性を検討した。

令和２年度は勉強会を

５回開催したほか、消

防長調整会議を２回開

催した。

津・鈴鹿・亀山消防連

携・協力検討会（本会

３回：作業部会６回）

に出席し、消防力調査

や勤務体制等の検討を

実施するほか、既存指

令システムの課題整理

等の基礎調査業務委託

に係る調査及び検討を

進めた。

共通の方向性（運

用方式等）の決定

津・鈴鹿・亀山消防連

携・協力検討会（本会5

回）に出席し、協議会

設置に向け検討及び調

整を行った。また、各

市の議会で可決された

ことから、10月28日に

は、津市、鈴鹿市及び

亀山市消防通信指令事

務協議会を設置した。

協議会設置後は、次年

度以降の実施設計業務

に向けた検討を行っ

た。

100%

津・鈴鹿・亀山消防連携・

協力検討会（本会及び作業

部会）において、消防指令

業務の共同運用に係る諸課

題の検討を進めるととも

に、基礎調査業務委託の結

果報告をふまえ、津・鈴

鹿・亀山消防連携・協力実

施計画を策定した。また、

各市の議会で可決されたこ

とから、10月28日には、津

市、鈴鹿市及び亀山市消防

通信指令事務協議会を設置

し、次年度以降の実施設計

業務及び整備工事に向けた

基盤が整った。

津市、鈴鹿市及び亀山

市消防通信指令事務協

議会の設置により、津

市、鈴鹿市及び亀山市

の枠組みで消防通信指

令事務の共同運用を行

うという方向性を決定

した。

前期実施計画期間にお

ける課題、問題点は特

になし。

A

十分な成果が得ら

れた

72
地域の担い手

育成支援
Ⅳ

市民総活躍に

よるまちづく

り

13

地域まちづく

り協議会の運

営支援

市民文化部長
まちづくり協

働課長

市民文化部ま

ちづくり協働

課地域まちづ

くりグループ

地域住民が自主的かつ

自立的に責任をもって

地域課題の解決に取り

組む地域まちづくり協

議会の継続的な活動を

行うためには、人材育

成の支援を行う必要が

ある。

地域リーダーの発掘と

育成及び組織内部での

後継者育成と役割分担

のしくみづくりを支援

する。

地域の担い手

が計画的に育

成され、多様

な人材が活動

に参画

地域担い手研修とし

て、従来から開催して

いる「会議ファシリ

テーション研修」（全

３回）に加えて「地域

のみらいづくりアカデ

ミー」（全３回）を開

催した。地域のみらい

づくりアカデミーで

は、組織内部での後継

者育成と役割分担のし

くみづくりを研修の

テーマに盛り込んだ。

コロナ禍の影響で開始

時期が遅れたものの、

ファシリテーション技

術を学ぶ「会議ファシ

リテーション研修」を

１１月から全３回実施

したほか、組織内部で

の後継者育成と役割分

担のしくみづくりを研

修のテーマに盛り込ん

だ「地域のみらいづく

りアカデミー」を１０

月から全３回実施し

た。

・地域リーダーの

発掘と育成のため

の地域担い手研修

の開催

・組織内部での後

継者育成と役割分

担のしくみづくり

の検討

コロナ禍の影響で開始

時期が遅れたものの、

ファシリテーション技

術を学ぶ「会議ファシ

リテーション研修」を

１０月から全３回実施

したほか、組織内部で

の後継者育成と役割分

担のしくみづくりを研

修のテーマに盛り込ん

だ「地域のみらいづく

りアカデミー」を１２

月から全３回実施し

た。

50%

地域担い手研修を継続

的に開催する中で、オ

ンラインや動画配信を

活用し参加しやすい環

境を整えたことに加

え、受講者もその活用

方法を理解したことで

参加者が増加した。ま

た、研修の受講者が地

域まちづくり協議会の

役員に就任される事例

も出てきている。

地域担い手研修の受講

者が地域まちづくり協

議会の活動に参画して

いるほか、役員に就任

する事例も出てきてい

る。

地域担い手研修につい

ては、地域まちづくり

協議会によって出席者

数に差異がある。組織

内部での後継者育成と

役割分担のしくみづく

りについては、後継者

不足等により、役員選

出等に苦慮している地

域が一部で見受けられ

る。

B

まずまず成果を得

られた
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73

ＩＣＴを利活

用した情報交

流の仕組みの

構築

Ⅳ

市民総活躍に

よるまちづく

り

13

地域まちづく

り協議会の運

営支援

市民文化部長
まちづくり協

働課長

市民文化部ま

ちづくり協働

課地域まちづ

くりグループ

全ての地域まちづくり

協議会でインターネッ

ト環境が整備されてい

る中で、地域まちづく

り協議会と市が連携し

て課題解決に取り組む

ため、相互に情報交流

ができる仕組みを構築

する必要がある。

市と地域まちづくり協

議会がメールでやり取

りをしている文書等に

ついて、ＩＣＴを活用

した情報交換の新たな

仕組みを構築すること

で、より確実な情報交

流を実現する。

地域まちづく

り協議会や市

が相互に情報

交流を実施

新たな情報交流の仕組

みとしてのシステムの

検討を行い、各地域ま

ちづくり協議会へ説明

するとともに導入を

行った。

情報交流の仕組みとし

て導入した情報共有シ

ステムaipoの本格運用

に向け、操作マニュア

ルを作成し各地域まち

づくり協議会へ配布す

るとともに、地域まち

づくり協議会ごとに操

作研修を行った。

情報交流の仕組み

の運用

情報交流の仕組みとし

て導入した情報共有シ

ステムaipoの本格運用

を開始し、会議資料や

通知、各地域まちづく

り協議会のたより等を

掲載することでこれま

で以上に的確かつ迅速

な情報共有が図れるよ

うになったほか、地域

まちづくり協議会が活

用する各種様式を掲載

することで事務の効率

化が図れた。

75%

情報交流の仕組みとし

て導入した情報共有シ

ステムaipoを使用して

地域まちづくり協議会

と市が情報交流を行え

る体制を整え、本格運

用を開始したことで、

これまで以上に的確か

つ迅速な情報共有が図

れるようになった。

地域まちづくり協議会

や市が相互に情報交流

を実施できる基盤が

整った。

地域まちづくり協議会

の事務職員によって、

システムの操作や活用

に対する理解度に差が

ある。また、各種事務

のマニュアル化を一層

進め、システムを活用

し共通理解を促す必要

がある。

B

まずまず成果を得

られた

74

地域共生社会

に向けた包括

的支援体制の

検討

Ⅳ

市民総活躍に

よるまちづく

り

13

地域まちづく

り協議会の運

営支援

健康福祉部長 地域福祉課長

健康福祉部地

域福祉課福祉

総務グループ

平成３０年度から社会

福祉協議会にＣＳＷを

配置し、個別支援を展

開しているが、その中

にはごみ屋敷等、制度

のはざまの問題など、

複雑かつ多様な問題を

抱えた世帯全体の支援

が必要な問題が顕在化

してきており、窓口・

支援機能の総合化が求

められている。国で

は、包括的支援の具現

化を進めており、令和

３年度から従来の制度

別に設けられた各種支

援の一体的な実施が行

われる予定である。

分野別の属性や課題に

基づいた縦割りの制度

を整理し、高齢者、障

がい者、生活困窮者な

ど、従来の分野ごとで

対応するのではなく、

地域まちづくり協議会

との役割のすみ分けを

行いながら丸ごと受け

とめる包括的な支援体

制の構築を行う。

総合相談窓口

機能・支援体

制の構築：１

箇所

複合課題をＣＳＷに集

約するつながるシート

を導入し、世帯全体の

トータルケアプランを

作成することで、支援

が必要な世帯に対する

相談支援の体制を整え

た。また、令和３年度

から実施される重層的

支援体制整備事業の実

施に向け、総合相談窓

口機能をはじめとした

包括的支援体制の構築

に向けた検討を進め

た。

市民の福祉課題に直面

する機会が多いと思わ

れる窓口を有する課に

対し、複合課題をＣＳ

Ｗに集約するつながる

シートの全庁展開を進

めた。また、世代や属

性を越えた相談支援や

地域づくりなどの一体

的な実施に向け、国の

補助事業である重層的

支援体制整備の移行準

備事業を実施した。

包括的支援体制の

運用（国の新たな

事業を活用）

令和4年度から主要事業

化した地域福祉力向上

重層的支援体制事業に

ついて、受託先の亀山

市社会福祉協議会と連

携し、つながるシート

を活用した包括的相談

支援事業・アウトリー

チ等による継続的支援

事業・参加支援事業を

展開するとともに、世

帯全体の支援プランを

作成・管理できる会議

体を設置・運営した。

100%

国モデル事業を活用し

社会福祉協議会に配置

したCSWを軸とした包

括的な支援体制づくり

を進めてきた。令和3年

4月から法改正により重

層的支援体制整備事業

（任意）が位置づけら

れたことから、主要事

業化し、継続的に事業

を展開できる体制を整

えた。

総合相談窓口機能・支

援体制の構築：１箇所

主要事業として事業を

展開する中で、受託先

の亀山市社会福祉協議

会と協議しながら、継

続的に取組の充実・強

化を図る必要がある。

A

十分な成果が得ら

れた

75

地区衛生組織

連合会事業の

在り方の検討

Ⅳ

市民総活躍に

よるまちづく

り

14

共助による支

え合いの基盤

の強化

産業環境部 環境課長

産業環境部環

境課環境創造

グループ

亀山市地区衛生組織連

合会は、亀山市自治会

連合会・亀山市婦人会

連絡協議会・亀山市老

人クラブ連合会により

組織している。

現在、各団体の構成員

等の減少により事業運

営に支障をきたしてお

り、亀山市地区衛生組

織連合会事業の在り方

について検討を進める

必要がある。

亀山市地区衛生組織連

合会事業の在り方につ

いて、本連合会実施事

業と類似する事業を

行っている他団体と協

議・調整の上、その方

向性を検討する。

亀山市地区衛

生組織連合会

事業の在り方

の方向性を決

定

亀山市地区衛生組織連

合会役員会や環境創造

グループ内で事業の洗

い出しを行った。

環境未来創造会議の快

適部会を開催し、協議

を行う予定だったが、

新型コロナウイルス感

染症の影響で延期とな

り、開催することがで

きなかった。

亀山市地区衛生組

織連合会事業の在

り方の方向性を決

定

亀山市環境未来創造会

議の快適部会を開催

し、組織の在り方、方

向性について協議を

行ったところ、存続さ

せることにより状況に

適した事業を行ってい

くべきではないかとの

見解が示された。

75%

亀山市地区衛生組織連

合会の在り方について

検討を行ったところ、

存続させることにより

状況に適した事業を

行っていくべきとの見

解が示された。亀山市

地区衛生組織連合会役

員会や環境未来創造会

議快適部会で事業内容

の検討を行うことと

なった。

亀山市地区衛生組織連

合会の在り方の方向性

が決定された。

各団体の構成員等が減

少していることから事

業運営に支障をきたす

恐れがある。

B

まずまず成果を得

られた

76
自主防災組織

等の強化
Ⅳ

市民総活躍に

よるまちづく

り

14

共助による支

え合いの基盤

の強化

危機管理監 防災安全課長

防災安全課防

災安全グルー

プ

災害時において、自ら

を守る自助と相互に助

け合う共助の重要性を

市民一人ひとりや地域

での意識を高め、それ

ぞれが自らを守ること

のできるよう、地域住

民が自らの課題として

捉える地区防災計画の

策定を進めるととも

に、自主防災組織など

の防災組織の強化を図

る。

自主防災組織の強化を

図るため、地区防災計

画の策定支援を行う。

地区防災計画

を策定した地

域まちづくり

協議会等の

数：１０地区

川崎、野村、井田川

北、加太地区の策定を

行った。

昼生地区において、地

区防災計画の策定に向

けて支援をしている。

他の地区（野登、御幸

地区等）において、策

定に向けて呼びかけを

行った。

地区防災計画の策

定支援

昼生地区、野登地区、

御幸地区において、地

区防災計画の策定に向

けて支援を継続し、御

幸地区において策定が

完了した。

50%

地区防災計画は５地区

（川崎、野村、井田川

北、加太、御幸地区）

が策定済で３地区（昼

生、関宿、野登地区）

の策定支援を継続し

た。

目標策定数１０地区：

策定済地区数５地区

・地区防災計画に取り

組みやすくするためひ

な形を作成したが、更

なる手法の検討が必要

・地区策定に対する意

識の向上が必要

B

まずまず成果を得

られた
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77

かめやま人の

活躍による市

民の連携強化

Ⅳ

市民総活躍に

よるまちづく

り

14

共助による支

え合いの基盤

の強化

教育部長 生涯学習課長

教育委員会事

務局生涯学習

課社会教育グ

ループ

現状地域には様々な地

域課題があり、その課

題解決に取り組むため

地域で活躍できる人材

を育成する必要があ

る。

地域で活躍できる人材

を育成するかめやま人

キャンパスにおいて、

地域の魅力発信や環境

問題への取組、地域課

題の解決のための事業

化などに取り組める人

材を育成するととも

に、その活躍の場を提

供する。

かめやま人

キャンパスを

修了した人

数：６０人

かめやま人キャンパス

講座を実施するととも

に、全受講生を対象と

したオンライン体験合

同講座を行い、ＩＣＴ

を活用した学びの提供

を行った。

地域課題に取り組む人

材を育成するため、か

めやま人キャンパスを

Ｚｏｏｍ等を活用して

実施した。しかし、新

型コロナウイルス感染

症の流行により、予定

していた回数の講座が

できなかった。

かめやま人キャン

パスによる人材育

成（第２期生募

集、１年次：入門

編）

地域課題に取り組む人

材を育成するため、か

めやま人キャンパス講

座及びかめやま人認定

者へのフォローアップ

講座を実施した。

また、令和5年度からス

タートする第2期のカリ

キュラムを検討・決定

した。

75%

かめやま人キャンパス

を核とする学びの体系

を構築することによ

り、講座修了者１０人

をかめやま人に認定す

ることにより、人材育

成を図ることができ

た。

かめやま人キャンパス

の第１期生となる講座

（まちの起業人・森と

水の守り人・まちのく

らし人・まちの歴史人

養成講座がすべて修

了）において、修了者

90人、かめやま人には

17人が認定され、人材

育成を図ることができ

た。

かめやま人認定者が継

続的に地域で活躍でき

るよう、市民や関連部

署と情報共有を行い、

活動の場を提供するな

ど、必要な支援を行う

必要がある。

B

まずまず成果を得

られた

78

協働によるま

ちづくりの推

進

Ⅳ

市民総活躍に

よるまちづく

り

15
協働事業の推

進
市民文化部長

まちづくり協

働課長

市民文化部ま

ちづくり協働

課市民協働グ

ループ

地域課題の解決に向け

ては行政だけでは限界

があり、市民活動団体

や地域まちづくり協議

会などと協働で取り組

む必要がある。現在、

協働事業提案制度以外

にも様々な場面で行政

と各種団体と一緒に事

業が展開されている

が、協働の指針に基づ

く協働が行われるよう

庁内体制の整備を推進

する。

市民活動団体や地域ま

ちづくり協議会と行政

との協働の体制を整備

する。

協働事業提案

制度を実施し

た件数：３０

件（※累計）

協働事業提案制度を利

用せず、課題解決に向

けて各地域まちづくり

協議会がそれぞれ異な

る部署（行政）と協働

事業を展開している。

協働事業提案制度を利

用せず、課題解決に向

けて各地域まちづくり

協議会がそれぞれ異な

る部署（行政）と協働

事業を展開している。

なお、地域課題の解決

に向けての庁内体制の

整備については、市が

実施する事業における

地域まちづくり協議会

との連絡調整に関する

ことを地域担当職員が

担うことで庁内体制の

整備を図っていくこと

とした。

協働のしくみによ

る地域まちづくり

協議会と行政との

協働事業の実施

協働事業提案制度を利

用せず、課題解決に向

けて各地域まちづくり

協議会がそれぞれ異な

る部署（行政）と協働

事業を展開している。

協働事業提案制度を利

用し、市民活動団体と

行政の協働事業を３事

業実施した。

100%

協働事業提案制度を利

用した市民活動団体と

行政との協働事業は累

計32件となる。また、

地域課題の解決に向け

ての庁内体制の整備に

ついては、協働事業提

案制度を利用せず、市

が実施する事業におけ

る地域まちづくり協議

会との連絡調整に関す

ることを地域担当職員

が担うこととした。

協働事業提案制度を実

施した件数：３2件（※

累計）

現在、協働事業提案制

度以外にも様々な場面

で行政と各種団体が協

働して事業を展開して

いるため、今後も継続

して協働による事業が

行われるよう、庁内の

連絡調整が機能してい

るか確認をしていくと

ともに、庁内体制の充

実を図る必要がある。

A

十分な成果が得ら

れた

79

文化財建造物

の公開活用の

拡充

Ⅳ

市民総活躍に

よるまちづく

り

15
協働事業の推

進
市民文化部長 文化課長

市民文化部文

化課まちなみ

文化財グルー

プ

関の山車会館等整備が

完了した文化財建造物

について、公開活用を

より拡充していく必要

がある。

公開活用を拡充するた

め、市民団体等の参画

を進める。

新たな市民団

体等の増加

市民団体（関宿「関の

山車」保存会）と管

理・運営方法の方向性

について協議を行っ

た。

関宿「関の山車」保存

会及び各山車持ち自治

会と関の山車会館の利

用について協議。

旧佐野家住宅について

野村地区まちづくり協

議会と活用について協

議を行った。

・市民団体等との

協議

・参画団体等の増

関の山車会館の活用に

ついて、関宿「関の山

車」保存会及び各山車

持ち自治会と協議し、

お囃子の練習や披露の

会場として活用の拡充

を進めた。また、旧田

中家住宅の活用につい

ては、次年度中の公開

に向けて、観光協会等

と協議した。

100%

文化財建造物の公開活

用について、まちづく

り協議会や文化財の保

存伝承を行う市民団体

等と協議を行い、関の

山車会館や旧落合家住

宅、旧佐野家住宅等の

公開活用の拡充を図る

ことができた。

関の山車会館の活用に

ついて、関宿「関の山

車」保存会及び各山車

持ち自治会と協議し、

お囃子の練習や披露の

会場として活用の拡充

を進めた。また、亀山

子ども能「輝」の成果

発表会の会場として利

用されるなど、新たな

市民活動団体の活用の

拡充を図ることができ

た。

旧田中家住宅の活用に

ついては、次年度中の

公開に向け、観光協会

と協議した。

文化財建造物の公開活

用の拡充を図るために

は、管理人を新たに配

置する必要があり、人

件費が発生するなど財

政面の課題がある。

A

十分な成果が得ら

れた

80

高校、大学及

び学生企業

等、各種学校

連携の強化

Ⅳ

市民総活躍に

よるまちづく

り

15
協働事業の推

進
産業環境部長 商工観光課長

産業環境部商

工観光課観

光・地域ブラ

ンドグループ

協働事業では様々な活

動主体と連携を行って

きたが、後継者不足等

の理由で、協働事業の

持続性が危ぶまれる。

新たな発想による活性

化と持続的な協働事業

の在り方が望まれる。

高校、大学及び学生企

業等と連携して、継続

的に観光分野における

協働事業が推進できる

仕組みづくりを、様々

な機会を利用して構築

する。

各種学校連携

の回数：１回

四日市で開催されるＢ

１グランプリに向け

て、会場ＰＲ方法な

ど、鈴鹿大学学生企業

に協定に基づき業務委

託を行った。また、亀

山７座トレイルで、鈴

鹿高校山岳スキー部と

連携して登山道の放棄

ゴミの回収作業を行っ

た。

亀山７座トレイル登山

道活用ネットワーク

で、鈴鹿高校山岳ス

キー部と連携している

が、コロナ禍により会

議も継続的に行えず、

具体的な活動は行って

いない。

・観光分野の実施

事業での学校連携

の仕組みの推進

・協定書等の締結

・亀山７座トレイル登

山道活用ネットワーク

の会議を開催し、年間

計画の確認や意見交換

を実施したが、鈴鹿高

校山岳スキー部と連携

した登山道整備は、日

程が調整できず実施で

きなかった。また、高

校、大学等と連携した

取組を行うための協定

の締結には至っていな

い。

25%

・コロナ禍の影響によ

り活動が行えない年度

が続き、鈴鹿高校山岳

スキー部と連携した登

山道整備は３年間で２

回の実施であったが、

亀山７座トレイルネッ

トワークの活動として

は、持続的な協働事業

として実施することが

できた。

各種学校連携の回数：

R2年度2回

R3年度0回

R4年度0回

亀山７座トレイル登山

道活用ネットワーク事

務局機能を亀山市地域

社会振興会に移し、運

営を軌道に乗せるため

のさらなる支援が必要

である。

C

あまり成果を得ら

れなかった
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具体的取組 目標 重点方針 取組責任者 取組部署 現状と課題
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

目標指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和２～４年度

No 名 称 正 副
取組内容
（Ｒ２－Ｒ４）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

年 度 計 画 年 度 末 実 績
（ 具 体 的 な 取 組 の 状 況 ）

進 捗 率 取組成果（総括）
目標指標の実績
（令和４年度末）

課題・問題点 取組の総括評価

第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画　令和４年度取組実績及び前期実施計画総括評価

①4年度末実績見込みを詳①4年度末実績見込みを詳

81

生活道路改良

要望に対する

評価基準の策

定

Ⅳ

市民総活躍に

よるまちづく

り

15
協働事業の推

進
建設部長 土木課長

建設部土木課

道路整備グ

ループ

市民から寄せられる生

活道路改良要望につい

て、限られた財源で、

質の高い道路整備を実

現するために地域と行

政が協働して、地域の

道路整備計画を策定、

整備に取り組んでいる

が、市民ニーズは多様

化しているため柔軟な

対応が求められてい

る。このことから道路

整備計画の策定を前提

とした道路整備に拘る

ことのなく柔軟性に富

んだ道路整備が行える

仕組みづくりを構築す

る必要がある。

生活道路改良要望に関

する仕組みづくりとし

て、定性的・定量的な

評価基準を策定し、運

用を開始する。

評価基準の策

定及び運用開

始

新型コロナウイルス感

染症等の流行により、

先進都市への調査の実

施を令和２年度から令

和３年度へ移行した。

また、亀山市生活道路

整備指針の指針対象の

見直し、他事業との関

係性整理を図ること

で、道路整備の必要性

判断根拠となる内規の

検討を進めた。

亀山市生活道路整備指

針の改定版（案）及び

評価基準（案）につい

て、要望路線の評価・

優先度判定（サンプリ

ング）を行い、今後の

整備方針とのずれが生

じていないか最終の確

認を行い策定が完了し

た。

基準の運用

令和4年4月に各自治会

長へ生活道路整備につ

いての文書を配布した

ところ、3自治会から道

路拡幅についての相談

があった。自治会と現

地にて立会いを実施

し、要望路線が生活道

路整備指針の対象とな

るか説明を行い理解を

得た。

100%

改訂した生活道路整備

指針の運用を開始し、

事業の実施の判断や優

先度の判定など要望が

あった自治会に対して

説明責任を果たすこと

ができた。

対象となった要望路線

については、指針に基

づき評価、優先度の判

定を行い道路拡幅の実

施を判断した。

自治会に対して生活道

路整備指針の理解を得

ること。今後、部分拡

幅（待避所）など各自

治会のニーズに応じた

柔軟な整備手法も検討

しなければならない恐

れがある。

A

十分な成果が得ら

れた

82

市道草刈活動

支援事業の活

動団体の拡大

Ⅳ

市民総活躍に

よるまちづく

り

15
協働事業の推

進
建設部長 建設管理課長

建設部建設管

理課道路保全

グループ

県道からの管理移管や

開発行為による認定等

で市道延長及び路線数

の増加に伴い、管理範

囲が拡大の一途をた

どっている。国道や農

道と違い、市道は一般

生活や通学路のように

市民生活に直結した道

路であり、交通車両や

歩行者の安全な交通に

対応する市発注による

市道草刈委託料も増加

している。

現在の参加団体には自

治会以外の団体や地域

まちづくり協議会から

の参加もあり、今後も

草刈支援事業実施の協

力団体の公募を引き続

き行い、参加団体の拡

充で市民協力のもと市

財政の歳出の抑制を図

る。

参加団体数：

４７団体

協力団体の公募を、市

広報４月１日号及び市

ＨＰに掲載し、市民・

各団体に同事業につい

て幅広く通知し、参加

を依頼した。

令和３年４月１日号の

広報で、草刈支援事業

実施の協力団体を公募

し、自治会に限らず地

域まちづくり協議会や

有志団体などから、幅

広く参加協力が得られ

ている。

協力団体の公募(市

広報を活用して幅

広く市民に通知)・

各団体に同事業へ

の参加依頼、地域

まちづくり協議会

との連携

令和４年４月１日号の

広報で、草刈支援事業

実施の協力団体を公募

し、自治会に限らず地

域まちづくり協議会や

市民団体などから、幅

広く参加協力が得られ

ているものの、参加団

体数は横ばい傾向にあ

る。

75%

草刈支援事業実施の協

力団体の公募を行い、

参加団体には自治会以

外の団体や地域まちづ

くり協議会からの参加

もあり、団体数は横ば

い傾向であるが、市民

協力のもと市財政の歳

出の抑制を図れた。

参加団体数：４０団体

本事業や他の制度を活

用し、計画的に道路美

化に協力していただい

ている自治会等がある

一方で、草刈作業等、

道路美化に協力してい

ただいているにも関わ

らず、制度を十分に活

用できていない団体も

あるため、道路愛護の

機運が高まらない。

B

まずまず成果を得

られた
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【別表】令和４年度効果額（歳入確保及び歳出抑制等）
(単位：千円)

No. 主 な 取 組 歳入効果額 歳出効果額 主 な 内 容

27 Ⅱ 財政運営の強化 ６ 歳入確保の推進 普通財産の有効活用・売却 19,746 土地・建物貸付及び土地・建物売払（法定外公共物等）によるもの

29 Ⅱ 財政運営の強化 ６ 歳入確保の推進 市税（現年分）の収納率の向上 26,438 現年分の収納率の向上

31 Ⅱ 財政運営の強化 ６ 歳入確保の推進
保育所等利用者負担金（現年分）の
収納率の向上 103 現年分の収入率の向上

35 Ⅱ 財政運営の強化 ６ 歳入確保の推進 医業未収金の徴収対策 798 収納率の向上

70 Ⅲ 既成概念からの脱却 12
新たな自治体間連携の検
討

はしご自動車の共同整備・共同運用 12,544 はしご自動車共同整備・共同運用による経費削減

47,085 12,544

目 標 重 点 方 針

59,629
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（ ）

■計画の基本情報

R 4 ～ R 7

第２期亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する実績等報告書（令和４年度）

位置付け

　本計画は、地方創生法第１０条に基づく市町村まち･ひと･しごと創生総合戦略として、
本市における人口減少対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものである。

政策部 政策推進課

目的・概要

計画期間 年度

将来の人口減少をできる限り抑制しつつ、バランスの取れた年齢構成で人口を安定化
させ、持続性を保った都市を目指す。市民の暮らしの質（ＱＯＬ）を高め、住み、働くこと
のできる、暮らしたいまちとして選ばれる都市を目指す。

計画の骨格
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■成果指標

1

2

3

4

5

■計画の実績等

目標値現状値
実績値
（R3）単位

成果指標名

別紙のとおり

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

　産業振興奨励制度を活用し、新たな企業立地等を促進するとともに、本市の魅力
ある特産品を、市独自の「亀山ブランド」として認定するなど、活力ある働く場づくりに
取り組んだ。
　本市の魅力である亀山7座を中心とした自然観光の推進や、積極的なシティプロ
モーションによる情報発信、移住相談窓口を通じた移住促進など、本市へのひとの
流れとつながりの創出に取り組んだ。
　子育て世代包括支援センター等による妊娠期から子育て期にわたる切れ目のな
い子育て支援を行うとともに、和田保育園保育室の増設により待機児童の解消を図
るなど、出産・子育てのしやすい環境づくりに取り組んだ。
　JR亀山駅周辺の整備や新図書館の開館により、中心的都市拠点としてのにぎわ
い再生と都市機能を高めるとともに、居住誘導区域外から区域内への住宅取得に
対する支援を行い、まちなかへの居住誘導及び定住促進を図るなど、まちの魅力
及び価値の向上による、選ばれるまちづくりに取り組んだ。

　本市の令和5年4月1日現在の総人口は、49,292人となり、前年度の49,463人か
ら171人減少した。人口増減の内訳をみると、社会増減については、平成28年度か
ら7年連続で転入増で推移しており、施策推進の成果が表れているものと思われ
る。自然増減については、出生数は近年ほぼ横ばいで推移していたが、令和4年度
においては、前年度の360人から91人減少し、269人となった。また、死亡数は、前
年度の547人から60人増加し、607人となった。全国的な出生数の減少や、死亡
数の増加と同様、死亡数が出生数を上回る自然減が続いている状況である。国・
県と比較すると、本市の人口減少は緩やかに進行しているものの、「将来の人口減
少をできる限り抑制し、持続性を保った都市を実現すること」は、中長期的に取り組
むべき、本市にとって極めて重要である。

第２期亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく人口減少対策は、まちづくり全
般に広く関わっており、総合計画に掲げる様々な分野における施策推進に寄与して
いる。

各基本目標の達成に向けて取組を進め、社会増の維持拡大に引き続き取り組むと
ともに、自然減をできる限り抑制するための産み・育てられる環境づくり等を一層進
めていく必要がある。また、地域の課題解決や魅力向上を図るとともに、都市部にお
ける地方移住の高まりなどの動きを地方創生につなげていく必要がある。

活力ある働く場の更なる確保、本市への人の流れとつながりの一層の創出及び本
市の魅力や価値の向上に引き続き取り組むことによる社会増の維持拡大を図るとと
もに、結婚・出産・子育てのしやすい環境づくりなどにより、出生数の増加に向けた自
然減対策を強化し、本市における地方創生を一層推進する。
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基本目標 数値目標 単位 現状値 実績値 目標値

11,708 11,231 12,000

R2 R3 R7

48.2 48.2 60.0

R2 R2 R6

151 250

R4 R7

85 85 90

R2 R2 R6

1.41 1.55 1.70

R1 R3 R7

75 80.0 80

R3 R4 R7

71 66.0 75

R3 R4 R7

74.6 74.6 80.0

R2 R2 R6

基本目標Ⅱ
亀山へのひとの流れとつな
がりをつくる

②亀山市に住み続けたいと思う市民の割合

①社会増減数（累計） 人

基本目標Ⅰ
活力ある働く場をつくる

-

別紙１：第２期亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する実績（基本目標）

基本目標Ⅳ
魅力や価値を高め、選ばれ
るまちをつくる

①亀山市を住みやすいと感じる市民の割合 ％

％

基本目標Ⅲ
出産・子育てを支え、未来
を担うひとを育てる

①合計特殊出生率

②将来の夢や目標をもっている子どもたち
の割合（小学校）

②将来の夢や目標をもっている子どもたち
の割合（中学校）

％

％

①従業者数

②現在の仕事に満足している市民の割合

人

％
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基本目標 基本的方向 指標 単位 現状値 実績値 目標値

4 4

R4 R7

33.9 33.9 50.0

R2 R2 R7

17 34 57

R3 R4 R7

2 4

R4 R7

99,895 134,025 125,000

R2 R4 R7

41 89 190

R2 R4 R7

10 40

R4 R7

183,001 207,428 220,000

R2 R4 R7

7 7 11

R3 R4 R7

33.5 35.1 40.0

R3 R4 R7

73.0 73.0 70.0

R2 R2 R7

45.3 45.3 40.0

R2 R2 R7

53.6 53.6 50.0

R2 R2 R7

27.7 27.7 25.0

R2 R2 R7

12 19 0

R3 R4 R7

人

世帯

件

件

-

-

-

％

％

％

％

％

人

人

基本的方向１
結婚・出産への支援

若年世代の未婚率
（女性　３０～３４歳）

基本的方向２
安心して子育てができる環境づく
りの推進

低年齢児（３歳未満児）
待機児童数

基本的方向６
ダイバーシティ社会の推進

基本目標Ⅱ
亀山へのひとの
流れとつながり

をつくる

基本的方向１
結婚・出産への支援

若年世代の未婚率
（男性　２５～２９歳）

基本的方向１
結婚・出産への支援

若年世代の未婚率
（男性　３０～３４歳）

基本目標Ⅲ
出産・子育てを
支え、未来を担
うひとを育てる

シティプロモーション専用ページ
のページビュー数

移住相談等を通じた移住件数
（累計）

支援を受けて住宅を取得した子育
て世帯数（累計）

観光入込客数

地域担い手研修の受講者が地域ま
ちづくり協議会の役員に就任した
人数（累計）

審議会等における女性の登用率

基本的方向５
市民参画・協働のまちづくりの推
進

基本的方向１
結婚・出産への支援

若年世代の未婚率
（女性　２５～２９歳）

基本的方向１
戦略的なシティプロモーションの
推進

基本的方向２
移住交流の促進

基本的方向３
若者の定住促進

基本的方向４
まちづくり観光の活性化

基本的方向４
農林業の振興

新規就農者数（累計） 人

別紙２：第２期亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する実績（ＫＰＩ）

基本的方向１
魅力ある働く場の創出

新規企業立地等件数 件

基本的方向２
安心して働ける環境づくりの促進

「ワーク・ライフ・バランス」と
いう言葉の認知度

％

基本的方向３
地域産業の活性化

地域ブランドの認定件数 品目

基本目標Ⅰ
活力ある働く場

をつくる
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基本目標 基本的方向 指標 単位 現状値 実績値 目標値

95.0 98.2 97.0

R3 R4 R7

93.4 91.1 95.0

R3 R4 R7

91.2 94.1 95.0

R3 R4 R7

908 977 4,000

R2 R4 R7

59.0 62.2 66.0

R2 R4 R7

1 4

R4 R7

2 8

R4 R7

231,999 208,293 309,000

R2 R4 R7

3,741 4,514 7,200

R2 R4 R7

81.4 80.4 100

R2 R4 R7

2 2 6

R2 R4 R7

4 7 70

R2 R4 R7

13.6 18.1 40.0

R2 R4 R7

61,500 90,583 230,000

R2 R4 R7

27.97 69.30 90.00

R2 R4 R7

-

-

地区

％

人

％

％

％

％

人

人

件

地域主体の支え合いの仕組みを構
築した地域まちづくり協議会の割
合

％

人

％

施設

施設
基本的方向７
持続可能な社会資本管理の推進

施設の統廃合・複合化を決定した
公共施設数（累計）

基本的方向８
脱炭素社会に向けたまちづくりの
推進

ＬＥＤ照明を導入した公共施設数
（累計）

基本目標Ⅳ
魅力や価値を高
め、選ばれるま
ちをつくる

基本的方向９
安心して暮らし続けられる地域づ
くりの推進

基本的方向１０
誰もが学べる環境づくりの推進

図書館入館者数

基本的方向１１
行政ＤＸによる市民サービス向上

マイナンバーカード取得率

基本的方向５
快適な交通ネットワークの構築

市内バス路線の利用者総数

基本的方向５
快適な交通ネットワークの構築

乗合タクシーの利用者数

基本的方向６
安全・安心なまちづくりの推進

自主防災組織の結成率

基本的方向２
地域の魅力の磨き上げ

関宿重要伝統的建造物群保存地区
内の街道に面した建造物の修理修
景事業の完了率

基本的方向３
計画的な都市づくりの推進

新たに指定した用途地域の地区数
（累計）

基本的方向４
魅力的な都市拠点の形成

都市拠点における新規出店数

基本的方向４
子どもたちの成長を支える教育環
境の充実

学校評価アンケートにおける学校
満足度（小学校）

基本的方向４
子どもたちの成長を支える教育環
境の充実

学校評価アンケートにおける学校
満足度（中学校）

基本的方向１
健康都市の推進

健康マイレージの延べ参加者数

基本的方向３
魅力ある幼児教育・保育の推進

子どもの園への満足度の状況

基本目標Ⅲ
出産・子育てを
支え、未来を担
うひとを育てる
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